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先住民，植民地支配，脱植民地化
―国際連合先住民権利宣言と国際法―

清　水　昭　俊 *

Indigenous Peoples, Colonialism and ‘Decolonisation’: The United Nations 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in International Law

Akitoshi Shimizu

　2007年 9月に国際連合（国連）総会は国際連合先住民権利宣言を採択した
（国連総会決議 61/295）。国連がその公的な意思として採択し表明した初めての
先住権に関する包括的な規定である。国連の下部組織である作業部会がこの宣
言の最初の草案を起草したのは 1993年だった。総会が決議するまでに 14年も
の間隔があるのは，宣言の内容について国連加盟国が合意に達するのに，それ
だけ長期間を要したからである。その間，国連の外部では，1993年の起草案は
先住権に関する事実上の

0 0 0 0

国際標準として機能してきた。国際法の専門家のみな
らず，先住民運動の活発な諸国では一般の間で，さらに国際機関や各国政府に
おいてさえも，そのように受けとめられてきた。さらに，先住民組織はその運
動を通してこの文書の影響力を高めてきた。この文書は事実上，先住民自身が
発した一つの宣言―「1993年宣言」と呼ぶべきもの―と見ることができる。
これら状況的条件に加えて，この 1993年宣言は，先住権をその根拠とともに
包括的に述べる均整のとれた構成と，よく練られた法的言語の表現によって，
それ自体が説得力に富む文書である。1993年宣言は 2007年決議に対しても，
それを評価する標準となりえている。1993年宣言を参照すれば，2007年決議
が多くの修正を受けたものであること，その修正は加盟国政府の国内先住民に
対する利害と懸念を反影したものであることが，判明する。
　この論文で私は，2007年決議ではなく 1993年宣言を取り上げて，宣言が先
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住権を要求するその構造を分析する。分析の焦点は三つのテーマ，つまり，先
住民としての権利，民としての基本的権利，復権のための国際的および国内的
な制度的枠組みである。要求する権利の全体は，一つの独自の民に保障される
べき「民の集合的生命権」を構成する。この権利を先住民は拒絶されてきた。
1993年宣言は条文で先住民の権利を網羅している。それが可能だったのは，先
住民の歴史経験を総括して「民族絶滅と文化絶滅」と認識するからである。
1993年宣言は国際法規を目指した文書であり，そこに述べる権利要求は，民と
しての集合的生命権の要求を初めとして，先住民に関わる既存の国際法の体系
に変革を要求する。しかし，2007年決議はこの種の変革を達成してはいない。
逆に国連加盟国は，条文の文言を操作することによって，1993年宣言の権利要
求の構造を曖昧にすることに成功している。2007年決議はもはや先住民の歴史
経験「民族絶滅と文化絶滅」に言及してはいない。
　論文の第二の課題として，国際法において先住民が彼らの権利を奪われ，彼
らの存在が不可視にされた歴史を，歴史を遡る方向で追跡する。とりわけ国連
と国際労働機構（ILO）が採択した国際法規が考察の焦点である。その後の歴
史で先住民を不可視にした分岐点は，1950年代初めにベルギー政府の主張した
所謂「ベルギー・テーゼ」をめぐる論争だった。このテーゼによってベルギー
政府は，国連の脱植民地化の事業について多数の加盟国が選択しつつあった実
施形態に，異議を唱えた。「反植民地勢力」に対抗して，ベルギー・テーゼは
国連の脱植民地化の事業の基底にある特性を暴いていった。ベルギー政府が全
ての「非自治の先住の民

0 0 0 0

」に平等の処遇を要求したのに対し，国連は脱植民地
化の対象を「非自治の地域

0 0

」つまり欧米宗主国の海外植民地に限定した。ベル
ギー・テーゼによれば，「反植民地勢力」が追求する脱植民地化のモデルはラ
テンアメリカ諸国の「革命」経験だった。それは，植民地が宗主国支配から解
放される一方で，国内に先住民に対する植民地支配を持続させるモデルであり，
実際，1950年代以降に独立したアジア・アフリカの多くの新興国が，このモデ
ルに従って，国内に先住民支配を持続させた。この国連による脱植民地化が再
定義した国家像は，国内に先住民支配が埋め込まれた構造の国家だった。
　国連の素通りした「非自治の」先住民を対象として，ILOは 107号条約を採
択し，「統合」政策を推進しようとした。107号条約は，「先住

0 0

」諸人口に法的
定義を与えた最初の国際法である。植民地征服という歴史的起点に言及して
「先住

0 0

」諸人口を捉えるこの「ILO定義」は，その後の先住民に関する概念的
な思考に影響力を発揮し，先住民自身の先住民に関する思考でさえ拘束した。
107号条約は国家に「後見」役を与え，「被後見」の先住民を「より発達した国
民共同体」に統合することによって，国家に先住民「文化絶滅」政策を推進さ
せようとする。ILOの統合政策は植民地主義の第二次世界大戦後における形態
である。
　1993年宣言は，国連と ILOによる脱植民地化の政策を含めて，植民地支配
の歴史からの回復を要求する。この論文で行う先住民の権利の歴史的考察は，
共通に受け入れられている「先住民」の定義について，見直しが必要であるこ
とを示唆する。先住民の決定的な示差的特徴として，植民地征服に言及するこ
とは不適切である。1993年宣言は，国家その他の外的エイジェントによる「先
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住民」の定義と認定を，拒否している。「先住民」の定義と認定は先住民自身
の自己決定権に属すべきである。それと同時に，1993年宣言は先住民を，「民
族絶滅と文化絶滅」を被らされてきた民と描いている。1993年宣言は先住民に
対する呼びかけを含意してもいる。1993年宣言は先住民運動の用具であるに留
まらず，運動自体の容器でもある。

In September 2007 the United Nations General Assembly adopted the 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (GA Resolution 61/295), the 
first comprehensive instrument of international law on the indigenous rights 
that the UN decided and issued as its official will. The initial draft of the Dec-
laration was issued as early as in 1993 by a working group of a lowest organ-
isational status in the United Nations (UN). A long period of fourteen years 
since then was necessary for member states of the UN to arrive at the final 
agreement on the text of the Declaration. During that time, on the other hand, 
the initial draft of 1993 has been functioning as a de facto international stan-
dard for the indigenous rights. The 1993 draft was broadly accepted as such 
by academic specialists of international law, by the public in those countries 
where indigenous peoples were active in their movements, and even by inter-
national and national authorities. Indigenous organisations through their move-
ments have invested the draft with influence, to the extent that it now deserve 
to be called the 1993 Declaration proclaimed by indigenous peoples them-
selves. Besides those situational conditions, the draft itself is plausible and 
persuasive in the coherent composition of the text, which elucidates the whole 
variety of indigenous rights, together with their reasonable bases, in deliber-
ately selected legal language. The 1993 declaration may even be referred to as 
a standard for assessing the 2007 resolution. This comparison reveals that the 
latter has received quite a few changes, which reflect the interests and anxiet-
ies held by the UN member states concerning their domestic policy on indige-
nous peoples.

In this paper, I will take up the 1993 Declaration, instead of the 2007 
resolution, as the primary data and analyse the structure of the indigenous 
rights as stated in the declaration. The analysis will focus on three themes: 
the rights specific to indigenous peoples, the rights equally fundamental to 
all peoples, and the national and international framework for the implementa-
tion of the proclaimed rights. The whole set of those rights should be catego-
rised as the collective right of existence as a distinctive people. The right has 
been categorically refused to the indigenous peoples. The 1993 Declaration 
enumerated those rights in a thoroughly comprehensive way, a feature based 
on the recognition of ethnocide and cultural genocide, the historical experi-
ence shared by indigenous peoples. The 1993 Declaration explicitly demands 
a reform in the current regime of international law circumscribing the indig-
enous peoples. The 2007 resolution failed to attain this sort of reform. On 
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the contrary, the UN member states successfully obscured the right-claiming 
structure of the 1993 Declaration by manipulating the language used in the 
resolution. Thus, the ‘ethnocide and cultural genocide’, representing the whole 
historical experiences of suppression against indigenous peoples, has been 
entirely deleted from the final resolution.

As the second objective of this paper, I will trace the historical process, 
in a retrospective way, how indigenous peoples have been deprived of their 
rights and made invisible in international law, particularly in the legal instru-
ments enacted by international organisations, the UN and the International 
Labour Organisation (ILO). One of the crucial points of departure for the sub-
sequent history of deprivation is found in the way the debate on the so-called 
Belgian Thesis was concluded in the early 1950s in the UN. Through this set 
of arguments, the Belgian Government contested against the way majority 
member states liked to implement the program of decolonisation, one of the 
major missions of the nascent UN. Confronting the ‘anti-colonial block’, the 
Belgian Thesis unmasked quite a few fundamental features of the decolonisa-
tion conducted by the UN. Whereas the Belgian Government requested equal 
treatments of all ‘non-self-governing indigenous peoples’, the UN decidedly 
concentrated its efforts of decolonisation on the ‘non-self-governing territo-
ries’, i.e. the overseas colonies of imperial powers. The Belgian Thesis sug-
gested that Latin American countries demanded liberation of those colonies 
just in the way they themselves had been liberated from their metropolises. 
According to this model, all colonies should attain liberation from the colo-
nial regime; but at the same time, the newly independent states should inevi-
tably inherit from the former regime the colonial rule of indigenous peoples 
within their domestic jurisdiction. Actually many countries in Asia and Africa 
that attained independence in the1950s and thereafter followed this model and 
maintained the colonial rule of indigenous peoples living within their territo-
rial borders. Thus, the program of decolonisation conducted by the UN rede-
fined the idea of the sovereign state, which structurally comprises indigenous 
peoples under colonial suppression within its territory.

Targeting at those non-self-governing indigenous peoples left aside 
by the UN, the ILO enacted Covenant no. 107 and proposed a coordinated 
framework of integration policy for those peoples, who were now identi-
fied as ‘indigenous and other tribal and semi-tribal populations in indepen-
dent countries’. Covenant no. 107 for the first time gave a legal definition to 
‘indigenous’ populations in terms of the historical moment of colonial con-
quest. This definition, which may be named ‘the ILO definition’, has been 
exerting an enduring influence and constraining even indigenous peoples 
themselves in their thought on the concept of ‘indigenous’ peoples. The ILO’s 
policy of integration represented a post-WWII version of colonialism, assign-
ing the role of guardian to the states and guiding them to cultural genocide of 
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the ward, indigenous peoples, by way of ‘integrating’ those peoples into ‘more 
advanced national communities’.

The 1993 Declaration demands that the history of colonisation, including 
the policies of decolonisation conducted by the UN and the ILO, should be 
undone. The historical review conducted in this paper on the rights of indige-
nous peoples suggests that a revision is necessary for commonly accepted def-
initions of the term ‘indigenous’ peoples. The ILO definition of the ‘indigenous’ 
peoples, particularly the reference to the initial moment of colonial conquest, 
turns out to be irrelevant for conceiving the indigenous peoples. The 1993 
Declaration refuses any trial of the states and other external agents to define 
and identify ‘indigenous peoples’; the definition and identification of ‘indig-
enous peoples’ should belong to the right of self-determination of the indig-
enous peoples themselves. At the same time, the 1993 Declaration represents 
indigenous peoples as those peoples who have been subjected to ethnocide 
and cultural genocide. The 1993 Declaration connotes a calling to indigenous 
peoples. As such, it provides indigenous peoples not merely with a tool of 
indigenous movements. It provides the conceptual framework for their indige-
nous movements.
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序

テーマ

　2007年 9月に国際連合総会は「国際連合先住民権利宣言」を採択した（国連総会

決議 61/295）1）。国際連合（以後「国連」と略記する）が初めて採択する先住権の包

括的な規定である。国連の下部組織である先住諸人口作業部会が先住民の権利に関す
0 0 0 0 0 0 0 0 0

る国際連合宣言
0 0 0 0 0 0 0

の作業部会案を決定したのは，それに先立つ 14年前の 1993年だっ

た。この間，この宣言（ないしその草案）の姿は国連の内と外とで大きく異なっていた。

　出来事はそれ自体で歴史的な出来事になるのではない。特定の出来事は，時空上の

異なる位置で生起する他の出来事と関連させることによって，歴史的な意味を帯び

る。過去の同一の出来事であっても，現在時
0 0 0

に現す姿は時とともに変転する。国連の

場においては，先住民の権利に関する国連宣言が，1993年草案のままの形を保って

いたのは，起草後の短期間にすぎない。1993年の時点では，宣言草案の決定それ自

体がひとつの記念すべき出来事であり，同時に，同年の国連による「国際先住民年」

の取り組みと連結して，先住民に対する国際的関心の高まりを反影し，それを一層促

進させることが期待される出来事だった。国連においては，内部の組織系統を段階を

踏んで上昇し，最終的には国連総会決議として採択されて，国連の意思を表明する公

的文書となるべき期待を，負っていた。しかし，この種の文書に共通の手続きに従い，

条文検討のために新たに設置された別の作業部会に送られた。そこで改訂の手が加え

られた時点で，1993年草案の全体は，その後に成案を得るべき改訂案のための踏み

台としての役割を終えて，つまり国連における公的文書としての役割を終えて，公文

書館に送られた。

　国連の外では，国連における 1993年草案のこのような姿は，国連総会が最終の改

訂案を国連宣言として採択し公布するまでは，不可視のままに隠されていた。1993

年草案が世に出て以来，国連宣言が採択されるまでの 14年の間，国連内での姿とは

対照的に，国連の外では，国連が準備中の先住民権利宣言は 1993年草案の形（条文

と内容）で伝えられ，先住民の権利に関する事実上の国際標準
0 0 0 0 0 0 0 0

として機能した。1993

年草案は，先住民の権利をその根拠とともに包括的に述べる均整のとれた構成と，よ

く練られた法的言語の表現によって，それ自体が説得力に富んでいる。後に見るよう

に，国連の下部組織であるとはいえ，先住諸人口作業部会の審議には，権利宣言が国

連総会決議として採択される現実性を見越した多くの国連加盟国が，広範な先住民組
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織とともに参加し，意見を闘わせていた。この審議過程が 1993年草案に非公式なが

ら権威を与えていた。先住民の権利を国際的な視野で考察する研究者は，1993年草

案が国連ではその役割を終えた後でも，それを先住民に関わる最新の国際法規資料と

扱い，考察を行っている2）。先住民運動が活発な国々では，一般の人々も，また政府

部内でさえもが，1993年草案を，先住民の置かれた状況を判断する標準として受け

とめていた。最も重要なことに，先住民は国際的な運動を通して，1993年草案を彼

らの権利要求を表明する文書として，それもしばしば「国連先住民権利宣言」の名で

広報し，この文書に影響力を与えてきた。国連先住民権利宣言は国連ではいまだ未完

だったが，先住民運動の影響と相乗して，1993年草案が実質的な一つの権利宣言と

して機能してきた。国連の内と外での対照的な姿は，1993年草案が国連という場の

制約を離れ，それ自体で影響力をもつ自立した文書―先住民が先住民の声として表

明する「1993年宣言」と呼ぶべき文書―へと成長したことを示唆する。

　再び視線を国連に戻せば，2006年，改訂作業を経た最終案を人権理事会が理事会

案として国連総会に提案し，総会でさらに修正をめぐる交渉を経て，2007年 9月，

国連総会本会議が総会決議として採択した。採択された総会決議 61/295に添付され

た「国連先住民権利宣言 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples」

（以後「2007年決議」と呼ぶ）は，この長い期間に多くの変更と加筆を受けて，1993

年宣言の枢要な特徴が削ぎ落とされている。今後，国連先住民権利宣言は，2007年

に採択された決議の内容で，国連総会の権威を帯びて機能していくはずである。しか

し，1993年宣言から多くの権利要求を削ぎ落としたという 2007年決議の出自は，削

ぎ落とされた内容とともに，先住民組織の記憶に刻まれるはずである。国際的な視野

で見て，先住民組織が 2007年の決議をどのように受けとめるのか，なお今後の推移

を見守る必要がある。

　この論文で私は，1993年宣言を論考の主題として取り上げる。2007年に採択され

た決議ではなく 1993年宣言を主題とするのは，次の理由による。二つの文書の今後

は，いまの時点では未知である。2007年決議が国連総会の権威を背景として，先住

民をめぐるさまざまの政治の場で効力を発揮するかもしれない。あるいは，多くの国

連総会決議がそうであるように，国連の名目のみが顧慮される文書で終わり，先住民

の現実に対しては影響力を持たないかもしれない。確かに，先住民政策の歴史が長

く，国際的にも先住民政策について影響力の強い北米二国とオーストラリア，ニュー

ジーランドが，国連総会では決議案に反対票を投じ，国連総会決議には法的拘束力が

ないとの確認を表明している。いずれにしても，今後の推移は未知であり，それゆえ，
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2007年決議ではなく 1993年宣言を主題とするのは，私が 2007年決議の将来を否定

的に予想しているからではない。私が 1993年宣言を重視するのは，そのテクストと

内容である。1993年決議は，先住諸人口作業部会での審議の成果を一つの決議案へ

と編集したものであり，後述するように，審議では，先住民組織と国連加盟国政府と

いう，利害の対立する参加者がそれぞれの立場から意見を述べていた。1993年宣言

の条文には，それゆえ，互いに整合しない見解が織り込まれている。事情は 2007年

決議でも同じである。しかし，両者を比べれば，1993年宣言の方が明らかに内的に

よく統合されている。2007年決議では，他の条項の規定に制限を加える保留条項が

目につく。1993年宣言と照合することによって，こうした制限条項が，1993年宣言

に加えられた変更であることが判明する。1993年宣言との照合は，宣言全体の中で

枢要な位置にある条項について，明示的な条文が 2007年決議では曖昧にぼかされて

いることも明らかにする。テクストの性格上，2007年決議は 1993年宣言に対する反

論書あるいは少なくともその修正版であり，2007年決議を読解するには，1993年宣

言を参照することが不可欠である。1993年宣言との対話として読むことによって，

単独に 2007年決議を読むのでは読み取れない多くの内容を，読み取ることができる。

仮に，今後の先住民をめぐる国際的な政治の場で 2007年決議が権威を獲得していく

としても，その内容を把握するためには，1993年宣言の予備知識が必要である。

　第二の理由は国際標準としての能力である。1993年宣言は，先住民の権利を保障

するための国際標準 international standardを目指したものだった。国際機関と諸国家

における先住民の処遇を判定する標準としては，1993年宣言と 2007年決議のいずれ

も参照可能である。国連にとっては，総会の採択した 2007年決議がこの機能を果た

すべきであろう。しかし，上に見たように，内容がより包括的で標準としてすぐれて

いるのは，1993年宣言である。それは，この二つの文書を互いに照合することによっ

て，容易に判明する。1993年宣言は 2007年決議を評価することができる。その逆は

真ではない。後に見る国際労働機関（ILO）の二つの条約についても同様であり，

1993年宣言はこの二つの条約を評価できるのに対し，後者はいずれも，1993年宣言

を評価する尺度としては，役に立たない。政治的な権威は別として，標準としての能

力でいえば，1993年宣言は，2007年決議の出現にも関わらず，この決議を含めて国

連など国際機関と諸国家における先住民の処遇を判定する国際標準として，権威を保

つはずである。

　この論文で私は，第一の課題
0 0 0 0 0

として，国連総会が国連先住民権利宣言を決議した

2007年秋という時点から 1993年宣言を振り返り，一つのテクストとして読み解くこ
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とを試みる。この課題にとって，1993年宣言がその後に国連で受けた逆風は，宣言

のより根底的なメッセージを読み取らせるガイドでもあった。1993年宣言は，「民族

絶滅と文化絶滅」の歴史経験を踏まえて，三つのテーマ―先住民としての権利，民

としての基本的権利，復権のための国際的および国内的な制度的枠組み―に沿って

要求を述べている。1993年宣言は国際法規を目指した文書として，既存の国際法の

体制に変革を迫るものである。そこで，1993年宣言の読解に続いて，第二の課題
0 0 0 0 0

と

して，先住民の権利要求の歴史的背景を探り，第二次世界大戦後の国際機関と国際法

における先住民の処遇の歴史を振り返る。国連における脱植民地化，国連の制定した

国際人権規約，さらに ILOの二つの条約，これら先住民に関連した国際的事業は，

国際法規の整備を通して先住民から権利を剥奪し，先住民の存在を不可視にしてき

た。植民地の自立，主権国家，国家間関係，各国国内における差別防止と人権保護，

これら国際法と国際秩序を構成する枢要な部分が，同時に，先住民を取り囲み，先住

民から権利を剥奪する枠組みだったことが判明する。先住民の権利を宣言する 1993

年宣言は，この国際秩序の歴史的枠組みと対峙し，その変革を求める要求書でもある。

この第二の考察は，先住民の処遇の考察を通して，「先住民」の概念のみならず，先

住民の問題を超えたより普遍的な視点から，国連による脱植民地化，それによって再

定義された国家像，これらを貫く植民地支配など，先住民の権利を消去した諸要因に

ついて，再検討を促すはずである。この第二の課題は，道筋を探索しながらの探求で

あり，予め全体像が確定しているわけではない。考察対象を大まかに見取り図に整理

すれば，図 1のようになる。

方法と用語について

　1993年宣言は，その重要さに応じてすでに十分に考察されてきた。とりわけ国際

法との関連について上村（2004）が，挑戦的なタイトルとともに，見通しの良い位置

づけを与えている。この論文で取り上げるテーマはいずれも，私の専門的研究として

の準備は十分ではない。とりわけ国際法はそうである。しかし，上に述べたように，

1993年宣言という同一の文書であっても，現在時におけるその歴史的意味は刻々と

変化している。2007年秋という時点からの考察として，このような私の専門をはみ

出した包括的な考察を試みる価値はあると期待したい。

　国際法と国際関係ついては，個々のテーマ―国連における脱植民地化3），人権に

関わる国際法，ILOの条約―を扱った，概論と詳論を兼ねた優れた文献に，出会う

ことができた。しかし私の印象では，いずれも，これら複数のテーマを包括した視野
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図 1　国際秩序の展開，先住民の位置
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での理解を示すものではなかった。私の観察では，国際機関の視野から先住民が消去

された主な要因の一つは，国際機関による事業がいずれも部分的であり，先住民の権

利問題を素通りして，先住民をいわば国際機関による複数の事業の狭間に放置したこ

とにある。それはとりわけ国連における脱植民地化と人権促進の二つの事業に顕著で

ある。国連がその発足当初から推進した形態での脱植民地化は，1960年代から 70年

代にかけてが最も活発であり，国連が先住諸人口作業部会を設置して先住民の権利問

題を再検討させた 80年代以降，脱植民地化の対象地域は急速に減っていく。脱植民

地化に関する国際関係の専門的研究もほぼ同じ軌跡を描いたようであり，国連による

脱植民地化を跡づけた研究者は，この過程から排除された先住民の権利問題を，脱植

民地化の未完の課題
0 0 0 0 0

として引き続き注視してはいない。他方で，国連は先住民を少数

集団の人権保護というコンテクストで扱ってきた。国連は先住民の権利要求に，脱植

民地化によって確定した国家像を前提にして対処したのであり，問題の淵源を脱植民

地化にまで遡って掘り起こすことはしなかった。現在の国際法の専門家も，同じ視野

で，つまり人権保護のコンテクストで，先住民の権利問題を考察している。1993年

宣言はこの制約を突破しようとする。私の認識では，国際的環境における先住民の権

利問題を理解するには，脱植民地化に対する関心を 80年代以降にも延長させ，同時

に，人権保護の関心を脱植民地化の過程にまで遡らせて，この二つの関心を総合する

必要がある。

　以上のようなテーマ設定から，この論文の考察対象は主に国連など国際機関の事業

と国際法に絞られる。考察の素材は決して人類学的とはいえない。また，先住民社会

の特定の民族誌的状況を念頭に置いた考察でもない。先住民に関する人類学研究が，

個別の先住民社会を対象とした民族誌的事実の経験的把握に基礎を置くとすれば，こ

の論文の位置取りは，個別の先住民社会が置かれたグローバルな環境にある。個別の

先住民組織による権利要求の運動は，運動の国際的連帯の拡大と相関して展開してき

た。上に指摘した国際法と国際機関の事業における先住民の消去は，先住民の権利要

求にとって最大の障碍であり，先住民の国際的運動にとって最大のターゲットであ

る。この論文は，より総合的な視点から先住民の国際的環境に接近することによっ

て，この国際的環境から先住民が消去された様相を探ろうとする。それによって個別

社会の民族誌的研究に資することを期したい。

　専門外の者として国際法と国際関係の専門的研究に接すれば，違和感とともに欠陥

と感ずるところも少なくなかった。国際法と国際関係に関して個別のテーマを追求す

る専門的研究は，研究対象が同一で連続的であるにもかかわらず，それぞれ異なる歴
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史的時期に考察の視野を限り，さらに，分野ごとの理解を互いに異なる語彙で表現し

ている。この論文で私自身の思考を表現しようとして，非常に困難に感じたのは，国

際法と国際関係の両分野から専門用語を借用したのでは，統一的な用語法による論述
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ができない
0 0 0 0 0

という制約である。

　法律用語は，現場で出来事を構成する実践的概念に対応し，それは同時に，学術的

概念を表現する用具でもある。法的概念の体系は，法規群に新たな法規が追加される

たびに，累積的に変化する。国際法では，この概念上の変化を表現する言語的慣習が，

国際法の原語―この論文が関わる範囲では英語―と，それを翻訳して使用する日本

語とでは，まったく異質である。原語では，同一の用語を継続して使用しつつ，新た

な法規が概念内容に変化を加え，あるいは新たな意味を追加していく。用語とそれが

表す概念との関係は固定的ではなく，一つの用語の表す概念内容は柔軟に変化する。

しかし日本語では，その法的概念内容の変化を，異なる用語を充てることによって，

追補してきた。原語では同一の用語が表す（時とともに変化した）概念が，日本語で

は異なる用語で表現されてきた。原語では，同一用語が表す概念的な広がりであるも

のが，日本語では，異なる用語が表す異なる概念としてしか読めず，歴史的には同じ

用語による同じ概念であり，それゆえ概念内容に連続的な関連が維持されているとい

う，理論的には重要な歴史的経緯が，日本語の用語法からは判読できない場合があ

る4）。さらに，用語の選択が時期によってまた専門分野によってさまざまであり，用

語と概念の体系が不整合に陥っている例も少なくない。

　その典型として，peoplesとそれに関連する nation（national），tribal，ethnic，minorities

など一連の用語について，問題を指摘し，その対策としてこの論文で採用する用語法
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

について，説明しておきたい。国際法の一般的な翻訳は，複数形の peoplesを一貫し

て「人民」5）と訳している。先住民関係者は先住民のみに関して，peoplesを「民族」

と訳している。他方で，国際法に限らないより広い日本語の用法では，「人民」は，

国家内の権力関係のコンテクストで意味を成す概念として，権力と対峙する集合，強

いて分類すれば階級的な集合を表し，英語では単数形の peopleに対応する。たとえ

ば，「人民の，人民による，人民のための of the people, by the people, for the people」。

後に詳述するように，国際法のコンテクストでは，とりわけ先住民と少数集団をめ

ぐっては，複数形の peoplesの語が決定的な意味を持ち，それゆえ各国政府はこの語

の使用を極力避けようとする。それは，peoplesが日本語の用法での「人民」を意味

するからではない。国際法の規定では，複数の peoplesは権利において互いに平等で

あり，個々の people(s)は自己決定権の集合的 collective主体であり，個々の people(s)
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はこの権利に基づいて政治的地位を，国家的独立を含めて「自由に決定する」。「人

民」という訳語では，この peoplesにとって最も重要な属性が的確に表現されない。

国際法の想定では，peoplesは，「人民」のように国家と階級の枠によって可視的にな

る集合ではなく，国家の枠とは別個にそれ自体の区画を持つ集合の単位である。

　nationは，国際法のコンテクストでは，国際連合の名称が United Nations（諸国連合）

であるように，主権国家であるが，脱植民地化のコンテクストでは，形容詞の

nationalとともに，「民族自決」などとして「民族（的）」の訳語が充てられてきた。

このコンテクストではむしろ「国民（的）」と訳すべきだった。ethnicは国際法では

「種族的」と訳されるが，現在の人類学・社会学などでの用語としては，「エスニック

（な）」あるいは「民族（的）」が一般的である。tribalも国際法では「種族（的）」と

訳されていた。むしろ「部族（的）」とすべきである。そして，この論文にとって最

も重要な indigenous peoplesについては，一般に「先住民族」の語が使われている。

しかし peoplesは，national，tribal，ethnicなど一連の形容詞と結びつくことのできる

包括的な語であり，「民族」という訳語に固定させることは，peoplesあるいは

indigenous peoplesという概念の持っている広い外に開かれた特徴を，削いでしまう。

　日本語における用語の相互関係が，英語における用語群と対応せず，混乱した状況

にあることが，了解されよう。日本語の「民族」はそれを使用する時期と関心によっ

て，nation（national），peoples，ethnicに対応してきた。さらに，国際法が peoplesと

は認めていない minoritiesを，日本語の公定訳は「少数民族」としている。それゆえ，

例えば「少数民族は人民ではないゆえに，自決権を有さない」，あるいは「先住民族

は他の全ての人民と同権であり，それゆえ自決権を有する」という，国際法に特有の

文体での文章を与えられても，そこから法的意味を正確に読み取ることは，きわめて

困難である。仮にこの二つの例文から何らかの意味を読み取ったとしても，それは，

「minoritiesは peoplesではないので，self-determinationの権利を持たない」，あるいは

「indigenous peoplesは権利において他の全ての peoplesと平等であり，それゆえ self-

determinationの権利を持つ」という，元の文章の意味とは懸け離れているだろう。お

そらく，国際法の法規集が提供する日本語訳だけを資料として国際法を参照したので

は，国際法で最も重要な概念群を的確に把握することは困難である。

　これらの条件を考慮して，この論文では，国際法その他における慣習的な用語法に

適宜変更を加え，この論文としての用語法の一貫性
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を確保することにしたい。最も重

要な peoplesについては，それに当たる適切な日本語がないことを考慮して，「民」の

語を導入することにする6）。それと連動して，indigenous peoplesは「先住民」ないし
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「先住の民」と表示する。慣用語と異なる用語を採用したものについては，初出の箇

所で，あるいはさらに適宜必要と思われる箇所で，「自己決定（自決）」などと，丸括

弧（）内に慣用語を併記することにする7）。ちなみに，この論文で採用する用語法で

先の例文をいいかえれば，「少数集団は民（つまり少数民）ではないので，自己決定

権を持たない」，「先住（の）民は権利において他の全ての民と平等であり，それゆえ

自己決定権を持つ」という表現となる8）。

　「民 peoples」は，国際法の規定では，政治的および経済的自己決定権を行使する集

合的主体である。このように国際法は，自己決定権など民の属性については規定して

いるが，「民」という概念自体には定義を与えていない。他方で，「先住民」について

は，後に考察するように，ILOの 169号条約（1989年採択）が，先行する 107号条

約（1957年採択）の「先住諸人口」概念を修正して，保留条件つきながら定義を与

えている。しかし，当時すでに権利要求の運動を活発に進めていた先住民組織は，

ILO169号条約が与えた保留つきの定義を，批判し拒絶した。1993年宣言は，先住民

の権利を述べるものでありながら，「先住民」の定義を与えていない。それは，やは

り後に考察するように，「先住民
0 0 0

」の概念定義は不要
0 0 0 0 0 0 0 0

という先住民組織の主張を反影

した選択である。それに代えて，1993年宣言は，「先住民」という認定を先住民の権利

としている。つまり「先住民」の定義と認定は個々の先住の民の自己決定権に属す。

　このような輻輳した状況を考慮して，この論文で用いる「先住民」の語について，

あらかじめ私の考えを述べておきたい。叙述を簡便にするために，名詞形と形容詞形

を区別せずに述べれば，「先住（の）indigenous/indigene」は，辞書が示す語義では，「原

住（の）native, aboriginal/aborigine」の同義語と見なしてよい。ここで「原住」の訳

を与えた語は，植民地で植民者が支配の対象である現地人を指して使った慣用語であ

り，このコンテクストでは，日本語の「土人，土民」に相当する侮蔑的語感を伴って

いた。これに対して「先住民」は，これとはまったく異なるコンテクストで異なる意

味をもって形成された言葉である。それは，おおよそ 1970年代以降に形成された先

住民運動の国際的連帯のコンテクストで，先住民の権利を要求する集合的主体の意味

で使われた。1993年宣言には確かに，「先住民」の概念を直接に定義する条項はない。

この定義しないという選択
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

には，定義という行為が持ちうる拘束力を拒否するという

意味が，込められている。しかし，1993年宣言はその全体を通して，「先住民」に明

確な像を与えて，実質的に「先住民」を定義している。私の解釈では，1993年宣言

は，そのテクストで言及する「先住民」を，現在にいたる歴史において「民族絶滅と

文化絶滅」を経験してきた民，そして現に経験しつつある民と描いている。1993年
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宣言によれば，この歴史経験を通して奪われた民の集合的生命
0 0 0 0 0 0 0

とその条件を回復し発

展させることが，「先住民」の権利であり，この歴史経験を踏まえて「先住民」と自

己認定し，「先住民」の権利を要求する民が，「先住民」である。

I　国際連合における先住民権利宣言

　国連における先住民の権利の審議経過を追ってみたい（図 1）。先住民の権利に関

する国連宣言の草案の起草を担当したのは「先住諸人口9）に関する作業部会Working 

Group on Indigenous Populations」（これ以後は「先住諸人口作業部会」と略称する）で

あり，国連社会経済理事会に属す「人権委員会 Commission on Human Rights」の，さ

らに下部組織である「少数集団の差別防止と保護に関する小委員会 Sub-Commission 

on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities」（これ以後は「少数集団小委

員会」）に設置された（1982年）。作業部会は 5名のメンバーが構成し，先住民につ

いて人権の保護促進状況を審査することなどが任務だった。作業部会の初期の最大の

成果が，いずれは国連総会決議として採択されるべき先住民の権利に関する国連宣言
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

案
0

の起草だった。作業部会はこの宣言案起草に向けてオープンな討議の場を組織し，

これには世界各地の先住民組織と国連加盟国の政府がオブザーバーとして参加した。

参加した先住民について国連の広報サイトは，「オーストラリアからアボリジナルと

トレス海峡諸島民，ニュージーランドからマオリ，南北アメリカから先住アメリカ人，

極北からイヌイット，北欧からサーミ，日本からアイヌ，そしてアジア・アフリカと

ロシアからの諸集団が参加した」と述べている（OHCHR 2001a: 5）10）。ここには言及

していないが，ハワイ人も参加した。作業部会は，先住民組織と国連加盟国政府の見

解を総合して，先住民の諸権
0 0 0 0 0 0

利
0

11）に関する国際連合宣言の草案
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を起草し（1993年，

Daes 1993a），上級の少数集団小委員会に送った。小委員会は作業部会の宣言案を承

認し，小委員会案としてさらに上級の人権委員会に送った（1994年，Sub-Commission 

1994）12）。人権委員会は，国連宣言案を準備する国連の通例に従って，先住民の権利

に関する宣言案についても条文を検討する作業部会（宣言案作業部会）13）を設けて，

宣言案の審議を継続させた（1995年，Commission on Human Rights 1995）。宣言案が

起草された 1993年の時点では，国連の意思として決定されるまでには，人権委員会，

社会経済理事会，そして最後は国連総会と，国連の組織系統に沿って順次に段階を登

り，承認を得ていく必要が予定された。国連総会で採択されるまでは，その間に改訂

を重ねていく文書は草案 draftに留まるのであり，国連の決定としての公的権威を持
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たない14）。なお，1993年に宣言案を起草した先住諸人口作業部会は，その後も存続

して，先住民の人権状況を審査するなどの活動を行っている。また，この先住諸人口

作業部会の提言などを受けて，社会経済理事会は 16名のメンバーから成る常設の助

言機関「先住民問題常設フォーラム Permanent Forum on Indigenous Issues（UNPFII）」

を設けている（2000年，UNPFII 2006）。

　このように，国連の場では限定的な草案に留まっていた間，先住諸人口作業部会の

最終案は，先に述べたように，討論に参加した先住民の要求と願望を表明するもの，

あるいは国際的な先住民運動の目標を表明するものとして，国際的な影響力を発揮し

てきた。国連の構成員は国家である。国連の組織系統を上に登るほど，先住民組織が

関与する余地は制限され，加盟国政府の利益が前面に出てくる。それとは対照的に，

国連の最末端の下級組織である先住諸人口作業部会では，先住民組織が直接に討議に

参加し，加盟国の政府見解と対話した。これだけの国際的規模で先住民組織が参加

し，先住民の権利について要求を持ち寄った機会は，他にない。作業部会は，先住民

組織の提起とともに，加盟国が寄せた見解をも考慮に入れて，草案を起草しているの

で，宣言案は先住民組織の意見のみを反映しているのではない。それにもかかわら

ず，宣言案は「先住民の権利」―「先住権 the indigenous rights」とも呼ばれる諸権

利―の概念を明確に提示し，その内容を包括的に網羅している。作業部会がこの宣

言案を起草した以後
0 0

は，先住民の権利について述べる見解は，この草案に言及するこ

となく表明することが，事実上不可能になっていた。その意味でこの草案は，先住民
0 0 0

の権利のための事実上の国際標準
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

として機能してきた。2007年決議の出現によって

も，個々の先住民の状態と彼らの権利要求を判定するためのすぐれたチェックリスト
0 0 0 0 0 0 0

でありえていることは，上に述べた通りである。

　このような宣言案の地位を反映して，宣言案を指示するのに，従来は二つの表示が

使われてきた。「先住民の諸権利に関する国際連合宣言の草案」という記述的な表示

と，固有名に相当する「国際連合先住民権利宣言」である15）。ここで私が記述的表示

と見なしたものに関連して，国連のサイトは「この宣言案には未だ公式の名称がな

い」と述べていた（OHCHR 2001b: 1, n. 1）。記述的表示は国連の公式文書で使われて

きた16）。他方で，先住民組織はおおむね固有名の表示を採用し，さらにしばしば「草

案 draft」の語を外して表示してきた。この宣言（案）は固有名を持つ権利宣言であ

るとの主張を含んだ表示であり，この用法が宣言（案）そのものの情報とともに広

がった。先住民組織は，国連のコンテクストを超えて，1993年宣言（案）を彼ら自

らの権利宣言として掲げ，彼らの運動を通して彼らの宣言としての権威を付与して
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いったといえる。

　人権委員会に設置された宣言案作業部会は，審議の結果をまとめた議長案を上級の

人権委員会に報告した（2006年 3月，Chávez 2006）。その直後に人権委員会が格上げ

して改組された「人権理事会 Human Rights Council」17）は，宣言案作業部会議長の報告

した議長案を承認し，「国際連合先住民権利宣言」の理事会案（以後「2006年宣言

案」）として第 61回国連総会に提案した（2006年 6月）18）。国連総会の第三委員会（社

会・人権・文化を扱う）は，アフリカ諸国の意向を受けたナミビア提案を承認して，

条文を再検討すること，総会での採決を会期末まで先送りすることを決定した（2006

年 11月，Tesar 2006）。その会期末に，宣言案の共同提案国（67か国）とアフリカ諸

国グループ（53か国）の間で修正の合意が成立し，その最終案が国連総会本会議で

61/295決議として採択された（2007年 9月，UNPFII 2007b）。大多数の国家（142か国，

日本，中国を含む）が賛成したのに対し，オーストラリア，カナダ，ニュージーラン

ド，アメリカ合衆国の四国が反対し，ロシアを含む 11か国が棄権した（UN 2007）。

　「国連先住民権利宣言」には，国連の内部組織の階層序列を反影して，ここで「1993

年宣言」と呼ぶ先住諸人口作業部会案（少数集団小委員会案と同一のもの），ここで

「2006年宣言案」と呼ぶ人権理事会案（宣言案作業部会議長案と同一のもの），そし

てここで「2007年決議」と呼ぶ国連総会決議の，三つの文書があることになる。

1993年宣言と 2006年宣言案の間には大幅な差異がある。それだけ宣言案作業部会で

は加盟国政府からの反発が強く，加盟国政府の意見が宣言案に織り込まれた。2006

年宣言案と最終の 2007年決議との差異は多くない。それでも，国連総会の場で 2006

年宣言案を「ブロック」（Tesar 2006）したアフリカ諸国が，その主張を 2006年宣言

案に挿入させて，最終決議の内容となった。これら 1993年宣言と 2006年宣言案およ

び 2007年決議との異同については，1993年宣言の予備知識なしにその意味を読み取

ることは困難である。全ての考察の基礎として，先ず初めに 1993年宣言の内容を把

握することにしたい。

II　1993年宣言

2-1　内容の構成

　1993年宣言は法律の形式に従って前文と本文（条文）から成り，前文は 19のパラ

グラフ，本文は 9部 45条の条項で構成される。記述の便宜のために，前文のパラグ

ラフには番号をつけることにする。
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　1993年宣言は，その名「権利宣言」にふさわしく，条文と前文の大半が，先住民

として主張し要求する諸権利を述べている。しかし，その中には，権利要求という文

体を取りながら，他の権利の前提を述べるもの，他の権利を実現するための条件を述

べるものがある。つまり宣言の内容には部分と部分の間に構造的関係が読み取れる。

この構造的関係に沿って宣言を読み解けば，宣言の内容は次の三つのテーマに分けて

考えるのが適当である。

（1）先住民として要求する権利

（2）権利を実現する過程，民の基本的権利

（3）権利を追求する制度的枠組み

第一第二のテーマに関わる諸条項が先住民の権利要求を述べるのに対して，第三テー

マの諸条項は，国連を含む国際機関および関係国家について述べる。第一テーマの諸

条項が述べるのは，先住民という個別性に結びついた内容の，その意味で先住民に特

殊の権利であるが，第二テーマの諸条項は，先住民を含む民一般としての基本的権利

を述べる。内容においても第一テーマの諸権利と同列ではなく，第一テーマの諸権利

を実現する過程に関わる権利要求を述べる。1993年宣言は全体として，国際的な制

度的枠組み（第三テーマ）を整えた上で，民一般として要求すべき権利（第二テーマ）

を媒介として，先住民としての個別の諸権利を要求する（第一テーマ）という構成を

とっている。第三テーマの国際的視野と関連づければ，第一および第二テーマの諸条

項が国際秩序―国際法と国際機関と国際（国家間）関係が構成する秩序―に対して

革新的な権利要求を行っていることが了解されよう。

2-2　「民族絶滅と文化絶滅」の拒絶

　第一のテーマは，先住民として宣言し要求する諸権利である。それは，「独自個別

の民として自由・平和・安全に生きる集合的権利」という，ごく簡潔な表現で示され

るような権利である。先住民が「民」であるとの主張は，次の第二テーマで扱うべき

項目である。1993年宣言の多数にのぼる条項は，この簡潔な表現にまとめられる権

利要求を，具体的に述べることに当てられる。簡潔で包括的な権利要求を具体的な権

利要求へと展開させる媒体に，1993年宣言の核心的な特徴がある。1993年宣言はそ

れを「民族絶滅と文化絶滅」と表現した。「民族絶滅と文化絶滅」は「自由・平和・

安全に生きる集合的権利」の全面的な否定であり，集合的に生きることの対極に位置

する暴力である。1993年宣言は，先住民に固有の歴史経験が「民族絶滅と文化絶滅」
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だったことを示し，その拒絶を通して，「独自個別の民として自由・平和・安全に生

きる集合的権利」の具体的内容を述べていく。1993年宣言のこの認識構造を念頭に，

個別の条項を見ていきたい。1993年宣言の述べるどの権利も，多かれ少なかれ，こ

こで取り上げる第一のテーマと関連している。その中でも第 II部の諸条項は，先住

民として宣言する個別の諸権利を包括する用語で提示しているので，まずこの部から

見ていこう。

第 II部　［独自の民としての存立］19）

第 6条 「先住民は，独自［個別］の民 distinct peoplesとして自由・平和・安全に生きる
集合的 collective権利，ジェノサイドその他いかなる暴力の行為も受けない十全
の保障の権利を持つ。［この暴力の行為には］いかなる口実によるにせよ先住民
の子どもをその家族と共同体から移動させる行為も含まれる。加えて先住民は，
人 person［として］の生命・身体的精神的統合・自由・安全に対する個人的権
利を持つ。」

第 7条 「先住民は民
エ ス ノ サ イ ド

族絶滅と文化絶
ジェノサイド

滅を被らされない集合的および個人的権利を持つ。
これには次の諸項目の防止と賠償が含まれる。

 （a） 先住民から，独自［個別］の民としての統合を，あるいは彼らの文化的諸価値
ないし民族的 ethnicアイデンティティを奪う目的で行われる，あるいはそのよ
うな影響のある全ての行為

 （b） 先住民から彼らの土地・領土・資源を奪う目的で行われる，あるいはそのよう
な影響のある全ての行為

 （c） 先住民の権利を侵害する目的で行われる，あるいはそのような影響のある全て
の形態の人口移動

 （d） 法・行政その他の措置で強制された，他の文化ないし生活様式への，全ての形
態の同化ないし統合

 （e） 先住民に向けられた全ての形態の否定的プロパガンダ」
第 8条 「先住民は彼らの独自のアイデンティティと特徴を維持し発展させる集合的およ

び個人的権利を持つ。これには，自らを先住民と認定 identifyし，［他から］先
住民と認められる［先住民として承認 recognizedされる］権利が含まれる。」

第 9条 先住［の］民および個人が特定の先住民共同体ないし先住民国 nationに，当該
の共同体ないし国 nationの伝統と慣習に従って所属する権利。「この権利の行使
によっては，いかなる種類の不利益も生じてはならない。」

第 10条 「先住民は彼らの土地ないし領土から強制的に移動させられてはならない。関係
する先住民の自由なかつ情報周知 informedされた同意なしに，移住が行われて
はならない。公正で公平な補償に関する事前の合意，可能ならば帰還の選択肢
を伴う合意［が必要である。］20）」

第 11条 武力紛争時において特別な保護と安全を求める権利

　1993年宣言には，重複する内容の条項が少なからず含まれている。上に引用した

条項でも，アイデンティティ，土地・領土とそれからの移住について，それぞれ 2か
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所で言及している。国連の少数集団小委員会事務局が用意した 1993年宣言（案）に

対する技術的コメント（Sub-Commission Secretariat 1994）が指摘するように，1993年

宣言の条文は国際法の条文として十分に整理されていない。確かに法律文では，複数

の条項の述べる内容が重複していれば，同一の事項について複数の曖昧な解釈を導く

おそれがある。しかし，通常の文書であれば，同一内容への言及が文書内の異なる箇

所で繰り返し現れることは，むしろ自然である。内容の重なる文章であっても，それ

ぞれの位置で異なる機能を担っているのであれば，内容の重複をいとわずに繰り返す

ことは，むしろ必要である。1993年宣言を法律文としてではなく，通常の文書とし

て読むならば，宣言に散見される内容の重複は，宣言の内容構成をより容易に読み取

らせてくれる。

　上に引用した第 II部は，先住民の「民」としての存立を求め（第 6条），そのため

の必須要件を述べる（第 7条）。それを述べるのに，1993年宣言は「ジェノサイド，

民族絶滅，文化絶滅（文化的ジェノサイド）」という強い表現を採用した。次節で述

べるように，「ジェノサイド」はもともとは民の存立に対する攻撃を包括的に意味す

る概念として創案されたものであるが，国際法は物理的攻撃の意味で使っている。日

本語の公定訳はさらに狭い「集団殺害」としている。しかし，1993年宣言は「ジェ

ノサイド」の語を包括的な意味で使っているので，この語を物理的攻撃や「集団殺

害」の意味で解してはならない。ここで述べる「ジェノサイド，民族絶滅，文化絶滅」
21）は，先住民の民としての存立を総

ト ー タ ル

体的に否定する極限的な行為であり，この二つの

条項はその内容を具体的に示すとともに，そのような「民族絶滅と文化絶滅」を拒絶

する。第 8条以下は，第 6条および第 7条と部分的に重複しつつ，独自個別の民とし

ての存立と存続に関わる権利を敷衍している。

　1993年宣言には，先住民の歴史に直接に言及する条項は含まれていない。上に引

用した諸条項も他の条項と同じく，未来にありうる権利侵害を抽象的に想定する法律

の文体で，先住民の要求する権利を述べている。宣言はその「未来にありうる権利侵

害」を「民族絶滅と文化絶滅」に集約して，それを総体として拒絶する。未来に「民

族絶滅と文化絶滅」を想定するのは，先住民にとってそれが抽象的な可能性である以

上に現実的なおそれだからであり，その現実感覚は先住民に固有の具体的な歴史経験
0 0 0 0 0 0 0 0

に裏づけられている。宣言は僅かに前文の二つのパラグラフで，先住民の歴史経験に

触れている。

前文 5 「先住民がその人権と基本的自由を奪われてきたこと，このことがとりわけ植民
地支配 colonizationと彼らの土地・領土・資源の没収とをもたらし，とりわけ彼



国立民族学博物館研究報告　 32巻 3 号

328

ら自身の必要と利益に従って発展する権利を妨げてきたことに配慮し，」
前文 8 「先住民が彼ら自身を組織して政治的・経済的・社会的・文化的な向上に努め，

あらゆる形態の差別と抑圧
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を，それが生起しているところでは撤廃させるよう
努力していることを歓迎し，」

この前文が示す歴史認識は，第 II部の条項が述べる「民族絶滅と文化絶滅」の内容

とあまりにも懸け離れている。1993年宣言はもともとは国連宣言を意図した文書で

あり，全体を貫いている想定では，条文は国連総会が代弁して先住民の権利要求を宣

言するのに対して，前文は，国連総会を主語と想定した文体で―それゆえ上に引用

した前文で「配慮，歓迎」する主体は国連総会である―国連総会がそのような宣言

を行うにいたった背景の認識を述べる。条文と前文の示す歴史認識が，互いに懸け離

れているのは，先住民と国連総会との認識の差異を―それもあくまで起草当時の先
0 0 0 0 0 0

住諸人口作業部会の想定
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

という範囲内のものであるが―映し出しているからである。

前文が列挙する過去の「人権と基本的自由の侵害，植民地支配22），土地・領土・資源

の没収，発展の阻害，あらゆる形態の差別と抑圧」は，先住民に対して行われた「民

族絶滅と文化絶滅」の一部分，国連の加盟国政府がその許容範囲で認識し表明する僅

かな部分に過ぎない。

　1993年宣言の形で先住民が権利要求する最大の動機は，つきつめれば，第 II部の

条項が示すように，彼らが過去に経験してきた「民族絶滅と文化絶滅」の拒絶だっ

た。1993年宣言はしかし，この「民族絶滅と文化絶滅」を行う（行った）エイジェ

ントを，明示しない。先住民の権利要求に応えるべき義務を負う存在として，宣言の

条項が言及する「国家 the State」23）は，そのように明示してはいないが，宣言が示唆

する先住民抑圧のエイジェントである。「民族絶滅と文化絶滅」のエイジェントが

「国家」であると了解すれば，「文化絶滅」の同化政策が先住民をそれへと「統合」し

ようとする「他の文化」（第 7条 d）が，この「国家」の支配的文化を指しているこ

とも，了解される。

2-3　「独自の民」としての存立―生命権の拡大

　上に引用した条項の文言を個別に解釈すれば，第 6条は，先住民が「自由に平和に

かつ安全に生きる」権利つまり生命権
0 0 0

the right of existenceを，「独自個別の民」の集
0

合的
0 0

権利として主張し，第 7条は，この生命権の総体的な否定である「民族絶滅と文

化絶滅」の拒絶を，やはり集合的権利として主張している。少数集団小委員会事務局

の技術的コメントは，生命権を掲げる国際法として世界人権宣言と国際人権規約を挙
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げている（Sub-Commission Secretariat 1994, para. 35）。しかし，これらが認めていたの

はいずれも，個人の権利としての生命権だった。1993年宣言の第 6条はそれを集合

的生命権として主張する。後続の節で述べることを先取りして補足すれば，「独自個

別の民として」の集合的生命は，自己決定権に基づいて「政治的地位を自由に決定

し，経済的・社会的・文化的な発展を自由に追求する」営み，先住民が伝統的に占拠

し所有する「環境総体
0 0 0 0

」と統合的な
0 0 0 0 0

「先住民の独自の政治的
0 0 0 0 0 0

・経済的
0 0 0

・社会的
0 0 0

・文化
0 0

的特徴
0 0 0

を，維持し強化する」営みである。

　少数集団小委員会事務局の技術的コメントは第 7条に関連して，「民族絶滅と文化

絶滅を被らされない集合的および個人的権利 the collective and individual right not to be 

subjected to ethnocide and cultural genocide」を掲げる規定は，既存の国際法には存在し

ないと述べている24）。第二次世界大戦後に国連で採択し発効した「ジェノサイド罪の

防止と処罰に関する条約」（1948年）は，集団の物的な側面，つまり成員自体および

成員の維持過程に対する破壊行為を禁止していた。国際法学者 Thornberryによれば，

国際刑法上の罪として「ジェノサイド」の概念を提唱したのは Lemkinであり，彼は

1933年という早い時期に，ナチスの政策を参照しつつ，自国の強大化と並行して行

う他集団への包括的な攻撃を概念化して，次のような種別を見出した。他国政府を破

壊し，ナチスの行政組織を押しつける「政治的ジェノサイド」，国民的な精神的資源

とりわけ知識人層を攻撃する「社会的ジェノサイド」，地域語の使用を禁止し図書館

を焼き討ちするなど，文化全般を攻撃して，ナチス国家社会主義を教化する「文化的

ジェノサイド」，国家国民の経済生活の基礎を破壊する「経済的ジェノサイド」，相手

集団の出生率を低下させ，ドイツ人の出生率を高める施策による「生物的ジェノサイ

ド」，大量虐殺，食料配給の人種差別などによる「物理的ジェノサイド」，相手の宗教

を否定して国家社会主義を教化する「宗教的ジェノサイド」，そして，飲酒を奨励し

ポルノグラフィーを配布するなどして，精神的退廃を誘導する「道徳的ジェノサイ

ド」。「ジェノサイド」が国際的犯罪として問われたのは第二次世界大戦後のドイツ軍

事裁判においてであり，文化的，社会的，宗教的な「ジェノサイド」を訴追対象に含

めていた。しかし，1948年に採択された上記の「ジェノサイド罪の防止と処罰に関

する条約」では，「ジェノサイド」の範囲を縮小し，Lemkinの用語でいえば「生物的」

および「物理的ジェノサイド」に限定した（Thornberry 1991: 60–67）。

　このような国際法における「ジェノサイド」概念の歴史的背景を考慮するならば，

1993年宣言が「ジェノサイド」を，「民
エ ス ノ サ イ ド

族絶滅と文化絶
ジエノサイド

滅」という表現の下に包括

的かつ統合的な意味で再定義していることが分かる。Lemkinのもともとの構想と種
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別に即していえば，1993年宣言が拒絶する「民族絶滅と文化絶滅」には，Lemkinが

列挙した種類の「ジエノサイド」をほぼ網羅している。1993年宣言は，それを総体

的に否定することによって，民の集合的生命権を最も広い意味で定義
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

しているといえ

る。それゆえ，1993年宣言が国連宣言として採択されていたならば，それは国際法

における生命権を，独自個別の民の集合的生命権として最も広い意味で定義するとい

う，画期的な貢献を成したはずだった。

2-4　先住民としての諸権利

　第 7条の後半は，先住民が歴史的に被ってきた「民族絶滅と文化絶滅」の打撃の中

でも，最も深刻なもの，そのように先住民が認識するものを，挙げていると解釈され

る。第 8条以下はそれをさらに敷衍している。独自個別の民としての「統合性」，「民

族的アイデンティティ」，個別の民に「特徴」的な文化（「文化的価値」とも「文化な

いし生活様式」とも表現している），「土地・領土・資源」（後の条項では「環境の総体」

とも表現している），この「土地・領土」との結合（その否定が「人口移動」である），

そして彼らの文化に従った「共同体，国」などの政治的結合。「民族絶滅と文化絶滅」

の攻撃が集中したこれらの要素は，いいかえれば，独自個別の民としての
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

生命
0 0

を構成

する必須の要素でもある。さらに，これらの要素に対して国家その他の「植民地支

配」のエイジェントが現実に行った，「人口移動」，「同化ないし統合」，「否定的プロ

パガンダ」，「武力紛争」25）などの歴史的行為を想起すれば，それぞれの要素について

先住民から奪われたものを具体的に列挙することが出来る26）。

　第 II部に続く諸部が述べる先住民として要求する権利
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

の多くは，第 II部が独自個

別の民としての生命権の必須要素として明示する諸要素について，それぞれさらに具

体的に細目を述べたものである。

第 III部 ［文化］27）

第 12条 文化的な伝統・慣習を実施し活性化する権利，文化財 cultural manifestations［文
化を体現する有形無形のもの］を維持し発展させる権利，奪われた文化的・知
的・宗教的・精神的財産に対し賠償を要求する権利

第 13条 精神的・宗教的な伝統・慣習・儀式を表明し実施し発展させ教育する権利，宗
教的・文化的な施設 siteを維持し保護し私的に立ち入る権利，儀式に使うもの
を使用し管理する権利，人の遺体の返還を求める権利

第 14条 歴史・言語・口頭伝承・知識哲学・表記法・文学を活性化し使用し発展させ，
次世代に伝達する権利，地域社会・場所・人を固有名で表示し，固有名を維持
する権利
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第 IV部 ［教育と情報］28）

第 15条 （先住民の子どもが国家の［供する］全ての水準の全ての形態の教育を受ける権
利）29），先住民の教育体系と施設―先住民の言語で教え，彼らの文化的な教育
学習方法に適した方式で教育を行う―を設立し管理する権利

第 16条 彼らの文化・伝統・歴史・目標について，その尊厳と多様性が全ての形態の教
育と公的情報において適切に反影される権利

第 17条 先住民の言語による先住民自身のメディアを設立する権利，（全ての非先住民メ
ディアを平等に利用する権利）

第 18条 ［後に参照する］

第 VI部 ［環境総体―土地・領土・資源・財産］30）

第 25条 先住民が伝統的に所有ないし占拠 occupyないし使用してきた土地
0 0

・領土
0 0

・水資
源・沿海その他の資源

0 0 0 0 0 0

に対する彼ら独自の精神的
0 0 0

・物質的な関係
0 0 0 0 0 0

を維持し強化
する権利，これら資源に関わる彼らの次世代に対する責任を果たす権利

第 26条 先住民が伝統的に所有ないし占拠ないし使用してきた土地と領土―土地，天空，
水，沿海，海氷，動植物，その他の資源からなる環境の総体

0 0 0 0 0

を含む―を所有・
開発・管理・使用する権利，資源の開発と運営のための彼らの法，伝統と慣習，
土地制度体系，制度を，十全に承認される権利

第 27条 先住民が伝統的に所有ないし占拠ないし使用してきた，しかし彼らの自由なか
つ情報周知された同意なしに没収・占拠・使用・破壊された土地・領土・資源
について，返還 restitutionを求める権利，返還が不可能の場合に公正な補償を求
める権利。「関係する先住民がそれ以外の措置に自由に同意する場合を除いて，
補償は質・規模・法的地位において同等の土地・領土・資源の形で行われなけ
ればならない。」

第 28条 先住民の土地・領土・資源の環境総体とその生産容量について，保全・回復・
保護を求める権利

第 29条 先住民の文化的・知的財産に対し，十全な所有・管理・保護の承認を受ける資
格［権利］。彼らの科学・技術・文化財―これらは人体その他の遺伝的資源，
種子，薬物，動植物資産の知識，口頭伝承，文学，デザイン，視覚芸術，身体
芸術を含む―を管理し発展させ保護するための特別措置［を国家に求める］権
利

第 30条 先住民の土地・領土その他の資源の開発と使用について優先順位と戦略を決定
し発展させる権利，（彼らの土地・領土その他の資源に影響を与えるいかなるプ
ロジェクトについても，とりわけ鉱物・水その他の資源の開発・利用・採取に
関連して，国家が承認を与えるのに先立って，国家が先住民の自由なかつ情報
周知された同意を得るよう要求する権利。「このような行為に対し，関係する先
住民の同意に従って，公正で公平な補償が成されなければならず，悪質な環境
的・経済的・社会的・文化的ないし精神的影響を緩和する阻止がとられなけれ
ばならない。」）

　第一のテーマ「先住民としての権利」を述べる条項は，上に見た三つの部に限られ

ない。ただし，それらの条項は，第二第三のテーマに関わる内容が主であり，それと
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の関連で先住民としての権利に言及しているので，上に見た三つ部の条項ほど直接的

な表現をとってはいない。この点に留意しつつ，過去の「民族絶滅と文化絶滅」に

よって，とりわけ「同化」と「統合」の政策によって侵害された権利を述べる条項

を，見ていこう31）。

第 I部
第 4条 先住民の独自の

0 0 0

政治的・経済的・社会的・文化的な特徴を，法的体系を含めて，
維持し強化する権利，（その一方で，先住民が選択するならば，国家の政治的・
経済的・社会的・文化的生活に十全に参加する権利）

第 IV部
第 18条32） 国際労働法および国内労働法制の制定した全ての権利を十全に享有する権利，

先住の個人が労働・雇用・賃金でいかなる差別も受けない権利

第 V部
第 21条 先住民の政治的・経済的・社会的な制度を維持し発展させる権利，彼ら独自の

生業 subsistenceの手段および開発の手段を安全に享有する権利，彼らの全ての
伝統的その他の経済活動に十全に従事する権利。「過去に生業［生存］および開
発の手段を奪われた先住民は，公正かつ公平な補償を受ける資格［権利］があ
る。」

第 22条 先住民の経済的・社会的条件―雇用，職能の訓練・再訓練，住宅，衛生，保健
および社会保障の諸分野を含む―を直ちに有効かつ持続的に改善する特別措置
の権利

第 23条 先住民の開発発展の権利を行使するための優先順位と戦略を決定し発展させる
権利，とりわけ全ての保健・住宅その他の経済社会的措置を決定し発展させる
権利，可能な限りこれら措置を彼ら自身の制度を通して運営する権利

第 24条 先住民の伝統的な医術と健康法の権利，不可欠の医薬的な植物・動物・鉱物を
保護する権利，（同時に，全ての医療制度・保健サービス・医療措置を差別なく
受ける権利）

第 VII部
第 33条 先住民の制度的構造と彼らの独自の司法的な慣習・伝統・手続き・実施方法を，

国際的に認められた人権標準に従って，推進し発展させ維持する権利

これらの条項には，先に見た第 III部および第 IV部（文化・教育・情報を扱っていた）

と第 VII部（土地・領土・資源・財産を扱っていた）の条項と重複して権利要求して

いるものも少なくない。新たに，政治・経済・社会の分野で独自の制度を維持し発展

させる権利，そして「同化」および「統合」政策によって劣化した生活水準の回復と

改善を要求している（第 22条，第 18条）。

　第 4条は，後に見るように，先住民の権利要求の制度的な位置を述べる条項である。
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上の引用からカッコ内の条文を除いた前半部は，「先住民の独自の…特徴」を要求す

る。その特徴を述べる一連の形容詞「政治的・経済的・社会的・文化的な」は，1993

年宣言が民の営みを分野別に分類して述べる定型句である。ここでいう「文化」は，

政治，経済，社会と並列される狭い意味での文化であり，この四分野全てを包括する

のが，民の集合的生命の営みつまり広い意味での文化である。第 4条は，民の集合的

生命として求めるものが，民の営みの全ての分野に及ぶ包括的なものであり，なおか

つそれが，一般的な「政治的・経済的・社会的・文化的」営みではなく，独自の民の

個別的な特徴を帯びたものであることを述べる。

　第 III部は狭い意味での文化を扱うが，教育と情報に関わる第 IV部，環境総体に

関わる第 VI部はいずれも，第 III部とともに，広い意味での文化
0 0 0 0 0 0 0 0

つまり集合的な生
0 0 0 0 0

命の営み
0 0 0 0

に関わっている。民の集合的な生命の営みを表現するのに，現代の法的・経

済的な言語は適切な言語であるとはいえない。しかし，1993年宣言は法的な権利宣

言であり，権利を要求する対象（国家と国際秩序）と通約性のある言語で，自己の要

求を表現しなければならない。ここに引用した諸条項は，先住民の文化に対する要求

を，国家と国際秩序の言語に翻訳して表現したものであり，統合的な文化（集合的生

命の営み）を個別の権利へと分解して表現している。法律文による断片化された個別

の権利要求の束は，それだけを表明しているのではなく，法的言語による表現の壁の

向こう側に存在する独自の民としての統合的な文化
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

に対応していることに，留意した

い。

　この観点から個別の条項を振り返れば，とりわけ特徴的なのは，「環境の総体」を

扱う第 VI部である。第 26条は先住民に，「彼らの」土地・領土・資源に対する「所

有・開発・管理・使用する権利」つまり全面的な支配権を与える。第 27条は，先住

民が権利を主張する「彼らの」土地・領土・資源について，過去の「没収・占拠・使

用・破壊」の歴史に遡って返還を求めている。第 26条は第 27条とあいまって，国際

法でいう領土の「天然の富と資源に対する永久主権」つまり経済的自己決定権（宮崎

1979b: 55）に相当する主張を行っている。記述を簡便にするために，「先住民が伝統

的に所有ないし占拠ないし使用してきた土地と領土―土地，天空，水，沿海，海氷，

動植物，その他の資源からなる環境の総体
0 0 0 0 0

を含む」（第 26条）を「環境（の）総体」

と置き換えるならば，その環境とは，個々の
0 0 0

先住の民
0

が過去の歴史を通して伝統的に

所有し占拠してきた特定の
0 0 0

地理的空間の地学的かつ生態的環境
0 0

の全体である。第 25

条が述べる「環境の総体」との「独自の精神的・物質的な関係」は，法的な言葉での

「経済的自己決定権」に還元されるものではない。上の諸条項が個別の権利へと分解
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して法的言葉で表明した範囲で見ても，多くの条項から環境総体との「精神的関係」

を読み取ることができる。第 13条が「維持し保護し私的に立ち入る権利」の対象と

して述べる「宗教的・文化的な施設」は，同条の述べる「精神的・宗教的な伝統・慣

習・儀式を実施」する場であり，つまり「精神的・宗教的な伝統・慣習・儀式」と「環

境総体」との「精神的」結合を示す一つの物的媒体である。特定の民の独自の「精神

的・宗教的な伝統・慣習・儀式」は，「農事暦」などの概念で示されるように，その

民が営んできた「独自の生業，伝統的経済活動」（第 21条）と分離不可能に結合して

いる。そして，この「独自の生業，伝統的経済活動」は，その民が伝統的に所有占拠

してきた特定の環境の総体の中で，その生態的特性に即して発展させてきたものであ

る。第 14条の述べる「歴史・口頭伝承」，「地域社会・場所の固有名」はいずれも，

民の営みが歴史的に特定の地理的地点と空間つまり環境との結合を通して形成されて

きたことを示す。第 29条が列挙する「科学・技術，種子，薬物，動植物資産の知識，

口頭伝承，文学，デザイン，視覚芸術，身体芸術」などは，民としての独自の（狭い

意味での）文化を，個別の文化的・知的財産権に分解して述べた表現であり，特定の

環境における集合的な営みの中で形成してきた要素が多く含まれている。このように

特定の環境総体との関係を通して形成された「精神的・宗教的な伝統・慣習・儀式」，

「独自の生業，伝統的経済活動」，「歴史・口頭伝承」，「地域社会・場所の固有名」，「科

学・技術」などの文化的・知的財産は，いずれもが統合的に参与して，「民としての

統合，文化的諸価値，民族的アイデンティティ」（第 7条）を構成するはずである。

　要約すれば，1993年宣言は民の集合的生命
0 0 0 0 0 0 0

つまり「独自の民として自由・平和・

安全に生きる集合的権利」（第 6条）を求める。それは「民族絶滅と文化絶滅」の歴

史経験を踏まえた要求であり，この歴史を拒否した第 7条は，それが特に集中した対

象として，民としての統合，文化的諸価値，民族的アイデンティティ，環境総体（土

地・領土・資源）との不可分の結合（土地などの奪取と人口移動の拒否）を述べてい

た。これらの項目をさらに具体的に精査することによって，上に見たように，条項を

複数の部に分類しうるほどに多くの個別的権利として，具体的な表現を得た。これら

個別的権利は広い意味での文化を構成する全ての分野を網羅している。いいかえれ

ば，先住民の被ってきた「民族絶滅と文化絶滅」がそれだけ包括的だったということ

である。諸条項が述べる分解された個別の権利から，権利を相互に連結させる関係の

ネットワーク，とりわけ特定の環境総体との不可分の結合を読み取ることによって，

これら多数の個別的権利の束が，内的に統合された文化
0 0 0 0 0 0 0

，とりわけ先住民が伝統的に

所有し占拠してきた特定の環境の総体と統合的な文化
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を映し出していることが，了解
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される。それが，1993年宣言の諸条項が提示する先住民の独自の文化であり，個別

の民としての集合的生命の姿である。

　以下，先に引用した諸条項について若干の補足をしておきたい。第 26条は「天然

の富と資源に対する永久主権」つまり経済的自己決定権を主張する。しかし，第 30

条が土地・領土・資源に関する開発などのプロジェクトについて「国家」による承認

を容認しているので，1993年宣言が一貫して，先住民の土地・領土・資源に対する

先住民の全面的な支配権を述べているのではない。

　それぞれの条項が述べる権利には，実現の要求のみならず，過去の「民族絶滅と文

化絶滅」による毀損に対し，補償ないし回復を要求していることに留意したい（第

21条，第 27条，そしておそらく第 12条，第 13条，第 14条，第 28条）。

2-5　権利実現過程に関する規定

　1993年宣言は，第一のテーマに即して見たように，多岐に亙る権利を主張する。

宣言はこの権利要求を実現する政治的過程に関しても，権利要求の言葉で主張してい

る。それらは，第一のテーマで見た先住民としての
0 0 0 0 0 0 0

権利要求と一連のものであるが，

先住民ゆえの特徴が内容に加わるものではない。むしろ後に見るように，「他の全て

の民」と平等の資格において要求する権利であり，先住民としての
0 0 0 0 0 0 0

権利要求と見るの

は適当ではない。

　権利の実現過程に関わる条項は第 VI部と第 VII部にまとめられている。さらに，

次に述べる第三テーマの制度的枠組みと関連する第 I部の条項が，実現過程について

も述べている。

第 I部
第 3条 「先住［の］民は自己決定権を持つ。この権利のゆえに，先住民は彼らの政治的

地位を自由に決定し，彼らの経済的・社会的・文化的な発展を自由に追求する。」
第 4条 先住民の独自の政治的・経済的・社会的・文化的な特徴を，法的体系を含めて，

維持し強化する権利，その一方で，先住民が選択するならば，国家の政治的・
経済的・社会的・文化的生活に十全に参加する権利

第 8条 「先住民は彼らの独自のアイデンティティと特徴を維持し発展させる集合的およ
び個人的権利を持つ。これには，自らを先住民と認定 identifyし，［他から］先
住民と認められる［先住民であると承認 recognizeされる］権利が含まれる。」

第 V部 ［決定過程への参与］33）

第 19条 先住民が選択するならば，先住民の権利・生活・運命に影響を与える事柄に関
する全ての水準の決定過程 decision-makingに，彼ら独自の手続きに従って彼ら
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が選んだ代表を通じて十全に参加する権利，同時に，彼ら自身の自前 indigenous
の意思決定制度を維持し発展させる権利

第 20条 先住民が選択するならば，先住民に影響を与える立法ないし行政措置を講ずる
過程に，彼らが決定した手続きに従って十全に参加する権利。「国家は，このよ
うな措置を採用し実施する前に，関係する民の自由な情報周知された同意を得
なければならない。」

第 21条 ［2-4節で参照した］
第 22条 ［2-4節で参照した］
第 23条 ［2-4節で参照した］
第 24条 ［2-4節で参照した］

第 VII部 ［自己決定権と国家］34）

第 31条 「先住民は彼らの自己決定権を行使する一つの特定の形態として，彼らの内的・
地域的な事柄―文化，宗教，教育，情報，メディア，保健，住宅，雇用，社会
福祉，経済活動，土地・資源の運用，環境，外来者の入域，またこれら自治機
能のための財政的方法手段を含む―に関する自治 autonomyないし自治政府
self-governmentの権利を持つ35）。」

第 32条 先住民の慣習と伝統に従って彼ら自身の市民権 citizenshipを決定する集合的権
利。「先住市民権は，先住の個人が彼らの住む国家の市民権を得る権利を妨げる
ものではない」。先住民の諸制度について，彼ら自身の手続きに従ってその構造
を決定し，成員権を選択する権利

第 33条 ［2-4節で参照した］
第 34条 個人の共同体に対する責任を決定する集合的権利
第 35条 ［2-6節で参照する］
第 36条 ［2-6節で参照する］

　第 3条は，慎重を期して，条文全体を翻訳した。1993年宣言には，そこで述べる

諸権利を要求する主体が「民 peoples」であることを規定する条項はない。「先住（の）

民 indigenous peoples」という主語の表示が，それを主張している。第 3条は，1993

年宣言が述べる権利要求の主体が「民」であることに基づいて，「自己決定権」を要

求する。このように主張する根拠は，次節で述べるように，第 2条が国際法を参照し

て構成していた。国際法では，自己決定権は政治と経済の二面で構成される。上に見

たように，第 26条は，それとは明示しないが，経済的自己決定権に相当する権利を

主張していた。1993年宣言が「自己決定権」の言葉で意味するのは，主として政治

的自己決定権である。「自己決定権」と「政治的地位を自由に決定」する権利を述べ

る第 3条は，第 2条とともに，1993年宣言を国際法のコンテクストに繫ぎとめるイ

ンターフェイスである。国際法のコンテクストでは，民の自己決定権は国家的主権つ

まり国家的独立を包含する。1993年宣言は，「先住［の］民」もまた，その自己決定
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権を持つ民であることを主張する。

　1993年宣言の要求する「自己決定権」には，もう一つ別の側面がある。この権利

に基づいて，先住民は「経済的・社会的・文化的な発展」，つまり生活のあらゆる分

野における発展を「自由に追求する」。「政治的地位を自由に決定」する自己決定権

は，他の分野で「自由に追求する」営みの基盤である。前節で見たような，第一テー

マに沿って 1993年宣言の諸条項が個別に述べる先住民としての権利
0 0 0 0 0 0 0 0 0

は，いずれもこ

の第 3条の包括的な規定に含まれる。多岐に亙る先住民としての権利は，いずれも政

治的な自己決定権の確保の上で追求することが可能となる。その意味で，第 3条の述

べる「自己決定権」は，上述のように国際法とのインターフェイスであると同時に，

1993年宣言の要求する諸権利を実現するための権利（諸権利のための権利）である。

先住諸人口作業部会の議長として 1993年宣言を取りまとめた Daesによれば，多くの

先住民組織は，自己決定権が 1993年宣言の諸規定全体の「支柱」であり，宣言に統

合性をもたらす概念であるとの見解を表明し，それゆえに，なんらの制約も保留条件

もつけることなく，この権利を要求したという（Daes 1993a: 18）。

　ただし，第 3条の条文の主語は「先住民」であるが，それに続く条文は国際法の規

定を参照した一般的な「民」の権利であることに留意したい。先住民が独自の民とし

て追求するのではない「経済的・社会的・文化的な発展」もまた，「自由に追及する」

のであれば，この第 3条の規定の範囲に含まれる。しかし，先住民がこの 1993年宣

言を通して求めるのは，このような一般的な発展ではない。それゆえ，続く第 4条で

は，この一般的な表現をさらに具体化して，二つの選択肢，つまり一般的発展の追及

とともに，「先住民の独自の
0 0 0

政治的・経済的・社会的・文化的な特徴を…維持し強化

する権利」を述べている。先に見た先住民としての権利要求は，国際法とのインター

フェイスである第 3条と，それを先住民に個別的な権利へと特定化する第 4条，この

二つの条項を介して，国際法に繋ぎとめられている。

　上に引用した諸条項はさらに，自己決定権に基づく政治的な権利を述べている。第

3条は，国家的独立を含む十全の形で自己決定権を意味しながらも，これら諸条項は，

第 3条も含めて，「国家」の中に位置して「国家」と結ぶ関係という，別のコンテク

ストを構成する。国家との関係も次節で改めて考察するが，支配的な国家の中に取り

込まれた従属的な地位が，先住民にとっての現実であり，彼らの運動の出発点だった。

第 3条の述べる国際法の普遍的原則は，それ自体が一つの要求であると同時に，国家

に対する他の権利要求を正当化する根拠として，1993年宣言に組み込まれていると

考えられる。
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　このような総括的な権利要求を踏まえた上で，しかしながら，第 19条以下の諸条

項が具体的に述べる国家との関係は，むしろ多様であり，拡散的である。第 32条の

注記「先住市民権は，先住の個人が彼らの住む国家の市民権を得る権利を妨げるもの

ではない」は，生活一般に関する権利を述べた第 4条の注記「その一方で，先住民が

選択するならば，国家の政治的・経済的・社会的・文化的生活に十全に参加する権利」，

第 15条の述べていた「先住民の子どもが国家の［供する］全ての水準の全ての形態

の教育を受ける権利」，医療について述べた第 24条の注記「同時に，全ての医療制

度・保康サービス・医療措置を差別なく受ける権利」と同じく，先住民が所属する国

家の政策と制度に，先住民が十全の資格で参与する権利の保証を求める。自己決定権

の要求との対比でいえば，その対極にある選択肢である。しかし，自己決定権を貫い

て先住民が彼ら独自の制度を維持し発展させた場合，それが国家内で先住民に対する

新たな差別を生み出さないよう，国家の制度と政策にも同時に参与する権利を留保す

るものと解釈される。

　一方で自己決定，他方で国家への市民としての参与という，二つの形態を両極とし

て，1993年宣言は先住民の権利をさらにいくつかの制度形態の下で実現しようとす

る。第 31条が要求する「内的・地域的な事柄に関する自治ないし自治政府」は，第

9条の述べていた「先住民共同体ないし先住民国」であり，それに対応して国家に対

しては，先住民の内政自治体をその内部に包含する国家形態，その限りで分権的な国

家形態が求められる36）。第 19条の述べる，先住民に関わる「国家」の「決定過程に，

彼ら独自の手続きに従って彼らが選んだ代表を通じて十全に参加する権利」，第 20条

が述べる「国家」の「立法ないし行政措置を講ずる過程に，彼らが決定した手続きに

従って十全に参加する権利」は，自己決定としてはもっとも弱い形態のものであり，

国家の政策決定過程にかろうじて先住民の意思決定制度あるいは代表制度を通して参

与することを求めている。

　整理すれば，1993年宣言は，先住民の権利の実現過程として，少なくとも 4種類

を見分けることができるほどに多様な形態を，提示している。

（a）民としての自己決定，政治的地位の自由な決定

（b）内的・地域的事柄の自治ないし自治政府

（c）国家の決定過程への（自治的）参加

（d）国家に市民として参加37）

これらは互いに整合的とはいえない。仮にこれらを同時に要求するならば，それは互
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いに矛盾した要求でありうるような多様さである。上に言及したように，また後に改

めて考察するように，先住民は先住民としての権利要求を，直接には彼らの所在する

国家に対して行うことになる。権利の実現は国家との交渉に委ねられ，最終的には国

家との力関係の前に妥協を強いられることも，十分に予想される。権利要求の宣言と

しては，多様な形態の要求を列挙することによって，先住民の現実の権利要求により

多くの選択肢を提供しようとしたと解釈される。

2-6　権利要求の枠組み

　1993年宣言の第三のテーマは，先住民の諸権利を追求する制度的枠組みである。

前節で宣言の第二テーマ「権利の実現過程」に関連して，一方で，他から拘束されな

い主体として自己決定権を主張しつつ，具体的には国家に従属する位置から権利―

可能な限り自己決定に近い内容の―を要求するという，先住民の二面的な位置関係

を指摘した。第一テーマで見た先住民独自の諸権利は，先住民という特殊性を表す語

彙で表現されていたが，宣言はこれら権利の実現過程に関わる諸権利を，先住民のみ

に適用される特権として位置づけているのではない。宣言を審議したのは国連であ

り，国連は国際法の主要な形成の場の一つである。宣言は先住民をより普遍的な国際

法の上に根拠づけ，普遍的な権利の枠の中での個別の権利として，先住民独自の権利

要求に法的正当性を与えようとする。ただし，国際法が掲げる普遍的な原則に忠実で

あるならば，その普遍的原則を述べれば十分であり，1993年宣言のように特に先住

民に言及して，権利要求を，それも細部に亙って網羅的に述べる必要はない。この

1993年宣言の自己矛盾は，国際法の普遍的原則を制限される
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

という，先住民の矛盾

した状況を反影するものである。先住民に対して普遍的原則の適用を制限しているの

は，先住民をその内部に包含して従属的な地位に置いている国家である。先住民に

とって国家は，国際法との間に介在して，その直接的な適用を遮断する。そこで

1993年宣言は，権利要求を正当化する根拠を国際法に求め，国際秩序に支援を期待

するとともに，国家との交渉を通して権利を追求しようとした。

　先住民の権利要求を制約する国家と国際秩序の制度的枠組みを，おおよそこのよう

に概観した上で，個々の要素を見ていきたい。このテーマには第 I，第 VII，第 VIII

部の諸条項が関わっている。

第 I部 ［国際法の裏づけ］38）

第 1条 「先住［の］民は，国連憲章，世界人権宣言，および［他の］国際人権法に認め
られた全ての人権と基本的自由を十全かつ有効に享有する権利を持つ。」
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第 2条 「先住の個人および民は自由であり，尊厳と権利において他の全ての個人および
民と平等である」。あらゆる敵対的な差別とりわけ先住民ゆえの差別から自由で
ある権利

第 3条 「先住［の］民は自己決定権を持つ。この権利のゆえに，先住民は彼らの政治的
地位を自由に決定し，彼らの経済的・社会的・文化的な発展を自由に追求する。」

第 4条 先住民の独自の政治的・経済的・社会的・文化的な特徴を，法的体系を含めて，
維持し強化する権利，その一方で，先住民が選択するならば，国家の政治的・
経済的・社会的・文化的生活に十全に参加する権利

第 5条 全ての先住の個人について，国籍 nationalityの権利

第 VII部
第 35条 「先住民は，とりわけ国際的境界によって分割されている先住民は，境界を越え

た他の民との接触・関係・協力―精神的・文化的・政治的・経済的・社会的な
目的のための活動を含む―を維持し発展させる権利をもつ。」

第 36条 国家と結んだ条約・合意その他の建設的取り決めについて，承認・遵守・実施
を求める権利，国家にこれら条約類を讃え honour尊重するよう求める権利。「他
の方法では解決しえない紛争と紛糾は，全ての当事者が合意する有能な国際機
関に委ねるべきである。」

第 VIII部 ［宣言に対する国家と国連の義務］39）

第 37条 「国家は，関係する先住民と協議の上，この宣言の規定に十全な効力を与えるべ
き有効かつ適切な措置を講じなければならない。ここに認められた諸権利は，
先住民が現実にこれらの権利を行使しうるよう，国内法制に採用し組みこまな
ければならない。」

第 38条 先住民の政治的・経済的・社会的・文化的・精神的な発展を自由に追求し，こ
の宣言で認められた諸権利と自由を享有するために，国家および国際協力から
適切な財政的・技術的援助を受ける権利

第 39条 国家との紛争・紛糾の解決のための，ともに賛同しうる公正な手続きを使い，
それによって速やかな決定にいたる権利，先住民の個人的および集合的権利に
対する全ての侵害について，有効な救済策を求める権利。「これらの決定は関係
する先住民の慣習・伝統・規則・司法体系に配慮しなければならない。」

第 40条 「国際連合その他の国家間機関の諸部門および専門機関はこの宣言の諸規定の十
全な実現に寄与しなければならない。…先住民に影響する課題について，先住
民の参加を保証する方策を確立しなければならない。」

第 41条 「国際連合はこの宣言の実現を保証するために必要な手続きを取らなければなら
ない。」

第 IX部 ［宣言について規定］40）

第 42条 「ここに認められた諸権利は世界の先住民の生存・尊厳・福利のための最低限の
標準を構成する。」

第 43条 「ここに認められた全ての権利と自由は男女に平等に保証される。」
第 44条 「この宣言のいかなる個所も，先住民の既存の権利および将来に先住民が獲得し
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うるべき権利を，縮小ないし喪失させると解釈してはならない。」
第 45条 「この宣言のどの個所についても，いかなる国家・集団・個人に対してであれ，

国際連合憲章に反するいかなる活動であれ，従事ないし実施するいかなる権利
をも示唆すると，解釈してはならない。」

　前節で見たように，第 3条に続く第 4条以後の条項は，視線を国家内に向け，国家
0 0

の中での先住民
0 0 0 0 0 0 0

という政治的位置づけで，先住民の権利を述べていた。ここに引用し

た諸条項は，この第 4条以後の国家内に視線を向けた条項を念頭にして，冒頭の第 1

条から第 3条までの条項を振り返り，その延長上で第 VII部第 35条以下の条項に視

線を向ければ，1993年宣言の国際的な位置取りが理解される。

　第 1条は，世界人権宣言（1948年）など国際人権法を参照して，先住民に「人権

と基本的自由」を認めるよう主張する。ここでは主語を「先住［の］民」とのみ述べ

て，第 2条のように「先住の個人」に言及していない。第 1条が言及する国際人権法

は，個人の人権を述べているので41），1993年宣言は，集合的権利
0 0 0 0 0

としての「人権と

基本的自由」を追加している。第 2条も同じく人権の基本的原則に言及して，「尊厳

と権利」における「平等」を加えている。第 2条は「民」に言及している。既存の国

際法と照らしあわせれば，第 2条の主眼は，「民」として「他の全ての民と平等」で

あるという主張にあることが分かる。先に，1993年宣言は，既存の国際法における

生命権について，集合的な生命権の主張を加えようとしたことを見た。第 1条と第 2

条はさらに敷衍して，国際人権法に集合的権利としての人権を加えようとしている。

　第 3条は自己決定権を主張し，それゆえに「自由に」つまり制約なく政治的地位を

決定する権利を宣言していた。自己決定権は 1993年宣言の要求する諸権利の「支柱」

だった。先に 1993年宣言を国際法に繋ぎとめるインターフェイスであると述べたよ

うに，この第 3条は国際法規を踏まえている。第 3条は，1966年に国際連合が採択

した国際人権規約の共通第 1条 1項，および 1960年に国連総会が採択した植民地独

立供与宣言の第 2項とほぼ同一の条文であり，これら国際法規42）の規定に自己決定権

の根拠を求めている。後に詳しく見るように，植民地独立供与宣言は「民」の概念を

「主権，自由，独立，領土的統合（領土保全 territorial integrity）」の権利複合と結合さ

せた。このようにして 1993年宣言は，国家を超える国際秩序に定位して先住民の権

利要求を構成し，諸国家と国際秩序に対し先住民の権利要求に応えるべき義務を規定

して，国家―先住民の権利要求を国内の内政事項
0 0 0 0 0 0 0

として囲い込もうとする国家―に

対する国際的な介入を期待していた。

　しかし，1993年宣言に応えるべき諸国家は，1993年宣言の国際法とのインターフェ
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イスである第 3条，政治的自己決定権を求めるこの条項に，最も強く反発した。後に

詳しく見るように，先住民を「先住（の）民」と表現し，「民」と認めた最初の国際

法規は国際労働機関（ILO）の 169号条約である。しかし，1989年に採択されたこの

条約は，制限条項を設けて，国際法で「民」に認められた諸権利から先住民を遮断し

ていた。この制限条項を要求したのは諸国家の政府である。1993年宣言の審議過程

でも，審議に参加していた加盟国政府からは，とりわけ先住「民」の用語と自己決定

権の規定に危惧と批判が示されていた（Daes 1993a: 16–17）。その後の宣言草案の改

訂過程でも，また 2006年宣言案を審議した国連総会でも，加盟国政府から最も執拗

にかつ強硬に異論が出されたのは，政治的自己決定権の要求だった。国連先住民権利

宣言をめぐる国連での議論は，つきつめれば，先住民の権利要求を国際法と国際秩序

に定位させるか，国家が内政事項として取り込むかの争いだった。

　1993年宣言の条項の検討に戻ろう。先に第一テーマに関連する条項を引用した際

には省略したが，先住民が「国家」に要求する権利を述べる条項では，それに応える

べき「国家」の義務を，「国家は…有効な措置を講じなければならない」という第 37

条と同じ定型的な文体で述べていた（第 12条～第 17条，第 28条，さらに第 35条）。

第 37条はそれを一括し，改めて国家の義務として規定している。第 35条，第 36条，

および第 38条以下の第 VIII部の条項は，国際連合，国際機関，国際協力など，先住

民と国家との関係に介入すべき国際環境について述べる。第 36条が扱う国家との条

約類は，先住民を国際関係と国家の内政事項との狭間に位置づける。その意味につい

ては，次節で 2006年宣言案との異同を考察する際に，考察しよう。第 IX部は宣言

についての規定であるが，国連憲章との関係を述べてもいるので，併せてここに引用

しておく。

2-7　1993年宣言のメッセージ

　1993年宣言がその後の国連で切り刻まれた様相を見る前に，その権利要求の要点

をまとめておきたい。1993年宣言は国連という国際機関に定位して，国際法の普遍

的な原則に根拠を求めつつ，先住民の属す国家に対する先住民の要求を代弁する。先

住民は「民」であることによって，民の集合的生命権と自己決定権を要求する。1993

年宣言は，民としての自己決定権に含まれる「経済的・社会的・文化的な発展を自由

に追求する権利」を，「先住民の独自の
0 0 0

政治的・経済的・社会的・文化的な特徴を維

持し強化する権利」へと特定化して，国際法の原則に依拠する基本的なしかし一般的

な権利要求を，先住民の独自の権利要求として展開する。それを先住民に求めさせた
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のは，先住民の現在時に置かれている権利剥奪状況と，それにいたる苛烈な歴史経験

であり，1993年宣言はそれを「民族絶滅と文化絶滅」と把握する。1993年宣言は，

この「民族絶滅と文化絶滅」という過去の歴史経験を未来に向けた権利要求へと反転

させて，国家に要求すべき権利を具体的に精査した。1993年宣言の多数にのぼる条

項は，それぞれが個別の権利を述べている。それは多岐に亙り，政治・経済・社会・

（狭義の）文化の全ての分野に及んでいる。断片化された個別の権利は，相互に関連

し，その関係のネットワークは，民の集合的生命の営みが統合的な文化であること，

とりわけ先住民が伝統的に所有・占拠してきた土地・領土その他の特定の環境
0 0 0 0 0

と統合

的に結合した統合的文化であることを示す。1993年宣言は，先住民が権利として要

求する集合的生命を，民が特定の環境において形成してきた独自の統合的な文化とし

て描いている。先住民に対する現在にいたる「民族絶滅と文化絶滅」は，この統合的

文化を破壊し，環境との統合的結合を切断した。1993年宣言は，民としての生命権

と自己決定権に基づいて，この独自の統合的な文化の回復と発展を要求する。

　1993年宣言は，国連を介して国家と国際秩序に向けて，大略このような先住民の

権利を宣言し要求する。それと同時に，先住民に向けてもメッセージを発している。

それは，1993年宣言が黙して語らなかった「先住民」の定義に関わっている。この

メッセージは論文の最後で改めて取り上げることにして，ここでは 1993年宣言に対

する国連での応答を見ていきたい。

2-8　1993年宣言以後の混迷

　この論文の冒頭で，国連における経過を概観して述べたように，1993年に先住諸

人口作業部会が起草した権利宣言案は，その後，上級の人権委員会の下で宣言案作業

部会が改訂し，作業部会議長が報告した議長案を人権理事会が採択して，人権理事会

案として総会に提案した（2006年宣言案）。人権理事会での採決に際して理事国が意

見を述べ，採決ではカナダとロシアが反対した。国連総会第 3委員会では，人権理事

会案に懸念を示すアフリカ諸国の提案で，採決の延期と条文の再検討が決まった。そ

のアフリカ諸国の主張を容れた修正案が，第 61会国連総会の会期末に採択された

（2007年決議）。

　ここでは，これらの過程を通して 1993年宣言に加えられた変更を考察し，2007年

決議を位置づけておきたい。両者の間の差異は，1993年宣言と 2006年宣言案との差

異，そして後者に加えられた変更，この二段構えで把握される。

　1993年宣言と 2006年宣言案の間には大幅な差異がある。1993年宣言の内容を見た
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のと同じ三つのテーマに沿って見ていこう。第一テーマ「先住民としての権利要求」

を述べる条項では，重要な変更として，先住民としての権利要求の歴史的根拠だった

「民族絶滅と文化絶滅 ｣という象徴的表現が削除
0 0

され，｢ 強制された同化ないし彼ら

の文化の破壊」に置き換えられている（第 7（7）条―以後，2006年宣言案の条項番

号に，対応する 1993年宣言の条項番号を丸括弧（）内に併記する）。さらに，同じ条

項で，「民族絶滅と文化絶滅」の具体的内容を列挙し，その「防止と賠償 ｣を求める

条文が，国家の義務を述べる条文に変えられていて，2006年宣言案の条文では，国

家が「防止」すべき事態が，先住民に対する重大な「民族絶滅と文化絶滅 ｣であると

いう概念上の連絡が，切断されている。集合的生命権を民の基本的権利と位置づける

という，1993年宣言が国際法に対して行おうとした貢献は，適切な法的表現を失っ

てしまった。さらに，先住民として要求する諸権利を，先住民の歴史経験を踏まえて

精査するという，1993年宣言の権利要求の内的構造が，2006年宣言案では完全に崩

されてしまった。新旧の条項の異同が読み取れるよう，1993年の条項からの削除（取

消線）と 2006年宣言案での追加（下線）とを，添削の手法で表示しよう。

新 8（7）条（1）「先住の民と個人は民族絶滅と文化絶滅彼らの文化の強制的同化ないし破壊を
被らされない集合的および個人的権利を持つ。これには

（2） 国家は次の諸項目の防止と賠償が含まれるのための有効な機構 mechanismsを
提供しなければならない。

（a） 先住民から，独自［個別］の民としての統合性を，あるいは彼らの文化的諸
価値ないし民族的アイデンティティを奪う目的で行われる，あるいはそのよ
うな影響のある全ての行為

（b） 先住民から彼らの土地・領土・資源を奪う目的で行われる，あるいはそのよ
うな影響のある全ての行為

（c） 先住民の権利を侵害する目的で行われる，あるいはそのような影響のある全
ての形態の強制的な人口移動

（d） 法・行政その他の措置で強制された，他の文化ないし生活様式への，全ての
形態の強制的な同化ないし統合

（e） 先住民に向けられた，人種的あるいは民族的差別の促進ないし扇動を目的と
した，全ての形態の否定的プロパガンダ」

　この構造的な変更に加えて，個別には，第 25条の「先住民が伝統的に所有ないし

占拠ないし使用してきた土地・領土・水資源・沿海その他の資源に対する彼ら独自の

精神的・物質的な関係を維持し強化する権利」の内，「物質的関係」が消去され否定

された。これによって，先住民の「土地・領土・水資源・沿海その他の資源」に対す

る先住民の経済的権利は，先住民権利宣言による保証を失うことになる。
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　第 26条の「先住民が伝統的に所有ないし占拠ないし使用してきた土地と領土を所

有・開発・管理・使用する権利」を述べた条文から，権利の及ぶ「土地と領土」の範

囲を明示した条文「土地，天空，水，沿海，海氷，動植物，その他の資源からなる環

境の総体を含む」が削除された。権利の及ぶ対象を「土地，領土，資源」と拡大して

いるものの，おそらくこの変更によって，この条文が述べる権利は「土地」権と地表

の資源に限定されることになる。不当に「没収・占拠・使用・破壊された土地・領土・

資源」について返還ないし補償を要求する第 27条は，新 28条としてほぼ同じ内容で

維持されたが，その前に新 27条が挿入されて，国家に「彼らの土地・領土・資源に

関わる先住民の権利を承認し裁定 adjudicateする，公正で独立した偏向のない開かれ

た透明な手続きを設立し実施する」ことを義務づけている。この規定は，第 26条が

主張していた経済的自己決定権（永久主権）の主権としての地位を削ぎ，先住民の

「土地・領土・資源」に対する権利に，国家主権に従属的する位置を与える。第 29条

は先住民の「文化的・知的財産」について，先住民の「所有・管理・保護の承認を受

ける資格［権利］」を述べるのに対し，それに対応する新 31条は，「知的財産」との

み述べ，先住民による「維持・管理・保護・発展」の権利を述べて，「所有」の権利

を外している43）。

　先住民権利宣言の第二のテーマ「権利実現の過程」はさらに大幅な変更を加えられ

ている。自己決定権を規定する第 3条は，1993年宣言と同一の条文で残されている。

しかし，内的自治を述べていた第 31条がこの第 3条の次に第 4条として移され，さ

らに微妙ながら決定的な語句の変更を加えられている。

新 4（31）条 「先住民は彼らの自己決定権をの行使する一つの特定の形態としてにおいて，
彼らの内的・地域的事柄―文化，宗教，教育，情報，メディア，保健，住宅，
雇用，社会福祉，経済活動，土地・資源の運用，環境，外来者の入域に関する，
またこれら彼らの自治機能のための財政的方法手段を含む―に関する，自治
ないし自治政府の権利を持つ。」

1993年宣言第 31条では，自己決定権を行使するのに，いくつもありうる形態の中の

「一つの特定の形態として」自治ないし自治政府の権利を述べていたのに対し，2006

年の新 4条は明らかに，自己決定権を行使する形態を「自治ないし自治政府」に限定

している。国家の意志決定過程への自治的参加の権利を述べる条項は，文体に変更が

あるものの，ほぼ同一の内容で残されている（第 19（18）条，第 20（19）条）。それゆえ

新 4条は，同条が言及しない形態の自己決定権，つまり 1993年宣言第 3条の規定す

る「自己決定権」が国際法のコンテクストとの節合の上で含意していた「主権，自
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由，独立，領土的統合」の権利を，排除すると解釈される。内的自治の権利を述べる

第 31条が移動された新 4条の位置もまた，直前の第 3条が提示する「自己決定権」

を内的自治へと限定する効果を持つ。さらに，「自治ないし自治政府」が管轄すべき

「内的・地域的事柄」について，その内容を述べる条文「文化，宗教，教育，情報，

メディア，保健，住宅，雇用，社会福祉，経済活動，土地・資源の運用，環境，外来

者の入域」が，新 4条では削除されている。1993年宣言では，広範囲に明示されて

いた内的自治の管轄事項が，2006年宣言案では権利宣言による保証を外された。

　最後に，「自己決定権」のもっとも重要な項目，つまり「先住民」という認定の自

己決定権を宣言する第 8条が，そっくり削除された44）。2006年宣言案では，先住民

は「先住民」としての認定を自ら宣言するのではなく，現実に先住民政策で「先進

的」といわれる国の多くにおいてそうであるように，国家の制定した制度に沿って認

可を得るよう強いられることになる。

　第三のテーマ「権利要求の枠組み」の条項もまた，第二のテーマ「権利実現の過

程」の条項と連動して，大幅な変更を加えられている。上述のように，自己決定権を

宣言する第 3条は，同じ条文で残されている。しかし，ここで宣言する自己決定権を，

国際法のコンテクストに節合する役割を担っていた第 2条は，先住民が「他の全ての

民と平等である」とするものの，その「平等」の内容を明示していた語句「尊厳と権

利において」が削除された45）。2006年宣言案は，先住民が「権利において」他の全

ての「民」と「平等」であると主張する力を失っている。

　国家と結んだ条約などの遵守を求める新 37条は，対応する 1993年宣言第 36条か

ら「他の方法では解決しえない紛争と紛糾は，全ての当事者が合意する有能な国際機

関に委ねるべきである」とする後半の条文を削除している。さらに，2006年宣言案

の前文には，次のパラグラフが追加された。

前文 15 「さらにまた，条約，合意その他の建設的取り決めと，そこに示される関係が，
先住民と国家との力強いパートナーシップのための基礎であることを考慮し，」

同じく国家との条約などに言及して，前文には 1993年宣言の次のパラグラフが変更

なく残されている。

前文 7（7） 「さらにまた，国家と結んだ条約，合意その他の建設的取り決めで確約されて
いる先住民の権利を，尊重し促進する緊急の必要を承認し，」

これら先住民が国家と結んだ条約類に関わる条項と前文は，主として北米二国と

ニュージーランドが関わっている。条約は，それを締結した先住民共同体ないし「先
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住民国 indigenous nation」が，締結相手である国家つまり植民者である欧米の主権者

と，法的に対等の主権者であることを確証する。それと同時に，同じ国家との関係で，

先住民が主権を削がれ，従属的地位に貶められていくことを確定するものでもあっ

た。国家との条約類は，国家との関係における植民地的従属を標すものである。さら

に入植者は，これら条約類を遵守せず，先住民が条約類によってかろうじて確保した

生活圏に浸食して，植民地支配を拡大してきた。それを念頭に置けば，前文 7（7）

と新たに挿入された前文 15とは，先住民の権利宣言に対していくつものメッセージ

を発していることが分かる。条約類の保障する先住民の権利を，浸食の歴史を遡って

遵守するよう国家に義務づける。同時に，他方では，先住民の土地・領土への浸食を

先住民に追認させた条約類の遵守を，先住民に求める。条約類に刻み込まれたこれら

植民地支配の歴史が，「先住民と国家との力強いパートナーシップ」の「基礎」であ

るという。先住民の権利に関するこの国連宣言では，先住民と国家の関係は，1993

年宣言のように対抗的ではなく，両者が共同で先住民の権利を促進すべき「パート

ナー」であるべきであるという。これらのメッセージに加えて，この二つの前文は，

この宣言に述べている先住民の諸権利を，過去に先住民と結んだ条約類が規定してい

る範囲以上には容認しないという，国家の意思を代弁している。国家にとっては，先

住民と結んだ条約はいまや国家の主権に属す内政事項であり，国家間の関係つまり国

際関係ではない。紛争について国際機関の介入を求める 1993年宣言第 36条の条文

は，削いでおく必要があった。

　この宣言に実効性を与えるために国家に適切な政策を求める第 38（37）条は，「有効

かつ適切な措置」の表現から「有効」が削られ，さらに確実な法制化を求めた条文を

削除している。国家に介入するよう国際秩序に期待する形態を，一段ずつ軽くする削

除である。

第 38（37）条 「国家は，関係する先住民との協議と協力の上，この宣言の規定に十全な効力
を与えるべき目的を達成するために有効かつ適切な措置を講じなければなら
ない。ここに認められた諸権利は，先住民が現実にこれらの権利を行使しう
るよう，国内法制に採用し組みこまなければならない。」

　このように 2006年宣言案は，条文の変更を積み重ねて，基本的な権利について先

住民と国際法との間に確実に楔を打ち込む。さらに，宣言案の最後の条項である新

46（45）条には，慎重な保留をつけながらも，やはり先住民と国際法との間に楔を打ち

込む条文が，追加された。
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新 45条 2 「この宣言に列挙されている諸権利の行使においては，全員 allの人権と基本
的自由が尊重されるべきである。この宣言に声明する諸権利の行使は，国際
人権義務に従って法が定める制約のみを受けるべきである。この制約は全て，
非差別的でなければならず，他者 othersの権利と自由の適正な承認と尊重を
確保する目的のために，および民主的社会にとって公正でもっとも差し迫っ
た必要性に応える目的のために，厳格にこれらの目的のためのみに必要とさ
れるものでなければならない。｣

「全員 ｣とは，先住民以外の市民を含めた「国家」内の人々「全員」であり，「他者」

は先住民以外の市民である。先住民と「他者」とが「権利」の上で対立する状況を想

定して，この条項があると思われる。この第 2項に次いで，次の第 3項が追加されて

いる。

新 45条 3 「この宣言に声明する規定は，正義，民主制，人権尊重，平等，非差別，善良
な統治，および善良な信頼の諸原則に従って解釈すべきである。」

この第 3項にいう諸原則は，常に近代国家が提示してきた道徳的規範である。しか

し，この道徳的規範を立てながら，なおかつ国内に先住民を生み出し，現在にいたる

まで「歴史的不正義」―実は「人権と基本的自由」の否定46）―の下に抑圧してきた

のが，同じ近代国家だった。先住民の抑圧は，いいかえれば，先住民と「他者」つま

り先住民以外の市民との間の権利配分のアンバランスである。新 45条 2項は，「他

者」の権利を保障する配慮から，先住民権利宣言に対する国家の法的介入を容認して

いる。過去の歴史で否定された権利の回復を求める先住民と，「他者」の利益とが衝

突する場面で，2006年宣言案は，国家の法による介入を容認する。「正義，民主制，

人権尊重，平等，非差別，善良な統治，および善良な信頼」の諸原則は，「国家」に

対して適正に作動するであろうか。

　以上，個別の条項に即した考察に加えて，テクスト全体を貫く文体の相異
0 0 0 0 0

に相当す

る変更を指摘しておきたい。2006年宣言には前文に 3パラグラフの追加があり，そ

の内の二つの追加は国家と先住民との関係を述べている。新たな追加である上述の前

文 15では，「先住民と国家との力強いパートナーシップ」について述べていた。さら

に，次の追加がある。

前文 18 「この宣言における先住民の権利の承認が，正義・民主制・人権尊重・非差別・
誠実の原則に基づいて，国家と先住民との調和ある協力関係

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を高めることを
確信して，」

前文 23（20） 「以下の国連先住民権利宣言を，パートナーシップと相互尊重の精神において
追求すべき一つの達成目標（標準）a standard of achievementとして，厳粛に
宣言する。」
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前文 18は新たに挿入されたパラグラフである。

　これらの追加が強調するパートナーシップは，目立たない形で，条文の文体の変更

にも盛り込まれている。先住民の位置のゆえに，先住民の権利要求は第一に国家に向

けられる。1993年宣言では，先住民の権利に対応して国家に適切な措置を義務づけ

る第 37条のほか，多くの条項で，国家に適切な措置を義務づける条文が添えられて

いた。2006年宣言案では，先住民の権利を述べる条文を，国家の義務を述べる条文

に変更している条項がある。上に引用した「民族絶滅と文化絶滅を被らされない権

利」を消去した第 8（7）条の，この権利の内容を述べる細目（第 8条 2）は，その一例

である47）。これらの変更は，パートナーシップを強調する文章の追加，先住民以外の

国民の権利への配慮を織り込んだ新 45条 2項の挿入とあいまって，宣言の全体の

メッセージを，先住民の権利要求から，先住民と国家との共同事業に変質させるもの

である。

2-9　国連における諸国家の障壁

　1993年宣言から 2006年宣言案へと加えられた変更は，主として，すでに国内で先

住民に対して植民地支配―植
コ ロ ニ ア ル

民地的な支配―の歴史を積み重ねてきた国家の懸念を

反影している。先住民の共同体に部分的に主権を認め，自治を認めるとしても，それ

は国家の内政に属す政策としてであり，これまでの統治の歴史を通して削いできた先

住民の自己決定の要素は，この宣言によって回復に道を開くことなく，現状のままで

維持したい。先住民に対する植民地支配の歴史を反影した現在の先住民と他の国民と

の権益の配置も，同じく現状で維持したい。1993年宣言に加えられた変更からは，

そのような国家の意思を読み取ることができる。

　先に言及したように，人権理事会は宣言案作業部会議長案を審議し，変更を加えず

に人権理事会案として採択した。この決定はカナダの求めによって採決で行われ，カ

ナダとロシアが反対票を投じた。カナダ政府は，この投票行動を説明する文書を公表

している。カナダ政府の見解を要約すれば，

（1） 先住諸人口作業部会の審議には，数千人の先住民代表者が提案を行い，専門家（作業
部会委員）が審議をリードした。カナダを含む加盟国政府も参加したが，専門家たち
が先住民による先住民のための宣言

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を工作していることは明らかだった。この過程で
諸国家の関心には適切な配慮がなされなかった。

（2） 1993年草案はカナダでは実行可能性のないものだった。とりわけ土地と資源の規定，
先住民の法制度の承認，自治は，カナダ先住民に関する現行の法と行政の枠組みを壊
さない限りは，カナダに適用することはできない。
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（3） 宣言案作業部会では，オーストラリアとアメリカ合衆国の代表としばしば協議
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

したほ
か，カナダは必要な修正を施すために，先住民組織，有志の諸国政府代表と協議した。
しかし，自己決定

0 0 0 0

と土地
0 0

・領土
0 0

という核心の問題については，作業部会として合意に
達することができなかった。作業部会議長が人権委員会に送った宣言案は，議長の個
人案であって，先住民代表も各国政府代表もそれを審議してはいない。

（4） 宣言が真に有効であるためには，先住民がいる国家に対する期待を述べるものでなけ
ればならない。人権理事会に提出された宣言案はこの要件を満たしていない。

（5） カナダ政府の見解では，とりわけ土地
0 0

・領土
0 0

・資源に関する規定
0 0 0 0 0 0 0 0

は広く，不明瞭で，
幅広い解釈を可能にするものである。すでに条約

0 0

によって諸権利が合法的に移譲され
ている場合であっても，伝統的領土に対する広い所有権の要求を支持するとさえ解釈
できよう。この規定はまた，カナダ憲法の枠組み

0 0 0 0 0 0

の中で先住カナダ人と他のカナダ人
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

との権利のバランス
0 0 0 0 0 0 0 0 0

の上で，先住カナダ人に土地・資源の権利を保証している現行の
土地請求制度を阻害する可能性がある。

（6） 先住民の自由な事前の情報周知された同意
0 0

という概念が，多くのコンテクストで使わ
れているが，先住民のみならず広範囲の人口に関わる重要な政策，立法，開発計画，
国防に関して，先住民のみに拒否権

0 0 0

を与えると解釈される可能性がある。
（7） 自治に関する規定は，国内の他の（自治）政府との関係についてなんら有効な指針を

与えていない。
（8） 人権理事会の採決に際してカナダは，宣言はカナダにおいて法的効力を持たないとの

立場を表明した。（INAC 2006）

　国内の先住民政策との齟齬，とりわけ土地制度に関わる制度との関連に，カナダ政

府が懸念していたことが読み取れる。先住民の土地・領土に浸食して入植者の土地を

確保してきた「先住民がいる国家」―カナダがしばしば協議したというオーストラ

リアとアメリカ合衆国など―に共通する懸念である。国内の先住民との政治的関係

が比較的に良好なカナダ政府にとっても，1993年宣言が「先住民による先住民のた

めの宣言」と見えたことは，興味深い。カナダの声明からは，次に見るアメリカ合衆

国と同様に，国内の先住民政策に長い歴史を持つ国家として，先住民の国際的な権利

要求に対しては敏感に応答し，その権利要求を国内政策の許容範囲内に制限しようと

した姿勢がうかがえる。

　アメリカ合衆国は人権理事会の理事国ではないので，人権理事会の場で発言する機

会はなかった。同国は宣言案作業部会で審議が進められていた 2001年に，先住民権

利宣言に関する見解を表明していた。主として自己決定権に関わる見解である。

（1） 合衆国の先住民政策との整合性から，先住民に「一部の内的自己決定権 a right of 
internal self-determination」のみを認める。

（2） 内的自己決定権は，それによって，既存の国民国家の枠組みの中で政治的地位につい
て交渉することを可能にする。この権利によって，内的・地域的事柄について自治な
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いし自治政府の権利を持つ。その具体的内容は，［1993年］宣言案の第 3条および第
31条で表現されている。

（3） アメリカ合衆国の国内法では，合衆国はインディアン部族 Indian tribesを，自治権力を
本来的に備える政治的実体として承認している。この国内のコンテクストでは，自己
決定は第 31条の規定と類似の広範な内的・地域的事柄に関する自治政府および自治の
奨励を意味している。

（4） 自己決定
0 0 0 0

は，国際法では一般に，代議制民主主義政府において市民的・政治的権利を
十全に享有すること意味する。国際法の下での自己決定について合衆国は歴史的に，
国際人権規約共通第 1条 1項が述べる意味で，政治的地

0 0 0 0

位を選択する全ての
0 0 0 0 0 0 0 0 0

「民
0

」の
0

権利
0 0

を指すと理解してきた。これには独立を選択する権利
0 0 0 0 0 0 0 0 0

，天然資源に対する永久主
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

権
0

を行使する権利が含まれる。
（5） 自己決定には内的側面と外的側面との双方がある。内的側面は既存の国家内に存する

集団に適用される。自己決定は国家の領土的統合の原則―その尊重は宣言案第 43条
［第 45条の誤記と思われる］で明示している―に制約されるゆえに，既存の国家内で
行使されねばならない。内的自己決定権

0 0 0 0 0 0 0

は，独立の権利，あるいは天然資源に対する
永久主権を含まない。それは必ずしも，国際法の下でより一般に理解されている自己
決定と同義ではない。

（6） 自己決定と天然資源に対する永久主権に言及しないコンテクストで先住「民」に言及
する国際的文書では，合衆国は，次の但し書き

0 0 0 0 0 0

がある場合にのみ，同意する。「この文
書における『民』という言葉の使用は，国際法のもとでこの言葉に結びつくことのあ
りうる諸権利に関わるいかなる意味をも持つと解釈してはならない。」（U.S. National 
Security Council 2001）

　自己決定（権）に焦点を絞ってであるが，カナダと同様にアメリカ合衆国も，自国

内における先住民政策との整合性を追及した。ただし，ここで表明した立場によれ

ば，アメリカ合衆国の要求は 1993年宣言（第 31条）ですでに満たされている。（5）

（6）が言及する「天然資源に対する永久主権」は，国際法では「経済的自己決定権」

を意味し，1993年宣言第 3条が参照した政治的自己決定権と対を成して，民の自己

決定権を構成する。アメリカ合衆国の内的および外的自己決定権と「民」をめぐる矛

盾を含んだ議論，外的自己決定権を表明する国際人権規約，この規約で規定された

「民」の概念を先住「民」に適用しない（6）の但し書き― ILO169号条約がつけた

制限条項と実質的に同一の文章で書かれている―については，後の国際法の議論で

再び言及する機会があろう。

2-10　2007年決議

　先に見たように，主としてアフリカ諸国の主張を容れて，2007年決議ではさらに

一連の変更が加えられた（二重下線）。まず前文では冒頭と末尾に二つのパラグラフ
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が追加された。以下の引用では，2007年決議の前文と条項の番号は角括弧［］で括

ることにする。

前文［1］ 「国連憲章の目的と原則に，および憲章にしたがって諸国家がその義務を履行す
る誠意に導かれて，」

前文［23］ 「先住民の状況は領域 regionによって，また国家によって異なることを認識し，
国家（国民）的・領域的特殊性と多様な歴史的・文化的背景との意義が考慮さ
れるべきことを承認し，」

前文［1］が言及する国連憲章には，アメリカ合衆国の見解（4）が言及していたよう

に，また後に考察するように，既存の国家の領土的統合（領土保全 territorial integrity）

を尊重するとの原則が，織り込まれていた。前文［23］は国連宣言の国際標準として

の機能を削ぐことになろう。

　この追加の一方で，2006年宣言案と 1993年宣言の前文から次のパラグラフが削除

された。

前文 13（13） 「先住民は国家との関係を，共存・互恵・尊重の精神において，自由に決定す
る権利を持つことを承認し，」

2007年決議では，「自己決定権」によって「先住民は彼らの政治的地位を自由に決定」

するとする 1993年宣言以来の条項（第 3条）を残しているので，この前文の削除は

決議の内容に変更をもたらすものではない。しかし，アフリカ諸国としては，先住民

が国家との関係を見直す契機を，可能な限り削除しておきたかったのだろう。

　本文の条項に加えられた修正は多くはない。重要な変更は，2006年宣言案に加え

られた条項に，さらに挿入を加えるものである。

第［46］46（45）条 1　　「この宣言のどの個所についても，いかなる国家・民・集団・個人に
対してであれ，国際連合憲章に反するいかなる活動であれ，従事ないし実施する
いかなる権利をも示唆すると解釈してはならない。あるいは，主権独立国家の領
土的統合あるいは政治的統一を，全体的あるいは部分的に，分離しあるいは損傷
を与えるようないかなる行為をも，承認ないし奨励すると解釈してはならない。」

この追加修正が避けようとしているのは，先住民が自己決定権を行使して，帰属して

いる国家から分離独立することである。1993年宣言以来のこの第 46（45）条 1項はす

でに，国連憲章の遵守を求め，国連憲章は領土的統合の原則を掲げていた。2007年

決議で前文に加えた前文［1］も，同じ内容を要請している。アメリカ合衆国の見解

（5）も述べていたように，国際法はこの原則の条件として，民主的に国民を代表する
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政府を求めている。アフリカ諸国が前文の追加に加えて，この条文を追加し，領土的

統合と政治的統一をむき出しに言及して，条件をつけることなくそれを求めるのは，

国際法が課している条件について，懸念していることを示しているのであろうか。

　アフリカ諸国の国際機関であるアフリカ連合は，国連における先住民権利宣言の審

議状況に対応して，2007年初めに次のような連合総会決定を採択していた。

（1） 1964年に［当時の］アフリカ統一機構が，全ての加盟国の国家独立の達成時の国境を
尊重すると誓約したことを，確認する。

（2） 植民地的な国と民への独立供与を述べた 1960年の国連総会決議 1514（xv）を確認する。
（3） 国連総会が宣言について，政治的かつ憲法的な多くの懸案をさらに検討するために，

採決の延期を決定したことを歓迎する。とりわけ重要なのは次の点である。
 　（a）先住民の定義
 　（b）自己決定
 　（c）土地と資源の所有権
 　（d）先住民に独自の政治的・経済的制度の確立
 　（e）国家（国民）的および領土的統合
（4） アフリカの民の圧倒的大多数はアフリカ大陸に先住 indigenous toであることを確認す

る。
（5） 宣言の修正の交渉に関して統一的な立場を維持することを決議する。（African Union 

2006）

ここに述べている項目，とりわけ（3）の諸項目は，カナダとアメリカ合衆国が示し

ていた懸念と重なる。しかし，2007年決議について，アフリカ諸国が同意した修正

内容は，（1）と（3）の（b）と（e）に関連するものだけだった。

　修正案を採決した 2007年 9月 13日の国連総会本会議第 107および 108会議では，

先住民権利宣言の採決の前後に各国が発言した。既述のように，決議に反対票を投じ

たのは，いずれも先住民統治の歴史の長いオーストラリア，カナダ，ニュージーラン

ド，アメリカ合衆国の 4か国である。

　カナダ政府代表はおおむね，上に引用した 2006年の見解を繰り返し表明した。ア

メリカ合衆国は，特定の条項に言及せずに，宣言の条文が全体に，対立する解釈が可

能であることを指摘し，宣言案を支持しえないとする。オーストラリアは宣言に多く

の欠陥があるとして，特に自己決定の規定に懸念を示し，民主的代議制政府を持つ国

家でも領土的・政治的統合の分裂を奨励すると解釈できる表現を，容認できないとす

る。さらに，土地・資源，先住民の自由な事前の情報周知された同意の規定，知的所

有権の規定，先住民の慣習法を国法に優先させる規定に，反対を表明した。

　ニュージーランドは，先住民マオリとの条約によって建国したという特異な歴史に
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言及し，土地と資源についても，土地権などの回復要求に関わる審問制度についても

よく整備されていて，宣言が規定する先住民の権利の多くはすでに実現していると述

べる。その上で，この法的に安定した状態を崩す懸念がある条項として，土地と資源

の権利，その回復要求，拒否権の規定を挙げる。例えば，土地に関する第 26条は

ニュージーランドの全体に適用される可能性があり，現在の所有者が先住民であると

非先住民であるとを問わず，国内法では合法的に所有されている土地が，先住民によ

る土地権要求の対象になってしまうという。

　2006年末の人権理事会では反対票を投じ，国連総会では棄権したロシアは，宣言

はコンセンサスを得たバランスのとれたテクストではないこと，特に土地と天然資

源，補償と権利回復の規定が公平ではないこと，審議の過程が公平に公開されず，国

内に多くの先住民がいる国家で審議に参加していない国があることを挙げて，宣言に

は反対であるとし，その意思表明として棄権したと述べる。

　なお，賛成票を投じた日本は，自己決定権から分離独立の権利を除いた第 46条の

修正を歓迎するとし，土地・領土に関する所有その他の権利は，各国の国内法で規定

すべきであり，これらに関する宣言の条項は，第三者の利益およびその他公共の利益

の保護と調和を保つべく，制限されると述べている。賛成票を投じた中国は，発言し

なかった48）。

　1993年宣言とそれ以後の国連先住民権利宣言の各バージョンに対する関係国政府

の反対意見を見てきた。いずれも，改めてまとめるまでもなく，宣言の述べる先住民

の権利要求が，国家の体制から国民の経済生活まで広範囲に亙って，国家の現状が毀
0 0 0 0 0 0 0

損されることに
0 0 0 0 0 0 0

，懸念
0 0

を示している。1993年宣言から 2006年宣言案へ，同案から

2007年決議へと，改訂を重ねるたびに修正を加え，先住民の権利要求に制限を加え

ているにもかかわらず，なお残っている懸念の種を列挙して，決議案に反対の意思を

表明していた。中には，自己決定権による分離独立の可能性に対し，1993年宣言か

ら初めて，何重にも防壁を張りめぐらせているにもかかわらず，オーストラリアのよ

うに，過剰と思われる懸念を表明した国もある。それだけ，先住民の要求する「民」

の概念と自己決定権が，国家の枢要なしかし弱点でもある基盤を衝いていることを，

示している。

　国家が先住民の要求を警戒して防衛したい現状とは，国境と領土であれ，天然資源

であれ，また非先住の国民が所有している土地であれ，いずれも先住民の「民族絶滅

と文化絶滅」を代償として獲得してきたものである。先住民権利宣言に反対を表明し

た意見は，国連憲章のみならず，国際人権規約，ILO169号条約，あるいは 1960年の
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「植民地的な国と民に独立を供与する」国連総会決議に言及していた。いずれも，先

住民の権利を擁護し支援するためにではなく，先住民の権利要求を封じ込める根拠と
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

して
0 0

参照していることに，留意したい。とりわけ象徴的なのは，アフリカ諸国が一致

して 2006年宣言案に異議を唱え，その根拠として，国家の独立時に確定した国境の

尊重と，1960年の国連総会決議に言及していることである。アフリカの大多数の国

家は，国連がこの「植民地的な国と民に独立を供与する」総会決議で表明したものと

同じメッセージに促されて，植民地の地位からの解放と独立を達成した。先住民の権
0 0 0 0 0

利要求は
0 0 0 0

，この脱植民地化の過程と結果とも対立する関係にある
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ことを，アフリカ諸

国の懸念は述べている。先住民権利宣言に対して諸国家が表明した反対意見は，はか

らずも，先住民に対する「民族絶滅と文化絶滅」の植民地支配が，ILO169号条約，

国際人権規約，1960年の「植民地的な国と民に独立を供与する」国連総会決議，さ

らに国連憲章と，第二次世界大戦後の国際秩序を形成してきた主要な国際法規によっ

て，軽減されたのではなくむしろ強化されたことを示唆している。

　国連における先住民権利宣言の推移を跡づけつつ，すでに視野は先住民権利宣言を

離れて，国際法の歴史へと拡大した。次には，この拡大した国際的視野で，先住民の

処遇の推移を追跡したい。

III　国際法のコンテクストにおける先住民

3-1　国際法の枠組み―先住民の不在

　1993年宣言は，国連が先住民を代弁して，つまり「国連宣言」として，先住民の

権利を述べる文書であり，自己決定権を基礎として権利を主張するという姿勢を貫い

ている。しかし，上に見たように，自己決定の実現形態に関わる要求は多様であり，

しかもその多様さは拡散的であって，決して体系的ではない。その要因を求めれば，

1993年宣言の置かれた環境が，それは先住民が置かれた環境でもあるが，一元的で

体系的な権利要求を許さないからである。先住民には，彼らを国内に包含する国家

と，諸国家の構成する国際秩序という，二重の環境が取り囲み，先住民の権利要求を

制約していた。先住民の視点から見れば，国家は彼らと国際社会との間に介在して，

国際法の原則の直接的な適用を遮断していた。しかし，1993年宣言は国際秩序から

の国家に対する介入を期待してもいた。1993年宣言の拡散的な性格を理解する鍵は，

先住民，国家，そして国際秩序という三者の相互関係にある。

　先住民が 1993年宣言として権利宣言するのに対して，諸国家と国際秩序はそれに
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応える用意を整えていない。あるいは，1993年宣言が権利要求によって先住民とい

う存在を国際秩序に挿入しようとするのに対して，既存の国際秩序は，そのような先

住民を受け入れるべき場所を，備えていない。既存の国際秩序はむしろ，そのような

先住民を受け入れる場所を，消去してきた。1993年宣言以後の国連先住民権利宣言

の各バージョンに対する加盟国の否定的応答は，先住民の権利要求を，旧来の国家と

国際秩序が許容する形に変形しようとする姿勢で，一貫していた。次に考察すべき問

題は，国際秩序がどのようにして先住民の存在を消去してきたのかである。

　1993年宣言を起草した先住諸人口作業部会は，国際連合の組織系統の中で，社会

経済理事会に属す人権委員会の，さらに下部組織である少数集団差別防止・保護小委

員会（少数集団小委員会）に設けられた。まずは，先住諸人口作業部会が設けられる

にいたる時期の，国連などの状況を概観して，国際秩序との関連で作業部会のこの配

置が意味するものを，考察したい。

　人権委員会は人権に関する国連の事業の推進機関であり，国連総会による国際人権

規約の採択（1966年）は人権委員会の事業の大きな成果である（宮崎 1979a）。また，

事業の柱の一つとして，当初から少数集団の差別を扱う少数集団小委員会を置いてい

た。国際人権規約は「経済的，社会的および文化的権利に関する国際規約」（「社会権

規約，A規約」とも呼ばれる）と「市民的および政治的権利に関する国際規約」（「自

由権規約，B規約」とも呼ばれる）の二つの規約からなり，自由権規約は少数集団保

護の条項を含んでいる49）。

第 27条 民族的・宗教的あるいは言語的な少
マ イ ノ リ テ ィ

数集団50）が存在する国家において，そのよ
うな少数集団に属す者 personsが，彼らの集団の他の構成員とともに，彼ら自身
の文化を享有し，彼ら自身の宗教を信仰しかつ実践し，あるいは彼ら自身の言
語を使用する権利を，否定されてはならない。

国連における先住諸人口作業部会の組織上の位置づけは，当時の国連にとって，先住

民に関わる問題を受け付けるべき組織は少数集団小委員会であり，国際法の中で先住

民の権利要求に対応すべき主要な法規は国際人権規約 自由権規約第 27条だったこと

を，反映している。

　この国際人権規約は大きな亀裂を内包している。国連その他の場における先住民の

権利に関する議論の経過を念頭に置いて，国際人権規約を振り返るならば，この亀裂

はさらに印象深く認識される。二つの規約は冒頭の第 1部第 1条に共通の条文を置い

て，「民の自己決定権」を掲げる。
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第 1条（1） 全ての民は自己決定権（自決権）を持つ。この権利のゆえに，全ての民は彼ら
の政治的地位を自由に決定し，彼らの経済的・社会的・文化的な発展を自由に
追求する。

　　　（2） 全ての民は，互恵の原則に基づいて国際的経済協力から生ずる義務および国際
法上の義務に違反しない限り，自己の目的のために彼らの天然の富と資源を自
由に処分することができる。民はいかなる場合にも生存の手段を奪われること
はない。

　　　（3） この規約の締約国（非自治地域および信託統治地域の施政責任を持つ国家を含
む）は，国際連合憲章の規定に従って，自己決定権の実現を促進し，自己決定
権を尊重しなければならない。

国際法の専門的なコンメンタールによれば，第 1条 1項は政治的自己決定権（自決

権），同条 2項は，「天然の富と資源に対する永久主権」（宮崎 1979b: 55）とも呼ばれ

る経済的自己決定権を規定する。いずれの自己決定権も，国連総会はそれを掲げる宣

言を積み重ねていたが，宣言であるゆえに，加盟諸国に対する法的拘束力はなく，国

際人権規約のこの規定によって，締結国に対して法的拘束力のある国際法の原則とし

て確立した（宮崎 1979b: 53–55）。第 1条 1項の文言は，主語―「全ての民」と「先

住民」―が異なるのみで，1993年宣言第 3条と同じである。というよりもむしろ，

1993年宣言第 3条は，国際人権規約の共通第 1条 1項を踏まえて草されている（Daes 

1993b: 3）。1993年宣言は第 2条で「先住［の］民は…尊厳と権利において他の全て

の…民と平等である」と述べていた。1993年宣言はこの第 2条を媒介項として国際

人権規約共通第 1条 1項と節合し，先住民の自己決定権を宣言する（第 3条）。先に

第 3条と第 2条について「1993年宣言を国際法のコンテクストに繫ぎとめるインター

フェイス」と述べたのは，この意味においてである。

　しかし，国際人権規約が民の政治的
0 0 0 0 0

および経済的
0 0 0

な自己決定権
0 0 0 0 0

について規定するの

は，ここまでである。規約の冒頭―第 1部第 1条―にこの規定を置きながら，A，

Bいずれの規約でも，第 2条以下の条項が自己決定権に触れることはなく，自己決定

権の内容を展開したり，それらの実現を促したりする規定はない。要約していえば，

国際人権規約は民の自己決定権に関わる国際法ではない51）。

　先に言及したように，自由権規約は少数集団を対象に第 27条の規定を設けていた。

そこでは，集団に固有の文化・宗教・言語の存在を認め，その維持を容認している。

しかし，この条項が文化・宗教・言語に対する権利を認めているのは，当該の「少数

集団に属す者」という個人であって，集団自体ではない。第 27条は，少数集団に属

す個人に，「彼らの集団の他の構成員とともに」彼らの文化・宗教・言語を共有する

権利を認めているので，条項が認める権利はまったくの個人的権利ではなく，集合的
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権利の要素を帯びている（河野 1979: 220）。さらに，国連による第 27条の実施過程

は，保護の対象について，少数集団とりわけ先住民の文化に対する集合的権利
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

をも含

める方向に拡大してきたという。しかしそれでもなお，「第 27条によって保護される

権利は個人の権利である」という限界を越えるものではなく，とりわけ少数集団の政

治的自己決定権には踏み込んでいない（金 2003: 78–104，この点は後に改めて考察す

る）。国際人権規約に少数集団に関する条項が組み込まれ，その条項が結論として第

27条の条文に決定した審議の過程では，少数集団に「自治もしくは自決の権利」を

認めることに対し，国連加盟諸国から執拗な抵抗が繰り出されたという（金 2003: 62

–65）52）。

　国際人権規約は大きな亀裂を内包していたことになる。「民の自己決定権」を掲げ

る一方で，少数集団―規約の想定では先住民も少数集団に含まれる―に対しては民

としての権利保護を回避する。国際人権規約のこの亀裂は，先住民にとって，彼らの

権利要求を受け付けるべき接点が，国際法には欠落していたことを意味する。国際人

権規約が 1977年に発効した後は，上述のように，国連は先住民の権利要求
0 0 0 0 0 0 0 0

を，この

国際人権規約に従って，少数集団の個人による権利要求
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

として受け付けた。この規約

とその背後にある国連の枠組みにとって，集合的な権利を要求する先住民という存在

は，在りえないものだった。

3-2　国際法における概念規定と概念操作の政治

　この先住民の不在は，いうまでもなく，国連における諸国家の政治的駆け引きの結

果であり，諸国家の利害の総和が先住民の存在を消去させた。しかしこの場合，諸国

家の利害が直接に先住民に作用したのではない。諸国家が先住民の扱いについて駆け

引きを交わしたのは，先住民に関わる国際法規の審議においてであり，諸国家の駆け

引きの手段は国際法の言語だった。ここでは，そのような駆け引きを可能にする国際

法の語法について，私の理解を示しておきたい。

　この論文で考察しているテーマの範囲でも，国際法の議論ではしばしば，基本的な

概念について定義が与えられていないことが指摘される。国際人権規約は「民」に自

己決定権（自決権）を認める。しかし，規約は肝心の「民（人民）peoples」の範囲

に定義を与えていない（宮崎 1979b: 54）。第 27条で「少数集団に属す者」の権利に

ついて規定した自由権規約は，その「少数集団」を定義していない（金 2003: 80）。

後に改めて考察するように，1993年宣言も，先住民の権利宣言を意図する文書であ

りながら，「先住民」を定義しない。
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　これら国際法の法規が基本的な概念に定義を与えないのは，審議に参加するエイ

ジェント（とりわけ諸国家）の利害が対立して，合意に達しなかったからである。し

かし，概念規定の欠落は法秩序にとって必ずしも欠陥ではない。概念が定義されてい

なくても，当該法規の現実の実施運用は可能であり，さらに，国際法の中に規定のな

い空白部分は，概念規定の欠落も含めて，実施運用の過程で再解釈と拡大解釈を可能

にするという，実践上のメリットが認められる53）。このような事情が，基本的概念に

定義を与えないことを許しているようだ。

　このような国際法における概念規定とその実施運用の特徴を踏まえた上で，さらに

国際法における概念規定について考えてみたい。上述のように，国際法はしばしば基

本的概念に定義を与えていないことが指摘された。ここでいわれる「定義」の不在と

は何を意味しているのか。国際法規とその実施運用を考察する法学の観点からは，法

規の条文に定義が明記されていないことを指しているようだ。たとえば，国際人権規

約共通第 1条 1項の「全ての民は自己決定権を持つ」という条文が意味を成すには，

この条文とは別個に，「民」を定義する条文が必要である。「民」に定義がないという

指摘は，そのような条文の不在を指している54）。しかし，概念の定義が条文に明記さ

れていないからといって，その概念に意味内容が欠けているということではない。国

際法の法規と法規の間，条項と条項の間，さらに条文と条文の間には，概念上の参照

関係が張りめぐらされている。国際法におけるこの参照のネットワークは，一つの相

対的に閉じた意
セマンティック

味空間を構成している。閉じた意味空間である日常言語において

は，語の意味を定義して提示すべき辞書がそうであるように，個々の語の意味は，他

の語を用いて説明される。説明に用いられる語もまた同様に，他の語によって語義が

説明される。それゆえ，辞書による語義の説明はしばしば，限られた語の間での循環

的な説明になる。国際法における参照関係のネットワークは，日常語ほど完璧に閉じ

た意味空間を構成しないので，概念上の参照関係が個々の概念内容を，定義
0 0

といいう

るほどに制限するのではない。しかし，表現を緩めていいかえれば，この概念上の参

照関係は概念それぞれの内容に多かれ少なかれ
0 0 0 0 0 0 0

制限を加え，この制限の範囲でそれぞ

れの概念に意味内容を充当している。国際法という言語使用の特殊な場のゆえに，こ

のように参照関係によって概念に充当される意味内容は，法的な規制力を帯びる。

　国際人権規約には確かに，「民」の概念に定義を与える条項はない。しかし，共通

第 1条の規定は，「全ての民は自己決定権を持つ ｣（第 1項），「全ての民は…自己の

目的のために彼らの天然の富と資源を自由に処分することができる ｣（第 2項）と述

べることによって，ここでいう「民」が，政治的および経済的自己決定権を持つ集合
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的主体であることを，規定している。辞書の手法にならっていえば，第 1条 1項の規

定の主語と述語を入れ替えて，「自己決定権は民の持つ権利である」と定義すること

が可能である。このように，第 1条は確実に「民」と「自己決定権」の概念に意味内

容を与えている。

　先に，1993年宣言はその第 2条を媒介項として国際法と節合していることに留意

した。「先住の…民は…尊厳と権利において他の全ての…民と平等である」と述べる

その「他の全ての…民」とは，国際人権規約第 1条にいう「民」に他ならない。それ

ゆえ，1993年宣言第 3条は，国際人権規約第 1条の主語「全ての民」を「先住民」

に入れ替えて，同一の条文で政治的自己決定権を主張することができた。

　このように，概念上の参照関係が，条文の間ひいては法規の間に法的規定の連結を

構成していくとすれば，それは同時に，法的規定上の連結を排除するために，概念上

の参照関係を切断するという操作的な選択に，道を開くことになる。

　少数集団について述べる国際人権規約第 27条は，既述のように，対象を「集団」

と表現はするものの，「民」の語は用いていない。第 27条の規定は，自己決定権を持

つべき「民」から少数集団を分離している。さらに，集団としての権利からも分離す

るために，第 27条の規定は対象を「少数集団に属す者」としていた。条文から読み

取れるこれらの政治的意味は，単なる外的な解釈の所産ではなく，先に言及したよう

に，条文審議に参加した諸国家が主張し，条文に反映させた政治的意図そのものだっ

た（金 2003: 62–64）。

　この観点から再び 1993年宣言の第 2条と第 3条を振り返れば，1993年宣言の国際

法における斬新さが理解される。先住民は，既存の国際法の枠組みでは，国際人権規

約自由権規約第 27条の「民族的・宗教的あるいは言語的な少数集団」に該当する集

団である。その第 27条は少数集団を「民」とは規定せず，「自己決定権」を認めてい

ない。「自己決定権」を持つ「先住民」は，国際法上は在りえない存在だった。この

コンテクストにおいて 1993年宣言が第 2条と第 3条によって，先住民が「自己決定

権」を持つ「民」であることを宣言したのは，一つの権利宣言であると同時に，先住

民の所在すべき位置の空白に対する抗議であり，そのような空白を作り出した国際法

に対する挑戦だった。

3-3　先住民に対する「統合」政策― ILO107号条約

　先住民の権利問題が国際的な課題として取り上げられた 1970年代末の状況では，

先住民を取り囲む国際法は，彼らの民としての権利要求に対して制限的だった。しか
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し，先住民の権利要求を受けとめるべき国際人権規約は，それが採択された当時

（1966年）の時代状況に照らして見れば，決して当初から制限的だったのではない。

当時は，先住民を直接の対象とした国際法として，ただ一つ国際労働機関（ILO）の

「独立国における先住その他の部族的・半部族的な諸人口の，保護および統合に関す

る条約」（第 107号条約）55）が機能していた。国際人権規約を相対化し，当時における

その先進的意義を計る意味で，同条約の概要を把握しておきたい。

　ILO107号条約は，その公式名称の通り，各国の国内法と国内政策における先住民

の処遇を対象とした条約であり，1957年に制定，1959年に発効した。発効時の締結

国 10か国の半数はラテンアメリカの諸国であり，その後に参加した国を含めた全締

結国（27か国）の内，やはり約半数（14か国）が中南米の諸国だった。このように，

この条約に参加して拘束される国家56）は決して多いとはいえないが，先住民政策に関

する国際法として，未締結国に対しても影響力を発揮した。

　107号条約は，長期の視野で見れば，先住民に関する国際法の歴史の上で画期的な

位置を占めている。ILOのコンテクストでは，植民地における現地人
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（原住民）労働
0 0

に関する政策の延長上に見出したのが独立国家における先住民労働
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

であり，それにつ

いて国際標準を設定しようとしたのがこの条約である。しかし，植民地が続々と独立

し，植民地で留まる地域が急速に少なくなる時代状況では，先住民の問題は主として

独立国家内の先住民の問題となる。107号条約は，この「独立国家における」という

コンテクストにおける先住民を政策対象とした初めての国際法だった。最初の国際法

として条約はその後の先住民に関わる法と政策の思考に対し大きな影響を残した。今

日の視点から見れば，その影響は負の方向での制約であり，とりわけそれは，先住民

政策の志向と「先住」概念の定義において顕著である。

　条約は「独立国における先住その他の部族的・半部族的な諸人口」に関して，「保

護」し，国家に「統合」する政策を提示する。「独立国における」とはいえ，先住民

自体は独立の存在とは見なされず，「保護」政策の対象であり，先住民の立場からす

れば，彼らの所在するコンテクストの違い―植民地であるか独立国家であるか―は

事実上，無意味だった。

　条約はその適用対象である「独立国における先住その他の部族的・半部族的な諸人

口」について定義を与えた。この表現にある通り，「先住諸人口」は「部族的・半部

族的な諸人口」の内部区分という位置づけである。ILOの論理では，植民地における

現地人（原住民）と対を成すものとしての独立国家における先住民
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を対象に，条約の

ための作業を始めたのであるが，成文化された条約では，広い視野で「独立国家にお
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ける先住民」として想定された対象が，「独立国家における部族的・半部族的な諸人

口」という表現に置き換わり，「先住諸人口」はその中の内部区分へと制限された。

この条約が提示した「先住諸人口」の狭い定義は，現在にいたるまで，「先住民」の

概念的な把握を拘束し続けている（詳しくは 5-7節，5-8節で考察する）。

　これら大枠の性格を念頭において，107号条約の内容を見ていきたい。冒頭の条項

で「部族的諸人口，先住諸人口，半部族的諸人口」のそれぞれに定義を与えているが，

それ以外の条項では，これらの区分に言及しない。それゆえ，以下の考察では，特に

「部族的・半部族的諸人口」に言及する場合を除いて，「先住民，先住諸人口」とのみ

表示し，「部族的・半部族的諸人口」を併記しないことにする。私の理解では，107

号条約が導入した「部族的・半部族的諸人口」と「先住諸人口」との区別は，その後

の先住民運動によって事実上乗り越えられている。

　条約は冒頭に適用対象の「諸人口」を定義している。定義自体は後に改めて考察す

ることにして，ここではむしろ，これら「諸人口」に対するこの条約の姿勢に着目し

たい。

第 1条（1） 本条約は次の者について適用する。
 （a） 独立国における部族的ないし半部族的な諸人口で，その社会的

0 0 0

・経済的条件
0 0 0 0 0

が，
国民共同体 national communityの他の部分が到達している段階 stageより未発達

0 0 0

less advancedな段階
0 0 0

にあり，かつ，その地位が，彼ら自身の慣習ないし伝統に
より，または特別の法令によって，全面的にないし部分的に規制されている，
そのような諸人口の構成員

 （b） 独立国における部族的ないし半部族的な諸人口で，征服ないし植民地化の時に
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

当該国あるいは当該国が地理的に属す地方に居住していた諸人口からの子孫
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

で
あることによって先住

0 0

とみなされる，かつ，法律上の地位にかかわらず，その
属す国の制度に従うよりは往時［征服又は植民地化当時］の社会的・経済的・
文化的な制度に従って生活している，そのような諸人口の構成員

　　　（2） 本条約の適用上，「半部族的」とは，彼らの部族的特徴を失う過程にあるが，
いまだに国民共同体に統合されていない集団ないし個人
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

をいう。

　これらの条文，とりわけ 1a項と 2項は，同時に本条約の意図を示している。前文

はより明瞭な表現で，これらの人々を「保護および統合」しようとするこの条約の目

的と状況認識を示している。

前文 5 多くの独立国には，いまだ国民共同体に統合されず，その社会的・経済的あるい
は文化的な状況ゆえに，［当該国の］人口の他の構成員が享有している権利と利便
から十分に利益を得ることを妨げられている先住その他の部族的

0 0 0 0 0 0 0 0 0

・半部族な諸人
0 0 0 0 0 0

口
0

が存在することを考慮し，
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前文 6 人道上の理由，関係諸国の利益のいずれの観点からも，これら諸人口がこれまで
国民共同体の進歩に十全に参加することを妨げてきた全ての要因に関する同時的
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

行動
0 0

によって，彼らの生活と労働の条件を改善する継続的活動の促進が…望まし
いことを考慮し，

前文 7 この問題について一般的な国際標準を採択することが，当該諸人口の保護
0 0

，それ
ぞれの国民共同体への漸進的統合

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，そして彼らの生活と労働の条件の改善
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を保障
する活動を容易にするだろうことを考慮し，

前文 7が述べるのはこの条約の政策目的であり，自国内に「部族的ないし半部族的諸

人口」が存在する諸国家に対し，国際標準を提示することによって，これらの人々の

「保護，国民共同体への漸進的統合，生活と労働の条件の改善」を促すことを意図し

ている。さらに，第二の目的に掲げる「統合」について，条文がいくつかの制約をつ

けて，その内容をより明確にしている。

第 2条（1） 政府
0 0

は，当該諸人口の保護
0 0

およびそれぞれの国の生活への漸進的統合
0 0 0 0 0

のための，
よく調整された体系的行動
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を推進する主要な責任を負わなければならない。
 （2） この行動は次の措置を含まなければならない。
 （a） 国の法令が［当該国の］人口の他の部分に与えている権利と機会を，これら諸

人口が平等の条件で益することを可能にするための措置
 （b） これら諸人口の社会的

0 0 0

・経済的
0 0 0

・文化的な発展
0 0 0 0 0 0

を促進し，彼らの生活水準を向
上させるための措置

 （c） これら諸人口の人為的
0 0 0

同化
0 0

artificial assimilationになりうる措置を排除
0 0

しつつ，
国民的統合
0 0 0 0 0

national integrationの可能性を創出するための措置
 （4） これら諸人口の国民共同体への統合を促進する手段として，強制

0 0

forceないし
威圧
0 0

coercionに及ぶ行為は排除
0 0

しなければならない。
第 3条（1） 当該諸人口の社会的・経済的・文化的な条件が，彼らの属す国の一般的法律上

の便益の享有を妨げている限り，これら諸人口の制度・人身・資産・労働を保
護するため，特別措置を採用しなければならない。

第 4条 当該諸人口の統合に関する本条約の規定を適用するに当って，
 （a） これら諸人口の間に存在する文化的・宗教的な価値，彼らの社会統制の形態，

および彼らが社会的・経済的変化を受けて集団および個人として直面する諸問
題の性格について，正当な考慮を払わなければならない。

 （b） これら諸人口の価値および制度の廃止
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

disruptingは，関係集団が受諾する適切
な価値ないし制度によって代替しえない限り，廃止に伴う危険を認識しなけれ
ばならない。

 （c） これら諸人口が新たな生活と労働の条件に適応
0 0

するに当って経験する困難
0 0

を緩
和するための政策を採用しなければならない。

第 5条 当該諸人口の保護と統合に関する本条約の規定を適用するに当って，政府は，
 （a） これら諸人口とその代表者の協力を求めなければならない。
 （b） これら諸人口に彼ら［自身］の発意を十分に展開する機会を与えなければなら

ない。
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 （c） あらゆる可能な方法により，これら諸人口の間での市民的自由の発展，選挙制
度の確立，あるいは選挙制度への参加を奨励しなければならない。

第 6条 当該諸人口の生活・労働条件および教育水準の改善は，これら諸人口が居住す
る地域の総合的な経済開発を計画する際には，高い優先順位を与えなければな
らない。当該地域の経済開発のための特別事業もまた，このような改善を促進
するように立案しなければならない。

第 7条（1） 関係諸人口の権利と義務を定めるに当つては，彼らの慣習法を考慮しなければ
ならない。

 （2） これら諸人口は，彼ら自身の慣習と制度が国の法
0 0 0

体系と矛盾しない限り
0 0 0 0 0 0 0 0

，ある
いは統合事業の諸目標と矛盾しない限り

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，これら慣習と制度を維持することが
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

許され
0 0 0

なければならない。

　これらの条項を要約すれば，この条約が「先住その他の部族的・半部族的な諸人口」

について想定する問題は，独立国家の中にありながら，その地位が他の国民と平等で

はなく（第 1条 1a）「未発達段階」にあること（第 1条 1a），他の国民が享有してい

る「権利と利便」を妨げられていること（前文 5），「いまだに国民共同体に統合され

ていない」ことであり（同），条約は彼らがこのような地位と状態に置かれている要

因を，彼らに対する歴史的な抑圧や差別などではなく，もっぱら彼らの「社会的・経

済的あるいは文化的な状況」（前文 5，第 3条 1）に求めている。この彼らの問題の解

決に向けて条約が想定する具体的目標は，他の国民の与えられている「権利と機会」

を彼らが「平等の条件で」享有するようになること（第 2条 2a），つまり彼らの社会

的・経済的・文化的な発展と生活水準の向上を通して（第 2条 2b）彼らが「国民共

同体」に「統合」されること（第 2条 1，同条 2cほか）に置かれる57）。問題解決の

責任は政府にあり（第 2条 1），そのために政府は，彼らが「国民共同体の進歩に十

全に参加することを妨げてきた全ての要因」（前文 6，第 3条 1）を視野に入れた，つ

まり「社会的・経済的・文化的」な全分野に及ぶ，彼らの「発展」と「生活水準」の

「向上」（第 2条 2b）のための「同時的」（前文 6）かつ「よく調整された体系的行動」

（第 2条 1）を推進しなければならない。なかでも「総合的な経済開発の計画」では

「生活・労働条件および教育水準の改善」を最優先しなければならない（第 6条）。実

際，条約は，雇用と労働条件（第 III部）のほか，土地権（第 II部），職業訓練と手

工芸および農村産業（第 IV部），社会保障と保健（第 V部），教育（言語教育を含む）

と広報（第 VI部）の広範囲に及ぶ規定を設けている。

　そして条約は，総合的な行動計画によって推進しようとする「国民共同体」への

「漸進的統合」を，「人為的同化」から区別する（第 2条 2c）。「統合」政策は強制的・

威圧的であってはならず（第 2条 4），当事者の「協力」を求め，当事者の「発意」
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―つまり自発的に「統合」政策に参加する意思―を育成しなければならない（第 5

条）。つまり，政策がこれらの条件に外れていれば，それは「人為的同化」政策と見

なされるのであろう。第 4条は，「統合」政策の推進によって対象の人々が直面する

可能性のある危険と困難に，政府が適切な「考慮」を払うことを求めている。ここで

も，そのような配慮を欠落させれば，「統合」政策は「人為的同化」に転化するとい

うのが，両概念の関係に関する想定のようだ。双方の分岐点となる「考慮」はどの程

度のものだろうか。

　条約は政府に先住民の文化的特徴―「文化的・宗教的な価値，社会統制の形態」

（第 4条 a）など―に配慮することを求める。しかし，それは消極的
0 0 0

な配慮というべ

きものである。条約が先住民などに対して特別な施策の必要を認めるのは，彼らの

「社会的・経済的・文化的な条件が，彼らの属す国の一般的法律上の便益の享有を妨

げている」（第 3条 1）からであり，その限りで，施策には彼らの「社会的・経済的・

文化的な条件」が反映される。しかし，先住民政策は決して彼らの「社会的・経済

的・文化的な条件」をさらに発展させるものではない。むしろ，「統合」政策は先住

民の「価値および制度」に，「廃止」という表現が適切なほどに強度な改変をもたら

す可能性のあるものであり（第 4条 b），先住民の「慣習と制度」は，「国の法体系，

統合事業の諸目標」と矛盾しない限りで，存続を許される（第 7条 2）。条約の想定

では，先住民など「部族的諸人口」の独自の「文化的・宗教的な価値，社会統制の形

態，慣習法」は，彼らが「経済的・社会的」に「未発達段階」にある（第 1条 1a）

と評価される当の要因，つまり彼らの「社会的・経済的・文化的な発展」（第 2条

2b）を妨げている最大の障害である。

　「漸進的統合」を「人為的同化」から差別化するのは，上述のように，政策的な配

慮であるが，その配慮は，「彼らが社会的・経済的変化を受けて集団および個人とし

て直面する諸問題」，「価値および制度の廃止に伴う危険」（第 4条 a, b），つまり，い

ずれも「統合」政策による「新たな生活と労働の条件に」先住民たちが「適応するに

当って経験する」ような「困難」を対象としたものであり，その困難を「緩和する」

範囲の配慮である（第 4条 c）。

　以上は主として，107号条約が提示する理念に沿った，同条約の評価である。他方

で，条約が後半部で提示する分野ごとの施策を見るならば，先住民の「社会的・経済

的・文化的な条件」に関する消極的な印象が，若干であるが和らげられる。条約の発

するメッセージは一元的ではなく，理念と具体的施策との間に若干のずれ
0 0

がある。個

別の政策分野では，「国民共同体」への統合を目標とする施策と並行して，先住民の
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独自の文化的特徴に対する積極的な配慮も織り込んでいる。第 II部「土地権」では，

この条約では例外的に先住民の権利
0 0 0 0 0 0

に言及して，「伝統的に占拠する土地」の「集合

的ないし個人的な所有権」を承認し保護する58）。第 IV部「職業訓練と手工芸および

農村産業」では，先住民たちが「伝統的に適性を示してきた職業」について「必要な

訓練を提供」すること，経済発展計画は彼らの「文化遺産を保存」し，彼らの「文化

的表現の芸術的価値および個性的様式を改善」させるものでなければならないこ

と59），第 VI部「教育と広報手段」では「母語」の「保存」と児童への教育を，それ

ぞれ規定している60）。

3-4　一元的統合からの転換― ILO169号条約への改正

　先に，1993年宣言が，先住民の権利状況を計るすぐれたチェックリストであるこ

とを指摘した。しかし，ILO107号条約は 1993年宣言とあまりに違いすぎて，直ちに

それを当てはめて個別の項目を評価するのは適当ではない。次に取り上げる 169号条

約が自認するように，107号条約にとって，1993年宣言が追求するような先住民の独

自の文化と生活様式は，総体として否定すべきものである。107号条約はとりわけ先

住民の権利
0 0

に踏み込まない。条約がその適用対象の人々に認める権利は，合法的な労

働組合活動の権利（第 15条 d）など，他の国民がすでに享有している基本的権利で

ある61）。条約は先住民の自己決定にまったく配慮しない。政治に関して条約はないな
0 0 0

いづくし
0 0 0 0

である。

　1993年宣言をチェックリストとして適用する以前に，両者のより根底的な差異を

認識する必要がある。いずれもメッセージを発する文書と捉えるならば，両者は，そ

のメッセージを発する主体がまったく異なる。1993年宣言は国連が代弁して先住民

の権利要求を述べる。107号条約は ILOが代弁して国家の先住民政策を述べる。ILO

が政策対象―条約の「適用対象」―を見る目は，国家が代表する「国民共同体」の

価値観であり，その「進歩，発展」の価値観から評価すれば，先住民を含む「部族的

諸人口」はもとより，半ば「統合」の途上にある「半部族的諸人口」でさえ，多くの

欠落を抱えている。この国家の価値観には，先住民の独自の価値を顧慮する余地はな

い。107号条約が国家に指示する先住民政策が，ILOの本来の政策分野である労働条

件に加えて，職業訓練と手工芸および農村産業，社会保障と保健，教育と広報という

広範囲に及ぶのは，私の解釈では，この欠落の観点から対策の必要な分野を選択した

からである。ここでいう「対策の必要」には，直接の対策の必要と，この直接の必要

のために求められる間接的な必要（職業訓練，教育と広報など）の双方が含まれてい



清水　 先住民，植民地支配，脱植民地化

367

る。後に見るように，ILOにおける 107号条約の準備過程には，応用人類学者が参加

して理論的に指導していた。この「対策の必要」の構想には，「よく調整された体系

的行動，総合的な計画，同時的行動」などの表現が示すように，人類学者の総合的

「文化」概念の反影が読み取れる。先住民独自の文化に関する規定が個別の政策分野

に挿入されているのは，先住民の文化的権利に対する配慮というよりはむしろ，「進

歩，発展」の観点から先住民の文化的資産を活用しようとするものである62）。先住民

の民としての集合的生命権を追及する 1993年宣言と，国家の価値から先住民の生活

に欠落を見出そうとする 107号条約とでは，それぞれの政策の視野が大きく相違する

のは当然だった。

　この ILO107号条約が採択されて約 10年後に，国連は国際人権規約を採択した。

その自由権規約は，先に見たように，国家が国内に存在を認める少数集団について，

彼ら独自の「文化，宗教，言語」―それが彼らを他の国民から少数集団として弁別

する―の「享有，信仰，実践，使用」を，少数集団成員の権利として認めていた。

先住民の「慣習と制度」を「国の法体系…あるいは統合事業の諸目標と矛盾しない限

り」でしか容認せず，政治的にはもとより「社会的，経済的，文化的」に「国民共同

体への統合」を推進しようとした ILO107号条約から見れば，僅か 1条だけの規定で

あるが，自由権規約の志向は 180度の転換をとげている。

　国連がこの国際人権規約自由権規約を窓口として先住民の問題を受け付けたこと

は，先に見た通りである。自由権規約の実施に当った国連組織（自由権規約委員会）

は，規約発効後の実施経験を踏まえて，「一般的意見」という表題で規約実施に関わ

るガイドラインを提示し，権利保護の内容と対象を，条文の規定を超えて拡大して

いったという。条文は権利保護の対象者を，国家による少数集団の認定と国籍という

要件によって制限していたが，「一般的意見」は国籍の制約を外して，労働移民，難

民，さらに一時滞在の外国人へと，対象者を拡大し，さらに国家による認定の条件も

外した。性別による少数集団（つまり女性），あるいは少数集団としての自己認定の

権利の導入も，議論されているという。さらに，条文は少数集団成員の権利を，「否

定されてはならない」という消極的な表現で容認していたが，ガイドラインは少数者

の「権利行使を可能にする積極的措置」を政府に義務づけた（金 2003: 80–83）。

　自由権規約第 27条の想定では先住民も ｢ 少数集団」に該当し，先住民からは，第

27条の認める ｢ 文化を享有する権利」に即して，その侵害を告発する訴えが，自由

権規約委員会が受け付ける ｢ 個人通報」として寄せられた。その内容は広範で，侵害

されているとする文化的権利には，民としてのアイデンティティ，｢ 領土及びその資
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源と密接に結合している生活様式」の権利，「漁業，狩猟など伝統的活動及び法的に

保護される居留地に居住する権利」，彼らの生活に ｢ 影響する決定に…効果的に参加

する」政治的自己決定権，開発事業が破壊し侵害する「居住する地域の環境と経済生

活」に関わる経済的自己決定権などが含まれていた（金 2003: 86–87, 95）63）。

　しかし，先に触れたように，自由権規約委員会は集合的権利としての自己決定権に

踏み込まず，第 27条の保護する対象を個人の権利に限定した。国際人権規約自由権

規約第 27条という小さな窓口を通して先住民が国連に寄せた権利要求は，この窓口

の制約をはるかに越えるものだった。国連のコンテクストの外ではすでに，先進国を

中心に先住民の権利要求運動が高まり，国際的な連帯が進行していた（Anaya 2004）。

1970年代後半，国連は国際人権規約の実施と並行して，先住民の権利要求に対する

組織的な応答を開始し，既述のように，先住民の権利に関する標準設定を課題とする

先住諸人口作業部会を設置した（1982年）。

　この状況では，ILO107号条約が先住民政策に関する国際標準としての有効性を

失っていることは明らかであり，この状況に応えて―「再び」先住民に関する国際

標準の地位を取り戻すために（前文 4）― ILOは 107号条約の改定を行った。改定

作業は 1988年と 1989年の短期間に行われ，事務局の方針に従って早期に終了するた

めに，小規模な改正に留めたという（Rodríguez-Piñero 2005: 292–298）。こうして

1989年に 107号条約の改定条約として採択され，1991年に締結国が規定数（2か国

―第 38条 2）に達して発効したのが，「独立国における先住のおよび部族的な民に

関する条約」（ILO169号条約）64）である。

　この条約は，ILO
00 0

自身の表現によれば
0 0 0 0 0 0 0 0 0

，107号条約から大きな転換をとげている。

107号条約の「統合主義方針 integrationist approach」を退けて，それに替わる二つの

基本的概念を採用した。つまり，先住民および部族民の生活様式は存続 surviveすべ

きであること65），これらの民と彼らの伝統的組織が，彼らに影響する開発計画の立案

と実施に，密接に参予すべきであること。169号条約は，先住民および部族民の文化

および生活様式に敬意を払うという一般的姿勢を採用し，彼らの継続的存在の権利と

彼ら自身の意見に従った発展の権利を強調するという（ILO 2006）。

　確かに，169号条約の前文は，107号条約の評価とそれに対応した 169号条約の理

念を述べている。

前文 4 ［107号条約が発効した］1957年以来の国際法において生起した発展，さらに世界
の全ての地域における先住民・部族民の状況の発展によって，この問題について
新しい国際標準を―［107号条約の設定した］旧標準の同化主義的方向づけ
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assimilationist orientationを除去することを展望しつつ―採用することが適切と
なったことを考慮し，

前文 5 これらの民の発意 aspirations，つまり彼ら自身の制度・生活様式・経済発展を自ら
管理し，彼らのアイデンティティ・言語・宗教を維持し発展させようとする発意を，
いずれも彼らの居住する国家の枠組み内においてであるが

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，承認し，
前文 6 世界の多くの地方において，これらの民が基本的人権を，彼らの居住する国家の

残りの人口と同程度には享有しえていないこと，彼らの法・価値・習慣・世界観
が頻繁に浸蝕されてきたことに留意し，

107号条約が自ら避けようとしていた「（人為的）同化」に結果として陥っていたこ

とを反省し，さらに新たな要因として，先住民たちの運動によって 107号条約の改定

を促されたことを確認して（前文 4），新たな方針として先住民たちの自己管理の発

意を承認すると述べる（前文 5）。

　ただし，これらはいずれも，107号条約との差異を強調しつつ，ILOが自ら認識し

ている先住民に対する条約の姿勢
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を述べるものであり，第三者の立場で両者を見比べ

れば，それと同じ認識が得られるとは限らない。たとえば前文 6は，むしろ 107号条

約と相似の語彙で先住民に対する政策課題の所在を述べているようにも読める。169

号条約への改定は小規模に留まったと ILO関係者が述べたように，連続性の観点か

らいえば，169号条約は多くの点で 107号条約と共通している。それも大枠における

共通性が顕著である。二つの条約はいずれも，先住民に代わって先住民の権利要求を

述べるのではなく，国家を介して先住民政策を方向づけようとする。条約のテクスト

でも，初めに全般的な政策の理念を述べ，次いで個別の分野ごとに具体的な施策を述

べるという構成は，両者ともに同じであり，具体的施策を述べる政策分野も同じであ

る。この共通の大枠の中で 169号条約がどのように転換をとげているのか，ILOが提

供する概括的な情報からは判断しえない。169号条約の評価は条文に即して行う必要

がある。

3-5　ILO169号条約の先住民保護政策

　169号条約は 1993年宣言とほぼ同時代の状況で制定されたにもかかわらず，この

場合も 107号条約と同様に全体の理念が違いすぎて，1993年宣言と単純に比較する

ことはむずかしい。1993年宣言をチェックリストとして 169号条約を評価するため

の手順として，まずは 169号条約と 107号条約との差異を把握し，それを踏まえて，

169号条約と 1993年宣言との差異を秤量することにする。

　上に述べたように，169号条約は 107号条約と同じ構成で条文を配置している。冒
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頭の第 I部「政策全般 General Policy」は，第 1条で条約の適用対象「先住のおよび

部族的な民」を規定するのに続いて，締結国の義務を述べる。

第 2条（1） 政府は，当該の民の参加を得て，これらの民の権利を保護し彼らの統合性の尊
重を保障するために，よく調整された体系的活動を推進する責任を負わなけれ
ばならない。

 （2） この活動は次の措置を含まなければならない。
 （a） 国の法令が［当該国の］人口の他の構成員に与えている権利と機会を，これら

の民の構成員が平等の資格で益することを保障する措置
 （b） これらの民の社会的・文化的なアイデンティティ，彼らの慣習と伝統，および

彼らの制度を尊重して，彼らの社会的・経済的・文化的な権利の十全な実現を
促進する措置

 （c） 国民共同体の［中の］先住の構成員と他の構成員との間に存在しうる社会経済
的格差 gapsを，当事者の発意と生活様式に適合的な方法によって除去するた
めの，当該の民の構成員を援助する措置

　第 2条 2a項は，対象を「これらの民の構成員」として，個人であることを明示す

るほかは，旧 107号条約の第 2条 2a項と同じである。旧条約が同じ第 2条で政府に

義務づけた 3項目の施策（措置）は，（b）社会的・経済的・文化的な発展と生活水準

の向上，（c）国民的統合，（a）他の国民との平等の達成と，ほぼ一系列に構成されて

いた66）。169号条約では，旧条約で規定する社会的・経済的・文化的な発展（旧 2b）

に替えて，先住民の独自の社会的・経済的・文化的な権利の実現（新 2b）を導入し，

国民的統合の目標（旧 2c）を，先住民とその他の国民との間になお存続する「社会

経済的格差」の除去（新 2c）に替えている。新 2c項の述べる他の国民との間の「格

差」の除去は，新旧 2a項の述べる他の国民との平等の達成と同一の価値尺度による

目標であり，より一般的な 2a項の目標に包含される。新 2c項が着目する「社会経済

的」分野は，他の国民との「格差」を判定し，判別した「格差」を除去する計画をよ

り容易に構想しうる分野である。その意味で，新 2c項は，「社会経済的
0 0 0 0 0

」分野に限定
0 0 0 0 0

した上で
0 0 0 0

，旧条約と同じ
0 0 0 0 0 0

「国民的統合
0 0 0 0 0

」（旧 2c）を目標に設定
0 0 0 0 0 0

しているといえる。

　しかし，新旧の第 2条 2項は 2b項の規定で大きく分岐する。ともに類似の表現で

「社会的・経済的・文化的」な「発展」（旧条約）あるいは「権利の実現」（新条約）

を規定するが，両者の志向は正反対である。新条約の述べる「社会的・経済的・文化

的な権利の実現」は，先住民の「社会的・文化的なアイデンティティ，慣習と伝統，

制度」の「尊重」という基盤の上に構想される。しかし，旧条約の枠組みから見れ

ば，それは，先住民の「発展」と国民的統合を妨げた最大の障害を，さらに助長する

施策となったはずである。旧条約の述べる「社会的・経済的・文化的な発展」は，新
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条約が旧条約の「同化主義」と反省した当の政策目標であり，1993年宣言が拒絶し

た「同化」による「文化絶滅」に相当する。新 2b項は，新 2a項との組み合わせを通

して，先住民独自の「社会的・経済的・文化的な権利の実現」が，権利と機会におい

て先住民と他の国民との平等を達成する途であるとのメッセージを発している。

　このように，旧条約の政策目標を貫いていた一系列の機能的構成を，新条約は採用

しない。新条約は異なる価値尺度を併用して，二面的な目標を設定する。「経済社会

的格差」については旧条約とほぼ同じ「国民的統合」と「発展」の尺度を採用し，他

方で「社会的・経済的・文化的な権利」については，先住民ごとに個別の価値尺度を

採用する。国家が「国民的統合」で志向する価値を「国家的」，先住民の民ごとに異

なる価値を「個別文化的」と形容するならば，この種の対比的な二つの価値尺度を相

互に調整して矛盾なく―少なくとも志向として「矛盾なく」―政府その他の施策に

組み込むという試みは，より広い国際的な視野で見れば，1970年代半ばから顕著に

なり始めた経済開発理論の方向転換―欧米先進資本主義経済を目標とした一線的な

開発モデルから多元的な代替的開発モデルへの―に沿ったものである67）。しかし，

結論を先取りしていえば，169号条約は二つの価値の整合的な併用に成功していない。

むしろ，施策の対象を先住民に設定したことによって，この対比的な二つの価値の併

用がはらむ困難を，極端な形で露呈させている。

　先に，107号条約について，条約の前半部で示す先住民政策の理念と，後半部で分

野ごとに提示する具体的施策との間に，若干のずれ
0 0

があり，両者の印象が異なること

を述べた。この点に留意して，169号条約が提示する分野ごとの具体的な施策を見る

ならば，ここでもまた同じように，ずれ
0 0

を見出すことになる。169号条約は，締結国

が行うべき先住民政策を，国家的
0 0 0

価値に沿って国民一般に適用すべき政策目標の軸

と，当該の民の個別文化的
0 0 0 0 0

価値に沿った政策目標の軸とを，交差させて構成する。個

別の政策分野についての規定では，土地権（第 II部）のみを除いて，どの分野につ

いてもこの共通の大枠を採用している。それぞれの分野の冒頭の条項で，先住民が他

の国民と平等の機会と処遇を受けるべきことを，施策の目標に設定し，次いで，当該

の民に個別の条件に即して，当該の民を対象とした「特別」施策を導入すべきことを

述べる。実をいえば，条約が個別分野ごとに提示するこの政策の構成は，107号条約

でも同じであり，各分野の冒頭の条項は新旧条約いずれもほぼ同じ条文で記されてい

る68）。個別の政策分野に関しても，この大枠の共通性を見る限り，169号条約は 107

号条約の小幅な修正版の印象である。

　全ての国民を対象とすべき一般施策
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

に対して，先住民を対象とした特別施策
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を差異
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化する方法には，分野によって違いが認められる。

（a） 統合主義に傾斜した政策構成―特別施策の目標は一般施策と共通であり，その目標に
0 0 0

向けた過程と方法
0 0 0 0 0 0 0 0

に，先住民の個別文化的条件を加味する
 ―募集と雇用条件（第 IV部）69）

（b） 統合主義の枠内での個別文化的政策の導入―特別施策の目標が一般施策と共通である
のは抽象的にのみであり，目標の内容

0 0 0 0 0

は当該の民の個別文化的条件に即して設定する
 ―職業訓練・手工芸・農村産業（第 IV部）70），社会保障と保健（第 V部）71），土地所 

  有72）

（c） 統合主義政策と個別文化的政策の併用―一般施策と共通の目標は，一般施策を先住民
に平等に保障することに置かれ，それとは別立てで

0 0 0 0

，一般施策とは異なる目標の特別
0 0 0 0 0 0 0 0

施策
0 0

を，先住民のために設けようとする
 ―教育（第 VI部）73）

　169号条約の条文，とりわけ全ての国民に対する一般施策と先住民のための特別施

策とを差異化して表現する条文からは，政策における一般性と特殊性との関係づけ

（ないし調整，折り合い）に ILOが苦慮していたことが，読み取れる。169号条約は

先住民文化の尊重と発展を打ち出すことによって，民の間の通約可能性ないしその困

難―それも分野ごとに異なる通約可能性（ないし不可能性），あるいはその裏面であ

る一般的（ないし普遍的）尺度の可能性（ないし不可能性）―に直面することになっ

た。民の集合的な営み―その全体を人類学は包括的に「文化」と概念化してきた―

を，異なる民の間で比較評価するには，包括的文化を構成する分野ごとの通約可能性

を考慮することになる。比較評価の視点から見出されるこの通約可能性は，視点を政

治的な政策に移し替えても有効である。比較評価の作業は，通約可能性が低い営みに

ついては，文化相対的な位置づけを，通約可能性が高い営みについては，共通の，な

いし一般的，さらには普遍的な尺度による位置づけをすることになる。民の営みを分

類する国際法の語彙「政治的，経済的，社会的，文化的」で図式的に表現すれば，経

済的分野は量的な評価が可能であり，「普遍的」な尺度を最も容易に―文化相対主義

人類学から見れば「安易に」―想定することが可能であるのに対し，社会的，政治

的，文化的な諸分野は，おそらくこの順に，一般的ないし普遍的尺度の想定が困難と

なる。これを政策に移し替えていえば，複数の民を対象に共通の一般施策を適用する

のは，経済的分野で最も容易であり，異なる民がそれぞれ独自の経済活動を行うとし

ても，異なる経済セクターの間の分業と位置づけて，国民経済全体の統合と発展を構

想することが可能である。他方で，社会的，政治的，文化的な諸分野では，統合と同

化の政策を採用しない限り，おそらくこの順に，一般施策の実施が困難である。
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　次に述べるように，169号条約は政治的分野について，まとまった形で先住民に関

わる政策を述べることを，放棄している。169号条約が国家の政策を述べるのは政治

以外の分野についてであり，上に見た（a）から（c）までの三形態は，一般施策と特

別施策とを組み合わせるために 169号条約が構想した手法である。経済的要素の強い

分野では（a）一般施策に強く傾斜し，社会的および文化的な要素の強い分野ほど，

（b），それ以上に（c）のように，特別施策により強く傾斜している。それでもなお

169号条約は，政策の一般的共通性の維持がより困難な分野についても，一般施策と

特別施策との組合せを維持しようとしている。169号条約が採用した手法（b）は，

具体的な内容では一般施策との差異が顕著な特別施策であっても，政策目標を表現す

る語彙の抽象レベルを操作して一般性を確保するという，法律文ゆえに可能な手法で

ある。

　以上を要約すれば，169号条約の個別分野ごとの具体的な施策からは，107号条約

との微妙で両義的な差異が観察される。ILO自体の認識では，169号条約は先住民に

対する政策の理念を大きく転換したはずだった。確かに，107号条約と比べて 169号

条約は，締結国政府に義務づける政策の大枠に，先住民の個別文化的な価値を導入し

て，国家的価値に沿った 107号条約の統合主義からは，距離を置いている。しかし，

個別分野
0 0 0 0

ごとの施策
0 0

を見るならば，新旧条約は予想外に類似
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

している。先に留意した

ように，107号条約は統合主義の理念にもかかわらず，個別分野の具体的な施策では，

先住民の個別文化的な価値に配慮し，あるいは個別文化的な特徴を活用しようとして

いた。それも，169号条約について読み取った区分に対応させていえば，（b）統合主

義から距離を置いた施策のみならず，（c）先住民の個別文化的価値と権利を織り込ん

だ施策さえ，提示していた74）。つまり，169号条約は，理念上の転換という ILOの方

針にもかかわらず，具体的施策では
0 0 0 0 0 0 0

107号条約からさほど大きな転換をとげてはいな

い。むしろ両者の共通性が顕著
0 0 0 0 0 0

であり，この側面では，個別文化的条件への配慮を

107号条約より量的に拡大
0 0 0 0 0

したという範囲に留まっている。

　以上は 169号条約の特徴，それも 107号条約との比較から読み取れる特徴である。

107号条約との比較からは，107号条約の枠組みを越えて 169号条約に付加された特

徴は，見えてこない。107号条約と比較した具体的施策は，強いてなぞらえれば，

1993年宣言の第一テーマ「先住民として要求する権利」に相当する。先に触れたよ

うに，1993年宣言は権利要求を基本的文体としているのに対し，ILOの両条約は締

結国の先住民政策を規定するものであり，「相当する」とはいっても，それは権利（な

いし政策）が関わる生活分野が部分的に重なるという以上ではない。次には，107号
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条約の枠を越えた 169号条約の特徴を見たい。それは条約の全体的な政策方針であ

り，169号条約はそれについてむしろ冗長に条項を重ねている。その特徴には，1993

年宣言の第一テーマ「先住民として要求する権利」に相当するものも含まれるが，主

要には 1993年宣言との基本的な差異― 1993年宣言の権利要求に対する ILO条約の

政府政策―に関わる特徴であり，ほぼ 1993年宣言の第二テーマ「権利を実現する過

程，民の基本的権利」に対応する。

3-6　先住民の「保護，承認，尊重，適切な考慮」

　この節で見るのは，条約の全般的な政策方針である。169号条約は，上の 107号条

約との比較で観察した以上に条項を費やして，政策遂行に関わる理念と方針を述べて

いる。印象を先に述べれば，169号条約の内部での具体的施策と政策理念との間の差

異ないし不協和の方が，上に見た 169号条約と 107号条約の間の差異より，はるかに

顕著である。

　条約本文の冒頭，政策の全般的方針 general policyを扱う第 I部は，先に考察した政

府の政策を述べる第 2条に続いて，政策遂行の理念を述べる。

第 4条（1） 当該の民の人身・制度・資産・労働・文化・環境を保護するため，それが適切
な場合には，特別の措置を採用しなければならない。

 （2） その特別措置は，当該の民の自由に表明された意思
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wishに反してはならない。
 （3） その特別措置によって，市民としての一般的権利を差別なく享有することを，

いかなる形でも損なってはならない。
第 5条 本条約の適用に当たり，
 （a） これらの民の社会的

0 0 0

・文化的
0 0 0

・宗教的
0 0 0

・精神的な価値と慣行
0 0 0 0 0 0 0 0 0

を承認し保護しな
ければならない。彼らが集団および個人として直面する問題の性質に，適切な
考慮を払わなければならない。

 （b） これらの民の価値
0 0

・慣行
0 0

・制度の統合性
0 0 0 0 0 0

を尊重しなければならない。
 （c） これらの民が新たな生活と労働の条件に直面して経験する困難について，影響

を被る民の参加 participationおよび協力 co-operationを得て，それを緩和するた
めの政策を採用しなければならない。

第 6条（1） 本条約の規定を適用するに当たり，政府は，
 （a） 当該の民に直接に影響する可能性のある法的ないし行政的措置が検討されてい

る場合には常に，適切な手続とりわけ彼らの代表制度を通じて，これらの民と
協議 consultしなければならない。

 （b） 当該の民に関わる政策と計画に責任を持つ選挙［による］制度および行政その
他の機関において行われる全ての段階での決定過程

0 0 0 0

decision-makingに，これら
の民が［国の］人口の他の区分と少なくとも同じ程度に自由に参加

0 0

しうる手段
を，確立しなければならない。
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 （c） これらの民自身の制度
0 0

と自発性
0 0 0

initiativesを十全に発展させる手段
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を確立
し，また適切な場合には，この目的のために必要な財源を提供しなければなら
ない。

 （2） 本条約の適用に当たって行われる協議
0 0

は，誠実にかつ状況に適した形態で，提
案された措置について合意

0 0

agreementないし同意
0 0

consentを得る目的のために，
取り組まなければならない。

第 7条（1） 当該の民は，彼らの生活，信条，制度，精神的幸福，および彼らが占拠ないし
使用する土地に影響を及ぼす開発過程に対し，彼ら自身にとっての優先順位を
決定
0 0

する権利，彼ら自身の経済的・社会的・文化的な発展を可能な範囲で管理
0 0

する権利を持たなければならない。当該の民はさらに，彼らに直接に影響する
可能性のある国家的および地域的な開発計画について，その作成

0 0

・実施
0 0

・評価
0 0

に参加
0 0 0

し（参加させ）なければならない。
 （2） 当該の民が居住する地域の総合的経済開発計画においては，彼らの参加と協力

0 0 0 0 0

を得て，彼らの生活・労働条件および保健・教育水準の改善を優先させなけれ
ばならない。…

第 8条（1） 当該の民に国の法令を適用するには，彼らの慣習ないし慣習法に適切な考慮を
払なければならない。

 （2） これらの民は，国の法体系の定義する基本的権利および国際的に承認された人
権に矛盾しない場合に，彼ら自身の慣習および制度を維持する権利を持たなけ
ればならない。必要な場合には，この原則の適用に当たり生ずるおそれのある
紛争を解決するため，手続を確立しなければならない。

 （3） 本条第 1項および第 2項の適用は，これらの民の構成員が，すべての市民に与
えられている権利を行使すること，それに伴う義務を負うことを，妨げてはな
らない。

　これらの条項が表明する政策方針には，二つの要素を識別することができる。一つ

は先住民の個別的な文化に対する「保護，承認，尊重，適切な考慮」であり，第二に

は先住民政策に対する先住民自身の関与である。

　まず，先住民の文化に対する配慮
0 0

―「保護，承認，尊重，適切な考慮」―を検討

しよう。107号条約が先住民の個別文化的な条件に配慮したのが，「統合主義」政策

の導入によって先住民の生活に生ずるであろう「困難」や「危険」に対してだったの

に対して，169号条約の条項は，先住民の独自の文化そのもの，その維持と発展に対

して，配慮している。第 4条は，対応する旧 3条がつけていた「当該諸人口の社会的・

経済的・文化的な条件が，彼らの属す国の一般的法律上の便益の享有を妨げている限

り」との条件を外して，無条件に先住民の保護を規定し，保護対象に「文化・環境」

を加えている。第 5条 b項はさらに「価値・慣行・制度の統合性」にも言及している

ので，先に言及した第 2条 2b項―「これらの民の社会的・文化的なアイデンティ

ティ，彼らの慣習と伝統，および彼らの制度を尊重して…」―も併せて考えるなら
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ば，条約の政策方針は先住民の独自の文化全体
0 0 0 0

を配慮の対象としていると解釈され

る。

　その上で，第 5条 a項は「社会的」分野および「文化的・宗教的・精神的」な―

まとめていえば（狭い意味での）「文化的」な―分野に重点を置いている。先に見た

第 2条 2b項は「彼らの社会的・経済的・文化的な権利の十分な実現を促進」とも述

べていたので，1993年宣言の語彙でいえば，民の生活に関わる諸分野の中で，「政治

的」分野以外のすべての分野に言及している。いいかえれば，169号条約は「政治的
0 0 0

」

分野を保護対象から除外
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

している。実際，先に見たように，条約が締結国に義務づけ

た個別分野ごとの具体的な施策に，政治的分野のものはなかった。

　政策全般を扱う第 I部から個別分野を扱う条約後半に視線を移せば，すでに見たよ

うに，先住民のための特別施策の形で，先住民の文化に配慮を示していた。目立つと

ころでは，土地権（第 II部）に関連して，先住民と土地・地域（領土），そして「文

化および精神的価値」との間の緊密な関係に配慮し（第 13条 1）75），職業訓練・手工

芸・農村産業（第 IV部）については，手工芸，農村・地域産業，さらに生業経済と

伝統的活動を，「文化の維持」の「重要な要因」と認めて（第 23条 1）76），文化全体

との「統合性」に配慮していた。教育分野（第 VI部）で，先住民の母語，「歴史，知

識と技術，価値体系」の教育を規定したのも（第 27条 1，第 28条 1）77），同じ趣旨と

見なされる。

　このように，条約は，総論，中間の各論，より詳しい各論の三層の構えで，先住民

の文化に対する配慮を指示する。しかし，各層の間にはずれ
0 0

と空白があり，全体とし

て一貫した体系を構成しているとはいえない。総論では文化の全体に配慮しながら，

中間の各論では暗黙裡に配慮の対象から「政治的」分野を除いていた。最も詳しい各

論の条項では，政策分野ごとに先住民の文化に配慮を示しているものの，条約が規定

する政策分野は限られていて，文化全体に対する配慮というには散発的である。なに

よりも，先に 107号条約について指摘した政策分野の選択に関わる制約，つまり，「進

歩，発展」の国家的価値から見て欠落の顕著な分野に具体的施策を集中させるという

107号条約の制約を，169号条約は変更なく踏襲している。

　169号条約の政策方針の第一の要素，つまり条約が先住民の文化に払う配慮―「保

護，承認，尊重，適切な考慮」―の面でも，先に政策内容を 107号条約と比較して

得たのと同様の評価を得ることになる。総論では総体的な理念を提示しながら，中間

の各論，さらに各論と，具体的な施策に接近するほど，169号条約はいわば理念倒れ
0 0 0 0

の様相を呈してしまう。



清水　 先住民，植民地支配，脱植民地化

377

　次に，政策方針の第二の要素，先住民政策の実施過程に対する先住民自身の関与
0 0 0 0 0 0 0 0

に

ついて，見てみたい。1993年宣言を念頭に置けば，その第二テーマ「権利の実現過

程」に相当する要素である。先に見たように，ILOは自ら 169号条約を評して，107

号条約の「統合主義」を反省し，先住民の継続的存在の権利
0 0

と彼ら自身の意見に従っ

た発展の権利
0 0

を強調したと述べていた。国際法の研究者も同様にして，169号条約を，

先住民の権利を広範に承認した最初の国際法と評価している（3-9節参照）。

　確かに，107号条約が先住民の権利にほとんど言及しなかったのに対し，169号条

約は先住民の権利に言及している。しかし，169号条約は 107号条約と同じく，締結

国を拘束する文書であって，先住民の声を代表するものではない。先住民の観点から

は，文書のこの基本的な性格は大きな制約である。169号条約が先住民の権利に言及

するとしても，直接に先住民の権利として条文に書き込むのではない。先住民の権利

は常に，国家の関与
0 0 0 0 0

という媒介を経た間接的な対象として言及される。私が「配慮」

といいかえた「保護，承認，尊重，適切な考慮」などの関与，あるいは条約が国家に

課す義務としての関与である。さらに 169号条約は，国家の義務
0 0

あるいは配慮のみを
0 0 0 0 0

述べて
0 0 0

，先住民の権利には言及しない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表現も多用している。

　視線を先住民の存在とその文化に関する規定から政策の政治的な実施過程
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

に移せ

ば，この傾向は一層顕著であり，「権利」概念を用いずに先住民自身の関与に途を開

こうとする。上に引用した全般的政策方針（第 I部）の条項は，先住民に対する政府

の施策について，施策対象の民からさまざまの形態の関与
0 0

を得るよう，規定している。

その表現は多様で，むしろ多弁というべきであるが，それだけ先住民の関与を微細に

区別して管理しているということでもある。政府の管理干渉が少ないもの，つまり先

住民の自主性が強いと思われるものから順に，列挙しよう。

（1）  「民自身の制度と自発性を十全に発展させる手段［の］確立」（第 6条 1c）
（2）  「優先順位を決定する権利」（第 7条 1）
（3）  「発展を…管理する権利」（同）
（4）  「開発計画…の作成・実施・評価に参加」（同）
（5）  公的機関における「決定過程に…参加」（第 6条 1b）
（6） 「政策」ないし「総合的経済開発計画」への「参加」［（5）決定過程への参加よりさら

に一般的な意味での参加と思われる］と「協力」（第 5条 c，第 7条 2）
（7）  政策に関する「合意ないし同意」（第 6条 2）
（8）  （合意ないし同意を得るための）「協議」（第 6条 1a，2）
（9）  「意思」の「表明」（第 4条 2）

　（1）は，先住民が政府に対する彼らの関与を強弱どのようにも発揮する途を開くよ
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うであるが，ここにいう「手段確立」は，先住民が自発的に行うのではなく，条約が

政府に義務として課すものである。さらにいえば，この条約は，先住民が彼らの制度

と自発性を発展させるための条件や制度について，具体的に規定する条項を設けてい

ない。それは（2）以下の項目についても同様である。仮に政府がこの義務を果たし，

先住民がそれによって「自発性を十全に発展させ」るならば，その自発性には政治的

な自己決定権も含まれることを，予想しなければならない。しかし，後に改めて考察

するように，条約は先住民の自己決定権を慎重に排除した。

　（2）はこの条約が先住民の決定権
0 0 0

を例外的に明記するものであるが，先住民の決定

に委ねられるのは，開発計画の優先順位であって，他の条項も併せて考慮すれば，お

そらく条約は開発計画自体の策定を先住民に委ねてはいない。（3）は「可能な範囲

で」という条件つきであり，その「可能な範囲」を判断し決定するのは，この場合も

おそらく，先住民自身ではない。（4）の「参加」は（5）の「参加」と同じく，先住

民にその（9）「意思」を「表明」する機会を与えるが，先住民にどの程度の影響力と

決定権―合議制の決定過程における投票数の割合など―が認められるだろうか。国

の「人口の他の区分と少なくとも同じ程度に」（第 6条 1b）では，国民の中で圧倒的

に少数であるような先住民にとって，この規定は「決定過程に参加した」という既定

事実を与えるだけに終わるだろう。（6）の「参加」と「協力」は，多様な行動形態を

とりうる。（4）のように開発計画の作成・実施・評価に「参加」する形態もあれば，

単に開発計画の対象者（受益者，クライエント）となることも「参加」であろう。「協

力」についても同様である。そして，いずれの場合も，先住民以外の権威が策定する

計画への「参加」と「協力」であって，計画の策定自体を先住民に委ねるのではな

い。（7）政策に関する「合意ないし同意」は，拒否を含む強い拘束力を先住民に与え

ることを意味する。しかし，（8）「協議」に関する第 6条 2項の規定は，政府に先住

民との「協議」を義務づけたとしても，それが必ずしも先住民から「合意ないし同

意」を得ることの保証になっていないことを意味する78）。

　1993年宣言との基本的な性格の違いを措いて，強いて比較すれば，1993年宣言は

「権利実現過程」における先住民の権利
0 0 0 0 0 0

を 4種の選択肢に分けて提示していた（2-5

節）。169号条約の全般的政策方針（第 I部）が提示する先住民の関与
0 0 0 0 0 0

は，1993年宣

言が示す選択肢（a）「民としての自己決定，政治的地位の自由な決定 ｣からははるか

に遠く，（b）「内的・地域的事柄の自治ないし自治政府」でさえ認めていない。上に

見た全般的政策方針が提示する先住民の関与は，総じて（c）「国家の決定過程への（自

治的）参加」の範囲に留まる。先に見たように，169号条約は先住民の個別的な文化
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に対する配慮の範囲から「政治的
0 0 0

」分野を除外
0 0 0 0 0

していた。それは，先住民の自己決定

権および先住民の自治の排除と連動するものである。

　個別分野の施策を規定する条約後半では，総じて，さらに低い程度の関与
0 0

しか先住

民に期待していない。煩雑であるが，個別分野の条項から，先住民の関与を規定する

箇所を抜き出してみよう。

土地権79）

「天然資源に対する［先住］民の権利
0 0

は，特別に保護
0 0

しなければならない。この権利は，資
源の使用・管理・保存にこれらの民が参加

0 0

する権利
0 0

を含む」（第 15条 1）
「国家が鉱物資源ないし地下資源の所有権…を保有する場合には，政府は…資源の探査ない
し開発のための計画を実施ないし許可する前に，当該の民…と協議する手続を確立ないし
維持しなければならない」（第 15条 2）
「これらの民の再配置（移住）が例外的措置として必要と見なされる場合に，その再配置を
行うのは，彼らの自由なかつ情報周知された同意

0 0

によってのみでなければならない。彼ら
の同意を得ることができない場合には，かかる再配置を行うのは，国の法令が設ける適切
な手続…に従う場合のみでなければならない」（第 16条 2）
「彼ら自身の共同体の外部に彼らの［土地の］権利を移譲する資格について検討が行われる
ときは，当該の民と協議

0 0

しなければならない」（第 17条 2）

募集と雇用条件80）

「政府は…これらの民との協力
0 0

により，特別の措置を採用しなければならない」（第 20条）

職業訓練81）

「政府はこれらの民の参加
0 0

を得て，特別な訓練課程と施設の提供を保障しなければならない」
（第 22条 2）
「特別訓練課程の編成と実施について当該の民との協議

0 0

がなければならない。可能であれ
ば，これらの民の決定

0 0

により，［特別訓練］課程の編成と実施の責任
0 0 0 0 0 0 0 0

を漸進的に引き受け（さ
せ）なければならない」（同 3）

生業経済82）

「政府は，適切な場合には常に，これらの民の参加
0 0

を得て，これらの［生業］活動が強化さ
れ促進されることを保障」（第 23条 1）

保健サービス83）

「これらの民…が自身の責任と管理
0 0 0 0 0

の下で保健サービスを立案
0 0

し供与するための…」（第 25
条 1）
「［保健］サービスは当該の民の協力

0 0

を得て計画
0 0

・運営
0 0

…しなければならない」（同 2）

教育84）

「当該の民のための教育課程・教育サービスは…彼らとの協力
0 0

により開発し実施しなければ
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ならない」（第 27条 1）
「管轄機関は，これらの教育課程の実施責任

0 0 0 0

をこれらの民に…順次に移行させる目的で，…
教育課程の編

0

成と実施に関与
0 0 0 0 0 0 0

させなければならない」（同 2）
「政府は，これらの民独自の教育制度・施設を設立する

0 0 0 0

彼らの権利
0 0

を承認しなければならな
い。ただし，この教育制度は，管轄機関がこれらの民と協議

0 0

して定めた最低基準を…」（同 3）
言語教育について，先住民の母語ないし常用語の教育が実施不可能の場合には「管轄機関
は，この目標を達成する措置を採用するために，当該の民と協議

0 0

を行わなければならない」
（第 28条 1）

　個別の政策分野において条約が期待している先住民の関与
0 0

は，おおむね政府施策の

計画立案と実施に対する「参加，協力，協議」である。上の引用で例外的に「権利」

に言及するのは「天然資源に対する［先住］民の権利」であるが，それが単純に資源

に対する主権ではないことは，それに続く条文が示している。第 15条 1項は，先住

民の天然資源に対する権利が「資源の使用・管理・保存に…参加
0 0

する権利」に制限さ

れることのありうることを想定している。条文が「参加，協力，協議」の域を超えて，

先住民に管理責任を「移行」すべしと言及する場合には，「可能ならば」あるいは

「漸進的に」という条件がついている。上の引用で先住民の「同意」にただ一つ言及

するのは，先住民の再配置（移住）が「例外的措置として必要と見なされる場合」に

ついてであるが，条文は先住民の「同意」を必須の条件としているようでありなが

ら，「彼らの同意を得ることができない場合」についても代替策を用意している。「同

意」の拒否に効力を認めない「同意」の規定は，自家撞着であり，第 16条 2項はそ

れだけ 169号条約が先住民の「同意」を必須条件とすることに慎重だったことを示し

ている。

　個別の分野における具体的施策に関連して 169号条約が求める先住民の関与
0 0

は，政

策の全般的政策方針を述べる第 I部で，「当該の民に関わる政策と計画に責任を持つ

…機関において行われる全ての段階での決定過程に，これらの民が…自由に参加」（第

6条 1b）すべきことを規定し，「当該の民はさらに，彼らに直接に影響する可能性の

ある国家的および地域的な開発計画について，その作成・実施・評価に参加しなけれ

ばならない」（第 7条 1）と規定していた姿勢とは，大きな隔たりがある。

3-7　後見国家の言語―パターナリズム

　169号条約は，先住民政策の内容においても，また先住民政策の理念においても，

冒頭部で示す全般的政策方針と，後半で示す政策分野ごとの具体的施策との間に，大

きな隔たりが認められた。具体的施策で示した慎重で消極的な姿勢と比べれば，169
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号条約は，先住民独自の文化に対する配慮においても，また先住民に求めるべき政策

への関与においても，理念が勝っていた。つまり条約は，提示する具体的な施策にお

いて，理念倒れである。その上で，その全般的政策方針を振り返れば，ILOが 107号

条約から転換したと自認する理念を，多くの条項を重ねて，つまり冗長に，しかし一

貫した体系的内容とは決して評価しえないものを，提示していた。

　169号条約を 1993年宣言と対置させるならば，169号条約は，1993年宣言で先住

民が求めている権利の大半を，否定していると判定される。実際，次節で見るように，

169号条約は先住民組織から批判と拒否の声で迎えられた。先住民と 1993年宣言の

視点から見れば，169
000

号条約は先住民の権利要求を拒否する国際条約
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

である。このよ

うに直接的な対置（ないし対決）の関係に置いて見る限り，結論は明白であるが，さ

らに踏み込んで，先住民の権利要求に応えなかったこの 169号条約の独自の応答
0 0 0 0 0

を，

把握しておきたい。

　169号条約（および 107号条約）と 1993年宣言との差異の根源は，すでに再々述

べた。それを国際的なコンテクストで捉え返していえば，両者の差異は国際的な位置

の違いに求められる。1993年宣言は先住民の置かれた環境を二重に想定していた。

国際法と国際機関からなる国際秩序
0 0 0 0

，そして先住民が属す国家
0 0

である。国家は国際秩

序と先住民の間に介在して，国際秩序が直接に先住民に関与するのを遮断していた。

そこで 1993年宣言は，一つの国際標準として国家に対する国際秩序の介入を促しつ

つ，国家に対する先住民の権利要求を述べようとしていた。他方，169号条約は国際

条約として締結国を拘束するものであり，先住民の権利要求を代弁するのでも，先住

民の権利要求に直接に応えるのでもない。169号条約にとって先住民は，国家（締結

国）の彼方に位置するのであり，国家への拘束を介して間接的にのみ関係する。この

位置関係の違いゆえに，169号条約と 1993年宣言はそれぞれの内容を，基本的に異

なる文体で表現している。1993年宣言が先住民に代わって先住民の権利を国家およ

び国際機関に要求するのに対し，169号条約は，締結国における国内先住民政策につ

いて，締結国政府を拘束しようとする。1993年宣言が単純明快に，先住民の権利を

宣言し要求する文体を採用するのに対し，169号条約にとっては，締結国政府の義務

を規定する文体が基本である。これらの特徴は 107号条約でも変わりはない85）。

　169号条約が先住民の「権利」に言及することはむしろ稀であり，その数少ない言

及は，条約が政府に義務として課す政策の枠内で表現していた。先住民の文化に対す

る配慮を最も包括的な表現で述べる条項が，その典型である。「（1）政府は…よく調

整された体系的活動を推進する責任を負わなければならない。（2）この活動は次の措
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置を含まなければならない。…（b）これらの民の社会的・文化的なアイデンティ

ティ，彼らの慣習と伝統，および彼らの制度を尊重して，彼ら社会的・経済的・文化

的な権利
0 0

の十全な実現を促進する措置」（第 2条）86）。「先住民」を主語として「権利」

を述べる条文にあっても，それは，義務ないし必然を表す補助動詞 shallを用いた英

語独特の文体―「持たなければならない shall have，享有しなければならない shall 

enjoy」など―においてであり，この文体で義務づけているのは，言外に想定されて

いる締結国政府である87）。

　さらに，締結国の義務を規定する文体によってであっても，仮に 169号条約が先住

民の権利要求（たとえば自己決定権）を受け入れて支援するつもりだったならば，明

快に「国家は先住民の自己決定権を認めなければならない」，あるいは「先住民は自

己決定権を持た（せ）なければならない」と，規定できたはずである。しかし，上に

見たように，169号条約は稀にしか先住民の権利に言及せず，全般的政策方針で権利

に言及するとしても，その権利は，個別分野の具体的な施策を規定する条項には，反

影されていなかった。

　締結国に先住民の権利の承認を義務づける条文に替わって 169号条約が採用したの

が，いずれも多様な（多弁な）表現で述べる，先住民の文化に対する配慮
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，そして先
0

住民政策に対する先住民の関与
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

だった。この観点から条約を読み返すならば，「保護，

承認，尊重，適切な考慮」などの表現で先住民の文化に対する配慮を政府に義務づけ

た条文―たとえば「これらの民の社会的・文化的・宗教的・精神的な価値と慣行を

承認し保護しなければならない」（第 5条 a）―は，先住民の権利
0 0

を承認しない
0 0 0 0 0 0

こと

の弁明，あるいはその代償策の提示と読むことができる。「優先順位を決定する権利，

発展を管理する権利，開発計画の作成・実施・評価に参加，政策への参加，協力，合

意ないし同意，協議，意思の表明」など，先住民政策に対する先住民の関与について

述べる多様な表現も，先住民の自己決定権を退ける代償である。

　先住民の文化に対する配慮，先住民政策への先住民の関与。これが先住民の権利要

求に対する ILO169号条約の応答である。なぜこのような応答の形態を選択するの

か。この問いに対し，169号条約自体が回答を用意している。条約は全般的政策方針

を述べる冒頭の条項で，「国民共同体の［中の］先住の構成員と他の構成員との間に

存在しうる社会経済的格差を，当事者の発意と生活様式に適合する方法によって
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

除去

するための…」（第 2条 2c）と述べていた。この条文が先住民と他の国民の間に認識

する「格差」は，「社会経済的格差」ばかりではなかった。「格差」を除去する施策

は，「当事者の発意および生活様式に適合する」ものでなければならない。先住民の
0 0 0 0
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「発意
0 0

」にも
0 0

「格差
0 0

」が想定されている
0 0 0 0 0 0 0 0

。先住民の「発意」は，その内容と強度を判

定すべきものであり，それに「適合的な方法」の選択もまた，国家に義務づけられた

「援助する措置」に含まれる。

　先に見たように，169号条約は理念で勝り，具体的な施策では理念の実施に消極的

だった。分野ごとに具体的施策を規定する条約の後半部では，この消極姿勢と比例し

て，理念の適用に保留をつける条文が増えていく。先住民の関与について消極的であ

るのは，169号条約が先住民の「発意」あるいは「自発性」（第 6条 1c）について，

さらに政策を計画し管理運営する能力
0 0

について88），他の国民の水準には到達していな

いと想定しているからである。彼らの「発意」と能力の度合いを判定し，先住民に対

する配慮
0 0

として，先住民に「適合する」形態と範囲で，彼らの関与
0 0

をコントロールし

ようとする。

　169号条約が国家（締結国）に託したこの先住民の処遇を，最も適切に表す概念は，

いうまでもなく「パターナリズム」である。「パターナリズム」は「自己決定」の対

概念として，しばしば個人の主体性に関わるコンテクストで使われる。パターナリズ

ムは個人の自己決定に対する介入の一形態であり，その介入を正当化する論理，理念，

姿勢である。他方で，国家と国際関係のコンテクストでも「自己決定（権）」は，す

でに見たように，先住民の権利要求にとって最も重要なキー概念だった。後に見るよ

うに，植民地支配は被支配民の自己決定に対する侵害であり，しばしば「後見人
0 0 0

guardian」の「被後見人
0 0 0 0

ward」に対する「保護監督 tutelage」の関係と表現された。

「後見人―被後見人」は，個人の主体性に関わるコンテクストでは，個人（被後見人）

の自己決定（権）に介入するパターナリズムの，最も典型的な関係である。「パター

ナリズム」と「自己決定（権）」の対概念は，国家および国際関係のコンテクストお

いて，また個人の主体性に関わるコンテクストにおいて，ほぼ
0 0

同一の概念群の中に位

置していて，互いに並行する関係を表現することが分かる。それゆえ，個人の主体性

に関わるコンテクストで見出されるパターナリズムの特徴は，国家と国際関係のコン

テクストにおけるパターナリズムの考察にとって，示唆的であると期待される。ここ

では法学における「パターナリズム」概念を参照して，この概念をより精緻に把握し

ておきたい89）。

　瀬戸山晃一の整理によれば，パターナリズムは国家の法による個人に対する介入の

一形態であり，介入の動機（正当化の根拠）として，当の個人の「自己決定や選択，

それに基づく行動や行為の…『本人自身』に与える影響を問題とし，『法の介入を受

ける者自身のため』という愛他的，善行的動機づけを法介入の目的としている」よう



国立民族学博物館研究報告　 32巻 3 号

384

な介入である（瀬戸山 1997: 405）90）。国家の法の観点からこのように定義される概念

を，それ以外の場に適用するには，いくつかの要素を追加し，あるいは変換する必要

がある。パターナリズムの介入者を国家に，被介入者を個人に限定せず，視野を拡大

して，国家，地域 territory（あるいは国 country），民，集団，個人など，多様な存在

の間の関係の場に置き換えるならば，個人に対する国家のような超越的権威の存在を

不問にすることは不適切である。超越的権威を前提とせずに「パターナリズム」を定

義するには，法のコンテクストでは説明の外部に想定されていた国家という介入者

と，介入者の権威その他の属性について，改めて説明を加える必要がある。つまりパ

ターナリズムは，他の主体（個人，集団，地域，民，国家など，ここでは「他者」と

表現する）の自己決定と行為について評価し介入する権威を持つと自認する介入者に

よる，他者への介入である。他者について評価するには，評価の規準と語彙がなけれ

ばならない。それゆえ，ここでいう「介入者が自認する権威」には，他者の自己決定

と行為について評価する規準を設定する権威の自認が伴っているはずである。瀬戸山

が定義の要素として「自己決定や選択，それに基づく行動や行為の…『本人自身』に

与える影響を問題とし，『法の介入を受ける者自身のため』という…動機づけ」を挙

げるのは，介入者が被介入者について評価する特性が，被介入者の自己決定に関わる

能力であることに，対応している。瀬戸山の定義に即していえば，介入者から見て，

介入すべき相手は，自身の「自己決定や選択，それに基づく行動や行為」が「『本人

自身』に与える影響」を認識しえず，その認識を自己決定や行為に反映させる能力を

欠いている。それゆえに，「本人…自身のため」に，本人に代わって本人の決定や行

為に「愛他的，善行的」に介入するという訳である。介入者の権威が，暗黙のうちに

前提すべき要素でないならば，当然ながら，介入者の「愛他的，善行的動機づけ」も

不問にすべきではない。国家による法的介入は道徳的な「善」であるとは，国家が主

張する建前にすぎない。瀬戸山が書き加えているように，「愛他的，善行的動機づけ」

は「正当化の根拠」として，介入者自らが介入について与える説明である。さらに，

このような正当化の論理の一環として「信託」の概念が採用されると思われる。介入

者が他者の自己決定と行為に対して行った評価に，他者の自己決定権の承認
0 0 0 0 0 0 0 0

が含まれ

ているならば，介入者は，他者の自己決定権を制限する代償として，制限した範囲で

他者の自己決定権を「信託」として代行する義務を，自らに課すだろう。

　これらをまとめれば，パターナリズムは次のように再定義される。それは行為の主

体（個人，集団，地域，民，国家など）による別の主体に対する理念的なあるいはさ

らに実践的な介入であり，
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介入者が，
（1） 主体として自己決定を行い行為する他者について，主体としての要件とその規準を設

定する権威を自認し，
（2） この規準に照らして他者の自己決定と行為を評価する権威を自認し，
（3） 与えた負の評価，つまり「未熟，不利益，危険」など，他者の自己決定と行為が規準

を満たしていないとの判定によって，
（4） 他者の自己決定と行為を制限したり方向づけたりして，他者の主体性に介入し，
（5） 「愛他的，善行的」などの語彙によって，他者の主体性に対する介入をイデオロギー的

に正当化する。
（6） 他者に対する評価に他者の自己決定権の承認が含まれているならば，他者の主体性に

介入する正当化の根拠として，他者の自己決定権を制限する代償として，制限した範
囲で他者の自己決定権を代行する「信託」の義務を，自らに課す。

　この定義を踏まえて，169号条約の先住民に対する処遇を振り返れば，条約の全体

をパターナリズムが貫いていることが分かる。

条約は，
（1） 締結国の政府が国民の「社会経済的」生活分野について主導してきた政策方針と，先

住民以外の国民が到達した水準とを，規準として設定し，
（2） 同時に，国内の先住民の「社会経済的」状態，さらに彼らの「発意」について，判定

する権威を自認し，
（3） この規準に照らして，「社会経済的」発展の到達点，この発展に関する「発意」のいず

れについても，先住民における欠落を― 107号条約のように「未発達」とは表現しな
いものの，他の国民との「格差」を―判定し，

（4） 先住民の「発意」の到達度に応じた形態での関与を誘導しつつ，先住民政策として先
住民に介入し，

（5） このような先住民に対する政策方針を，先住民の権利と文化に対する配慮―「保護，
承認，尊重，適切な考慮」―として，正当化しようする。

169号条約は，先住民の ｢ 発意，意思 ｣に配慮してはいるものの，先住民の自由な選

択を先住民の権利としては承認していない。条約は先住民の主体性に介入する根拠

を，同時代の国連秩序が標準として設定していた基本的人権に求めてはいても91），先

住民に自己決定権を承認してはいないので，条約が想定する国家の先住民に対する介

入は，国家と先住民との間の双務的な信託の関係ではない。それゆえ，パターナリズ

ムを構成する特徴（6）の正当化が，169号条約の想定する国家と先住民の関係に該

当するとはいえない。条約が想定するのは，この特徴（6）の正当化を援用しないだ

けさらに一層権威的に，先住民の自己決定に介入する国家である。この意味で比喩的

な表現であるが，169号条約の想定では，「後見 guardian」の国家（後見国家
0 0 0 0

）が，主

体性に欠陥のある「被後見 ward」の民（被後見民
0 0 0 0

）を管理し，「保護監督 tutelage」
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に当る92）。先住民の文化と権利に対する配慮，および先住民政策への先住民の関与に

ついて，169号条約が多弁に述べていたものは，いずれも，先住民に対する ILOと国

家のパターナリズムによる介入だった。

　107号条約の強制的な「統合主義」から転換し，先住民の権利と「発意」の尊重を

新たな理念として掲げたにもかかわらず，むしろ 169号条約の方がより明瞭に植民地

的なパターナリズムを表出しているのは，皮肉でもある。しかし，この観点からさら

に 107号条約を振り返れば，パターナリズムがよりいっそう強固に貫いていたことが

分かる。107号条約の想定では，先住民を含む「半部族的」および「部族的」民が，

この順に一層「未発達」で，自己決定の能力から遠いことは，自明の事実であり，彼

らを「国民共同体」に「統合」することは，国家の自明の義務だった。先住民に「自

発性」を認めるまでもなく，先住民に関わる全ての価値判断と政策決定を国家がその

使命として担っていた。

　169号条約が先住民の「自発性を十全に発展させる」ことを承認するならば（第 6

条），先住民に関わる政策を国家の責任
0 0 0 0 0

とすること（第 2条など）は，論理的な自己

矛盾である。無条件に先住民の「発意を承認」するならば，彼らのさまざまの「社会

的・経済的・文化的な権利」を「十全に実現」するための包括的な権利として，政治

的自己決定権も承認しなければならない。しかし条約は，先住民の「発意」に「保

護，尊重」の配慮を示しながらも，自己決定権は容認しない。条約が想定するのは，

権威的な後見国家であり，その監督教導の下に管理される被後見民の先住民である。

自己決定を支柱として自己の集合的生命権を追及しようとする先住民は，論理の帰結

として，このような国家のパターナリズムを退ける。先住民の権利を実現することを
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

目標とする国家の先住民政策
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

は，自己矛盾
0 0 0 0

であり，国家が権威的な先住民政策を放棄

しない限りは，先住民の「発意」と権利に制限を課すことは避けられない。国家がこ

の自己矛盾に陥ることを回避し，植民地的なパターナリズムを維持するためには，「発

意」の承認に「いずれも彼らの居住する国家の枠組み内においてであるが」（前文 5）

との保留をつけることが，不可欠だった。

　全般的政策方針では比較的積極的に先住民に対する配慮を述べ，しかし個別分野で

は慎重で消極的だったという 169号条約の二面的な特徴は，締結国を選ぶことになっ

たと思われる。積極的な政策方針は，国内の先住民の権利要求を警戒する国家にとっ

ては，排除したいものだろう。また，すでに国内で先住民政策を進めてきたと自負す

る国家は，教育と産業などの分野で 169号条約の提示する政策内容を，すでに通過し

ているものと見なすだろう。国内の先住民政策が停滞していて，169号条約の提示す
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る先住民の処遇が，あるいは個別の政策分野について条約の提示する施策が先進的に

見える国家については，169号条約は先住民政策の停滞を映し出す鏡として機能しえ

よう。

3-8　「先住」の「民」の「同意」―改定案審議の争点

　ILO事務局のスタッフとして 107号条約の改定に携わった Swepston（1990）によ

れば，改定案の審議では，条約の適用対象を「民 peoples」とするかどうか，政策の

決定について政策対象の民から受けるべき関与を，「協議」による「同意」とするか

どうか，さらに，適用対象を「先住民」のみとするか「部族民」を併記するかが，と

りわけ激しい論争の焦点となったという93）。ILO条約は国家と ILOとの条約であっ

て，直接には締結国を拘束する。多くの締結国を得ることが，改正作業の重要な目標

であり，事務局が改定案を準備する過程でも，この目標に向けて改正内容をより「現

実的」にするよう配慮したという。それでもなお，最終決定の場である国際労働総会

では，上記の諸点が論争の的となった。

　「諸人口」という不適切な表現を退けることに異論はなかったが，それに替えて

「民」とすることには，特に政府代表と雇用者代表から反対意見が強かった。国際法

のコンテクストで「民」の語が同時に意味する自己決定権を，警戒したからである。

同じ理由で，「同意」が拒否権を意味することに，多くの政府代表と雇用者代表が否

定的だった。ちなみに，政府代表が反対を表明したこの二つの論点は，1993年宣言

に対して国連加盟国政府が示した反対意見の主要な論点でもあったことを，想起した

い。それは，107号条約の改正作業が行われた 1980年代末以来，20年余を経ている

にもかかわらず，先住民の権利に関する諸国家の姿勢はほぼ一貫していて，変化がな

かったことを示している。

　先住民組織の意見は，条約の主たる適用対象を「先住民」にすることを求めた。し

かし，「先住民」の定義は「征服」の歴史に言及する。この争点では，その歴史を参

照して具体的に「先住民」を特定することはしばしば困難であり，そのような関心は

むしろ条約の現実的適用を阻害するとの事務局の反論がまさった。歴史に言及するの

で，確定と合意を得ることがしばしば困難であるとの危惧が示された。国際労働総会

（1989年）が採択した妥協案は次のものだった。

第 1条（1） この条約は次の者に適用する。
 （a） 独立国における部族民 tribal peoplesで，その社会的・文化的・経済的な状態に

より国民共同体の他の区分 sectionsから区別され，かつ，その地位が，彼ら自
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身の慣習ないし伝統によって，あるいは特別の法令によって，全体的ないし部
分的に規制されているもの

 （b） 独立国における民 peoplesで，征服ないし植民地化の時点
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

で，あるいは現在の
国境の確立時に，当該国 the countryにもしくは当該国が属す地理的地域
geographical regionに居住していた諸人口からの出自を根拠として，先住
indigenousとみなされ，かつ，法的地位のいかんを問わず，彼ら自身の社会的・
経済的・文化的・政治的な制度の一部ないし全部を保持しているもの

 （2） 先住ないし部族であるとの自己認定 self-identificationは，本条約の規定が適用
される集団を決定する一つの基本的規準と認めなければならない。

 （3） 本条約における「民
0

peoples」という言葉の使用は，国際法
0 0 0

のもとで
0 0 0 0

この言葉
0 0 0 0

に結びつくことのありうる諸権利
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

に関わるいかなる意味をも持つと解釈しては
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ならない
0 0 0 0

。

妥協の焦点である第 3項の挿入でさえ，参加した各国政府代表を十分に満足させるも

のではなかった。政府代表が示す危惧に対応して，事務局の担当委員会は，その報告

書に「当委員会の理解では，本条約での「民」という用語の使用は，国際法で理解さ
0 0 0 0 0 0 0

れている自己決定権
0 0 0 0 0 0 0 0 0

について，なんらの含意も持たない」と明記することに，同意し

たという（Swepston 1990: 693）。

　107号条約に引き続いて「部族民」を条約の主たる適用対象にしたのは，この条約

が，保護を必要とする民に応えようとするものだからであり，歴史的な経過―過去

の征服や植民地化―によって「先住民」を識別することは，困難であると同時に，

条約の現実的適用を阻害するからである。1a項の規定によって，歴史的に「先住」

民ではない「部族」民を，条約の適用対象に含めることが可能となるという。「協議」

による「同意」について，協議の形式のみで済ます可能性があるとの危惧に対して

は，第 6条に第 2項「協議は…合意ないし同意を得る目的のために取り組まなければ

ならない」を挿入し，「同意」が拒否権を意味するとの危惧に対しては，第 2項は「取

り組み」を義務づけたのであって，「同意」そのものを義務づけたのではないとの解

釈で，妥協が図られたという94）。

　前節で見たように，169号条約は前文であれ全般的政策方針を述べる第 I部であれ，

先住民の「発意」と関与について，自己決定権はもとより自治にも達しない水準のも

のを，あらかじめ想定していた。169号条約として採択されることになる改正案の内

容は，すでに自己決定権を退けていたのであり，その意味で，改正案の審議で「民」

の語の使用をめぐって自己決定権を争点とすることは，議論のための議論であるよう

に見える。ただし，審議の対象は国家を拘束する国際法であるから，加盟国の政府代

表としては，国家の主権を侵害する可能性のある要素は，すべて除去しなければなら
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なかったのであろう。1993年宣言はその後，169号条約に関してとまったく同じテー

マで，同じ質の抵抗を諸国家から受けることになる。

3-9　先住民不在で決定した先住民「尊重」

　ILO事務局が 107号条約の改正を準備した 1980年代後半には，国連の先住諸人口

作業部会で先住民の人権に関する国際標準の審議が進行しており，作業部会には ILO

の代表も参加していて，作業部会と ILOのそれぞれの情報は互いに伝えられていた。

　ILO関係者は，107号条約から 169号条約への改定審議に，先住民の参加，先住民

との密接な協議があったことを強調する（Swepston 1990; Rodríguez-Piñero 2005: 318–

319）。しかし実際には，先住民が意見を表明することを許されたのは，事務局で改正

案を準備する前段階の審議においてであり，それに参加したのは，事務局の設定した

制限の多い審査規準で選ばれた 11の国際組織にすぎなかった。国連の作業部会が審

議の場を広く先住民組織に開放し，先住民が自由に参加して意見を表明したのとは対

照的に，ILOの審議は閉鎖的であり，先住民から批判を呼んだ。準備段階の審議には

参加していた先住民組織も，その殆どが，最終決定の場である国際労働総会には参加

を許されなかった。オーストラリア先住民組織の代表は，抗議の声とともに総会から

退場した。先住民の主張は労働者代表が間接的に代弁した。総会の審議では，前節で

見たように，事務局の用意した改定案は，参加国の政府代表と雇用者代表の主張の前

に，後退の修正を重ねて，先住民の失望と怒りを強めさせた。先住民の「発意」と

「意思」を尊重することを謳う改定案が，先住民不在の場で審議決定された。先住民

組織は合同で，改定審議の進め方を「パターナリスティックで人種差別的」と糾弾す

る決議を行った。Rodríguez-Piñeroは，先住民についてほとんど知識を持たず，議論

する用意のない代表たちが，先住民の処遇を議論するのを，外部から切歯扼腕の思い

で見守らなければならなかった先住民の怒りの声を，再録している（2005: 317–318）。

国連の先住諸人口作業部会で ILO代表が 169号条約の採択を報告した際には，先住

民参加者は一斉に退場し，ボイコットで応えた。先住民からは，「107号条約が正当

化した強制的同化政策と偏見を除去せず，より一層の同化を推奨するもの」といった

条約批判と拒絶，諸国政府に批准拒否を求める声明が相次いだという95）。

　しかし，審議過程にある時からすでに先住民の批判と失望に直面していた 169号条

約について，国際法の専門家は決して否定的ではない。Rodríguez-Piñeroは，107号

条約の要素を多く受け継ぎながらも，ILO169号条約は先住民に対する保護政策から

先住民の権利承認へと転換を遂げており，人権に関わる国際法の中で画期的な位置を
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占めているとする96）。さらに Rodríguez-Piñeroは，採択後 10年余の期間に 169号条約

が及ぼした国際的な影響を高く評価する。国連における先住民権利宣言の進行が停滞

していたこともあって，169号条約は，先住民の権利について国際的に高まっていた

理解を表明する主要な媒体となったという。批准した国は，ILOの期待に反して非常

に少なく，2007年 2月に批准したスペインとベネズエラを合わせて，18か国である

（ILO 2007b）。アジアとアフリカに批准国はなく，ラテンアメリカ（13か国）への地

域的な偏りが顕著である。しかし，ILO169号条約はこの地域で影響力が強く，条約

に呼応して多くの国が多文化主義憲法へと憲法を改正した97）。コロンビア，エクアド

ル，ボリビアなどでは，先住民の地域的自治制度を裏づける根拠として，条約が参照

された。グアテマラとメキシコでは，反政府武装闘争を行っていた先住民組織と政府

との和解合意に，概念的枠組みとして 169号条約が使われた。ラテンアメリカの未批

准国では先住民組織が政府に批准を呼びかけているという（Rodríguez-Piñero 2005: 

326–328）。

　Anayaは，先住民が 169号条約の成立時に全否定の言葉で批判したことについて，

過剰な批判だったとして，169号条約の有効な機能を評価している。169号条約は現

時点（2004年）において先住民の権利要求を取り扱う中心的な国際法である。条約

として批准国を法的に拘束する以上に，慣習法としての貢献が大きい。169号条約は，

批准国は限られているが，ILOの国際労働総会では多数の国家が参加して条約を採決

した。多くの国際機関が 169号条約に呼応して先住民の権利を擁護する政策を表明し

ている。さらに国連で先住民権利宣言草案（1993年宣言）が起草された。その審議

には，多くの先住民組織とともに，国連加盟国の政府が参加し，その多くが，国際労

働総会で 169号条約の採決に参加した諸国と重なる。これらの背景がすでに，先住民

の権利に関する慣習的国際法 customary international lawを形成しており，国際裁判で

も判断規準として参照されるなど，有効に機能し始めている。169号条約は国連先住

民権利宣言草案（1993年宣言）とともに，この慣習法の中核を成しているという

（Anaya 2004: 58–72）。

　国際法は文字通り国家間の関係を規律する法体系であり，国家は国際法の第一の形

成主体である。国家は，国際法のコンテクストの中で置かれたそれぞれの位置に対応

しつつ，個々の法規について採否を選択することができる。169号条約についても，

その規定内容に現実的な利便が見出せれば，批准し遵守することを選択するだろう。

ラテンアメリカに批准国が多く，169号条約が政府と先住民との関係形成に参照枠を

提供したということは，ラテンアメリカ諸国が 169号条約にそれだけ現実的な有効性
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を見出したということである。

　先住民が 169号条約に向けた否定的な批判，それを過剰な批判だと述べた Anaya

のコメント，引き続き先住民が批判していることに留意しつつ，169号条約を賞賛す

る Rodríguez-Piñero，169号条約を国内政策で活用した批准国，その国内における先

住民，いずれも，置かれた状況が異なり，その状況での政治的立場が異なる。

Rodríguez-Piñeroと Anayaは国際法の専門家として，169号条約の法的有効性を重視

し，それを有効に活用している国際機関と国家と先住民組織に着目している。彼らの

立場は，単純にラテンアメリカ諸国政府の立場と同じではないとしても，結果として，

彼らの 169号条約に関する判断は，それを活用する国家と国際機関の判断に波長を合

わせている。

　169号条約を審議し採択した ILOの場では，先住民に関わる条約を先住民を排除し

て審議し決定するという典型的な植民地的状況が出現していた。条約の内容と条約の

審議状況との矛盾を，Rodríguez-Piñeroは 169号条約の「原罪」と表現している（2005: 

319）。しかし，前節で見たように，条約は締結国に植民地主義的なパターナリズムの

先住民政策を提示していた。審議の場の植民地的状況は，条約の内包する自己矛盾の

反影ではない。そもそもそのような自己矛盾はなかったのであり，条約の内容―政

策方針とそれにつけられた保留条件―に正確に対応するものである。ILOの国際労

働総会では，先住民は彼らの声を代弁する参加者（労働者代表）を見出すことができ

た。しかし，国連総会は加盟国政府のみが参加する。国連先住民権利宣言について

も，最終決定の場面では，共同提案国とアフリカ諸国グループとの間で妥協が成立し

たことが，決議採択に道を開いた。ここでも，先住民の声を遮断した植民地的状況が

再現された。

　ILO169号条約の採択時にそれを批判した先住民の声は，その後，1993年宣言に集

約されたと見てよい。先住民の直接的な権利要求を基本的な文体とする 1993年宣言

は，国家に課す義務を通して先住民の権利に配慮しようとする 169号条約のパターナ

リズムとは，まっこうから対立する関係にある。169号条約に対する先住民組織の堅

い拒否の姿勢は，それをよく示していた。国連総会が決議した 2007年の国連先住民

権利宣言が，加盟国政府の声に押されて，先住民の権利要求の文体を崩し，国家との

「パートナーシップ」を謳ったのは遺憾であるが，その出発点だった 1993年宣言が，

植民地主義的なパターナリズムに対してカテゴリカルに対峙するものだったことは，

銘記したい。
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3-10　先住民権の国際法における不適合の位置づけ

　先に述べたように，国連が先住民の権利問題を取り上げたのは，人権に関わる問題

としてであり，その中でも人権差別，さらにその中でも少数集団に対する人権差別の

問題としてだった。国連の経済社会理事会人権委員会の少数集団小委員会が委嘱した

「政治的・経済的・社会的・文化的な分野における人種差別に関する特別調査」の報

告書（1969年）に，先住民に関する章が含まれていた（Thornberry1991: 386–387）。

それを受けて，理事会は 1971年に「先住諸人口に対する差別の問題の調査」を特別

報告者98）Coboに委嘱し，彼の報告書が契機となって，少数集団小委員会の下に先住

諸人口作業部会が設けられた（1982年）。

　人権は国家内の個人あるいは集合が関わるものであり，直接にはそれぞれの国家が

国内法と国内政治によって管轄する。国際機関と国際法は各国の国内における人権状

況に直接に介入するのではなく，拘束的な形では条約を通して，より弱い形では国際

標準を設定して，人権保護を達成しようとする。国際人権規約は最も整備された，か

つ大半の国家の参加を得て広範に法的拘束力を確保した国際標準であり，現代の世界

における人権保護の最も基本的な土台である。民族的ないし国民的な少数集団の処遇

が国家間の対立を生み，戦端を開く契機となった第一次世界大戦の経験を踏まえて，

戦間期のヨーロッパでは，国際紛争の要因となりうる特定国の国内少数集団を，国際

連盟規約と関係国間の条約とによって保護する方式が定着した。第二次世界大戦後，

諸国家は国際平和と国際協力の場として国際連合を構成したが，国連憲章にも，それ

に引き続いて採択された世界人権宣言（1948年）でも，少数集団を対象とした条項

は設けられなかった。ここでも，後に先住民の位置づけをめぐって ILOや国連で繰

り返されることになる国家間の利害の対立により，少数集団の権利を認めようとする

主張は，多数意見とはならなかった。少数集団の権利を退けた有力な見解は，個人の

人権を保護する普遍的な枠組みを国際的に確立することによって，少数者の権利保護

は達成されるとするアメリカ合衆国などの見解だった。少数集団を含む人権の問題

は，基本的には各国政府が管轄する内政事項であり，国際法は間接的にのみ作用する

という，人権に関わる権力の制度的な配置は，このような国家間における人権保護の

枠組みの一環として成立した99）。

　しかしながら，この国際的な人権保護の枠組みは，先住民の権利要求をそのままの

形で受け入れることができず，先に見たように，選別的にのみ受け入れた。同じく内

政事項としての先住民政策を国際標準によって規制しようとする ILOにおいても，
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169号条約への改定は先住民の権利要求に応えるものではなく，先住民の要求に選別

的に配慮
0 0

するのに留まった。いずれの場合も，先住民の権利要求との対立は象徴的に

自己決定権に集中した。政治的に見れば，関係国に国内問題として政府と国内先住民

との対立関係が存在し，国際機関ではこれら関係国を含む加盟国政府の利益の総和

が，先住民の権利要求と対立して，自己決定権の要求を退けている。1980年代の状

況では，国連を場とした少数集団保護の枠組みでも，ILOにおける先住民政策の国際

標準設定でも，先住民はこの諸国家の利害の総和の前に敗退した。この政治的過程

は，より視野を狭めれば，国際法のコンテクストで法的規定の解釈と操作によって，

決着がつけられている。法的な争いとしてみれば，先住民の政治的な敗退の要因は，

先住民の権利要求が既存の法的秩序にとって適合的ではなく，彼らの要求する権利を

受け入れる余地が法的秩序にはないことにある。

　以上のような総括的観察は，別の疑問を呼び起こそう。国連は先住民の権利要求

を，誤った適切ではない枠組みによって受け付けたのではないか。先住民の権利要求

に対して，不適合な分野の法的秩序―つまり人権に関わる国際法―を適用したので

はないか。国連で先住諸人口作業部会が審議を進め，後に 1993年宣言を起草するこ

とになる 1980年代の，国際法と ILOの状況を見た上での，結論である。なぜ国際機

関と国際法は，先住民の権利要求にとって不適合な枠組みしか，整備していなかった

のか。次には，この疑問を踏み台として，先住民をめぐる国際秩序の展開を追ってみ

たい。

IV　国連による脱植民地化と先住民の消去

4-1　 民の「主権，自己決定，独立，領土的統合」―植民地独立供与宣言（1）

　国連における先住民の権利をめぐる先住民と諸国家とのせめぎあいで，最大の争点

となったのは民としての自己決定権
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

である。1993年宣言は，先住民が「尊厳と権利

において他の全ての民と平等である」と宣言し，国際人権規約の共通第 1条 1項の規

定「全ての民は自己決定権を持つ」を引用して，「先住［の］民は自己決定権を持つ」

と宣言していた。国際人権規約共通第 1条はこの政治的自己決定権に加えて，さらに

第 2項で経済的自己決定権を述べ，第 3項で締結国に民の自己決定権の尊重と実現促

進を義務づけて，民の自己決定権
0 0 0 0 0 0 0

の内容と保障を拡充している。その国際人権規約

（1966年採択）第 1条 1項の規定は，さらにそれに先立つ別の国際法規の規定を受け

たものである。
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　国連総会が 1960年に採択した決議 1514（XV）「植民地的な国と民に独立を与える

ことに関する宣言」（植民地独立供与宣言）100）は，第 2項で，国際人権規約共通第 1

条 1項と同一の文章で民の自己決定権を掲げていた。民の政治的自己決定権
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を，関連

する一連の権利とともに定義
0 0

し，国際法に定着させたのは，この宣言である。ただし，

国連総会決議は国連の意思としての権威を持つものの，加盟国に対して法的拘束力は

持たない。国際条約として締結国に対し法的拘束力を持つ国際人権規約は，植民地独

立供与宣言の規定を踏襲し，法的権威の上でも内容でもさらに充実させた。植民地独

立供与宣言は国際人権規約にとってそのような重要な踏み台だった。

　植民地独立供与宣言は「反植民地主義のマグナ・カルタ」とも称されるもので（家

1974: 100），それ自体が国連による 10年余の脱植民地化の事業の成果であり，同時に，

その後の脱植民地化をより強固に進展させる契機となったものとして，高く評価され

ている。宣言は，「植民地的な国と民」，あるいは別の表現で「従属地域 dependent 

territory，従属民 dependent people」と呼ぶ地域と民を対象に，総会の意思を述べるも

のであり，単刀直入に「他者 alienによる征服・支配・搾取101）」（第 1項）を「植民

地主義 colonialism」の言葉で非難し，とりわけ「従属民に対する全ての武力行動また

は全ての種類の抑圧措置［の］停止」（第 4項）を求め，「政治的・経済的・社会的な

いし教育的」な「用意の不十分」つまり未発達
0 0 0

を，「独立を遅延させる口実としては

ならない」（第 3項）として，次のように宣言する。

第 5項 信託統治地域，非自治地域，あるいはその他のいまだ独立を達成していない全て
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

の地域
0 0 0

において，これら地域の民
0 0 0 0 0 0 0

に，彼らの自由に表明された意志と願望に従っ
て，いかなる条件も保留もつけずに，人種・信条・［皮膚の］色に関わるいかなる
区別もなく，彼らに完全な独立と自由の享有を可能ならしめるために，直ちに着
手して，全ての権限 powersを移譲すべきである。

　植民地独立供与宣言は，独立の主体であるべき民についても，その不可分の属性を

規定した。第 2項が国際人権規約（共通第 1条 1項）と同一の条文で，「全ての民」

の「自己決定権」と，それに伴う「政治的地位の決定」および「経済的・社会的・文

化的な発展」の自由な追求を規定し，さらに前文と条文で次のように述べていた。

前文 8 民
0

は，自己の目的のために，国際的経済協力から生ずるいかなる義務をも侵すこ
となく，相互利益の原則と国際法に基づいて，彼らの天然の富と資源を自由に処

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

分
0

しうることを確認し，
前文 11 全ての民

0 0 0 0

が，完全な自由，彼らの主権
0 0

sovereigntyの行使，および彼らの国民的領
土 national territoryの統合（保全）102）に対する，一つの不可侵の権利を持つことを
確信して（…宣言する）
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第 4項 従属民が完全独立に対する彼らの権利を平和的かつ自由に行使することを可能な
らしめ，彼らの国民的領土の統合が尊重されるべく，彼らに対する全ての武力行
動または全ての種類の抑圧措置は停止させなければならない。

　これらの宣言文は，「民」の属性として「主権」の概念を導入し，「主権」，「自由」

「自己決定」，「領土的統合（領土保全）」そして「独立」の権利群を，相互に緊密に連

関し，互いが互いの能記となり所記となる意味的な概念複合へと構成した。前文 11

で「一つの不可侵の権利」というこなれない日本語を当てたのは，条文の表現では，

「完全な自由，主権の行使，領土的統合」を一体とし，それが「民」にとって

「inalienableな，つまり不可侵で分離不可能な，奪うことのできない」権利であるこ

とを述べているからである。前文 8は「民」の自己決定権に経済的自己決定権も含ま

れることを述べている。

　先に，ILO169号条約（1989年採択）では「本条約における『民』という言葉の使

用は，国際法のもとでこの言葉に結びつくことのありうる諸権利に関わるいかなる意

味をも持つと解釈してはならない」（第 1条 3）との保留条件が挿入されたことを見

た。この条文のいう「国際法のもとでこの言葉に結びつくことのありうる諸権利」と

は，具体的には，この植民地独立供与宣言が構成した概念複合，つまり「自己決定」

をはじめとして，連鎖的に結合する「主権，領土的統合，独立」の諸権利を指してい

る。国際労働総会で諸国政府が危惧したのは，「民」という概念が発動させるこの諸

権利の複合だった。この諸政府の示した危惧は，植民地独立供与宣言が提示した

「民」の諸権利を，1989年当時の国際法のコンテクストにおいて，諸国家が有効な権

利複合として認識し承認していたことを意味する。169号条約は確かに，初めて先住

民を「民」と認めた国際法規であるが，それは，第 1条 3項の保留条項によって「民」

の概念複合に楔を打ち込み，「自由，主権，領土保全，独立」の権利との連関を切断

した上での，先住「民」の容認だった。ILO169号条約の場合と同様に，その後の先

住民の権利をめぐる国際的な議論において，諸国政府が一貫して排除しようとしたの

は，「民」と「自己決定権」という表現が喚起するこの権利複合である。

　1993年宣言の起草者 Daesは，ILO169号条約に挿入された上の保留条項に多くの

先住民組織が落胆を表明したことを記している（1993b: 2）。その上で，Daesは 1993

年宣言に，何の保留もつけず簡明に先住民の民としての自己決定権
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を書き込んだ。

169号条約がつけていた保留条件を意図して排除していることは明らかである。1993

年宣言が先住民の権利として宣言する「自己決定権」は，植民地独立供与宣言が構成

したコンテクストにおける意味での「自己決定権」，つまり「民」としての「主権」
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および「独立」と連関する意味での「自己決定権」だと解釈される。

4-2　 「いまだ独立を達成していない地域の民」―植民地独立供与宣言（2）

　民の自己決定権を述べた国際人権規約共通第 1条は，国連人権委員会の見解によれ

ば，全ての民に適用されるべき普遍的規定とされる。規約の締結国は，自己決定権を

行使しえていない民，あるいは自己決定権の可能性を奪われている全ての民につい

て，その自己決定権を尊重しなければならない（Thornberry 1991: 214–215）。植民地

独立供与宣言によっても，また国際人権規約によっても，植民地的な従属状態にある

先住民は，直ちに「自己決定権，主権，自由」，さらに「領土的統合，独立」の権利

を「供与」されるべきであるように思われる。しかし，現実はそうはならなかった。

条文は民の自己決定権を明示するものの，目立たない障壁が国際人権規約にもまた植

民地独立供与宣言にも組み込まれていて，その条文を先住民に適用するのを差しとめ

たからである。

　国際人権規約についていえば，先に見たように，この規約が先住民の権利要求を受

け付けるべき窓口は，自由権規約の少数集団条項であり，この条項は適用対象（つま

り少数集団）を「民」とは見なさなかった。

　他方，植民地独立供与宣言は民に自己決定とそれに連なる諸権利を認める。しか

し，国連による脱植民地化の事業を主導した有力な解釈によれば，その民には「地域

の民」という制約がついていて，民が個別の民として権利を要求する途を閉ざしてい

た。仮に先住民がその要求の通りに「民」と認められるとしても，宣言はすでに早々

と門を閉ざしていたことになる。「独立供与」を直ちに無条件に
0 0 0 0 0 0 0

実施するよう求めた

第 5項は，その対象を「いまだ独立を達成していない全ての地域において，当該地域
0 0 0 0

の民に
0 0 0

」と表現していた。「独立供与」の対象は個別の「民」ではなく「地域」であ

り，独自の「地域」を構成しない先住民は，宣言の適用対象から除外される103）。

　植民地独立供与宣言は，国連の脱植民地化
0 0 0 0 0

の事業で採択されたものであり，この事

業は国家間の平和友好関係に関わる系列の事業として，国連の中では総会（とりわけ

第 4委員会）と二つの理事会（安全保障理事会と信託統治理事会）が担当した。他方，

同じ国連でも，国際人権規約は国家内の経済的・社会的・文化的・人道的な問題に関

わる系列の事業に属し，社会経済理事会の人権委員会が担当した。先に国際人権規約

を考察した際，民の自己決定権を規定する第 1条と，それ以後の人権に関する具体的

諸規定との間に，乖離があることに留意した。この乖離は，国家間の関係の平和的コ

ントロールを課題とするコンテクストで形成されてきた民の自己決定権を，差別の排
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除と人権促進を課題とするコンテクストに移し替えたことに伴う乖離だったと，解釈

される。

　1993年宣言が先住民の自己決定権を宣言したのは，いうまでもなく，先住民がこ

の権利を否定されてきたからである。国際人権規約はそもそも先住民を「民」と認め

なかった。先住民を「民」と認めながら，先住民と民の諸権利とを分離した ILO169

号条約も，国連の事業に対応させれば，国際人権規約と同じ系列に属す。他方，国連

の脱植民地化の事業に属す植民地独立供与宣言では，「民」の諸権利を明示したが，

同時に，その適用対象から先住民を外していた。

　ただし，先住民にとっては両義的な，有益であると同時に障壁でもある植民地独立

供与宣言は，国連による脱植民地化のコンテクストでは高く評価されている。それは

いいかえれば，国連による脱植民地化が先住民を等閑視してきたことを意味するので

あるが，国連の場と先住民との齟齬を認識するためにも，この植民地独立供与宣言が

受けてきた高い評価はそれとして考慮しておく必要がある。

　この宣言が採択された 1960年には，17か国が独立し，国連に加盟した104）。その内

の 16か国はアフリカからの加盟だった。あたかも，1950年代を通して高揚してきた

国際的な反植民地運動がピークに達したときであり，ソヴィエト首相の提起を受けて

アジア・アフリカ 43か国がこの宣言を提案し，総会が採択した。そこには，元植民

地だった諸国の植民地支配に対する声が直截に反影している（家 1974: 50–51）。植民

地独立供与宣言は，主権と自己決定権を否定されている全ての「従属民」に，「地域」

という枠組みを通してであるが，直ちに「独立」を供与すべきであるとする。「民」

と「地域」の政治的地位は「従属」であるか「独立」であるか，そのいずれかであっ

て，宣言は両者の間に曖昧な中間形態の余地を残していない。国連の総会決議である

から，テクストは加盟国に向けた表現を取っている。しかし，内容はむしろ「いまだ

独立を達成していない全ての地域…の民」に向けて独立の達成を鼓舞するものであ

り，その後の国連による脱植民地化の方向を単純明快に指し示していた。今後の行論

の準備として，それを，この宣言の，ひいては国連による脱植民地化の事業の，「強

いメッセージ」を呼んでおきたい。

4-3　非自治地域，信託統治地域―国連と植民地

　国連による脱植民地化の事業に関連して，国連総会は植民地独立供与宣言と一日違

いの同時期に，もう一つの決議を採択した。「国際連合憲章 73条 e項による情報送付

の義務ありや否やを決定する加盟国指導原則 ｣（総会決議 1541［xv］，1960年）105）で
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ある。この決議もまた，脱植民地化の事業に大きく寄与したとして，高く評価されて

いる。加盟国に対する国連の権威を確定し，脱植民地化の実施過程をより制度化し

た。しかし，先住民の立場から見れば，国連による脱植民地化の事業から先住民を排

除することを確定させた決議として知られる。

　ともに 1960年に採択され，国連による脱植民地化の事業を大きく展開させたとい

われる二つの国連総会決議が，いずれも，先住民にとっては困難な障壁を設けていた。

国連による脱植民地化の事業が，なぜ，いかに，先住民に対して冷淡だったのか。先

住民が国際的な場で権利を剥奪された歴史を，国連の脱植民地化の事業に遡って探ら

なければならない。

　それにしても，「国連憲章 73条 e項による情報送付の義務」とは何か。先住民の権

利，民の権利，あるいは「地域の民」などとの関連がにわかには了解しがたい表現で

ある。国連が取り組んだ脱植民地化の過程は，長期におよぶ視野で見れば，植民地支

配に圧力をかけて植民地の解放を進めようとする勢力―しばしば「反植民地勢力」

といわれた―と，国際機関や他国からの干渉を可能な限り排除して，植民地との関

係を自国の主権のもとに維持しようとする諸国家との，せめぎあいを通して進行し

た。このせめぎあいの具体的な形態と，それに参与するエイジェントは，時と状況に

よって多様に変化した。特定のコンテクストでは，そのコンテクストの特殊な構成に

沿って，せめぎあいはきわめて特殊な事柄をめぐる特殊な争いとして展開する。1960

年当時の国連総会で，包括的な視野からは上記二つの勢力に該当する国々がせめぎ

あった。その争点の一つが「国連憲章 73条 e項による情報送付の義務ありや否や」

であり，当時の争点に決着をつけて形を成したものが，上に言及した二つの総会決議

である。この二つの決議の特殊な意味を読み解くには，視野を拡大して，これら決議

が置かれた歴史的コンテクストを概観しなければならない。

　「民の自己決定」は国連が発足当初から掲げた最も基本的な原則だった。国連憲章

（1945年）は国家間の平和友好関係の条件を次のように述べている。

第 1条（2） 国際連合の目的は，…民 peoples106）の平等の権利
0 0 0 0 0

（同権）および自己決定
0 0 0 0

（自決）
の原則の尊重を基礎として，諸国家 nationsの間に友好関係を発展させること
…にある。

しかし，ここで「平等の権利および自己決定」の原則を適用している「民」は，1993

年宣言が「全ての…民と平等である」という「民」と，必ずしも同一ではない。国連

の構
メ ン バ ー

成員は国家― nationあるいは State ―であり，国連憲章が上記の原則を適用す
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るのは，国家を構成している民，つまりすでに国家的独立を達成した民である。国連

憲章や先住民権利宣言を離れた一般のコンテクストの語法では，それは国民国家

nation-stateの担い手たる「国民 nation」に相当する。

　国連憲章は，国家を構成する民とは別に，「平等の権利と自己決定
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

」を制限された
0 0 0 0 0 0

民
0

についても，規定を用意していた。「非自治地域 non-self-governing territories，信託

統治地域 trust territories」と称する「地域」である。ここですでに，「民」についての

考察が「地域」のそれに切り替わっていることに留意したい。この二種の地域のう

ち，条件をより包括的に設定している前者について，国連憲章は第 11章「非自治地

域に関する宣言」で次のように規定している107）。

第 73条 民がまだ十全な自治 self-governmentを達成していない地域 territoriesの行政に責
任を持つ，あるいはこの責任を引き受ける国連加

メ ン バ ー

盟国は，この地域の住人
inhabitantsの利益が至上であるという原則を承認し，以下の義務

0 0

を神聖な信託
0 0 0 0 0

sacred trustとして受託する。この地域の住人の福利 well-beingを…最高度に増進
すること，この目的のために，

 （a） 当該の民の文化を充分に尊重しつつ，彼らの政治的・経済的・社会的・教育的な
進歩 advancement，彼らの公正な待遇，虐待からの彼らの保護を，確保すること，

 （b） 各地域とその［複数の］民の特定の環境および彼らの進歩のさまざまな段階に応
じて，自治

0 0

を発展 developさせること，民の政治的願望に妥当な考慮を払うこと，
民の自由な政治制度の前進的発展 progressive developmentを援助すること，

 （e） …前記の加盟国がそれぞれ責任を負う地域における経済的・社会的・教育的な状
態に関する専門的性質の統計その他の情報を，…情報用の目的で事務総長に定期
的に送付すること。

ここで「地域」と訳された territoryは，地理的空間に関わる言葉であるので，「地域」

という訳語は必ずしも不適切ではない。しかし，ここでいう「非自治地域」は，単な

る地理的空間ではなく，「住人」の要素と結合した政治的空間であり，第 11章の関心

は「住人」の「非自治」という条件にある。仮に「非自治地域」の対概念として「自

治地域 self-governing territories」を想定するならば，それに最もふさわしいのは主権

国家である。「国家」の占める地理的空間が「領土 territory」であるから，non-self-

governing territoriesの territoriesを単に地理的「地域」と捉えるのは不適切である108）。

｢ 自治地域 ｣と「国家」の等値を元の概念に当てはめれば，「非―自治地域」は「非

―国家」といいかえることができる。国連憲章が選択した「非自治地域」という名称

は，実は「非国家」つまり潜在的な（準）国家109）である。その「住人」として言及

される「民」―第 73条 b項の条文は一つの「地域」と複数の「民」との組合せを想

定している―は，主権国家の担い手になりうる人々，潜在的な国民である。「非自治
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地域」は実は「非（準）国家」の「領土」でもある110）。ただし，この「領土」とい

う地理的空間を支配する主体は，この場合，「非（準）国家」の「民，住人」ではない。

第 73条はそれを，その「地域（領土）の行政に責任を持つ，あるいはこの責任を引

き受ける国連加盟国」と記している。国連などでは一般に「施政国 administrating 

Member(s), administrating Power(s)」と呼ばれる。

　国連憲章は
0 0 0 0 0

，先住民権利宣言と同じく，植民地支配の語彙を使わない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ので，「非自

治地域」とその「施政国」との関係を植民地支配と述べることはない。しかし歴史の

実態では，「施政国」は植民地宗主国
0 0 0

であり111），「非自治地域」はその植民地
0 0 0

である。

ただし，後に取り上げる議論を予め想定して，この時点では，ここで述べる宗主国と

植民地との地理的関係については，未規定なままオープンにしておきたい。日本に

とってのアジア太平洋戦争がそうだったように，第二次世界大戦の発端は，帝国主義

諸国がなお世界を分割支配していた時代における植民地争奪の戦争であり，戦後に国

連を設立した主要な諸国は，植民地を支配していた。国連は，この植民地支配関係を

国連の枠組みで捉えようとして，「信託統治地域」と「非自治地域」の制度を設けた。

前者は国際連盟の「委任統治領（ないし委任統治地域）mandate」を受け継ぐもので

あり，全 11地域の統治を国連（総会と信託統治理事会ないし安全保障理事会）の監

督のもとに戦勝国に委任した112）。「非自治地域」は国際連合が新設した制度であり，

この制度の発足時に 8か国から 74地域が非自治地域として登録された。

　「非自治地域，信託統治地域」が植民地に対する国連憲章の呼び名であることを踏

まえて，改めて第 73条を見てみたい。植民地支配という歴史の実態を捨象する一方

で，「進歩，発展」の語彙で想定した規準に照らして「十全に自治を達成していない」

「非（準）国家」を評価し，「彼らの進歩の［つまり未発達の］さまざまな段階」を根

拠として，「非自治」つまり「自治
0 0

」の制限
0 0 0

を承認し，その「行政」（統治）を「神聖

な信託」として国連加盟国に委ねる。先に整理した典型的なパターナリズムの語彙に

よる植民地支配の正当化である。

　国連憲章のメッセージを要約すれば，「住人」が「進歩」して「自治」を達成する

までの間，施政国は「神聖な信託」に忠実に，自国の利益ではなく，当該地域の「住

人の福利」を最優先として施政（統治）を行う義務を負い，「住人」の「自治の発展」

と「彼らの自由な政治制度の前進的発展」を促さねばならない。施政国が義務を果た

し，非自治地域がこの地位を離脱することによって，施政国は「神聖な信託」の義務

を免除される。「神聖な信託」による施政国と非自治地域との関係は，すみやかに解

消されるべき暫時的なものである。国連憲章は施政国の義務を，非自治地域について



清水　 先住民，植民地支配，脱植民地化

401

は「自治
0 0

を発展させること，民の自由な政治制度の前進的発展を援助すること」と述

べたのに対し，信託統治地域については「自治または独立
0 0 0 0 0 0 0

に向かって住人の漸進的発

展を促進すること」（第 76条 b）と述べていた。住人が「進歩」して「自治」を達成

したとしても，それが直ちに「独立」を意味したのではない。とりわけ非自治地域に

ついては，憲章が設定した目標は「自治」どまりだった。

　欧米諸国による植民地支配の歴史では，「信託 trusteeship」の概念は，これら欧米

諸国が植民地を領有しその「野蛮，未開」な住人を支配するための名目として援用し

た「文明化の使命 civilising mission」と，ほぼ同義の概念として扱われている。19世

紀後半，帝国主義諸国の間で植民地分割を調整した国際会議（1885年のベルリン会

議など）で，「文明化の使命」が合意文書に明記された。当事者の表現では，それは

「キリスト教的，人道的，良心的」動機からの自発的な「恩恵」の供与だった（Anaya 

2004: 31–34）。相手を「野蛮」におとしめた上で，自認した「文明」の「良心」によ

る「恩恵」の発露。これ以上はない自民族中心主義のパターナリズムである。

　しかし，「文明化の使命」と「信託」は同義ではない。「文明化の使命」は自発的に

自らに課すものであり，義務ではない。他方，「信託」の関係は，先にパターナリズ

ムに関連して述べたように，信託する者と受託者との双務的関係を含んでいる。植民

地支配のコンテクストにおいて「信託」の概念が「文明化の使命」とどのような関係

にあったのか，私の思考はなお不十分であるが，とりあえずの理解を述べておきたい。

　国際法学者 Anghieによれば，「文明化の使命」は国際法における「主権」の概念と

密接に関連した概念である。19世紀後半，欧米帝国主義諸国は国際法を帝国主義国

の間の法秩序として再編成した。この法秩序では，法的主体は拘束的な超越的価値の

存在を認めず，その意味で至上 sovereignである主体（主権）は，自己が合意した拘

束にのみ服す。国際法はそのような主体（主権国家）が合意して形成した相互関係の

規律秩序である。欧米帝国主義諸国は，彼らが形成した国際法の体系に参加する主権

国家の資格を，「文明」国家のみに限定し，なおかつ，「文明」国家が構成する「国家

の家族 Family of Nations」に構成国として受け入れられた国家のみに限定した。ちな

みに，「国家の家族」が国際法上の主体（主権国家）としての資格を認定するという

国際秩序は，主権国家としての資格の水準を低めつつ，国際連盟に，次いで国際連合

に受け継がれている。それ以前の（自然法理論によっていた）国際法では，欧米諸国

は外部の多様な政治共同体との間で国際条約を結び，植民地的な関係を積み上げてい

た。帝国主義国際法は，これら政治共同体はその客観的・科学的（当時の社会進化論

で意味づけられた）条件により「文明」に未到達であるとして，法的主体の資格を認
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めず，これら政治共同体との間の条約を国際法の範囲から外した113）。つまり植民地

統治は，国家の主権に属す内政事項，国際法に拘束されない国家の恣意領域に属す事

項に変換された。このように，この国際法は，非ヨーロッパ世界に対する植民地支配

を前提として成り立つ法体系であり，「主権」の概念は，多様な非「文明」政治共同

体に「主権」を否定した論理と同一の論理によって構成される。「非文明」の植民地

を「文明」へと導く作業が「文明化」であるが，植民地は客観的条件において「非文

明」であるので，「文明化」は「文明」の恩恵であって義務ではない（Anghie 1999）。

　「文明国」の担う「文明化の使命」を，国際連盟は「文明ノ神聖ナル信託
0 0 0 0 0 0 0 0 0

sacred 

trust of civilisation」に置き換えた114）。再び Anghieによれば，第一次世界大戦の経験

を踏まえて，国際連盟は限定的ではあるが，少数集団と植民地統治について国家の内

政に関与を及ぼした。独立した中欧諸国には，国内の少数集団を国際条約によって保

護する方式が導入された。敗戦国の植民地は委任統治領に転換され，受任国はその統

治について国際連盟の関与を受けた。つまり，この面に限ってであるが，国際連盟は，

国家主権を超越する権威を確保した（Anghie 2002）。国際連盟における「主権」の構

成では，植民地に対する「文明化の使命」を国際連盟という超国家的主権が負い，こ

の国際連盟からの「信託」を，加盟国が国際連盟に対する義務として負う。直接に植

民地を対象とした双務的関係ではないが，国際連盟（上級の主権）に対する加盟国（下

級の主権）の義務を含んだ関係として，「信託」の概念が意味を成したと思われる。

　Anghieの見解を踏まえてさらに敷衍すれば，国連は加盟国の内政に干渉しないこ

とを憲章に謳っていたが（第 2条 7），植民地に関する限り，国家の内政に対する国

連の関与を国際連盟よりさらに拡大した。国連は，委任統治領の引き続きである信託

統治地域に加えて，非自治地域の制度を設けることによって，少なくとも憲章の想定

では植民地一般
0 0

を，国連の関与対象と位置づけた。国連の新しさは，統治の「信託」

を永続的なものとするのではなく，「信託」の内容に植民地住人の「進歩，発展」を

促進する義務を組み込み，それゆえ「信託」を暫時的なもの，速やかに解消すべきも

のと規定したことにある。国際連盟では委任統治制度のさらに一部（A式委任統治

領）にのみ，この時間的制約がつけられていた115）。国際連盟の掲げた「文明ノ神聖

ナル信託」は，委任統治領の底辺（B式 C式の委任統治領）では，他の植民地と同

じく，住人に対する「公正ナル待遇」116）の義務に留まっていた。それに対して国連は，

「信託」の水準をさらに高め，植民地の「住人の利益が至上であるという原則」を権

威として，植民地宗主国一般に対し，この原則の実施を「神聖な信託」として義務づ

け，それを非自治地域制度の全体に拡大した。
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　国連の想定した「神聖な信託」，国際連盟の「文明ノ神聖ナル信託」はいずれも，

同じくパターナリズムであっても，植民地宗主国に義務を課している点で，双務的関

係における「信託」に近いように見える。しかし，国際連盟と国連のいずれの「信

託」概念でも，それに含まれる義務は，植民地住人との間の双務的関係としての義務

ではない。国際連盟と国連が採用した「信託」は，義務を伴う「信託」ではあって

も，依然として「文明化の使命」と同じく，植民者の間でのゲーム，植民者の論理の

自己展開に留まっている。

　国際連盟の掲げた「文明ノ神聖ナル信託」は，植民地住民に対する「公正ナル待

遇」を底辺とするものであり，「独立」はごく限られた植民地（A式委任統治領）の

みに認められた目標だった。後に見るように，国連の脱植民地化の場面で植民地主義

国として発言したベルギーは，むしろ国際連盟の理念に依拠して，植民地住人に「文

明の恩恵を受ける権利」を認めたが，独立の目標は認めようとしなかった。国連憲章

は，信託統治地域に限ってであるが，「独立」の達成を「信託」の目標とした。理念

として，自己決定の能力に欠落のある民についても，国家を担う民と同等の自己決定

に到達する能力を認め，十全の自己決定に到達する過程を援助しようとする。しか

し，国連の場合も，植民地一般を対象に設定された「非自治地域」の制度では，「自

治」を目標とし，実際，後に見るように，植民地宗主国は非自治地域について，「独立」

ではない「自治」達成の形態をさまざまに案出し，実施していった。信託統治地域と

非自治地域の制度を通して国連が提示するのは，国際連盟より一歩進んだ新手の植民

地主義，支配する対象を自立させること（つまり支配から解放すること）に支配の正

当性を求め，支配からの解放過程（しかし解放にいたらない解放過程）を支配しよう

とする，自己矛盾に満ちた植民地主義パターナリズムである117）。

4-4　脱植民地化の制度形成

　第二次世界大戦後の世界ではグローバルな趨勢として脱植民地化が進行し，国連は

その主要な舞台の一つだった。その国連において脱植民地化は非自治地域と信託統治

地域の制度を具体的なコンテクストとして進行した。脱植民地化を求める主張，それ

に抵抗する主張はそれぞれ，主張の具体的内容と論理を，このコンテクストに即した

語彙で構成した。先に言及した国連総会決議 1541（xv）が問題とした「国連憲章 73

条 e項による情報送付の義務ありや否や」もまた，このコンテクストで闘わされた論

争であり，時の焦点となったテーマである。

　信託統治地域について国連憲章は当初から担当組織（信託統治理事会と安全保障理
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事会）を指定し，担当組織の施政国に対する監督も比較的に整備していた。しかし，

非自治地域についての国連憲章の規定は非常に簡略であり，施政国に「地域における

経済的・社会的・教育的な状態に関する…情報を…事務総長に定期的に送付すること」

（第 73条 e）を義務づけるのみで，それ以外に規定はなく，施政国を監督すべき組織

も設けていなかった。制度としての具体的な施行形態は，加盟国による―具体的に

は総会とその中の第 4委員会での―審議にゆだねられた。国連における脱植民地化

の事業は，流動的で多様な可能性に富んだ状態で出発し，制度の細部は加盟国の間の

交渉を通して形成されていったわけである118）。

　非自治地域の制度は非自治地域の登録から出発した（1946年）。事務総長の要請に

応えて加盟国が自発的に
0 0 0 0

国連に通知することになり，その結果は，イギリス，フラン

ス，オランダ，ベルギー，デンマークの西欧 5か国と，アメリカ合衆国，オーストラ

リア，ニュージーランドの計 8か国が，併せて 74地域を通知した。通知のあった地

域は，「アラスカを除いて，全て海外
0 0

領土（地域）overseas territoriesだった」（Kunz 

1954: 106）。後の議論との関連で個別の地域を見れば，ベルギーはベルギー領コンゴ

を，アメリカ合衆国は，アラスカ，アメリカン・サモア，グァム，ハワイ，パナマ運

河地帯，プエルト・リコ，ヴァージン諸島の 7地域を通知した。ベルギーはさらにル

アンダ・ウルンディ，アメリカ合衆国は太平洋諸島を，それぞれ信託統治地域として

統治していた（家 1974: 13–14, 167）。

　非自治地域の制度の議論は，この 74地域のリスト―非自治地域の「初次リスト」

と呼んでおきたい―を当面の素材としてスタートした。初次リストの作成は加盟国

の間に，施政国つまり非自治地域を登録した国家とそれ以外の国家との二分類を顕在

化させる。後に見るベルギーの主張も述べるように，非自治地域制度の実施は，この

加盟国の二分類を一層固定化させ，互いに対立する関係を強めさせていった。非自治

地域を通知せず，国連の議論の場では「非施政国 non-administering Members/Powers」

と呼ばれた国々，とりわけラテンアメリカ・アジアと社会主義圏の諸国が，施政国に

対する国連の関与を強化するよう主張し，これら諸国はしばしば「反植民地勢力 anti-

colonial bloc」と呼ばれた。この「勢力」と対峙した施政国では，デンマーク以外の

西欧 4か国とアメリカ合衆国は，「植民地主義列強 colonial Powers」と呼ばれた帝国

主義の主役であり119），オーストラリアとニュージーランドはイギリスの衛星国とし

てイギリスの植民地支配の一翼を担っていた。

　非自治地域の初次リストが色分けした施政国と非施政国の分類が，歴史的な「植民

地列強」と「反植民地勢力」との対抗的なグループ分けと一致したのは，単なる偶然
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ではない。憲章は「植民地主義」や「植民地」の語を使っていないが，「施政国」の

行うべき政策に言及して，この制度の下にある「地域（領土）」と施政国の「本土

metropolitan areas」とを区別する条文を採用していた120）。発足当初の国連では，加盟

国が共有していた通念をめぐって，議論が交わされていた。憲章の述べる「非自治地

域」を当時の慣用語
0 0 0 0 0 0

で「植民地 colony」と見なし，非自治地域を通知すべき義務を負

うのは「宗主国 metropolis, metropolitan country/state」のみであるとする通念であり

（Toussaint 1956），後に見るベルギーの主張も，それに言及している。非自治地域制

度の発足に当って，多くの国連加盟国がこの制度を「宗主国」とその海外「植民地」

との対概念で理解していた121）。

　施政国とそれに対抗する「反植民地勢力」の論争で，それぞれの主張に表現の語彙

を与えたのは，憲章の条文である。上に述べたように，非自治地域の制度の実施形態

について憲章が規定するのが，非自治地域に関する「情報」を事務総長に定期的に

「送付する」という施政国の義務のみだったことから，この「情報送付」が，過重な

政治的意味を負ったキータームとなった。「情報送付」は施政国が当該地域を非自治

地域と扱っていることの表現であり，「情報送付」の停止は施政国がその扱いを停止

したこと，ひいては当該地域が「自治」を達成したと認めたことを表す。

　国際法の原則では，国連は主権国家が合意して構成した国際機関であり，加盟国に

は国連憲章を遵守する義務がある。しかし，憲章に規定のない事項は関係国の主権に

属す。施政国はこの原則を楯として，非自治地域の制度についても，非自治地域とし

ての通知（登録），送付する「情報」の内容，「情報送付」の停止，非自治地域の「自

治」の状態の認定，送付した「情報」の取り扱い（とりわけ第 4委員会による審査）

など，憲章に規定のない事項について，国連（具体的には第 4委員会）の関与を施政

国の主権（内政）に対する侵害として拒否した（Kunz 1954: 107，後述するベルギー・

テーゼ）。国連に先立つ国際連盟の時期には，委任統治領に国際連盟が関与したのを

例外として，植民地統治は宗主国の内政事項だった。脱植民地化はこのような施政国

（宗主国）の主権に対する介入であり，非自治地域制度の実施形態が整備されていっ

たのは，それだけこの国連の介入が拡大したことを意味する。「反植民地勢力」の諸

国は，上記した「情報送付」の諸項目に狙いを定めて，第 4委員会の管轄に取り込み，

非自治地域とその施政国に介入しようとした。

　これに対して施政国はさまざまの方法で対抗した。一つは議論による反駁である。

上に述べたように，施政国は国家の主権による内政不干渉を論拠として，非自治地域

に関わる国連の介入を退けようとした。この防御的な議論の範囲を越えて，「反植民
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地勢力」に対して「最も強力な反転攻勢に打って出た」（Kunz 1954: 108）のがベル

ギーである。「ベルギー・テーゼ」として知られるその主張は，「非自治地域」とすべ

き条件について，初次リストの下地となっていた共通の了解―上にのべた「宗主国」

がその海外「植民地」を「非自治地域」として通知すべきとする認識―に異議を唱

えた。後世の時点から振り返れば，「非自治」の民に対する国連の関与を，植民地支

配のもとにある先住民一般に拡大すべきだとする主張でもあった。

　第二に，施政国（となりうる国家）が新規の非自治地域の通知（登録）を拒否した。

スペインとポルトガルは国連に加盟した際に，事務総長の打診に対して非自治地域を

通知しなかったので，両国の海外「植民地」の位置づけが国連総会第 4委員会で議論

となった。第三に，施政国は，非自治地域に関して情報送付を継続しないという行動

に出た。停止するという通知のない停止であり，それが施政国の「義務不履行」とし

て議論の的となった。施政国の回答は，当該地域はすでに「自治」―独立ではない

「自治」―を達成したというものだったことから，議論はさらに，「自治」達成の条

件，「自治」達成を認定する権利の所在へと展開した122）。

　非自治地域の制度の具体的な実施形態は，これら施政国の対抗行動に触発された論

争を交えて，形成されていった。ベルギー・テーゼとスペイン・ポルトガル両国の行

動は，制度の入口に当る新規の登録，および非自治地域とすべき地域の条件に，情報

送付の停止は制度の出口に当る「自治」の達成―それによって「非自治」地域であ

ることを終了する―の条件に関わるものである。これら非自治地域制度の条件は，

いずれも，国連における先住民の処遇に深く関連している。これらの争点をめぐる議

論が決着し，国連総会の合意として成立したのが，先に言及した 1960年の二つの総

会決議，植民地独立供与宣言と 1541（xv）決議である。

4-5　「情報送付の義務を決定する加盟国指導原則」―国連総会決議1541（xv）

　総会決議 1541（xv）「国際連合憲章 73条 e項による情報送付の義務ありや否やを

決定する加盟国指導原則」は，植民地独立供与宣言と同じ 1960年に，それもわずか

一日違いで採択された。いずれも，上に述べたように，10年余に及ぶ信託統治地域・

非自治地域制度の実施を踏まえて到達した合意である（家 1974: 22–26, 50）。ただし，

二つの決議には大きな差異がある。植民地独立供与宣言が，国連の脱植民地化に対す

る「強いメッセージ」を表明して戦闘的であり，概念と目標を単純明快に掲げたのに

対し，1541（xv）決議は実務的であり，非自治地域のみに関して制度実施のための細

部に亙る原則を提示する。民の「自治」という目標については妥協的であり，その
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メッセージは，非自治地域の民に向けられているというよりはむしろ，施政国による

統治に向けられている。植民地独立供与宣言の「強いメッセージ」との対照で，1541

（xv）決議のそれを「弱いメッセージ」と呼んでおきたい。その上で，1541（xv）決

議から，ここでの考察に関わりの深い項目を抜き出しておこう。

原則 I 国連憲章の起草者は，第 11章［非自治地域に関する宣言］が，当時植民地タイプ
0 0 0 0 0 0

として知られていた地域（領土）に適用すべきことを，想定していた。このよう
な地域で，その民が十全な自治 full measure of self-governmentを達成していない地
域について，憲章第 73条 e項の規定する情報送付の義務が存在する。

原則 II 憲章第 11章は「非自治地域」の概念を具体的には「十全な自治」に向けた進化と
進歩のダイナミックな状態において意味している。一つの地域とその（複数の）
民が十全な自治を達成すれば，その時点で［上記の］義務は終了する。これが実
現するまでは，第 73条 e項による情報送付の義務が存続する。

原則 III 憲章第 73条 e項による情報送付の義務は国際的義務を構成するものであり，国際
法を遵守するしかるべき配慮によって履行されなければならない。

原則 IV 一見して，施政国から地理的に分離
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

separateしていて，民族的
0 0 0

および／ないし文化
0 0

的に施政国とは別個である地域
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

について，情報送付の義務がある。
原則 V 地域についてこのような地理的なおよび民族的ないし文化的な個別性 distinctness

が一見して真に存在すると確定されたならば，それによって初めて，他の要素を
考慮に入れることが許される。その補足的な要素は，とりわけ行政的，政治的，
司法的，経済的，ないし歴史的な性質のものであってよい。これら補足的要素が，
当該地域を恣意的に従属的な位置ないし地位に置くような形で，宗主国
metropolitan Slateと地域の関係に影響を及ぼしているならば，これら補足的要素
は，憲章第 73条 e項による情報送付の義務があるという想定を支持する。

原則 VI 非自治地域は，以下によって，十全な自治に到達したということができる，
 （a）主権独立国家 sovereign independent Stateとして出現すること emergence，
 （b）独立国家との自由連合 free association，あるいは
 （c）独立国家との統合 integration。

　原則 Iと IVと Vは非自治地域制度の入口に，原則 VIは制度の出口に，原則 IIは

制度の継続に関わる条件を，それぞれ述べている。原則 IIIは，非自治地域に関する

決定について，施政国が自国の主権を根拠に国連の関与を排除しようとするのに対す

る反論であり，施政国の義務について判断し決定する権利が国連にあることを述べて

いる。原則 VIについては後に考察することにして，ここでは制度の入口に関わる三

つの原則を見たい。

　原則 Iは，先に非自治地域の初次リストに関連して述べた当時の通念，つまり非自

治地域は「宗主国」がその海外「植民地」を登録すべきとする通念を，1960年の時

点で改めて追認するものである。原則 IVは，この「宗主国」と対を成す「植民地タ
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イプ」の「地域（領土）」について，外形的な判定規準を示している。その内，前半

部が述べる地域の地理的条件は，後々，「海洋ドクトリン Blue Water Doctrine，海洋植

民地主義 salt-water colonialism」（Rodríguez-Piñero 2005: 140; Thornberry 1989: 874）の

名称で，1541（xv）決議のコンテクストを離れても参照されるようになる。

　原則 Vは，込み入った構成の文体で，非自治地域と認定する手順を条件づけてい

る。原則 Iと原則 IVの間の距離を埋める目的で，ここに挿入されていると考えられ

る。原則 Iが言及する国連設立当時の一般的通念においても，「植民地」は原則 IVが

述べるように単なる地理的概念ではなく，また地理的区画の「民族的および／ないし

文化的」特徴を際立たせる概念でもなく，なによりも支配と従属という「宗主国」と

の政治的関係に焦点を当てた概念だった。しかし，原則 Iのいう「植民地タイプ」の

地域について，原則 IVはまず海洋ドクトリンに即して選別し，次いで原則 Vは，こ

の海洋ドクトリンに確実に
0 0 0

該当する地域について，「宗主国」との関係において「行

政的，政治的，司法的，経済的，ないし歴史的な性質」の「恣意的に従属的な」関係

に置かれているか否かを検討するよう，指示する。「植民地」という抽象概念に該当

する個別事例を特定するのに，概念を定義する主要な条件ではなく，まずは地理的条

件という副次的な条件で対象を限定し，さらにその中から，支配―従属という主要な

条件に該当する事例を選び出せとする，転倒した条件設定である。非自治地域（およ

び信託統治地域）の制度によって国連が推進した事業が，一般に言われているように

「脱植民地化 decolonisation」だったのであれば，その「脱植民地化」の対象を回りく

どい表現で指定した原則 Vは，国連の非自治地域の制度が
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1960
0000

年の時点で与えた
0 0 0 0 0 0 0 0

「植民地支配
0 0 0 0 0

colonisation」の定義
0 0 0

と解釈してよい。

　先に見たように，この決議とほぼ同時に国連総会が採択した植民地独立供与宣言

は，一方で「全ての民」の「自由，自己決定権，主権，独立，領土的統合」を述べな

がら，他方では，直ちに「独立」を供与すべき対象を，「いまだ独立を達成していな

い地域の民
0 0 0 0

」と規定していた。1541（xv）決議の述べる原則 Iと IVは，植民地独立

供与宣言が独立供与を要求する「いまだ独立を達成していない地域」とは，海洋ドク

トリンに合致する「植民地タイプ」の地域に限られるとする解釈
0 0

を，確定するもの

だった123）。
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V　先住民消去の軌跡

5-1　ベルギー・テーゼ

　前節では，1960年に国連総会が採択した二つの決議の概要を見た。両決議が示す

のは，国連における脱植民地化の事業が最初の 10年余をかけて形成した制度形態で

ある。次には，この形態を帰結とするそれ以前の 10年余の過程で行われた議論を，

振り返っておきたい。それは，この帰結の制度形態からは剪定され除外された事柄

を，改めて掘り起こし，それを除外した意味を確認したいからである。

　取り上げる議論はいずれも，先に，施政国が「反植民地勢力」に対抗して行ったと

して言及した，三つの主張ないし行動であり，その中でもとりわけベルギー・テーゼ

である。それは，非自治地域制度の入口に当る非自治地域とすべき地域の条件
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

をめぐ

る議論である。先住民がこの条件に合致していれば，より正確にいえば，この条件が

先住民も該当するように設定されていれば，先住民は国連による脱植民地化の事業の

対象とされたはずである。この条件をめぐる議論の先住民にとっての重要性が了解さ

れよう。

　「ベルギー・テーゼ」として知られているのは，1952年（第 7回国連総会）から

1954年（第 9回総会）にかけて論陣を張ったベルギーの主張である。非自治地域に

関する国連の介入を，情報送付の条件を梃子に拡大させようとする「反植民地」諸国

に対して，ベルギーは，当初作成された非自治地域のリストを確定のものと見なすこ

とに異議となえ，憲章のいう「非自治」の民と地域が，初次リスト以外に存在するこ

と，とりわけ，施政国に対する介入強化を主張している「反植民地」諸国の多くが，

その領内に「非自治」の民と地域を抱えていることを指摘して，「反植民地」諸国の

自己矛盾を攻撃した。

　ベルギーの主張は次の論点からなっていた。長くなるが，内容ごとに項目に分けて

要約しよう124）。

（1） ［非自治地域制度に関するベルギーの主張］（BGIC 1953: passim）
（1a） 「非自治地域」制度を実施するために国連総会（第 4委員会，情報委員会）で進めて
いる議論は，特定の非自治地域

0 0 0 0 0 0 0 0

を想定して行われている。それは，1946年に事務総長の呼
びかけに応じて加盟 8か国から自発的に通知のあった非自治地域［初次リストの地域］で
ある。これには，宗主国 metropole, metropolitan countryから海洋で隔たった海外領土
overseas territoriesつまり植民地 coloniesしか登録されていない。しかし，憲章が規定する定
義に照らせば，「非自治」の民と地域は半数以上の国連加盟国の領土内に存在している。非
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自治地域が初次リストで尽くされているとすることに，ベルギー政府は異議を唱える。

（1b） 憲章の規定に従って非自治地域を通知すべき多くの加盟国が，その義務を果たしてい
ない。この状況は，憲章の掲げる加盟国の平等の原則に照らして不公正である。それは同
時に，全ての後進的な先住民

0 0 0 0 0 0 0

が文明から受けるべき保護の権利
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を否定している125）。憲章の
規定は，全ての後進的民にその権利を確保すべく，広く寛大な解釈をすべきであり，同一
の責任を負っている全ての加盟国は，同一の義務を果たすべきである。自国の主権内に非
自治地域のある全ての加盟国は，その非自治地域を国連に通知し，先住民に文明の恩恵を
与え，施政国としての義務を果たすべきである。

（2） ［植民地主義，文明（化）の使命と後進的先住民の権利］（van Zeeland 1953）
　しばしば植民地主義に対する批判を耳にする。ベルギーは搾取的な植民地主義に率先し
て反対してきた。早くも 1909年にアルバート王一世は「正義を愛する民にとって，植民地
における努力は文明化の使命

0 0 0 0 0 0

civilizing mission以外にはありえない」と述べた。この国連総
会の出席者で，国連憲章の規定と一致する活動と，それとは相反する搾取的な植民地主義
とを，混同する者はないことを望む。それは，高度に発達した民

0 0 0 0 0 0 0 0

が，その統治下にある後
0

進的
0 0

backwardな先住民
0 0 0 0

indigenous peoplesの政治的・経済的・社会的・教育的な進歩の努力
を援助するという，体系的な努力である。憲章はこの活動を「神聖な信託」と述べている。
この「神聖な信託」は大きな困難であり，実施には忍耐を要する。熱帯雨林やほとんど通
過不能のジャングルの民の場合は，とりわけそうである。彼らを信頼で啓発し，彼らの敵
意を武装解除し，彼らを平定し，野蛮な慣習を根絶やしにし，道路を開き，衛生を導入し，
非識字と闘いなどするのに必要な果てしない努力。インドとブラジルの当局はこの困難を
よく認識しているだろう。ベルギーもまたそれをよく承知している。数世代にわたってベ
ルギー領コンゴにおいてその解決に努力してきたからである。
　この信託は，その領土 territoriesに正常なレベルの文明を達成していない民が存在する全
ての国家を，縛るものである。この信託は，従来は植民地

0 0 0

として知られてきた地域を統治
する少数の国家に限られるのではない。国連の半ば以上の加盟国はこの信託を受けるべき
位置にある。
　後進的な民の発展は，より高度に発達した人種の代表者の手中にある。その後進的民

0 0 0 0

は
全てが同一の権利を持っている。つまり，彼らには同じ保護を受ける資格がある。国際連
盟の下では，彼らは保護を受けていた。なぜ国際連合でわれわれはそれを彼らから奪うの
か。憲章が原則として宣言した権利を，一部の後進的民のみが受けるべきだと主張するこ
とは，他の全ての後進的民に対する不公正である。

（3） ［文明と未開，先住民の未開な後進性］（BG 1953, paras 13–20; §4, pp. 35–38）
　憲章第 11章［非自治地域］が関わる問題とは何か。それは，自治を行っていない（非自
治 non-self-governingの）民の繁栄と政治的・経済的・文化的・社会的な進歩に関わる問題
である。これらの問題は，未開 primitiveな―部族組織の段階にある，未発達 under-
developedな，後進的な，文明の後進的な段階にある in a backward stage of civilization ―民
族集団 ethnic groupsが存在するところでは，どこでも存在している。これらの問題は全て
の植民地主義諸国 colonial powersの前に立ちはだかってきた。その後継国家

0 0 0 0

successorsに
とって，これらは依然として問題であり続けている（Ryckmans 1953a）。
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　アジア・アメリカ・アフリカの先住民の多くは古代文明の子孫である。アジア，周縁部
のアフリカでは，その後の歴史でいかに彼らが落伍したとしても，文明に由来する文化的・
宗教的な同質性は，彼らの独立達成に寄与した。その一方で，アメリカ・アジア・アフリ
カの熱帯地域には，文明の偉大な揺籃からの影響を受けずにきた民が存在する。数千年の
間，彼らは同じ未開状態に留まり，現在もなお未開状態から離脱する兆しをほとんど見せ
ていない。
　アメリカでは熱帯地域に焼畑農耕の定着民，半農耕半狩猟の準移動民，あるいは狩猟採
集で生きるまったくの移動民がいる。移動民は最も未開であって，ほとんど情報が知られ
ていない126）。アジアの後進的な原住民 aboriginesについても同じ観察が得られる。インド
の指定カースト Scheduled Castesおよび指定部族 Scheduled Tribesは，未開な生活様式，ア
クセス困難な遠隔の居住地，移動の性向，飲酒とダンスの嗜好などを特徴としている。さ
らに未開なのは採集狩猟民であり，石器時代のレベルにある者もいる127）。アジアとアメリ
カの未開部族には「首狩り族 head-hunters」として知られている者もいる128）。［コンゴを含
む］中央アフリカの民も，半世紀より少し以前に最初の接触が行われた頃は，同じく未開
な特徴を示していた。彼らは分散した小規模な共同体に住み，互いに戦争していた。犂，
車輪，運搬用の家畜を知らなかった。文字を持たず，口頭伝承のみで歴史を持っていなかっ
た。物神崇拝，人身御供，奴隷制，人食いを行っていた。

（4） ［文明化の作業］（BG 1953, paras 21–23; §4, p. 38）
　彼らの後進性により，これら全ての先住民は，より進歩した民―彼らを文明へと導く責
任を負う民―に同じ問題を突きつけている。第一に必要なことは，彼らが住む広大な地方
を探査し，自然の障害を克服すること，諸部族を識別し，彼らを平定 pacifyし，彼らの間
での戦争を防止すること，彼らの野蛮人的 barbarianな慣習を廃止させること，コミュニケー
ションと定期的な接触を確立すること，そして統治（機関）administrationを設立すること
である。これらは文明化 civilizationのいかなる作業にとっても必須条件である。
　インド首相はインド・ビルマ国境地帯の原住民 aboriginal peoplesについて，「その実情に
対処する政策は最終的に一つしかない。徐々に同地に統治を及ぼしていくことである。そ
れは実施しつつある。それを速やかに実施することは困難である。何よりも先に，ジャン
グルの隅々までコミュニケーションを展開するという問題があるからだ。コミュニケー
ションなしに統治はありえない。そしてそれは，この巨大な地域ではいささか緩慢なプロ
セスになる」と述べていた。

（5） ［国家と植民地支配の諸形態］（BG 1953, paras 24–27; §5, pp. 38–39）
　文明化の作業に取り組むのは，その統治の中心が海外にある国家

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

の民［海外領土の場合］，
あるいは統治の中心が同じ大陸にある国家

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

の民［領土的隣接性による統治の場合］である。
近代における前者の主な実例は少数の国家，つまりフランス，オランダ，ポルトガル，ス
ペイン，連合王国，そして最近に加わったデンマーク，ベルギー，アメリカ合衆国である。
ロシアは後者の主要な，しかし唯一ではない例である。
　多くのラテンアメリカ諸国代表は，原則として反植民地主義者であると表明した。この
態度は，彼ら自身がかつて苦難を受けた体制 régimeのもとで生きている民への同情心に，
触発されている。しかしながら，両者の状況は同じではない。ラテンアメリカ諸国が植民
地体制に従属していたことは事実であるが，彼らの革命は宗主国からの入植者 colonistsが



国立民族学博物館研究報告　 32巻 3 号

412

達成したことであり，彼らは自身を統治する［自治の］権利を主張すると同時に，先住民
に関しては，宗主国が担っていた役割を引き継ぐ権利を主張した。植民地統治
colonization129）の作業は独立の達成後にも継続したのであり，大陸の最も遠隔の一部地方で
は今日でさえ完全には終了していない（Ryckmans 1954, para. 25）。
　
 

アメリカにあるヨーロッパ人コロニー130）は，いったん独立を得ると，後進的な原住民に
関して，独立前の体制が直面していた問題と同じ問題に直面した。このことは

0 0 0 0 0

さらに，最
0

近にアジアで形成された新興国家についても該当
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

する。アジアの新興国家はアメリカの国
家とは異なり，海外からのヨーロッパ人入植者によってではなく，先住 indigenousの構成
員によって形成された。しかし彼らは，人口の内でも古代文明を受け継ぐ部分に属し，そ
れゆえ比較的同質的な発達した国家（国民）nationsを形成しえた。このように形成された
国家の境界内の遠隔地方
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

には，異なる人種と文化の後進的民
0 0 0 0

がいる。
　
 

［国家の地理的形態が異なっても］基本的問題に変わりはない。文明化の作業が領土域的
隣接性 territorial contiguityによって実施されようとも，問題がより単純になるのではない。
熱帯では，広大な土地は広大な海洋よりはるかに乗り越え困難な障害である。文明化の作
業を実施するのが，領土的隣接性によってであるか海洋を隔ててであるかの区別は，相対
的でしかない。インドネシア，ニュージーランド，フィリピンのような国家は列島からな
る。チリとインドのように，大陸部の領土（地域）から数千キロ離れた島のある国家は，
両者の中間の事例である。
　海洋を隔てた植民地支配 colonizationと領土的隣接性による植民地支配とで，植民地支配
の方法が異なるのは事実である。後者は連合 associationと同化の体制になりがちであり，
前者はむしろ多かれ少なかれ別個の単位の形成になりがちである。しかし，これらは単に
傾向であり，明確な差異ではない。植民地の中には，宗主国から完全に分離した国際的な
存在がある。他方で，ベルギー領コンゴ

0 0 0 0 0 0 0 0

のように，宗主国と単一の国籍を持つ単一の国家
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stateであるようなものもある。コンゴの（複数の）民はベルギー国家の国家的 national辺
境 frontiersの内側に住んでいる。それは，アメリカとアジアの先住の住人 inhabitantsが彼ら
の属す国家の辺境の内側に住んでいるのとまったく同じである。

（6） ［非自治地域を通知していない加盟国における先住民］（Ryckmans 1953b）
　先住民は，文明の影響が領土的隣接性によって及ぼされた場合でも，必ずしもより発達
した住人と交じり合う少数集団を構成するのではない。彼らは一般にきわめて［他から］
分離した民族集団を形成するのであり，それは，海外から文明の影響を受ける先住民と，
全ての面において共通である（BG 1953, para. 28; §5, pp. 39）。
　多くの国家がその辺境の内側に，通常の法によっては統治 governされていない地域を抱
えている。私は，それを証明する多くの資料を持っている。境界が明確に定められ，同質
的な民，しかし［国家の］人口の他の部分とは人種・言語・文化において異なる民が居住
する地域である。これらの諸人口は権利を奪われている disenfranchised。彼らは国民生活に
その一部として参加していない。彼らは自治を，この語のいかなる意味においても享有し
ない。彼らの中には，いまだに征服されていない者もいる。これらの地域の多くは，法が
立入りを禁じている。かかる地域を抱える国家が，憲章が「民がまだ十全な自治を達成し
ていない地域の行政に責任を持つ，あるいはこの責任を引き受ける」と称する国家に該当
しないと，如何になんびとが主張しうるのか，私には理解できない（Ryckmans 1954, para. 
20）131）。
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　地域を別個 distinctの行政単位として扱い，先住民の統治は特殊な体制を特徴とし，法的
なあるいは事実上の自治（政府）self-governmentと見なしうるところまで行っているもの
もある132）（BG 1953, para. 28; §5, pp. 39–40）。
　国連憲章が「非自治」と認めるべきとしているのは「地域」であって「民」ではないと
の議論がある。そこで，明瞭に区画された地域

0 0

であり，その民は「十全な自治」を達成し
ているとはいえず，かつ非自治地域として通知されていない地域

0 0

について，いくつかの事
例を見てみたい。
　ILOの先住民労働専門家委員会の報告書133）によれば，ブラジルのインディオには，文明
化された民と同じ共同体に住むインディオがいる一方で，「文明化した民には近づきがたい
地域に孤立して住み，文明化した民が接触を試みても，武力で抵抗するまったくの野蛮
savageな部族」も存在する。ベネズエラでは，先住民の大半が住む地域を指定して，一般
の国法の適用を停止し，特別法で統治している。Motilon人地域は名目的にのみベネズエラ
の領土に属しているが，ごく最近まで「平定作戦 Campaign of Pacification」が行われていた。
次の段階の接触と調査が模索されている。
　インド政府の指定カースト・指定部族弁務官の報告書によれば，ナガ丘陵地帯では，原
住民 nativesのナガ国民評議会が主権独立国家を主張して運動している。この状況は国連で
はよく知られている。ナガ人が同じ趣旨の主張で国連の介入を請願していた。数ヶ月前の
報道によれば，インドとビルマの間の「未確定地域 no man’s land」から出撃したナガ人が，
インド側のナガ人村落を襲撃し，93人を殺した。ネルー首相はインド議会で，「インドとビ
ルマの間の広大な地帯は未だまったく統治が及んでいない。統治は徐々に進んでいる。そ
れが終るまでは，同地の民に互いの首を斬らないよう，彼らの良識に期待するしかない」
と語ったという。
　ソマリの民は複数の主権国に分割されており，イギリス，フランス，イタリアはそれぞれ，
「非自治地域」ないし「信託統治地域」として国連に情報を送付している。エチオピアは征
服によって国内にソマリ人 Somalisを抱えている。彼らは人種において，宗教，言語におい
て，エチオピア人であるのか。彼らの住む地域は「十全な自治」を達成しているのか。エ
チオピアはソマリ人地域について情報を国連事務総長に送っていない。
　フィリピンは，スペイン統治以来すっかり西欧化したフィリピノ Filipinosが，アメリカ
統治を引き継いだ。彼らは異教部族を野蛮人 barbariansと見なし，政府は部族を速やかに
フィリピン化しようとしている。他方，今朝のニューヨークタイムスはモロ人Morosと
フィリピン政府の間の小戦争を報道していた。かつてレオポルドヴィルで，北部ルソン島
で長年 Igorotsに奉仕した経験のある修道女に，かの地の民とコンゴの民との文明の水準

0 0 0 0 0

を
尋ねたことがある。彼女が応えていうには，「フィリピンのあの『異教徒 pagans』は，コン
ゴで最も野蛮な民と同じように野蛮でした」134）。
　かつて連合王国代表は「海洋の神話」を批判した。ある国が宗主国の辺境の内側に含ま
れると見なされるためには，どれだけの海洋の隔たりが必要なのか，問うてみたい。たと
えばアンダマンとニコバルの両諸島。いずれもその民は「自治」を達成していない。しか
し，両諸島はインド大陸と領土的隣接性によって接続しているのか。ラパ・ヌイ（イース
ター島）はどうか。クック諸島がニュージーランドから隔たっているほど，ラパ・ヌイは
チリから距離があるわけではない。ニュージーランドは，ラパ・ヌイと同じくポリネシア
人が住むクック諸島について，非自治地域として情報を送り，チリは送っていない135）。
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（7） ［政治的地位の変更に関する民の意思
0 0 0 0

を，情報周知されたかつ民主的な手続きによっ
て自由に表明しうるか―政治的進歩］（BG 1953, paras 29–33; §6, pp. 40–41）
　上記の地域に住む民に関する限り，十分に自治を行っているとは到底いえない。彼らの
ある者は，公式文書に「完全に野蛮 savageな部族であり，孤立して生活し，文明化した民
が接触しようと試みるのに武力的に抵抗する」と記述されている136）。まったく孤立してい
るのではない民でも，一般に文字を知らず，あるいは国家の公用語について無知である。
［国家の］公的生活に参加せず，公的生活の主要な制度は彼らに知られていない。それゆえ，
［自治の要件として検討されている］「彼らの欲する地位の変化について，情報周知された
民主的手続きによって」意見を表明する能力を，彼らが欠いていることは明白である。

（8） ［民と地域，「宗主国，本土」と「植民地」，地理的分離］（Ryckmans 1953b: 26–27）
　憲章は，ある種の民が住む地域

0 0

について語っているのであって，民
0

について語っている
のではないという主張がある。私はすでに，自治を行っていない多くの民が，明確に区画
されている地域に住んでいることを，具体的に例示した。非自治地域の条件として，「宗主
国」とは区別される海外領土

0 0 0 0

であることを挙げる主張もある。第 4委員会のメンバーは，
かつて連合王国の代表が「海洋の神話」について語ったのを，覚えているだろう。加盟国
が通知した非自治地域よりはるかに遠方に位置する島を統治しながら，施政国として国連
に対する義務を果たしていない加盟国がある（要約 6）。
　いわゆる

0 0 0 0

「ベルギー
0 0 0 0

・テーゼ
0 0 0

」に反対する国家の多数は，国際連盟の加盟国だった。国
際連盟では加盟国は，その管轄下の全ての原住の住人について，その居住地がどこであろ
うと―いわゆる植民地領土 colonial territoriesと本国領土 metropolitan territoriesとの区別な
く―「公正ナル待遇」を確保することを，義務づけられていた（要約 12）。連盟の加盟国
として受け入れていた義務を，なぜ現在は受け入れないのか。連盟時代には義務を受け入
れていたが，現在の国連では，問題はもはや民

0

ではなく，地域
0 0

であるとするような法的屁
理屈に，どのような価値があるのか。

（9） ［人種・言語・宗教・文化伝統・発意などにおける差異］（BG 1953, paras 32–37; §6, pp. 
41–42）
　これらの点においても，先に述べた［未開な］民は，彼らの所属する国の［他の］民と
分離し，異質である。総じて，原住民は最も古い民族的層 ethnic strataの子孫であり，最も
近づきがたい地方に居住してきたので，地域の他の部分に及んでいた文化的影響を受けず
に来た。彼らが部族組織の下に生きつづけ，彼らの異教的信仰を維持する限り，彼らは不
可避的に異質な foreign実体 bodyを構成するのであり，国家が彼らを吸収することはでき
ない。その結果は，インドの指定部族弁務官がいうように，「慣習的差別 habitual 
segregation」である。「社会は，これらの民と接触して彼らの文化と生活様式を理解しよう
と，熱心に努力してはこなかった」。相互の疎遠化が，自然的（地理的）障害による孤立を
一層強めた。

（10）　［先住民の憲法上の地位］（BG 1953, paras 38–40; §6, pp. 42–43）
　この点で留意すべきは，先住民の未開な性格と後進性を無視して，法制において完全な
平等と同化の体制を達成しようとした国家は，一般にその失政を自認せねばならなかった
ことである。ペルーの例では，植民地からの独立とともに，先住民に対する保護制度
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tutelary systemも廃止され，インディオは突然に，自身の生活を新しい現実にしたがって運
営するよう要求する（公的）権威と直面させられた。新しい民主国家は，インディオを，
保護者 tutorないし後見人 guardianの援助がなくとも国家機関と直接に関係する能力のある
自立的で知的な存在と見なすという，誤りを冒した。植民地的保護から解放されたインディ
オは，以前にもまして無防備なままに放置された。アメリカとアジアの多くの政府は，こ
のようにして，やむなく差別的な施策

0 0 0 0 0 0

をとるにいたった。より文明化された民との無規制
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

の接触によって
0 0 0 0 0 0 0

被るであろう危険から，自らを防護しえないと見なされる弱者の民に，適
0

切な保護
0 0 0 0

を与えるためである。彼らの住む地域は，いわば，広大な保留地 reservationsであ
り，そこでは彼らは多かれ少なかれ通常の法から完全に遠ざけられている。多くの民族学
者は，未開民 primitive peoplesの慣習と制度の急速な破壊がもたらす致命的な影響を，指摘
している。インドの政府人類学者 Guha博士によれば，原住民政策はこの点で非常に難し
い。原住民の完全な隔離は停滞と廃頽をもたらす。しかし無規制の接触は，オーストラリ

0 0 0 0 0 0

ア
0

，マレイシア，アメリカ合衆国の未開民
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

の急速な減少が示すように，危険すぎる。

（11） ［統治上の分離］（BG 1953, paras 41–49; §6, pp. 43–46）
　インドでは，指定地域・指定部族を担当する知事に，通常の国法の適用を停止し，当該
地域のみに適用すべき規制を定める権限を与えている。インド政府が「統合的自治（政府）
integrated self-government」と呼ぶこの政策によって，独立を主張する民族集団にある程度
の自治を認めようとしているようだ。同様に，シリア憲法は，Bedouins移動民の定着政策
を実施するために，Bedouinsに適用されるべき「移行規定」の条項を設けている。ベネズ
エラ憲法は，先住の住人の大半が居住する広大な「連邦地区」を，特別法によって統治す
べきこと，インディオを国民生活に統合するために，彼らの文化的特徴と経済的環境を考
慮した特別法を制定すべきことを，規定している。コロンビア憲法は，国の半ば以上を占
める「国定地域 territorios nacionales」を，通常の立法および行政から外し，政府直轄として
いる。国定地域では，植民地で採用されているものと類似の特別な保護措置

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を施行し，例
えばゴムプランテーションのインディオ労働者を保護し，アルコールと火薬の販売を禁止
し，白人の居住を禁じ，全ての労働契約を認可制にしている。同様に，ブラジルの新市民
法は先住の森林インディオのために信託 trusteeshipの原則を宣言し，彼らが文明に適応す
ることによって，この受託制を停止するとしている。多くのアメリカ諸国の憲法は，国籍
nationalityとは区別される市民権 citizenshipを，識字能力があり，国の公用語で自己を表現
できる国民（個人）nationalsのみに与えると規定して，結果として，後進的な先住民を国
の政治生活一切から排除している。
　先住民のための特別制度が明白に法によって制定されていない場合であっても，彼らの
後進状態が事実上そのような制度を生み出している。いかに憲法が「平等に国家制度に参
加する権利，中央立法機関での差別ない議席，他の住人と差別のない市民権」を保証して
いても，未開ないし半未開な部族的民ないし移動の民は，権利について無知ゆえに，ある
いは権利を行使する能力がないゆえに，明らかにこれら権利を享有していない。

（12） ［非自治地域制度の不適切な適用］（BG 1953, paras 50–57; §6, pp. 46–48）
　以上の政治的，民族的，ないし地理的な考察は，文明の影響が領土的隣接性によって伝
わった事例について述べている。しかし，この考察［の結果］はまた，中央政府の首都か
ら広大な海洋によって隔てられた島々に住む後進的民にも当てはまる。隣接した地域であ
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ろうと，そうでない地域であろうと，いずれも非自治と見なさなければならない。しかし，
アラスカを唯一の例外として，文明化の作業が領土的隣接性によって進行している全ての
地域が，また島でさえある地域もが，第 11章［非自治地域制度］の適用の外部に放置され
てきた。
　現在［1952年当時］，国連の加盟国は 60か国である。その半ば以上がその領土 territories
内に後進的な原住 native諸人口を抱えている（Ryckmans 1953a: 11）。
　非自治地域の［初次］リストは，アラスカを例外として137），全て海外領土 overseas 
territoriesであり，さらに，クック諸島とトケラウ諸島―ニュージーランドが非自治地域と
して通知した―を除けば全て，言葉の厳密な意味での植民地 coloniesないし保護領
protectoratesだった。両諸島はニュージーランドの統合的な部分

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

であるが，そこに住むポリ
0 0

ネシア系の民は未だ完全には自治を行っていない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。そこでニュージーランド政府は両諸島
について情報を送付することに決めた。現在までのところ，ニュージーランドの例に続く
加盟国はない。多くの加盟国は，第 74条の条文から第 11章は本土

0 0

には適用されないとし
て，植民地

0 0 0

のみが関わるという印象を持ち続けてきたようだ。本土ではない全ての地域は，
ただ植民地でのみありうるので，植民地が（規定の）対象として意図されていたという議
論である。

（13） ［憲章第 11章の解釈］（BG 1953, paras 58–62; §8, pp. 48–49）
　これは誤った解釈である。「非自治地域」を定義するのは第 73条であって，「本土」とい
う語を用いている第 74条138）ではない。その第 73条は「民がまだ十全な自治を達成してい
ない地域」と規定している。これが「非自治地域」の定義の全てであり，それゆえ，第 11
章が想定している唯一の地域は植民地であるとの主張は成立しない。第 73条のみがまた，
「民がまだ十全な自治を達成していない地域の行政に責任を持つ，あるいはこの責任を引き
受ける国連加盟国」の義務をも規定している。それゆえ，非自治地域を植民地だけに限定
しようとする主張は，いまだ完全に自治を行っていない多くの民に不利益をもたらす差別
行為である。

（14） ［文明の使命と国際連盟］（BG 1953, paras 63–66; §9, pp. 49–50）
　憲章［第 73条］が非自治地域を統治する加盟国に信託した文明の使命

0 0 0 0 0

は，この地域の住
人の利益が至上であるという原則にしたがって，彼らの政治的・経済的・社会的な進歩を
奨励し，彼らの自治能力を発展させる義務にある。これは，より進歩した文明を代表する
政府が文明の未発達な別個の民族集団に権力を及ぼすことに伴う本質的に人道的な責任で
あり，それゆえ，それが植民地のみに限られるとする本来的な理由はない。
　国際連盟規約は，国際連合憲章と同様に，限られた数の特に指定された「委任統治領」
と並行して，先住諸人口の一般に関わるより広い規定を設けていた。加盟国は管轄下の先
住諸人口に公正な待遇を確保する義務を負った139）。この義務はより詳細な形で国連憲章第
11章に再現されている。連盟規約では一般に適用すべきだった規定が，国連憲章では適用
範囲を制限されなければならない理由はない。
　国連総会で検討しているように，「自治」の条件により多くの項目を立てて，解釈を制限
しようとするならば，矛盾がますます露呈するばかりである。「自治」の条件が増えれば，
その条件を満たしていない多くの地域が，第 73条の規定する義務の適用を免れていること
が，ますます明らかになってしまう。これらの地域の大部分は，以前は国際連盟の加盟国
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だった国家に属している。これら国家が国連憲章第 11章を採択した意図は，かつて連盟規
約の下で彼らが負っていた，先住民を公正に扱うという義務から，自らを免除することだっ
たのか。彼らは，自国の統治する先住民はすでに十分に進歩して，保護装置 safeguardsは必
要なくなり，しかし，アメリカ合衆国，連合王国，フランス，ベルギー，オランダ，デンマー
ク，オーストラリア，ニュージーランドが統治する地域については，保護装置を強化すべ
きだなどとは，夢にも主張しようと思っていないだろう。それならば彼らは，かつて自ら
不平なく担っていた義務を拒否する一方で，他国（施政国）の義務は拡大すべしとする主
張を，説明できるだろうか140）。この態度は「住人の利益が至上であるという原則」といか
に調和できるのか。かつては一般に与えられていた保証 guaranteesを特定の民に限ること
は，同様の環境にある他の全ての民に対する不公正ではないか。このような政策は，同一
の責任を負う加盟国の間に，その差別的性格ゆえに（先住民のための国際的保護装置を発
展させようとする）全ての努力を確実に破綻させる仕組みを，打ち立てることになる。（BG 
1953, paras 92–93; §13, pp. 56–57）

（15） ［現行の議論の問題］（Ryckmans 1953a: 12–17）
　国連では非自治地域に対する技術援助について議論し，非自治地域を通知した国家は，
この技術援助を受けるよう促されている。あたかも，同じ技術援助が他の加盟国には不必
要であるかのごとくである。
　後進的民について議論すべき問題は，政治的支配［の形態］ではない。後進的民の保健・
栄養・農業・産業・労働・教育に関わる問題であり，非識字，地域言語，封建制，都市労
働者の住宅事情，農村の住宅，農民の借金などである。後進的民族集団に関わる問題は，
彼らが住む全ての国家に共通する問題であって，人為的に特定の民に限定して考慮すべき
ものではない。これらの問題に関わる勧告は，「施政国」とされてきた国家にとってと同様
に，「非施政国」とされる国家にも有益である。「非施政国」とされる諸国家も彼らの経験
と知識でもってわれわれ

0 0 0 0

を助けることができるはずである。実際，第 4委員会（情報委員
会）での議論では，インドのように自国の事情を語る国もあったが，きわめて少数に留まり，
なおかつ，自国の非自治地域を国連に通知するにいたっていない。
　非自治地域を［初次］リストの地域に限定して議論することによって，加盟国の間に二
つのカテゴリーが形成されている。一方は，施政国としての義務を拒否し，独立国家とし
ての主権を根拠に国連の介入を拒否しながら，監視者の役を果たそうとする特権的加盟国
であり，他方は，自発的に義務を果たすことによって，監視され，自国の内政に対する介
入を受ける少数の国家である。この状況は不公正，不正常である。
　国連の原則によって，どの地域の民であろうとも，全ての後進的民が［文明からの］保
証を受ける権利を持っている。しかし，この状況のゆえに，膨大な数の後進的な原住民
native peoplesがこの国際的保証から受益しないでいる。
　この状況から，民の自己決定に対する権利

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

の原則と人種不差別の原則
0 0 0 0 0 0 0 0

の適用を―憲章が
これらの原則に付与している普遍的性格にもかかわらず―現時点で非自治地域と見なされ
ている地域のみに制限しようとする傾向も生まれている。

（16） ［十全な自治と独立］（BG 1953, paras 67–71; §10, pp. 50–51）
　ある地域が非自治地域であるか否か，第 11章の適用下にあるか否かを判断する規準であ
る「十全な自治」について，その定義を決定するのは施政国であって，国連総会は決議に
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よって，法的拘束力のない勧告を成しうるのみである。
　「十全な自治」の概念は憲章第 11章の目的に沿って定義しなければならない。この点で
留意すべきは，第 11章が施政国に到達すべき目標として義務づけている自治は

0 0 0

，独立では
0 0 0 0

ない
0 0

ということである。国連憲章の非自治地域と信託統治地域の規定は，「独立」と「自治」
を対照的に用いている。サンフランシスコ会議は，非自治地域の目標に独立を含める提案
を退け，信託統治地域の方の目標とする決定を行った。憲章第 11章の下で施政国が負って
いる義務は，非自治地域の自治を発展させることであって，独立

0 0

を促進することではない。
サンフランシスコ会議では，「自治」がフランス語の公式文書で常に「行政的自治
autonomie administrative」と訳されたことは，記憶に値する。

（17） ［自己決定］（BG 1953, paras 72–85; §11, pp. 52–55）
　「非自治地域」の一つの特徴は，そこに居住する民が未だ十全な自治を達成していないと
いうことである。国連憲章第 1条にいう自己決定の原則は，非自治地域に関しては「民の
政治的願望に妥当な考慮を払うこと」という施政国の義務に表現されている。しかし，こ
の義務は絶対ではない。それはただ「各地域とその民の特定の環境および彼らの進歩のさ
まざまな段階に応じて」［憲章第 73条 b］実施すべきものである。この条文は，民の自治を
発展させるべき義務は，彼らがいまだ十分には自治を行う能力がないという事実から生ず
ることを，意味する。それは彼らが，妥当な自己決定に必要な成熟を欠いていることを，
意味する。この見解は，第 1期国連総会で多くの代表団が表明した141）。
　非自治の民が独立の意思を表明したとしても，施政国がその意思に従うことはない。施
政国が引き受ける使命は，当該の民を独立に導く義務を，含んではいない。独立した存在
を確保するのに十分な発達段階に達していない民を，施政国が独立させるならば，施政国
としての任務，とりわけ民の「政治的・経済的・社会的な進歩」を促進し（第 73条 a），「自
治」を発展させ（第 73条 b），なおかつ同時に「国際的平和と安全を推進する」（第 73条 c）
義務を達成しえないだろう。
　非自治の民の自治に向けた発意については，施政国は「各地域とその民の特定の環境お
よび彼らの進歩のさまざまな段階に応じて」実施しなければならない。したがって施政国
は，地域とその民の特定の環境および彼らの進歩の段階に適合した度合いの自治を決定し
なければならない。施政国はまた，自治を実施する適切な時期を決定しなければならない。
いかにこの責任が巨大であろうとも，決定は施政国の権限の内にある。

（18） ［国家の主権と非自治地域］（BG 1953, paras 6–10; §2, pp. 33–34; Ryckmans 1953b: 18, 27）
　国連憲章は，ある地域が十全な自治を達成しているか否かを決定する権限を，総会には
与えていない。サンフランシスコ会議において，非自治地域を指定し，非自治地域である
ことの終了を決定する権限を，国連総会に与えようとする提案がなされたが，採択されな
かった。非自治地域について国連憲章に規定のない事項に関する決定権は，加盟国（施政
国）が自発的に国連に譲渡しない限り，加盟国に属す。統治下の非自治地域が「十全な自
治」を達成したか否か，地域が第 11章の適用を終了したか否かの決定は，加盟国の主権に
よる自由裁量 sovereign discretionに属す。非自治地域を通知していない加盟国からは，憲章
第 11章による介入を自国の内政に対する干渉だとして拒否する見解が聞こえる。内政の理
由により反対するのならば，それは他の全ての加盟国の領土と等しく，ベルギーの主権の
下にある領土についても当てはまる。
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（19） ［ベルギーのコンゴ統治］（Ryckmans 1953a: 15–16）
　ベルギーは小国であるが，国連が全体として低開発国の 15億人に与えた技術援助を何倍
も上回る技術援助を，ベルギー単独でコンゴ領 the Congo territoriesの 1150万の住人に与え
てきた。
　ベルギー領コンゴは宗主国と単一の国籍を持つ単一の国家である（BG 1953, paras 27; §5, p. 
39）。
　ベルギー領コンゴの（複数の）民は，すでにかなりの進歩を成している142）にもかかわら
ず，現代世界の要求に従って完全に独立的に［自治つまり］彼ら自身を統治することを可
能にするほどの進歩を，達成してはいない。それゆえベルギーには，憲章がわれわれに課
す神聖な使命を果たす義務がある。わが国は，アフリカで成しとげた事業に誇りを抱いて
おり，この使命に最善を尽くしてきた。それを放棄することは決してない。

　ベルギー・テーゼは，国際法の歴史では，先に言及した 1960年の国連総会決議

1541（xv），とりわけそれによって確定する海洋ドクトリンとの関連で，このドクト

リンに異議をとなえた議論と位置づけられている143）。このドクトリンはさらに植民

地独立供与宣言の視野を海外「植民地」に限定したといわれる。結果としてこのドク

トリンによって退けられた議論，否定的な意味でこのドクトリンの踏み台となった議

論という位置づけである。つまり，ベルギー・テーゼは主として 1541（xv）決議の

枠組みから捉えられ，評価されてきた（家 1974: 16–19; Thornberry 1989: 873–875; 

1991: 16–18; Rodríguez-Piñero 2005: 139–144）。

　この経緯を論争の歴史としてみれば，議論を弁証法的に大きく展開させたわけでは

なく，ベルギー・テーゼの果たした役割はむしろ小さい。先に見たように，国連の発

足当初，自国の領土から非自治地域を通知しなかった加盟国は，この制度にふさわし

いのは植民地主義「宗主国」の海外「植民地」であるとする了解を，共有していた。

1541（xv）決議の諸原則はこの通念を法的言語で表現したものである。「非自治地域」

とすべき地域の条件について，1541（xv）決議という 1960年時点の到達点は，それ

に先立つ 10余年前の出発点から，動いてはいなかった。ベルギー・テーゼはこの間

の議論を方向転換させようと試みたが，それに失敗したのであり，しかも，その決着

は案外に早くついていた。1956年の時点で国連における脱植民地化の事業を論評し

た Toussaintは，1954年の国連におけるベルギーの発言を引用してその主張を紹介

し144），道義
0 0

的
0

には推奨に値するが，法的には支持を得られないとして，「本土」と「非

自治地域」を別個のものと解釈させる国連憲章の条文（第 74条145））と，内政不干渉

の原則（第 2条 7）を指摘している。つまり，彼が論評した当時には，国連における

ベルギー・テーゼに関する論争はすでに決着していた。ベルギーの主張が退けられる

ことの道義
0 0

的
0

意味を，彼は次のように述べている。
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国家の地続きの拡張
0 0 0 0 0 0 0 0 0

contiguous expansionは植民地主義の汚名を免れ，実際には植民地主義
国家である国家が，そのレッテルを貼られるのを免れている。さらに重要なことに，この
［本土とは別個という］限定された意味での非自治地域に該当しない従属的地域は，国際的
注視から免れてしまう。（Toussaint 1956: 175）

論争の歴史の常として，退けられた主張は，勝ち残った主張の認識枠組み
0 0 0 0 0

と語彙で解

釈され，勝者と対立した結論部分だけが記憶される。上に要約したように，ベル

ギー・テーゼの内容は多岐に亙るが，その大半は，論争での主張
0 0

を裏づける根拠と理

念，関連する事実の説明だった。しかし，Toussaintが銘記したのは，ベルギー・テー

ゼの中の直接的な主張
0 0

の部分，つまり要約（1），それも論争としてより攻撃的な（1a）

のみである。Toussaintのコメントには，「国際的注視から免れてしまう」存在として，

先住民は間接的に含意されているだけである。「国家の地続きの拡張」と，雑な大枠

を指摘するのに留まり，ベルギー・テーゼが指摘したアジア
0 0 0

・アフリカの新興国
0 0 0 0 0 0 0 0

とい

う重要な細部を剪定している。国連がこの論争に与えた回答は，Toussaintのコメン

トよりさらに簡略なあの海洋ドクトリンである。ベルギー・テーゼと海洋ドクトリン

との間の大きな差異，つまりベルギーがその主張の背景として展開した非自治の民と

地域に関する認識は，その良し悪しの評価は暫く措くとして，国連による脱植民地化

の事業から忘失された。

　ベルギー・テーゼが国連総会（第 4委員会）の場で退けられた理由は，比較的容易

に推察することができる。ベルギーは，国連加盟国の「半ば以上」が義務を果たさ

ず，自国の非自治地域を国連に通知していないと主張した（要約 12）。討論参加者の

過半を批判する主張を展開して，過半数の支持を得ようとするのは，もともとが無謀

な試みである。Toussaintは，「反植民地勢力」が，非自治地域としての通知（登録）

の取り下げには圧力をかける一方で，自国に累が及ぶのを恐れて，非自治地域を増や

そうとはしなかったことを指摘している（1956: 176）。さらに，ベルギーは発言の中

で慎重に言及を避けていたと推測されるが，その慎重さも完璧ではなかったようで，

「オーストラリア…アメリカ合衆国の未開民の急速な減少」と，この両国に言及して

いた（要約 10）。ニュージーランドに触れるのもベルギーにとっては危険なことだっ

たはずである。白人入植者と異なる「ポリネシア人が住む」ゆえに，クック諸島を非

自治地域として通知したと，ニュージーランドを賞賛したが（要約 6），当時のニュー

ジーランドにはさらに農村部にポリネシア系のマオリ人がいた146）。ベルギー・テー

ゼを自国の主権に対する介入と見なす可能性のある国家は，非施政国ばかりではな

く，施政国 8か国の中でも 3か国を数えたのであり，ベルギーは，支持を期待した国
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でさえ反対にまわしかねない主張を，行っていた。

5-2　国家と国境の再定義―脱植民地化の「強いメッセージ」

　ベルギーにベルギー・テーゼを形成させた最大の要因は，総じていえば，植民地統

治―国連の用語でいえば「施政国」による「非自治地域」の「行政」―をめぐる加

盟国と国連との軋轢，国家とその主権に介入しようとする国連との軋轢である。ベル

ギー・テーゼには，国家の主権と内政，領土（つまり主権の及ぶ地理的範囲），「宗主

国」と「植民地」の関係，さらに地域と国家のさまざまな境界
0 0

に関する見解が含まれ

ていた。非自治地域制度の適用対象に関する主張を補強し，自国の植民地政策を弁護

するためには，これらの論点に言及する必要があったためである。同じことは国連に

おける非自治地域制度の議論一般に当てはまる。

　国連ではベルギー・テーゼの論争が下火になるのと入れ替わるようにして，スペイ

ンとポルトガルが論議の的となった。1955年に国連に加盟した両国は，加盟に際し

て，海外「植民地」を非自治地域として通知しなかった。自国は単一の国家であっ

て，自国の主権の下にある州は海外州
0 0 0

（つまり海外「植民地」）を含めて同等である

というのが，それぞれの主張だった（家 1974: 19, 22）。ベルギーは，海外「植民地」

コンゴは自国の主権の下に統合されているとする主張（要約 19）で，両国と一致す

るものの，その海外「植民地」を非自治地域として国連に通知することには同意して

いた。それを拒否したスペインとポルトガルの論理は，二つの議論を援用していると

見ることができる。一つは，国家の主権の下にある領土は，地理的に隣接する領土で

あろうと海外領土であろうと，等しく主権国家の内政に属すとするベルギーの認識で

あり，二つには，「反植民地」諸国が自国内の非自治地域の通知を拒否して依拠した

内政不干渉の原則
0 0 0 0 0 0 0 0

である（cf.要約 12–14，18）。

　国連総会（第 4委員会）では「反植民地」諸国がスペインとポルトガルを批判し，

審議の論点を，非自治地域とすべき地域の条件に移していった。海洋ドクトリンを掲

げる 1960年の国連総会決議 1541（xv）は，この審議も反影している。第 4委員会が

総会に提案するこの決議案の内容を確定した時点で，スペインは海外領土を非自治地

域とすることに同意し，同様の同意を与えなかったポルトガルは，総会決議によって

海外領土を非自治地域に認定された（家 1974: 22–26）。

　国連総会決議 1541（xv）が非自治地域の条件について述べる原則（Iおよび III）は，

先に見たように，「非自治地域」と認定すべき対象を，まずは「宗主国」から海洋で

隔てられた「植民地」に限定した。それは，国際法の研究者が指摘したように，ベル
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ギー・テーゼを退ける。それと同時に，スペインとポルトガルの主張も退け，「宗主

国」の海外「植民地」を，少なくとも「非自治地域」に該当するか否かを検討する対

象とする。さらに，この時点で国連は，「非自治地域」を認定する権限を加盟国の主

権から外し，国連総会の権限として確保した147）。ベルギー・テーゼ，スペインとポ

ルトガルの主張，そして海洋ドクトリンを含む国連総会決議の結論という審議過程

は，国連による脱植民地化が国家像を流動化
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

させ，主権，領土，内政の範囲，そして

国境の条件を再定義
0 0 0

したことが分かる。

　先に言及したように，1960年にほぼ同時に国連総会が採択した二つの決議，植民

地独立供与宣言と 1541（xv）は，しばしば一組の決議として解釈される。植民地独

立供与宣言は簡明に，「いまだ独立を達成していない全ての地域…の民に…直ちに」

独立を供与すべきであると述べていた。これも先に述べたように，国連におけるその

後の脱植民地化の事業を導いた実践的解釈は，この宣言の対象であるべき「いまだ独

立を達成していない全ての地域」について，1541（xv）決議の海洋ドクトリンを具体

的な指標とした148）。私の解釈では，植民地独立供与宣言の「強いメッセージ」は海

洋ドクトリンと結合して，より強固なメッセージとして国連以前の国際法における国

家像に介入し，再定義を与えた。

　国連憲章は，ベルギー・テーゼが指摘したように，植民地支配の対象―国連の概

念では「非自治」の「民」と「地域」―を一般に
0 0 0

，国連による脱植民地化の事業―

国連の概念では「自治」を目標とする「神聖な信託」―の対象とした。しかし，現

実の過程では，国連を構成する国家の利害を反影して，国連はこの事業の対象を限定

した。海洋ドクトリンに該当する，植民地主義「宗主国」の海外「植民地」である。

この限定された具体的な対象に対して，植民地独立供与宣言は「いかなる条件も保留

もつけずに，直ちに」独立を与えようとした。国連による脱植民地化の事業を代表す

るこの国連総会決議は，少なくともそのメッセージの上で
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，Anghieが述べるような

国際連盟・国際連合以前の主権国家像を，変容させた。国連はもはや，「宗主国」（国

連の用語で「施政国」）がその海外「植民地」（国連が認定する「非自治地域」）を自

己の主権と内政の内に囲い込むことを許さず，「宗主国」と海外「植民地」の間に境

界を設け，この境界を脱植民地化後の国境として，また「宗主国」と海外「植民地」

のそれぞれを脱植民地化後の新たな主権国家
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

として，再定義
0 0 0

しようとした。さらにこ

の国家像の再定義は，海洋ドクトリンと結合して，地続きの領土内に植民地を持つ国
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

家
0

にも作動した。これらの国家は国連の介入を免れ，植民地を内包した全体として脱
0

植民地化後の国家
0 0 0 0 0 0 0 0

であり続け，植民地を内包した領土の境界が脱植民地化後の国境
0 0 0 0 0 0 0 0 0

で
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あり続けた。これらが，国連の脱植民地化の「強いメッセージ」が再定義した新たな

主権国家像である。後に改めて取り上げるが，ILOが 107号条約で焦点を絞ることに

なる「独立国
0 0 0

における」先住民・部族民という設定は，国連の脱植民地化が再定義し

た国家像にもとづいている。

　さらに，この新たな国家像から過去に遡及して，新たに主権国家の間の国際関係へ

と再定義される以前の関係が，国連によって脱植民地化される以前の関係
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

と，つまり

植民地支配
0 0 0 0 0

と再定義される。国連における脱植民地化のコンテクストでは，「宗主国」

と海外「植民地」の関係が，この事業の対象となるべき植民地支配
0 0 0 0 0

（植民地的支配関

係）である149）。この脱植民地化によって，「宗主国」は，海外に
0 0 0

「植民地」を持たな

い非帝国的な国民国家，つまり海外に勢力を拡張して「植民地」を獲得していく以前

の国境と領土におおむね一致する国家となり，そのかつての海外「植民地」が新興の

国家として独立した。これら国連による脱植民地化
0 0 0 0 0

の以前
0 0

の諸形態から，それ以後
0 0

の

諸形態への転換
0 0

が，脱植民地化
0 0 0 0 0

であり，その意味で，一連の（再）定義は「脱植民地

化」の定義をも含んでいる。

　これら一連の概念の再定義は，いずれも，植民地独立供与宣言が海洋ドクトリンと

結合して発する脱植民地化の「強いメッセージ」の作用である。このメッセージは，

国家，植民地，国家間関係，国家と植民地との関係，植民地支配ないし植民地主義，

これら相互に関連する事象について，現代の慣用語でいえば「コロニアルな」形態か

ら「ポストコロニアルな」形態への移行を表現する概念群を，（再）定義した。

　これらの（再）定義では，「植民地」を失った元宗主国は，すでに脱植民地化を終

えたのであり，同じ意味で，脱植民地化によって「植民地」から独立した新興の国家

も，脱植民地化後の（ポスト・コロニアルな）国家，つまり脱植民地化がすでに意味

を成さない国家，それゆえ植民地主義が意味を成さない国家である150）。海洋ドクト

リンの定義する脱植民地化に当てはまらなかった国家，つまりベルギー・テーゼが地

続きの領内に「非自治」の民と地域の存在を指摘した国家もまた，後に改めて考察す

るが，脱植民地後の（ポストコロニアルな）国家とされた。国連憲章が一般的原則と

して規定した加盟国の「内政」不干渉（第 2条 7）も，この脱植民地化によって再定

義される。そして，この再定義された範囲の「内政」が，元宗主国だった国家，新興独

立国家，そしてその他の脱植民地化の対象とならなかった既存の国家に，適用された。

　このようにして，脱植民地化，それ以前の状態である宗主国と海外「植民地」，脱

植民地化後の諸国家，この諸国家の領土と国境，その諸国家が構成する国際連合その

他の国際機関，これら脱植民地化後の（ポスト・コロニアルな）国際秩序の構成要素
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が，今日一般に理解されている意味で定義され，さらに，特定の歴史的状況に規定さ

れた特殊な定義であることが忘失されて，一般的定義として定着した151）。「植民地」

といえば海外植民地を指し，それ以外の植民地は「植民地」の概念から忘失された。

これが，国連の脱植民地化の「強いメッセージ」がもたらした認識上の帰結である。

5-3　もう一つの脱植民地化―持続する植民地主義国家像

　ベルギー・テーゼは，前節で述べた意味での脱植民地化に対しては，非常に消極的

な姿勢を貫いていた。非自治地域に対する施政の目標であるべき「自治」を，独立を

含まないもの，つまり独立とは二者択一の関係にあるべき「自治」と解釈していた

（要約 16）。「非自治」の民の自己決定権を否定し（要約 17），替わって，彼らには「文

明」の「保護」を受ける権利を認めた（要約 2，15）。自国の海外領土コンゴの統治

を，「文明の指命」に従った善政であると誇り，現状より踏み出して独立を目標とす

る意図はまったく示さなかった（要約 19）。「後進的民」に対する「文明の指命」を，

ベルギーは国連よりむしろ国際連盟の理念によって理解していた（要約 2，8，14）。

このベルギーの姿勢は，植民地支配を「文明ノ神聖ナル信託」と正当化してはばかる

ところのなかった国際連盟から，一歩も出ていない152）。後に植民地独立供与宣言を

打ち出すことになる「反植民地勢力」にとっては，共鳴しうる理念を一つも提示して

いなかった。現在の時点で振り返っても，第二次世界大戦後に行われた脱植民地化

―「強いメッセージ」が描く脱植民地化―に先立つ段階における植民地主義イデオ

ロギーの一つの典型として位置づけるのが適当である。

　しかし，国連による脱植民地化の現実の過程は必ずしも，植民地独立供与宣言の

「強いメッセージ」が描く形では，進展しなかった。ベルギー・テーゼが維持しよう

とした「宗主国」の海外「植民地」に対する支配関係を，まったく排除したのではな

かった。ベルギー・テーゼには，施政国の植民地主義を代弁するという側面もあった

のであり，施政国はその植民地主義を，植民地独立供与宣言の「強いメッセージ」の

背後で，ほとんど注目を浴びることのない形で，持続させることに成功していた。そ

れは，非自治地域の制度の出口に当たる論点に関わっている。先に，施政国が「反植民

地勢力」に対して打ち出したとして言及した三つの対抗策の内の三番目のものである。

　非自治地域の制度の出発当初から，一旦は通知（登録）のあった非自治地域につい

て，独立による停止以外にも，施政国が情報送付を継続しない事例があいついだ。施

政国が与えた情報送付停止の説明は，「自治」の達成だった。1960年までの期間にそ

のようにして施政国が情報送付を停止したのは，オランダのアンチルとスリナム
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（1951年，総会による承認は 1955年），アメリカ合衆国のプエルト・リコ（1953年，

同年に総会が承認，以下同じ），アラスカとハワイ（1959年），デンマークからのグ

リーンランド（1954年）である。プエルト・リコはアメリカ合衆国との「自由連合

国 Commonwealth, Estado Libre Associado」が，それ以外の地域は本国との「統合」が，

「自治」達成と説明された内容だった153）。国連総会（第 4委員会）はこれら施政国の

行動に対応して，通知のあった地域ごとに「自治」の状況を審査し，非自治地域であ

ることの終了について，施政国の主張する主権と内政に介入して，国連総会の承認事

項とすることに成功した。同時に，非自治地域の達成すべき「自治」の条件について

議論を深めていった。1541（xv）決議はこの面でも審議の成果を織り込んでいる。先

にこの決議について述べた内の，原則 VIとそれ以後の原則（VII～ XI）である。

　オランダがスリナムとアンチルについて本国との「統合」を実施しようとし，総会

から承認を受けた時期は，スペインとポルトガルが非自治地域の登録を拒否した時期

と重なる。それぞれが主張する国家像は，海外「植民地」と「宗主国」とを後者の国

家主権のもとに「統合」するという意味で，同一である。違いは，オランダの例が

「非自治地域」という地位の終了に関わり，さらに国連による審査と承認を経たのに

対し，スペインとポルトガルの例は「非自治地域」という地位の開始に関わり，さら

に国連の関与を拒否したことにある。1541（xv）決議を肯定的に評価すれば，国連は

この決議によって，一方で，加盟国の統治下にある地域から非自治地域を認定する権

威を確保し（原則 III），他方で，非自治地域が「自治」を達成する形態を，独立に限

ることなく，複数の選択肢を容認し，その上で，非自治地域の独立以外の「自治」達

成については，国連総会が承認する権威を確保した154）。

　先には再三，1960年の二つの国連総会決議はしばしば一組のものとして解釈され

ると指摘した。しかし，両者の間には大きな溝が存在する。植民地独立供与宣言の声

高な「強いメッセージ」の背後で，実務的な 1541（xv）決議は，それとは異なる内

容の「弱いメッセージ」を提示していた。植民地独立供与宣言からすれば，この溝を

含んだ 1541（xv）決議は，肯定的に評価すべきものではない。宣言は「いまだ独立

を達成していない全ての地域に…直ちに」独立を供与することを求め，植民地的従属

と独立の間に中間形態を認めなかった。それに対して 1541（xv）決議は，非自治地

域の達成すべき「自治」について，「主権独立国家」のみに限定せず，「独立国家との

自由連合」と「独立国家との統合」を用意した（原則 VI）155）。「自治」つまり植民地

的従属からの解放を「主権，自己決定，独立」と一連のものとする植民地独立供与宣

言の論理からすれば，「自由連合」と「統合」は，独立であるべき「自治」からの逸
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脱である。いずれの「自治」形態も，上に述べたアメリカ合衆国など施政国からの提

起に応じたものだった。

　1541（xv）決議の「自由連合」と「統合」の要件を述べる原則（VII～ X）156）は，

植民地独立供与宣言の主要な概念である「自己決定，主権」を用いていない。「自由

連合」と「統合」のいずれについても，当該地域の民の「自由に表明された意思」に

基づくべきことを述べているので，「自己決定」の要件は含まれていると解釈され

る157）。欠けているのは「主権」である。もし「主権」が当該地域の民にあるとすれ

ば，「統合」の場合，彼らにとっての「主権」とは，その「主権」の委譲を「自由に

表明された意思」によって決定することにある。Anghieによれば，19世紀後半の帝

国主義国際法において，法的主体（主権）の資格を認められなかった「非文明」の政

治共同体が，擬似的に「主権」を認められるのは，領土と「主権」を放棄して譲渡す

る条約，つまり植民地の地位に同意する条約を締結する時だった（1999: 36–49）。

1541（xv）決議が求める「統合」の条件には，「統合」する国家と「統合」される地

域との，民の完全な市民的平等が含まれているので（原則 VIII），帝国主義国際法に

おける植民地化と同一視するのは，適切ではない。しかし，1541（xv）決議は，「自

由連合」については地域の民がその地域の地位―つまり「自由連合」という地位―

を変更する自由を保持すべしと規定するのに対して（原則 VIIa），「統合」について

はこの変更の自由を述べていない。つまり，いったん「統合」を選択すれば，元の地

域の民が再び民として，つまり自己決定の主体として，再結集する道を用意していな

い。先住民にとって，この「統合」が植民地的な支配（その継続）になりうることは，

アラスカとハワイが例証している158）。

　「自由連合」についても「主権」に欠落がある。1541（xv）決議は「連合する地域」

に「外部の干渉なくその内的憲法を決定する権利」（原則 VIIb）を認めている。つま

り，「独立国家との自由連合」を選択する地域は，「自己決定」について区分される

「内的自己決定」のみを保持し，「外的自己決定」―政治共同体として行うべき対外

的関係（外交）と戦争防衛―は，連合する国家に委ねる「自治」形態である。

Anghieによれば，19世紀後半の帝国主義国際法においては，「保護領 protectorate」は，

「内的主権 internal sovereignty」を保持し，「外的主権」を宗主国に委ねる植民地形態

だった。その「保護」関係を締結する条約は，宗主国に「保護領」の「内的主権」を

保証することを義務づけていたが，宗主国が「保護領」の内政に易々と介入するのが

常だったという（1999: 54–57）。1541（xv）決議は，上に見たように，「自由［に］連

合」する地域にその地位を変更する自由を認めているので，19世紀的な「保護領」
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と見るのは適切ではないが，施政国が国連に通告した「自由連合」の事例が，この自

由を実効性ある形で認めていたかどうか，疑念が示されている159）。

　1541（xv）決議は，植民地独立供与宣言の単純明快なメッセージとは対照的に，「独

立」以外に複数の「自治」形態を提示し，そこには「統合」さえもが含まれていた。

この決議からは，少なくとも次の二つの含意を読み取ることができる。一つは先住民

の「自治」についてである。1541（xv）決議は「地域の民」について述べても，個別

の「民」には言及しない。仮に「ベルギー・テーゼ」が主張したように，先住民が

「自治」の主体として考慮されるとしても，1541（xv）決議は，その「自治」が必ず

しも「主権独立国家」ではなく，「自由連合」や「統合」となる可能性を示唆してい

る160）。さらにその 10年後，国連総会は総会決議 2625（xxv）「友好関係原則宣言」

（1970年）を採択し，非自治地域の「自治」形態に第四の選択肢「民の自由な決定に

よるその他の政治的地位
0 0 0 0 0 0 0 0 0

」を追加した。先に見たように，1993年宣言で先住民は「自

己決定権」を要求した。いうなれば，それまで舞台から排除されていた先住民が，権

利を求めて舞台に上がろうとした時には，舞台を支配する諸国家はすでに，先住民の

要求よりはるかに後退した回答を用意していた。

　二点目は宗主国の植民地主義の持続である。1541（xv）決議の「弱いメッセージ」

は宗主国（施政国）に対してむしろ融和的だった。決議が示す「自由連合」と「統合」

の「自治」形態は，いずれも，「自治」達成後も引き続き地域の民を施政国の主権の

下に位置づけるものであり，主権の配置において施政国つまり宗主国に植民地支配を

継続させる途を開いている。これ以上に踏みこんで述べるには，私の準備は不十分で

あるが，国連が主権国家として承認する国家（つまり加盟国）が増加し，その地理的・

経済的位置と人口規模の多様性が極限にまで拡大している現在，単純に地域住人の

「自治」を最優先させるのであれば，「自由連合」国に留める意味，さらに「非自治地

域」の地位に留めておく意味はない。かつての非自治地域で，施政国が「統合」ない

し「自由連合」とした地域（ないし国家），さらに「非自治地域」に留めている地域

を併せて考慮するならば，それらを束ねて自国の主権の下におく宗主国の戦略的な利

益が読み取れる161）。ベルギーがコンゴに対して示した植民地主義的な執着を，他の

施政国はより粘り強く保持し続けた。前節で見たような，植民地独立供与宣言と海洋

ドクトリンの「強いメッセージ」が脱植民地化を通して再定義した国家像は，その背

後で目立たない形で裏切られていたのであり，植民地主義諸国は，脱植民地化―そ

の「強いメッセージ」―の以前の国家像に近似の国家形態を維持することに成功し

ている。
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　本節は，ベルギー・テーゼが表明する植民地主義の指摘から始めた。それは，ベル

ギー・テーゼが対抗した「反植民地勢力」の要求とのコントラスト，ひいてはこの

「反植民地勢力」の声を集約することになる植民地独立供与宣言の「強いメッセージ」

とのコントラストが映し出すベルギー・テーゼの姿だった。しかし，同じ国連による

脱植民地化の事業が出した「弱いメッセージ」と，そこに持続する宗主国の植民地主

義を見てきたこの時点で振り返れば，ベルギー・テーゼの植民地主義的な主張がこの

国連の脱植民地化の「弱いメッセージ」に近似していることに，気づこう。少なくと

も，非自治地域の独立を回避し，この「弱いメッセージ」に沿って非自治地域を「自

治」達成後も自国の主権の下に保持しようとする施政国の姿勢は，ベルギー・テーゼ

と大差ない。国連における先住民権利宣言の審議において，1993年宣言に修正を迫っ

た諸国家の姿勢も，その延長上に位置づけることができる。さらに視野を拡大して，

具体的な先住民政策に立ち入った ILOの二つの条約を振り返れば，先住民の自己決

定に否定的だったこと，先住民の自治に対してさえ消極的だったこと，そして国家の

パターナリズムによる先住民の「保護」と援助の政策を奨励したこと，いずれもベル

ギー・テーゼと変わるところはない。ベルギー・テーゼ，国連の脱植民地化の「弱い

メッセージ」，ILOの二つの条約，これらは，国連の脱植民地化の「強いメッセージ」

の背後で持続した植民地主義
0 0 0 0 0 0 0 0 0

の，時代と対象を異にする一連の変異型である。

5-4　「地域」か「民」か―脱植民地化の認識枠組みと先住民

　憲章を初めとする国連の文書は，「自治」とそれに連なる権利について，その所在

を基本的には「民」に帰しながら，実効力を持つ決定的な規定では常に「地域の民，

地域の住人」として，「地域」の区画を優先させていた。「非自治」からの「自治」達

成を認定しようとする 1541（xv）決議（原則 IV，V）は，さらにこの方針を徹底さ

せて，特定の地理的条件へと囲い込んだ「地域」のみについて，その「民，住人」の

「自治―非自治」を判定しようとした。「自由連合」と「統合」の原則162）も，「自由に

意思を表明」する主体を「地域の民」として，個別の民の意思を見ようとはしない。

ベルギー・テーゼが「現在の国連では，問題はもはや民ではなく
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，地域である
0 0 0 0 0

とする

ような法的屁理屈」（要約 8）と揶揄した所以である。ベルギー・テーゼを退けて国

連の脱植民地化の事業が先住民を不可視
0 0 0 0 0 0 0

の存在とした大きな要因の一つは，両者の認

識枠組みの違い，つまり「民」を捉えようとする枠組みと，「地域」の区画を見る枠

組みとの差異だった。そして，「地域」を見る認識枠組みに関しては，脱植民地化の

「強いメッセージ」と「弱いメッセージ」のいずれも同一であり，両者に差はなかっ
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た。この節では，この認識枠組みの作用と，それによって先住民が脱植民地化の視野

の外に排除された所以を，追跡しよう。

　ここで考察しようとする認識枠組みの違いは，「民」と「地域」との単なる個別的

な語彙の違いではない。両者の語彙が体系として異なっており，それえゆえ，ベル

ギー・テーゼを受けとめた国連の場は，いわばベルギー・テーゼを誤訳
0 0

し，誤読
0 0

して

いた。ベルギー・テーゼが「非自治」を認識した対象は，憲章の規定する通り，民で

ある。ベルギー・テーゼは非施政国に対する批判として自己の主張を構成しているの

で，主として未だ登録されていない「非自治」の民と地域に言及している。しかし，

「この考察…はまた，中央政府の首都から広大な海洋によって隔てられた島々に住む

後進的民にも当てはまる。隣接した地域であろうと，そうでない地域であろうと，い

ずれも非自治と見なさなければならない」と述べていたことを想起したい（要約 12，

cf.要約 8）。他方で，そのベルギー・テーゼを受けとめる国連の場は，「地域」という

認識枠組みを通してベルギー・テーゼを解釈した。ベルギー・テーゼが退けられるこ

とに関連して，Toussaintがその道義的意味を「非自治地域に該当しない従属的地域

は，国際的注視から免れてしまう」とコメントしていたことを想起したい。ベル

ギー・テーゼの指摘に即していいかえれば，「国際的注視から免れてしまう」のは，

非自治地域として登録されていない地域のみではない。既登録の非自治地域について

も，まさにこの「地域」の認識枠組みによって，その先住民は一貫して「国際的注視

を免れて」きた。

　国連総会（第 4委員会）での審議が非自治地域の住人の構成に及んだことも，ない

ではない（家 1974: 44–45）。国連憲章第 73条は施政国の義務について，「地域の住人
0 0 0 0 0

の利益が至上であるという原則を承認し…この地域の住人
0 0 0 0 0

の福利を…最高度に増進す

ること…」と述べていた。施政国の担当する「行政」の対象となり，いずれは「自

治」を担うべき「地域の住人」とは，具体的に誰を指すのか。

　Toussaint（1956）のリビューによれば，イギリスは東アフリカと中央アフリカの植

民地で実施していた「パートナーシップ」政策に言及して，非自治地域制度の対象は

文字通り「地域の住人」全体を意味すると主張した。「パートナー」原則は信託制度

より一歩進んだ制度であり，「原住の住人」が単に受動的に「より進歩した者」の

「保護監督」を受ける「信託制度 trusteeship」に対して，住人と行政が「パートナー

精神」によって共同で地域を発展させる。かくして，住人はヨーロッパ人であろうと

原住民であろうと，地域の自治という同一の事業のために働くパートナーになる。

ヨーロッパ系入植者の大きな共同体が存在するところでは，このパートナー関係は



国立民族学博物館研究報告　 32巻 3 号

430

「多国民国家 multinational State」のための基礎を形成するという。この議論に関連し

て，第 4委員会の情報委員会163）はその 1952年の報告で，「非自治地域の住人」につ

いて，当該地域に居住していて「彼ら自身と子孫の将来が地域と全住人との福祉・発

展に密接に結びついていると考えている全ての民」を想定していると述べていた164）。

これらの見方に対して，フィリピンとインドネシアは反論し批判した。第 73条は施

政国や他の主権国家の国民 nationalsは除外している。憲章の制定過程から明らかな

ように，非自治地域を定義する第 73条は，その後進性ゆえに特別の保護が必要な（地

域の）住人について述べている。植民地に住む施政国その他の主権国家の国民は，す

でに進歩しており，施政国の権力の恩恵も受けているので，特別の保護を必要としな

い。それゆえ，第 73条の「住人」は「先住民 indigenous peoples，先住の住人

indigenous inhabitants」のみを指す。すでにかなりの数の外来定住者がいる地域では，

「パートナーシップ」は「先住の住人」の利益を底辺に押しやりかねない。中央アフ

リカではアフリカ人指導者から，イギリスが推進している「パートナーシップ」政策

について，アフリカ人を白人の下級パートナーにするものだとの正当な懸念が示され

ている（Ingles 1952, paras 6–13; Sastroamidjojo 1952, paras 58–59）

　国連でのこの議論について考察を進めるには，さらに当時の会議資料の検討が必要

であるが，いまの時点でとりあえずのコメントを述べれば，フィリピンなどの主張が

ベルギー
0 0 0 0

・テーゼと同一の視点
0 0 0 0 0 0 0 0 0

で，「地域の住人」の中から「後進的」な先住民を識

別しているのが，興味深い。さらに興味深いのは，施政国に対する「反植民地」的追

及の主力を担い，ベルギー・テーゼに最も声高に反論したラテンアメリカ諸国の反応

である。フィリピンなどが危惧し批判したように，「非自治地域の住人」として植民

地の社会全体を想定したのでは，植民地に形成された入植者と現地人（先住民）との

植民地的権力関係は，非自治地域の「自治」達成によっても解消されない。イギリス

が進めていた「パートナーシップ」政策からは，入植者の共同体が権力を保持したま

ま「自治」を達成し，独立国を構成することも予見された。そしてラテンアメリカ諸

国はこのイギリス提案を既知の感覚をもって受けとめたはずである。これら諸国は共

通に，入植者共同体が本国からの分離独立を選択した歴史を持っていた。しかも，そ

の歴史をベルギー・テーゼが指摘していた（要約 5）。ただし，国連総会公式記録では，

ラテンアメリカ諸国は「パートナーシップ」政策について，沈黙を守ったようだ。

　10数年後，フィリピンなどの危惧が現実となり，中南米（さらに北米）諸国の歴

史の再現さながらだったのが，イギリスが「パートナーシップ」政策を推進していた

中央アフリカでの，南ローデシア「独立」問題である。植民地独立供与宣言の採択に
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伴って「植民地独立供与履行特別委員会」が設置され（1961年），「いまだ独立を達
0 0 0 0 0 0 0

成していない全ての地域
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

」（同宣言第 5項）を対象として国連の脱植民地化の事業を

統括した。1960年代末から 70年代に入り，すでに多くが独立や「自治」を達成して

いて，特別委員会が扱うべき地域が限られていったのに反比例して，特別委員会は活

動を南部アフリカに集中させていった165）。南ローデシアの入植者共同体が構成した

自治政府が，アパルトヘイト政策によって現地人（先住民）を抑圧しつつ「独立」を

宣言したとき，国連も国際機関（アフリカ統一機構）もそれを容認せず，現地人の武

力解放闘争を支援し，結果として，現地人を主体とした政権による独立国ジンバブエ

として再出発した。

　時代状況がまったく異なるので，南ローデシアの「独立」と南北アメリカにおける

植民地独立の経緯とを比較するには，慎重な用意が必要であるが，南ローデシアのア

パルトヘイト政策を視野に納めて観察しても，南北アメリカの諸国が独立した当時の

国内植民地的状況と，南ローデシアが「独立」を宣言した当時の植民地的状況とは，

大差があったわけではない。共時的視点で南ローデシア内部の植民地的状況と南北ア

メリカ諸国における国内植民地的状況を見ても，ベルギー・テーゼ（要約 5，6，11）

がラテンアメリカ諸国について指摘していたように，多くの点で両者は連続的だった

はずである。しかし，「いまだ独立を達成していない全ての地域」に即時の独立を与

えようとした国連は，南ローデシアについては植民地の入植者共同体による「独立」

―さらにそれに続くべき「国内」植民地的状況の持続―を許容せず，しかし南北ア

メリカについては国内植民地的状況の持続を黙認した166）。

　一見して，異なる原則を対象によって使い分ける矛盾した政策である。「地域」の

「自治」を担うべき「地域の住人」に入植者が含まれるか否かの問題は，上に見たよ

うに散発的に議論とはなっても，「自治」の目標が独立だった場合には，国連の場で

議論となる機会は少なかったと思われる。独立を要求する「地域」では，ほとんどの

場合，独立をめぐる対立の境界は，一方は宗主国とその利益を植民地で代行する入植

者共同体，他方はこれら宗主国と入植者とに支配されてきた現地人（先住民），この

両者の間に設定されたからである。独立はしばしば武力的な解放闘争によって達成さ

れた。この場合も，入植者共同体は宗主国とともに現地の解放勢力と戦い，その敵と

なった。「自治」とりわけ独立の担い手は，「地域の住人」から入植者を除いた現地人

（先住民）であるとの了解は，改めて明示する必要のない前提として，国連の脱植民

地化の「強いメッセージ」に含まれていたと思われる。このような趨勢の中で，南

ローデシアは入植者共同体が現地人を抑圧したまま「独立」しようとした，国連発足
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以降初めての事例である。国連の介入によるこの問題の解決は，植民地独立の担い手

から入植者共同体は除かれるというメッセージを，一層明確にしたと考えられる。た

だし，入植者を排除して国家形成の担い手となった現地人（先住民）にとって，「先

住民」という名称は無意味であり，使われることはなかった167）。

　他方，植民地独立供与宣言に連なるこの「強いメッセージ」の背後で，非自治地域

の「自治」については，1541（xv）決議が示していた実務的で妥協的な政策が持続し

ていた。先に見たように，施政国の多くは，元の「植民地」を自国に「統合」し，あ

るいは自国との「自由連合」の対象とし，さらに非自治地域の地位に留めておくこと

によって，海外に主権を保持しようとした。これらの地域では，上に見たプエルト・

リコ，スリナムとアンチル，アラスカとハワイがいずれもそうだったように，「地域」

の「意思」を形成すべき「民」と扱われたのは，宗主国からの入植者を含む，当該地

域の全ての住人
0 0 0 0 0

である。スリナム，アラスカ，ハワイでは，「本土」との「統合」を

決定する過程で，1993年宣言で求めていたような個別の民としての意思表明と自己

決定の機会を，先住民が与えられることはなかった168）。「自治」を達成したとされた

地域には，「宗主国」からの入植者や後続の移民が少なく，現地人（先住民）が「自治」

を担っている地域も少なくない。他方で，アラスカ，ハワイ，グァム，ニューカレド

ニアなどでは，先住民が権利要求の運動を行っている。

　国連が関与を試みた海外「植民地」でこの状況であるから，ベルギー・テーゼが求

めたように，国連が南北アメリカなどの加盟国の国内に介入して，個別の民の「自治

―非自治」を判断することなど，望むべくもなかった。国連はその脱植民地化の事業

を，基本的には「地域」単位に行うことによって，地域の内部の，植民地統治の歴史

を通して形成されていた植民地的構造の現地社会には，関与しなかった。この点は，

独立を達成した地域についても同様である。入植者共同体を主体とする独立では排除

されたが，それは，現地人の間に形成されていた植民地的関係にまで関与するもので

はなかった。先に，植民地独立供与宣言の「強いメッセージ」がもたらした国家像の

再定義について述べたように，国連による脱植民地化は，宗主国と海外植民地の関係

に介入して，法的表現では平等な国家間関係に転化することに留まった。アパルトヘ

イトなど国際政治の焦点となったきわめて稀な事例を除いては，この国家間関係の下

に埋もれていた植民地的社会構成に視線を及ぼすことはなかった。これが，「地域」

を優先させた国連の認識枠組みの一つの帰結である。この点の理解は，次節でのベル

ギー・テーゼの考察を通して，さらに深めることにする。

　国連総会は 1970年に 2625（xxv）決議「国際連合憲章に従った諸国家間の友好関係
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と協力に関する国際法の諸原則についての宣言」（友好関係原則宣言）を採択した169）。

1960年の二つの国連総会決議に関わるその後の展開を含めて，国家間の関係の原則

を改めて整理し確立したと評価される決議である。宣言は国際関係の原則として，

（a）他国の領土的統合（領土保全）ないし独立に対する武力の威嚇と行使の禁止，（b）

国際紛争の平和的解決，（c）他国に対する内政不干渉，（d）国際協力の義務，（f）諸

国家の主権平等，（g）国連憲章などの規定する義務の誠実な実行などと並んで，（e）

民の平等な権利（同権）と自己決定（自決）の 7原則を掲げる。

　この（e）民の自己決定権の原則について宣言が与えている説明から，要点を抜き

出せば，国家がこの原則を促進する義務を負うのは，（a）国家間の友好関係と協力を

促進するため，そして（b）当該の民の自由に表明した意思を尊重し，植民地主義を

速やかに終了させるためとしている。民の自己決定
0 0 0 0 0 0

に関してこの宣言が関心を向ける

のは，依然として，国家間の（つまり「地域 =領土」間の）関係における民の自己

決定権であって，複数の民の間の関係における民の自己決定権ではない。さらに，民

が自己決定権を実現する形態を，1541（XV）決議の三形態より拡大して，「民の自由

な決定によるその他の政治的地位
0 0 0 0 0 0 0 0 0

への出現」を加えている。先に植民地独立供与宣言

の「強いメッセージ」と対比させた 1541（xv）決議の実務的で妥協的な「弱いメッ

セージ」が，より強く踏襲されている。

　民の自己決定権が侵犯された場合の国家の対処について，次の二つの説明が制限を

加えている。

　全ての国家は，この原則に関する上記の詳解で言及した民から，自己決定の権利と自由
および独立を奪ういかなる強制的行為をも控える義務を負う。自己決定権の行使を追求し
て，このような強制的行為に反対し抵抗する民の行為は，憲章の目的と原則に従って支援
を求め，支援を受ける資格がある。
　前記の諸パラグラフは，主権独立国家が，上記の民の平等・自己決定の原則を遵守して
行動し，それゆえ領土に属す民全体 the whole peopleを―人種，信仰，［皮膚の］色の区別
なく―代表する政府を持つ限り，その国家の領土的統合と政治的統一を全面的にあるいは
部分的に分割しあるいは害するようないかなる行為をも，承認ないし奨励するものと解釈
してはならない。

　この二つの説明文は，民の視点と国家の視点とで，相反する解釈を可能にする。国

際法学者の Thornberryは，政府が代表するのは，国家の領土に属す「民全体」つま

り国民全体であってよく，国民を構成する複数の「民 peoples」を個別に言及してい

るのではないとして，国内の先住民などの自己決定権を根拠とした分離独立を困難に

したと解釈している170）。
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　他方，国連先住諸人口作業部会の議長として 1993年宣言を取りまとめた Daesは，

独立国家の領土的統合と政治的統一を保証した文章について，政府が「人種，信仰，

［皮膚の］色の区別なく」国民「全体」を代表しているという必要条件を重く見る。

国家がこの条件を満たさなければ，「自己決定権の行使を追求して，このような強制

的行為に反対し抵抗する民の行為」は正当であり，国家からの分離も可能とする解釈

である（Daes 1993b: 4）。

　先住民は「地域」という認識枠組みに囲い込まれて，主権と自己決定と独立の権利

主体として認められてはこなかった。Daesの解釈は，その先住民が既存の国際法の

体系の中でわずかに見出しうる権利要求の突破口を示している。

5-5　再びベルギー・テーゼ

　前節では国連の脱植民地化の認識枠組みを把握した。それを踏まえて，改めてベル

ギー・テーゼを振り返ってみたい。「反植民地勢力」の声が形成した国連の認識枠組

みでは，「強いメッセージ」であれ「弱いメッセージ」であれ，個別の民はまったく

認識の対象になっていなかった。ひるがえってベルギー・テーゼを読みなおすなら

ば，「反植民地勢力」に対抗して最も典型的な形で植民地主義の思考を展開したこの

テーゼが，先住民の存在を的確に捉え位置づけていた。植民地支配は，支配の権力関

係を何層も積み重ねた，いうなれば立体的で奥行きのある現実である。国連が整備し

た認識枠組みをレンズ，国連の把握した事業対象をスクリーン上の投影像になぞらえ

れば，ベルギーは支配者の目でこの立体の深部まで見通したのに対して，国連は固定

焦点のレンズを選び，そのレンズがスクリーンに映し出した平面的な像に即して，「脱

植民地化」といわれる事業を行った。しかし，このレンズが映し出したのは，先住民

からはるかに遠い表面的な権力関係だった。国連のレンズは脱植民地化のスクリーン

に先住民の像を結ぶことなく終わった。

　国連の認識枠組みが先住民の存在を見逃し，植民地主義国ベルギーが先住民の存在

を的確に捉えていた。皮肉なねじれであるが，この皮肉はさらに根強く持続して，後

の先住民運動にも及んでいた。先に参照した Toussaintは，国連（総会第 4委員会）

でベルギー・テーゼが退けられる場面を要約して，道義的
0 0 0

な観点から，「国家の地続

きの拡張は植民地主義の汚名を免れ，実際には植民地主義国家である国家が，その

レッテルを貼られるのを免れている」と論評していた。これとは逆に「植民地主義の

汚名」を着せられたのは欧米の植民地主義国であり，その海外植民地―つまり「国

家の地続きの拡張」によらない植民地―からその後の 1950年代 60年代を通して
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続々と独立国が生まれていった。

　Toussaintに続いては，先住民の所在を捉える次の見解を見てみたい。

脱植民地化
0 0 0 0 0

として知られる過程によって，ヨーロッパ人は［植民地として支配していた］
アジアとアフリカの大部分から撤退し，かくして，民の自己決定に対する国際的権利はこ
れら第三世界

0 0 0 0

の諸地方で広く承認された。
　ヨーロッパ人定住者が人口

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

・経済
0 0

・政治体制で支配を確立した諸地方
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

areasでは，それと
は異なった歴史が進行した。…ヨーロッパ人とその子孫は原住民 aboriginal peoplesに対し
民族絶滅 ethnocideとジェノサイドの行為に及んだ―そのように疑われている。このよう
な行為が基本的人権を侵害したがゆえに，第四世界

0 0 0 0

の先住民は政治および経済の自己決定
権を双方ともに追求する。（Wilmer 1993: 60–61）

ここでいう「第三世界」は明らかに，独立以前は Toussaintの示唆した西欧宗主国の

海外植民地に対応し，「第四世界」は，支配―被支配の関係を入れ替えれば，

Toussaintのいう「国家の地続きの拡張」に対応する。二つの引用はまったく異なる

時期に書かれている。一方は国連による脱植民地化がこれからピークを迎えようとす

る初期の時期であり，他方はピークが過ぎたはるか後の時期である。両者は立場も異

なる。Toussaintの視野に先住民は存在せず，Wilmerは先住民を植民地の歴史の中に

位置づけようとしている。対照的な二人であるが，その二人がいずれも同一の認識枠

組みによって関心事を描いているのが興味深い。つまり，先に述べた国連による脱植

民地化の「強いメッセージ」の認識枠組みである。

　二人の狭い視野とは対照的に，ベルギー・テーゼは，「ヨーロッパ人定住者が…支

配を確立した」諸国のみならず，インドとビルマ，フィリピンの，つまりWilmerが

アジア・アフリカの「第三世界」と位置づけた新興独立諸国に，さらに当時なお脱植

民地化されていない植民地に，先住民が存在すると指摘していた。先住民の存在をい

ずれが的確に認識していたのか，問うまでもなく明らかである。Wilmerの引用文は

1993年宣言と同時代に属し，同じキー概念で先住民を描いている。「民の自己決定権，

民族絶滅とジェノサイド」であり，これらは，1993年宣言が先住民の権利要求を表

現する最も重要な概念だった。しかし，先住民運動の推進者が脱植民地化後の（ポス

トコロニアルな）国際法の語彙によって表現した認識よりも，植民地主義の認識枠組

みに拠っていたベルギー・テーゼの方が，先住民の存在を的確に捉えていた。いいか

えれば，1993年宣言と同時期の先住民運動の認識枠組みには制約があり，それだけ

1950年代のベルギー・テーゼからさえも学ぶべき点があったということである171）。

先住民の所在する場所の地理的条件や，先住民を取り囲む政治的状況の多様な差異を

越えて，どのようにしてベルギー・テーゼは先住民の存在を広汎に捉えることができ
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たのか。ベルギー・テーゼに分け入って探ってみたい。

　ベルギーは，先に指摘したように，植民地とその民との統治者である自己の姿を，

賞賛すべきものとして積極的に捉えていた。「文明，文明化，神聖な指命」172）のキー

概念を掲げて，なんら悪びれるところなく植民地主義者の役を演じていた。そのベル

ギーが，「先住民」という数 10年後にキー概念となる言葉を用いて，先住民の存在を

把握したのは，まずは「文明」と「未開 primitive」との対置を通してである。植民地

の現実を捉えてというよりは，当時の類型的で抽象的な認識に陥っていた人類学173）

に資料源の多くを依拠して，「未開」の民の形姿を構成した。移動・半移動の生活，

石器時代さながらの生活用具，部族組織，部族間の戦争，さらに「首狩り」や「人身

御供，人食い」という「野蛮な，野蛮人的な」慣習，その背後にある「異教」的な呪

術宗教儀礼などを，「未開の生活様式」の指標とし，さらに，周囲の「文明化された

民」とは異なる人種的特徴を加えて，「未開部族」を把捉している（要約 3，6，9ほか）。

　ベルギーが先住民の広汎な存在を認識した要因として，さらに，「先住民」を言い

表す用語群の連続性があったと思われる。国連の英語版の公式文書では，ベルギーの

用いた言葉として「先住民 indigenous peoples」が記録されている。ベルギー政府が発

行した英文パンフレット（BGC 1953）でも同様である。当時の英語の公的・学術的

な言語環境では，「先住 indigenous」の語はむしろ新奇な言葉だった。この語はその

後 ILO107号条約に採用されるが，国際法上の法律用語に留まり，条約の締結国が少

なかったこともあって，新しい概念としては広く流通しなかった174）。さらにその後，

国連の少数集団小委員会を経由して，1980年代に先住諸人口作業部会が先住民の権

利問題に対する新たな関心を喚起し，また，国連外では先住民組織の国際的連帯が拡

大するとともに，この先住民の権利問題を含意する新たな言葉として，一般に流布す

るようになった。

　英語の環境で「先住民 indigenous peoples」の語が一般に使われるようになる以前

に，同じ民を指す言葉としてより一般的だったのは，native(s)ないし aborigine(s)で

あり，日本の人類学ではこれらに「原住民」の語を当てていた。これらは，植民地支

配に伴って植民地に生じた人的区分を表現する用語であり，入植者から見て支配対象

である現地の人びとを意味した。Rodríguez-Piñeroによれば，この植民地支配のコン

テクストと密着した native/aborigineと同じ用法で使われたフランス語が indigèneであ

る175）。ベルギー政府代表は国連でフランス語で発言した。ベルギー政府代表は

indigèneの語を，自国語の古い慣用に従って，上述の「植民地の現地人（原住民）」

の意味で採用したと思われる。ベルギー政府の英語の用語法では，indigenousに特別



清水　 先住民，植民地支配，脱植民地化

437

の語意を込めているのではなく，nativeおよび aboriginalと互いに入れ換え可能の同

義語として使っている。しかし，国連の英文公式記録のコンテクストでは，indigène

を直訳して置き換えた indigenousは，ベルギー・テーゼの新奇さとあいまって，新し

い概念として受けとめられたと思われる。

　植民地の現地人（原住民）を指す意味であれば，フランス語の indigèneに対応して，

上記のように英語では nativeないし aborigineがあり，さらにそれぞれの植民地では，

現地人を呼ぶ慣習的な固有名あるいは通称があった。日本の「アイヌ」，北米の

Indian，ラテンアメリカの Indio，フランス領インドシナなどでの「山地民

Montagnard」，フィリピンなどでの「異教部族」，ニュージーランドのMaori，太平洋

の多くの島嶼で使われた Kanakaなどである。叙述の便宜のために，この論文では，

植民地で使われた慣習的な固有名ないし通称と，それで呼ばれた民をも，原住民
0 0 0

とい

う表示で（鍵括弧なしの場合も含めて）表現することにする。一般名詞であれ固有名

ないし通称であれ，「原住民」の表現は，支配の対象という語感，さらに上に見たよ

うに，支配者の「文明」とは対照的な「未開，後進的な」という蔑視の語感を，伴っ

ていた。これら植民地現地人（原住民）を指す語彙は，植民地が国家として独立した

後も，引き続き国内の「後進的原住民」を指して使われた。もはや外来の入植者との

対置で区別される民としてではなく，いまは国家（国民国家）の担い手となった―

従前の植民地期ではエリート層の「原住民」だった―国民一般との対置で区別され

る「原住民」としてである。ベルギーは，これら「原住民」を指す言葉の翻訳関係を

通して，容易にそれぞれの国家ないし植民地で「原住民」を見出すことができたはず

である176）。ちなみに，ベルギーがその主張によって国連の場に一石を投じていた時

期は，ILOが 107号条約のために準備活動を進めていた時期と重なる。その ILOも

また，「原住民」を表す名詞（ないし名称）の翻訳関係を通して，さらに，次に述べ

るように，その原住民に対する統治政策の類似性を手がかりとして，各国における存

在を確認し，資料収集を行った177）。

　それぞれ別個の指標によって把握される「未開な民」と「原住民」とは，ベルギー

が自身に課していた「文明の指命」によって，同一の人々に収斂する。「未開」の把

捉を導いた「文明」との対置は，前者から後者への一元的な進化の前提に基づいてい

る。その進化の語彙をさらに展開して，「未開」を「未発達 under-developedな，後進

的 backwardな，文明の後進的段階にある in a backward stage of civilization」など，進

化の度合いを示す表現に翻訳し，「後進的段階にある」民に対する「高度に発達した

民」の「神聖な指命」として，「文明化の作業」を自身に課す（要約 3）。この認識で



国立民族学博物館研究報告　 32巻 3 号

438

は，政治的な「自治つまり自己統治 self-government」は「文明」のみの属性である。

「未開な，後進的な，非自治の（自ら統治する能力のない）民」を対象に，「彼らが住

む広大な地方を探査し…諸部族を識別し…平定し，彼らの間での戦争を防止…野蛮人

的な慣習を廃止させ，コミュニケーションと定期的な接触を確立…そして統治（機関）

を設立する…」（要約 4）。これら「文明化の作業」は，ベルギーの語彙では「植民地

統治 colonization」と同義である。仮にベルギーが認識上の「未開」と「文明」の対

置に留まり，人類学の提供する民族誌資料に依拠し続けていたならば，「未開な民」

の認識は人類学とともに抽象的で現実離れに留まっていたかもしれない。しかし，政

治権力による認識として，ベルギー・テーゼはこの「未開」という文化的発達段階の

認識を政治的な統治へと展開させていた。

　進化は国連憲章が前提とする価値規準でもあり，憲章もそれを根拠にして，政治的

な「非自治」つまり自治の剥奪
0 0 0 0 0

を正当化していた。ベルギーが政治的な「非自治」を

第一の指標としていれば，あるいは異なった認識にいたったかもしれない。しかし，

ベルギー・テーゼは「文明」と「未開」の対置を第一の指標として選んでいた。それ

によって，国連の脱植民地化の認識枠組みのように支配形態の差異からバイアスを受

けることなく，それゆえ欧米諸国の海外植民地のみならず，国連加盟の独立国家内に

も等しく，「未開な，後進的な生活様式」を手がかりとして，「非自治の原住民」を見

出していった。

　「未開―文明」の価値と名称とを手がかりとしたこの認識上の経路を背後で支えた

のは，植民地支配の現場で得ていた経験と知識だったと思われる。ベルギーにとって

植民地支配（植民地化 colonization）は，コンゴを植民地としてベルギーの主権の内

部に取りこむことだけではなかった。それはコンゴの現地で「未開な後進的民」を

「啓発し，敵意を解き，平定し，野蛮な慣習を根絶やしにし，道路を開き，衛生を導

入し，非識字と闘い」などする「果てしない努力」である。その統治経験は容易に，

インド政府が国内の指定地域・指定部族に対して，ブラジル政府がアマゾンの熱帯雨

林で，それぞれ実施していた統治と，比較することを可能にした（要約 2）。「後進的

民について議論すべき問題は，…後進的民の保健・栄養・農業・産業・労働・教育に

関わる問題であり，非識字，地域言語，封建制，都市労働者の住宅事情，農村の住宅，

農民の借金などである。後進的民族集団に関わる問題は
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，彼らが住む全ての国家に共
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通する問題
0 0 0 0 0

であって，人為的に特定の民に限定して考慮すべきものではない」（要約

15）。これら具体的な「作業」をラテンアメリカ諸国のヨーロッパ人入植者は独立後

も国内の原住民インディオに対して実施してきた（要約 5）。
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　これと同様の要因であるが，強いて区別すれば，植民地の現場での経験を抽象的に

捉え返して，原住民統治の連続性が認識される。ベルギー・テーゼは植民地コンゴの

内部の統治制度には触れていない。しかし，「後進的民」の「文明の段階」に応じて

地域
0 0

を区画し，それぞれに適用する法と統治形態を区別するという統治方法は，欧米諸

国の海外植民地でも，南北アメリカ諸国の国内の「後進的民」に対する統治でも，さ

らに新興独立国のインドとフィリピンでも，多かれ少なかれ共通だった（要約 6，11）。

　ベルギーが植民地コンゴで現地人（原住民）に対して行った「文明化の作業」は，

スペインとポルトガルが中南米で行った現地人（原住民）政策と，同じカテゴリー

「植民地統治」で括られる。宗主国から国家として独立した中南米のヨーロッパ人入

植者は，かつて宗主国が担っていたこの原住民統治を引き継いだ。宗主国の現地人

（原住民）統治を現地で担ってきたのは，ヨーロッパ人入植者であり，それゆえこの

連続性は，人的な連続性をも伴ったきわめて平滑な連続性だった（要約 5）。

　さらに重要なことに，ベルギー・テーゼは，植民地の独立による原住民統治の連続

性，しかし人的連続性を伴わない連続性を認識している。インド，フィリピン，ビル

マについて述べている連続性である（要約 4–6，11）。これらの新興独立国では，植

民地時代に宗主国が行っていた「後進的民」に対する統治政策を，独立を達成した現

地人政府が継承した。植民地時代に，同化政策や間接統治などの統治政策によって，

その統治に参加し，それを代行しうるほどに同化された現地人エリートが，階級とし

て，あるいは文化的差異を伴った民族集団として，形成されていた。ベルギー・テー

ゼが言及するフィリピンの「すっかり西欧化したフィリピノ」は，山地の「異教部

族」を「野蛮人」と見なすほどに自己を差異化していた。彼らは「文明化した」と自

認する民族集団であり，彼らがアメリカ合衆国に代わって独立フィリピンのあらゆる

分野を担い，「異教部族」やモロ人に対する「文明化の作業」を継続して担当した。

事情はインドについても同様であり，インドの独立政府は，植民地時代に整備された

指定部族の制度と政策を，引き続き推進した。かくして，ベルギー・テーゼは，元宗
0 0

主国による植民地統治を受け継ぐ後継国家
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

という認識を補強する格好の実例として，

ブラジルとインドを挙げることができた（要約 2，3，4，6，9，10，11，15）。

　ベルギーにとっては，このようにして，植民地の「後進的な原住民」と独立国家の

内部の「後進的な原住民」を，多くの形態的な連続性のみならず，歴史的な連続性に

も支えられて，容易に同一のカテゴリー「原住の indigène, indigenous, native, 

aboriginal」で捉えることが可能だった。ベルギーの「文明の指命」の観点からは，こ

の「未開」で「後進的」な「原住民」に対する植民地統治は，欧米諸国の海外植民地
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のみならず，ヨーロッパ人入植者が独立して形成した国家，さらに国連による脱植民

地化によって独立した新興国にも，広く見出されるものだった。

5-6　国家の脱植民地化，先住民の植民地化

　前節では，ベルギー・テーゼの内容に沿って，先住民の所在のみならず，植民地支

配のさまざまの側面を観察した。表現する語彙は植民地支配者の語彙であり，主観的

な価値観に基づく一面的な観察であることは事実である。しかし，ベルギー・テーゼ

に案内されて，その内容をたどり，解説を加え，内容を敷衍することによって，植民

地支配というものの全体像をあらかた把握したのではないかと考える。いいかえれ

ば，ベルギー・テーゼは国連発足当時の植民地主義の視点からではあれ，植民地支配

について見るべきことは，ひとわたりもれなく見ていた。

　それでは，ToussaintとWilmerの二人はなぜ先住民の存在を見損なったのか。この

問いは，国連の脱植民地化の認識枠組みについて，その的確さを問うのと同じである。

そして，ベルギー・テーゼはその回答をも与えていた。次のように指摘していたのを

想起したい。

多くのラテンアメリカ諸国
0 0 0 0 0 0 0 0 0

代表は，原則として反植民地主義
0 0 0 0 0 0

者であると表明した。この態
度は，彼ら自身がかつて苦難を受けた体制のもとで生きている民への同情心

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

に，触発され
ている。しかしながら，両者の状況は同じではない。ラテンアメリカ諸国が植民地体制に
従属していたことは事実であるが，彼らの革命は宗主国からの入植者が達成した

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ことであ
り，彼らは自治の権利を主張すると同時に，先住民に関しては，宗主国が担っていた役割
を引き継ぐ権利を主張した。植民地統治の作業は

0 0 0 0 0 0 0 0 0

独立の達成後にも継続した
0 0 0 0

のであり…（要
約 5，Ryckmans 1954, para. 25）

ベルギー・テーゼはこれらラテンアメリカ諸国について，二面的な姿勢を指摘してい

る。これら諸国には，自国内の原住民インディオに対する植民地統治を放棄して彼ら

を解放する意図が，まったくなかった。他方で，これら諸国は共通に，宗主国スペイ

ン・ポルトガルの支配を排除し，国家的主権を獲得していた。ラテンアメリカ諸国に

とって植民地支配からの解放とは，自らが「革命」によって達成した植民地体制から

の解放であり，ベルギー・テーゼの解釈によれば，ラテンアメリカ諸国はそれと同じ

質の解放を，当時なお植民地体制に従属していた植民地―つまり欧米諸国の海外植

民地―について，共感を込めて要求している。

　ベルギーが論陣を張った 1950年代の初め，最も強く「反植民地」の声を挙げたの

は，当時の論評が述べていたように，ソ連圏の諸国とラテンアメリカ諸国である。ベ
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ルギー・テーゼが言及する「ラテンアメリカ」は，その後の 1950年代後半から 60年

代にかけてのラテンアメリカ，つまり「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ AALA」

諸国が東西の冷戦構造と一線を画して第三の「非同盟」勢力として存在を高めていっ

た時期の，その AALA諸国のラテンアメリカ部分でも，また現在の世界におけるラ

テンアメリカでもない。当時の国連加盟国を単純に地域別に集計すれば，中南米から

の加盟国は 20か国で，全加盟 60か国の 3分の 1を占めた。東西両陣営の配置を考慮

に入れれば，さらにその存在は大きく，欧米系西側諸国（15か国），ソ連圏（ユーゴ

スラビアを加えてもわずか 6か国だった），中東イスラム諸国（10か国），それ以外

のアジア諸国（6か国）を，いずれも凌駕する勢力だった178）。西側の施政国と対抗し

た「反植民地勢力」の中で，中南米諸国は圧倒的な影響力を持っていたと見るべきで

ある。ベルギー・テーゼが論争の的となった 50年代初めは，「非自治地域」制度によ

る国連の脱植民地化がスタートしたばかりで，制度形態はなお議論を通して形成され

つつあった。脱植民地化の制度には，ラテンアメリカ諸国の，自身の歴史的経験をモ

デルとした「反植民地」解放の思考が，色濃く反影されたと考えられる。

　ここでさらに，ラテンアメリカ諸国の「反植民地」解放のモデルを考察しておきた

い。先に，国連の脱植民地化の「強いメッセージ」が，1960年代から 70年代を通し

て，西欧植民地主義諸国については，海外植民地を放棄して縮小した国民国家を，海

外植民地については，宗主国からの入植者共同体を排除して，現地人（原住民）を担

い手とする独立国家を，それぞれ脱植民地化後の（ポストコロニアルな）国家像とし

て提示したことを見た。しかし，このメッセージに沿って植民地支配の解消が実現し

たとしても，それぞれの国家が均一な国民国家となった訳ではない。とりわけ，国民

統合の歴史の浅い，あるいはほとんどない新興独立国家では，民族的にも階級でも多

様で複雑な構成だった国が大半である。しかも，その複雑な構成に植民地統治の歴史

が関与していた。

　植民地支配の形態は植民地ごとに，また時代によって多様だったので，一般化は容

易ではないが，ここでの議論に必要な範囲できわめて図式的に一般化すれば，植民地

をめぐる権力関係と社会構成を，大まかに次のように理解できよう179）。植民地には，

宗主国からの入植者の共同体が形成されて，彼らと現地人の間に，宗主国と植民地と

の権力関係を現場で担う権力関係が構成される。いずれも植
コ ロ ニ ア ル

民地的な権力関係であ

り，この二種の関係は，後者が前者の縮小版であるという以上に，構造的な関係に

あった。この植民地支配に伴って，先に見たように，支配対象としての「原住民」の

概念が，植民地的状況に即した意味をもって形成される。
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　入植者共同体を介した植民地統治が成功し，入植者共同体が後続の入植者や移民を

受け入れて拡大していけば，自治政体へと成長する。この共同体の内的な連帯が本国

（宗主国）との連帯より優った時点で，ベルギー・テーゼがラテンアメリカ諸国につ

いて指摘したように，入植者共同体は本国から独立し，原住民との植民地的権力関係

を国内化した国家を形成した。これは，南ローデシア「独立」問題に即して述べたよ

うに，イギリスの植民地支配が，アメリカ合衆国，カナダ，オーストラリア，ニュー

ジーランド，南アフリカと，一連の独立国家を生み出した経路でもあった。このよう

に，植民地化の過程は，若干遅れつつ，並行して脱植民地化の過程を進行させるもの

でもあった。

　入植者が植民地の現地権力を担い，支配を安定して維持することに成功するなら

ば，上の過程とは別個に，植民地統治が同化・統合・間接統治などの政策を通して現

地人（原住民）の間に介入していく。この過程には，現地権力の統治組織に沿った施

策ばかりでなく，経済的な植民地経営，宗教と教育における布教などとして，多様な

分野のエイジェントが参加した。これらエイジェントの視野には，彼らの活動の成果

として，現地人（原住民）の間に分化が進行し，「友好的 friendly―敵対的 hostile」，「文

明的 civilised―野蛮な wild」，「キリスト教徒 Christian―異教徒 pagan」「熟―生」な

どの尺度に沿ったまだら模様が出現する。ここでの考察に重要なのは，統治のための

現地人（原住民）の動員である。植民地統治は，これら価値尺度に沿って現地人（原

住民）を選別的に教化し，現地人エリート層
0 0 0 0 0 0 0 0

を階級あるいは民族集団として形成する。

　国連の脱植民地化の「強いメッセージ」に最も直接に対応―むしろ呼応
0 0

―するの

は，現地人が自ら抵抗（解放）組織を形成し，宗主国と入植者からの支配を退けて独

立を達成することである。おおむね上記の現地人エリート層がこの運動を中心となっ

て担う。解放組織はしばしば武力によって植民地支配と闘い，闘争の過程で自己の組

織を発展させた。理想的には，独立を達成する時点までに，解放組織は国家権力の担

い手となりうる組織化を達成している。ただし，現地人の抵抗（解放）組織が国家権

力を形成し，植民地支配を排除するというこのタイプの脱植民地化は，あの「強い

メッセージ」を表明した国連総会決議が 1960年に採択されたように，1950年代後半

から 60・70年代にかけての新興独立国に該当例が見出されていくのであって，ベル

ギー・テーゼの視野にはいまだ入っていなかった。

　このタイプの植民地独立が当てはまるように見える時期を考慮に入れても，新興独

立国が，このように現地人が武力闘争を通して独立を獲得した国ばかりだったのでは

ない。先に，国連の脱植民地化にはもう一つの「弱いメッセージ」があり，宗主国
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（施政国）が非自治地域に対する関与を保持しつつ，地域の民の「自治」を促進して

いく形態が，より精緻に整備されていったことを見た。植民地統治に現地人を参加さ

せ，現地人による「自治」を育成し，その担い手エリート層を養成する統治政策は，

国際連盟の時代にも，連盟が A式委任統治領において，また個別にも加盟国がそれ

ぞれの植民地において，行っていた。この「弱いメッセージ」の路線に沿った現地人

「自治」の育成が独立にいたれば，植民地の現地権力を担ってきた入植者共同体に入

れ替わって，現地人エリート層が新たな国家政府を構成する。

　植民地の独立にいたる経路を，図式的に三つのタイプに整理してみた。これらは互

いに競合的であり，それぞれを追求する勢力が対立することもあり得た。南ローデシ

ア「独立」問題では，第二タイプの現地人解放組織による武力闘争に対抗して，第一

タイプの入植者共同体が第三タイプの融和的な現地人エリート層を巻き込んで，「独

立」を正当化しようとした180）。また，現地人の組織が，第二タイプのように植民地

権力に抵抗しつつ，第三タイプのように統治に参加するという二面の戦術を使い分け

て，独立にいたった例もある。ベルギー・テーゼはインドとフィリピンを，「弱いメッ

セージ」に相当するような，植民地統治の従順な後継国家
0 0 0 0 0 0 0

として描いている。非エ

リート層の原住民統治の継承ではその通りであるが，宗主国との関係では，どちらも

長いナショナリズムの抵抗運動の歴史を経て，自治を達成し独立を獲得していた。

　植民地支配とそれからの独立をこのように概観した上で，植民地支配を共通に貫く

権力の系列を抜き出すならば，次のような権力の系列を想定することができる。

（1）宗主国権力―（2）現地で宗主国権力を代行して植民地を統治する現地権力―（3）植
民地の統治組織に沿って何段階かにわたって分配される末端の権力―（4）支配を受ける原
住民

「植民地行政府」などと呼ばれる（2）の現地権力は，植民地支配の当初はおおむね宗

主国からの出向者あるいは入植者が担う。統治政策によって養成された現地人エリー

ト層も順次参加していく。現地人エリートの権力への参加は一般に，（3）の中間から

末端の権力で一層顕著である。権力の系列の頂点である（1）宗主国権力の視点から

は，この権力の系列の全体を視野に収めることできる。これに対して（2）植民地の

現地権力は，（1）宗主国権力に対しては支配を被る位置にあり，（3）以下の系列の権

力と（4）現地人（原住民）に対しては支配する位置にある。

　ラテンアメリカ諸国が歴史的に経験した「革命」は，（2）植民地の現地権力が（1）

宗主国権力の支配から解放を求めたものであり，ベルギー・テーゼの解釈では，それ
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がラテンアメリカ諸国の求める「反植民地」の主張のモデルとなった。このモデルの

特徴は入植者共同体による独立にあるのではない。ベルギー・テーゼはその特徴を，

国家の領土内の「後進的民」―つまりエリートとして教化・動員されていない原住

民―に対する統治を旧植民地権力から引き継いだことに求めていた。上に図式化し

た権力の系列に即していえば，このラテンアメリカモデルは，支配からの解放を，（1）

宗主国権力からの解放，つまり（2）現地権力の自立に求めるのみであって，（2）現

地権力（つまり独立する国家の国家権力）による（3）以下の系列とりわけ（4）原住

民に対する支配は，温存する。自己の解放を求めるラテンアメリカの入植者にとって

は，宗主国支配からの解放が重要であって，（3）以下（4）原住民インディオに対す

る統治までは解放の視野に入っていない。

　ベルギー・テーゼは，ラテンアメリカ諸国の想定する「反植民地」のモデルをこの

ように解釈することによって，このモデルが「最近にアジアで形成された新興国家に

ついても該当する」（要約 5）ことを，容易に了解した。具体的に言及しているのは，

インド，ビルマ，フィリピンであり，ベルギー・テーゼが再三指摘したように，これ

らの国家は独立後も（4）「未開な後進的原住民」に対する旧植民地期の統治体制を踏

襲した。これらの国家が独立を達成した経路は，上に整理した三つのタイプに即して

いえば，ほぼ，第三の現地人エリート層が現地権力を継承して独立国家を構成するタ

イプに該当する。現地人による「自治」を追及する点でこのタイプに近い国連の脱植

民地化の「弱いメッセージ」が，非自治地域の社会構成には介入しようとしなかった

ことを，想起したい。

　独立にいたる第二のタイプ，つまりベルギー・テーゼの視野にはなく，当時はまだ

該当例が少なかった武力解放の場合は，どうであろうか。現地人の抵抗組織はおおむ

ね現地人エリート層が構成した。この抵抗組織が，植民地権力との闘争を通して，植

民地権力と近似の権力構造を自己の支配地域内に形成することもあり得た。さらに，

彼らが闘う敵は，彼らを直接に支配してきた（2）植民地現地権力である。（4）原住民，

とりわけ植民地的価値尺度で「敵対的，野蛮な，異教徒」などとして識別されてきた

原住民を，必ずしも常に，共通の敵に当たる平等な味方として扱ったのではない181）。

第二タイプであっても，他のタイプと同じく，植民地解放の焦点が（1）宗主国権力

との闘いに絞られ，解放組織が国家権力として独立しても，国内に（4）非エリート

層の原住民に対する植民地統治を継続することは，十分にありえた182）。

　国連による脱植民地化の制度形態を整備した 1960年の二つの国連総会決議は，脱

植民地化について強弱二つのメッセージを提示していた。以上の考察から，このメッ
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セージのいずれもが，植民地支配の解除の，あるいは「自治」達成の焦点を，（2）植

民地の現地権力を（1）宗主国権力から解放することに置いていたこと，それはベル

ギー・テーゼが指摘したように，ラテンアメリカ諸国にとっての植民地解放のモデル

と一致することが，了解されよう。ベルギー・テーゼが論争を巻き起こした 1950年

代初めの当時，国連加盟国の中の新興独立国といえば，中東イスラム諸国とそれ以外

のアジアの国家であり，いずれもこのモデルに沿って独立を獲得していた。ラテンア

メリカ諸国の植民地解放モデルは，これらの国家にとっても，国家権力の利益に合致

する受容しやすいモデルだったといえる。国連における脱植民地化の制度形態は，ベ

ルギー・テーゼの挑戦にもかかわらず，基本的にはこれらの国家が共有する植民地解

放の想定に沿って，形成されたと考えられる。

　このように見てくれば，あの海外植民地へのこだわり，国連における非自治地域制

度の初めから 1960年の 1541（xv）決議，さらに 1970年の友好関係原則宣言を越え

てその後まで，執拗に国連の脱植民地化を海外植民地に限定しようとしたあのこだわ

りの意味も，読み解ける。海洋ドクトリンは国連による脱植民地化を，植民地支配の

権力の系列の最上部つまり宗主国権力と植民地現地権力の関係のみに特化して，介入

させる概念装置だった183）。それは，国家間の関係に発展すべきものとしての植民地

的支配関係であり，関心を構成する単位は国家と国家（となるべき植民地）だった。

国連による脱植民地化は植民地支配の権力の系列のきわめて表面的な部分に介入した

のにすぎない。

　この特化の構造的な裏面として，国連による脱植民地化は，広汎に存在する原住民

（先住民）を，引き続き植民地的抑圧の下に放置した。それに該当するのは，国連に

既加盟だった諸国のみではない。ラテンアメリカ諸国の求める脱植民地「革命」のモ

デルに言及して，ベルギー・テーゼが簡潔に述べたように，国連の脱植民地化，その

「強いメッセージ」の枠組みは，脱植民地化つまり国家的独立の達成
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

が，依然として

植民地統治184）の対象となる原住民（先住民）を，「独立国における先住民
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

」（ILO条約）

という位置づけで，不可避的に生み出す
0 0 0 0 0 0 0 0 0

ものでもあった。国連の脱植民地化の「強い

メッセージ」は同時に，独立を達成した国家に，その主権の一部として領土的統合と

内政不干渉の保障を与える。それは，ベルギー・テーゼに対抗してラテンアメリカ諸

国が国連の介入を退けようとした，その同じ防壁を，新興独立国家に与えるものであ

り，かくして，原住民（先住民）に対する植民地支配は，脱植民地化によって再定義

された国家において，その主権と内政の内側に封じ込められた185）。

　原住民（先住民）の状況は，「弱いメッセージ」に沿った国連の脱植民地化の事業
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においても，変わりはなかった。「弱いメッセージ」は非自治地域の社会構成に介入

しようとはしない。独立以外の「自治」の諸形態によって非自治地域に対する宗主国

の関与を弱めようとする一方で，支配権力の系列の末端に位置する原住民の抑圧を，

引き続き温存させ，国家権力（あるいは自治政府）に原住民統治を継続させた。

　国連の脱植民地化は，Wilmerが想定したように「第四世界」の先住民のみを素通

りしたのではない。先住民にとって国連の脱植民地化は
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，植民地支配の継続
0 0 0 0 0 0 0 0

であっ

て，それは支配抑圧からの解放という要素をまったく持たない過程だった。それは海

外植民地の非自治地域であっても国連加盟国の国内であっても真であり，「第四世界，

第三世界」のみならず，「第一世界，第二世界」でも真だった。

　植民地支配を擁護するベルギー・テーゼが原住民（先住民）の存在を的確に把握し

たのは，決して皮肉ではない。権力の最上部にある支配者は，支配の全体を視野に収

める位置にある。皮肉はむしろ，国連の脱植民地化を推進した諸国家と諸エイジェン

トである。Toussaintが「実際には植民地主義国家である国家が，そのレッテルを貼

られるのを免れている」と論評した，その道義的な矛盾のとがめは巨大である。それ

は，Wilmerの認識に見てとれたように，後々の先住民運動の認識をも制約するもの

だった。

　国連による脱植民地化を振り返えれば，「もしも」という想定が思い浮かぶ。仮に

ベルギー・テーゼを退けずに，国連が加盟国と非自治地域（信託統治地域も含めて）

のいずれにもその内部に視線を及ぼし，その植民地的状況に関与していれば，先住民

の権利要求にも機会が与えられたと思われる。国連総会（第 4委員会）は，50年代

の初めから，施政国から送付された情報を審査し，非自治地域の住人の請願を受け付

け，彼らを召喚して聴聞し，さらに現地に視察団を派遣し，住民投票を監視し，後に

は現地人の武力闘争を支援した（家 1974）。ベルギーの主張とは異なる意味において

であるが，国連の関与を受けた非自治地域と，それを免れた加盟国の国内地域とでは，

現地人の政治状況にとって大きな差異がある。加盟国の国内であっても，先住民（原

住民）が多数であるような地域― ILOの報告書（1953）が指摘し，ベルギー・テー

ゼ（要約 6，11）が言及したように，当時の南北アメリカ諸国の国内にはそのような

区画された先住民（原住民）地域が少なくなかった―であれば，グリーンランドが

そうだったように，国連の脱植民地化の枠組みの中でも，先住民が「自治」の担い手

となりえただろう。さらに，ベルギー・テーゼが「最近にアジアで形成された新興国

家についても」（要約 5）と述べていたように，新たに独立し国連に加盟してくる新

興国についても，国内の先住民（原住民）を取り囲む植民地的状況に，視線が及んだ
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はずである。

　1993年宣言が拒絶した「民族絶滅と文化絶滅」の歴史経験は，遠い過去のことで

はない。先住民（原住民）を素通りした国連による脱植民地化，さらに各国の国内に

おける抑圧的な原住民統治と並行して，国際機関では ILOが，先に見たように，

1950年代に試行を開始して，「先住その他の部族的・半部族的な諸人口」を対象とし

た「保護および統合」政策を推進した。ILO自らが認めるように，「統合」政策は，

先住民（原住民）の存続に価値を認めず，「国民共同体」へと同化吸収しようとする

「民族絶滅と文化絶滅」の政策だった。この先住民を取り囲む国際秩序が，国連先住

諸人口作業部会が審議を開始した1980年代まで持続したことは，先に見た通りである。

　第二次世界大戦後の国連を中心とした国際機関と国際法の秩序は，先住民について

一つの明確な像を描き出している。先住民とは，第二次世界大戦後の世界で進行した

脱植民地化にも関わらず，国家ないし植民地の内部に温存された植民地支配を，継続

して受けてきた民である。

5-7　国際法における「先住民」概念の切り出し― ILO107号条約

　ILO107号条約は，植民地ではなく独立国家というコンテクストにおける「先住の」

民を，国際法に登場させた最初の法規といわれる。この条約が「先住諸人口」の概念

に与えた定義は，その後の「先住民」に関わる思考に根強く影響を与え続けた。ここ

では，ILOが 107号条約の定義に到達した経緯を，ILOにおける個別の状況とともに，

同時代の国際的コンテクスト，国連における脱植民地化の推移と関連させて，考えた

い。107号条約は「先住諸人口」の概念を，法律文にふさわしく抽象的で学術的な言

葉で定義している。しかし，同時代のコンテクストと関連させて吟味すれば，きわめ

て特殊な歴史的刻印を負っていることが判明する。国連がベルギー・テーゼとともに

切り捨てた原住民（先住民）の存在の中から，ILO
00 0

が
0

その独自の政策に沿って新たに
0 0 0

切り出した概念
0 0 0 0 0 0 0

が「先住
0 0

諸人口」だった。

　問題なのは「先住諸人口」のみではない。ILO107号条約が定義したのは，「先住諸

人口」一般ではなく，「独立国における先住諸人口」である。ILOがこの条約を準備

した時期は，先に見たように，ベルギーが国連で「反植民地勢力」に対抗して論陣を

張った時期と重なる。国連がベルギーの主張を退けて推進した脱植民地化の事業は，

それ以前の国家像を揺るがし，再定義していった。「独立国」を既定の自明の概念と

見なすことはできない。この点でも，ILOの視野を同時代の国際的コンテクストと関

連させて考察する必要がある。
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　第二次世界大戦以前にも ILOは，植民地における現地人（原住民）労働について

標準を設定する条約を制定していた186）。107号条約の成立過程を丹念に追った

Rodríguez-Piñeroによれば，ILOでは 1946年という早い時期に，植民地の現地人（原

住民）労働に対する標準設定と並行して，独立国家についても原住民（先住民）労働

の標準を設定すべきだとする意見が出されており，その時は ILOとしての合意にい

たらなかった187）。次いで，中南米諸国からの提案を受けて，ILOは独立国家の原住

民（先住民）労働を課題とすることに決め，「先住民労働専門家委員会 Committee of 

Experts on Indigenous Labour」を組織して，調査研究に当たらせた（1951年）。ILOは

特に中南米諸国における政策経験の積み重ねに注目した。中南米諸国では 1920年代

から，国内の原住民（先住民 indígena）を対象にした同化政策（インディヘニスモ

indigenismo政策）を進めていた。ILOはこの経験を評価し，南米諸国政府に協力し

て，総合的なアンデス計画 Programa Andinoに理論的指導役で参加した。この政策協

力を ILOで担当したのが上記の専門家委員会である。「先住民労働の専門家」とし

て，ニュージーランド，フィリピン，ラテンアメリカ諸国，アメリカ合衆国，カナダ

などで経験を積んだ応用人類学者
0 0 0 0 0 0

が招聘された。彼らが導入した人類学の科学的理論

―ボアズの弟子たちが洗練させた統合的「文化」概念と文化変容 acculturation理論

―が，アンデス計画に理論的支柱を提供した。Rodríguez-Piñeroはこの応用人類学の

導入を ILOにおける「人類学的転回 anthropological turn」と呼んでいる。委員会は，

政策対象（先住民）の文化全体を視野に入れた体系的な計画と，政策対象の文化に対

する配慮という，ILOにとっては異質な思考の枠組みを導入した。107号条約が採用

した総合的な「統合」政策は，このような人類学的思考を反影している。委員会に

は，アンデス計画での地域的特性に対応した個別的経験を，他地域にも適用可能な一

般的政策として理論化することが期待された。委員会は，独立国家における先住民と

先住民政策の現状を把握するために，質問状を作成し，関係諸国に送り，その回答を

資料に組み込んで，独立国家における先住民の状況に関する総合的な報告書

Indigenous peoples: Living and working conditions of aboriginal populations in independent 

countries（ILO 1953）188）を刊行し，その後も改訂版を発行した。ILOがこの委員会の

提言を組み込んで成立させたのが，ILO107号条約である189）。

　ILOの関心は，国家と国家，ないし国家と植民地の関係ではなく，労働の現場にお

ける雇用と労働の条件であり，労働者の保護である。先に見たように，植民地では入

植者との対比で支配対象の現地人カテゴリー「原住民」が識別される。このカテゴ

リーは，入植者共同体が主導して独立を達成した国家，現地人エリート層が入植者に
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入れ替わって植民地現地権力を継承した独立国家のいずれにおいても，解消されず

に，国内化された植民地的状況の中で温存される。ILOが独立国家における先住民
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

と

いう課題に到達したのは，植民地における現地人（原住民）労働から出発して，この

植民地的状況の連続性と，この状況において識別される「原住民」のカテゴリーの連

続性に導かれてだった190）。ILO専門家委員会の視野191）は，入植者共同体が形成した

独立国家のほかに，当時の新興独立国にも拡張していた192）。いずれの思考でも，ベ

ルギー・テーゼが広汎に「未開な後進的」民の存在を認識したのと同じ経路をたどっ

ている。その意味で，ILOの原住民（先住民）労働の認識は多くの点でベルギー・テー

ゼの認識と重なる。ただし，ベルギー・テーゼが国連における政治的勢力配置に配慮

して，ベルギーと同じ施政国だったアメリカ合衆国とオーストラリア，ニュージーラ

ンドに言及しようとしなかった（そのように見える）のに対し，ILO専門家委員会は

これら三国も視野に納めていた。他方で，ベルギー・テーゼは非自治地域つまり海外

植民地を視野に入れていたが，ILOは「独立国」として当時の国連加盟国のみを見て

いた。

　このように，ILOの視野とベルギー・テーゼの視野とは，微妙な差異を見せつつ互

いに重なる。ベルギー・テーゼの視野は国連の脱植民地化の事業と排他的な関係に

あった。ILOの 107号条約についても，国連の脱植民地化の事業と排他的な関係にあ

るとする見方がある。ただしこの場合，両者の関係は，論争におけるように対立的で

はない。Rodríguez-Piñeroによれば，ILOの 107号条約は国連の脱植民地化の事業と

相互補完関係にある。ILOが対象としたのは独立国家における先住民
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

であり，国連の

脱植民地化の事業が介入しようとはしなかった加盟国の国内状況
0 0 0 0 0 0 0 0

に当てはまる193）。

　しかし，ILO107号条約と国連による脱植民地化とは―先住民の位置づけについて

あの海洋ドクトリンが区画した―「独立国」と「植民地」という概念の対に，単純

に対応するのではない。ILOは，国連による脱植民地化を経た新興独立国
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

をも，その

視野に含めていた。それはいわば国連による脱植民地化に疎漏があるからであり，国

連がやり残した事業を，ILOが拾い上げた。仮に両者が相互補完的だったとすれば，

それは，「独立国」と「植民地」という事業対象での分担ではなく，事業の内容にお

ける分担にあったはずである。そのためには，ILOは，「独立国
0 0 0

」と
0

「植民地
0 0 0

」とを
0 0

問わず
0 0 0

，国連が脱植民地化の事業から外した植民地的状況を，事業対象としなければ

ならない。しかし，国連の脱植民地化の事業と対峙したベルギー・テーゼが，非自治

地域として認定された海外植民地についても，先住民の植民地的状況に言及したのに

対し，ILOの視野に非自治地域は入っていなかった。
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　国連と ILO，さらにベルギー・テーゼの視野の差異を見定めるために，ILOが政策

対象を「独立国における先住諸人口」と設定したときの，その「独立国」について，

考えてみたい。ある国家の状態，つまりベルギー・テーゼの語彙で表現すれば，一つ

の「中央政府の首都」が「領土的隣接性」によって「非自治の民と地域」を支配して

いるような場合，ILOは，「非自治の民と地域」の外周を国境とする一つの「独立国」

の存在を認め，その国内の「非自治の民」を「独立国における先住諸人口」に該当す

ると認める。「独立国」に関する ILOの認識とは異なって，ベルギー・テーゼ（要約

19）は，宗主国の主権の内部に海外植民地が統合されていると主張した。つまり，「中

央政府」が海洋を隔てて支配する「非自治の民と地域」を含めた「独立国家」の主張

であり，それを容認すれば，ILOは海外植民地の「非自治の民」を「独立国における

先住諸人口」に該当すると認めたはずである。しかし，ILOは，海外植民地を除いた

範囲の宗主国を「独立国」とし，このように認識した西欧の「独立国」には，先住民

の存在を認めなかったので194），ILOは西欧諸国を視野に含めていない。他方，宗主

国と分離して位置づけられる海外植民地は，「独立国」ではないので，これも視野に

含めていない。

　ILOの想定する「独立国」は，結果として，後に国連が脱植民地化の「強いメッ

セージ」を通して再定義することになる脱植民地化後の国家像
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

に，一致することが分

かる。しかし現実には，先に見たように，国連の脱植民地化はもう一つの「弱いメッ

セージ」に従って，独立以外に複数の，主権を制限されて施政国の主権のもとに留ま

る「自治」の選択肢を，整備していった。ILOが先住民に対する政策を準備し，107

号条約として採択するまでの間にも，非自治地域の中から施政国と「自由連合」する

地域，施政国に「統合」される地域が出ていた。国連で非自治地域として登録された

地域は，グリーンランドなどその後に施政国の主権のもとに取りこまれた地域を含め

て，ILOは視野に含めなかった195）。それゆえ，ベルギー・テーゼから見れば，

ILO107号条約は，国連の脱植民地化の事業からもれ落ちた原住民（先住民）を，網

羅的にすくい上げるものではなかった。ILOの視野が，「先住諸人口」の把握ではベ

ルギー・テーゼに近似しながらも，「独立国における」という条件の設定において，

国連の脱植民地化の「強いメッセージ」が再定義していくことになる国家像に，拘束

されていたことが分かる。

　ILOが 107号条約の準備を行っていた時期は，国連でも脱植民地化の実施形態を模

索していた時期であり，この事業がその後に再定義することになる国家像は，いまだ

流動的だった。この再定義が別の国家像に行き着く可能性がなかったわけではない。
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国連の脱植民地化は植民地の現地社会にまったく関与しなかったのではなく，既述の

ように，70年代になれば，宗主国や入植者共同体が現地人に対して強圧的な武力制

圧やアパルトヘイトを行ったのに対抗して，積極的に介入した。仮に国連がそれに先

立ってもう一歩を進め，ベルギー・テーゼに別の回答を与えていれば，脱植民地化の

事業の初期から，加盟国の国内における植民地的状況に介入することもありえただろ

う。そうなれば，ILOの先住民に対する取り組みも，まったく異なる形態をとったは

ずである。後の視点からは，これは仮想の域を出るものではないが，少なくともそれ

は，ILOの「独立国における先住諸人口」を対象とした課題の設定が，国連の脱植民

地化における選択と連動した歴史的制約を被っていたことを意味する。

　国連の組織内部の論理では，加盟国の国内における人権抑圧は，脱植民地化とは異

なる組織系統の課題である。当時の人権委員会が課題の焦点としていたのは，二度の

世界大戦の要因となった少数集団に対する差別であり，少数集団の問題を含んだより

普遍的な人権の確立だった。そこでは，先住民の個別的な歴史と状況に即した対策を

期待しえなかったことは，先に見た通りである。加盟国の（海外植民地を除いて区画

される）国内
0 0

の植民地的状況は，初期の国連が取り組んだ諸課題の空隙に放置された。

そしてこの，国連の外部に押し出された課題が，ILOがそれ自体の論理で到達した政

策対象「独立国における先住民労働」と部分的に
0 0 0 0

重なった。ILOの先住民に関わる政

策と国連の脱植民地化との補完関係（そのように見える関係）は，国連が取り組んだ脱

植民地化の初期における展開という歴史的条件に規定されて成り立ったものである。

　独立国家内の先住民を対象に ILOが制定した 107号条約は，しかしながら，先に

見たように，また ILO自体が後に認めたように，「統合主義」という先住民の「民族

絶滅と文化絶滅」を政策目標にしていた。ILO
00 0

は
0

，独立国家の内部に持続していた植

民地的状況にアプローチして，先住民に対する植民地的抑圧を促進した
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

のであり，そ

の意味で，第二次世界大戦後に形成された新しい国際秩序の中で，先住民に対する植

民地支配の主要なエイジェントとなった。このようにして，先住民の権利要求に応え

るべき場は，1950年代末の時点で，主要な国際機関の中のどこにも存在しなかった。

　ILOの想定した「独立国における先住諸人口」が，同時代の国連における脱植民地

化の展開に依存した概念であることを見た。この歴史的制約に加えて，「先住諸人口」

に定義を与えようとしたのが ILOという国際機関だったという条件が，107号条約に

よる「先住諸人口」の定義に，さらに個別の歴史的な制約を加えた。以下，この点に

ついて述べたい。
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5-8　「植民地化以前の…」― ILO107号条約による定義

　ILOにおける「先住諸人口」の定義の出発点は先住民労働専門家委員会の見解であ

る。委員会は彼らの考察対象を見定めるのに，一貫して「先住民 indigenous peoples」

を基本的概念として使っている196）。委員会は「先住民」を定義するために，（1）先

住民（原住民）政策を行っている各国の政策を参照し，（2）理論的に「先住民」を定

義しようとする試みで採用された規準―言語，文化，集団意識，人種その他―を考

察し，さらに（3）「機能的規準」を考察して，最後に（4）経験的なガイドとして「記

述的」定義を与えるという，4段に亙る手順を踏んだ（ILO 1953: 3–27）。（1）最初の

手順は，「独立国における先住民」を把握するための現実的なガイドとして，先住民

（原住民）政策を実施している諸国におけるその政策を参照することである。独立国

家の少なかった 1950年代初頭の時点で，ILOの想定したカテゴリー「先住民，原住

諸人口 aboriginal populations」に対応する名称で対象を指定して政策を行い，その経

験を積み重ねていた国家は，さらに限られていた。委員会の視野にはオセアニア（2

か国）とアジア（7か国）も含まれていたが197），中でも最も詳細に検討したのはラテ

ンアメリカ諸国の資料である（ILO 1953: 5–15）。これら当時の歴史的条件は，「独立

国における先住諸人口」に関する ILOの認識を，特定の国家の個別的状況に強く依

存させた。

　専門家委員会の検討によれば，（1）各国の先住民（原住民）政策では，先住民（原

住民）が存在し，特別の政策が必要であるとの認識では，一致するものの，「先住民

（原住民）」の定義については，国による差異に加えて，一国の中でも政策ごとに異な

る規準を採用していて，共通の定義を得ることは不可能だった。（2）についても同様

で，どの規準を採用しても，また複数の規準をどのように組み合わせても，一般的定

義は困難であるという結論に達する。「先住民」の一般的定義が困難であることの要

因として委員会が認識したのは，「先住民」の歴史的変化だった。ヨーロパ人征服者

と先住民（原住民）の支配―被支配関係が時とともに深まることによって，混住，通

婚，文化変容が進み，先住民（原住民）の境界が拡散し不明瞭になったことを，指摘

している（ILO 1953: 3–5）。とりわけラテンアメリカ諸国では，長い植民地期の後に

入植者共同体が国家を形成し，その国家もすでに長期の歴史を経ていた。先住民（原

住民）とヨーロパ人征服者との混合は，部厚いメスティソの層を作り出していた。

　専門家委員会が次に検討した（3）「機能的規準」は，「北米の社会学者」Oscar 

Lewisと Ernest E. Maesの提唱によるものであり，概念の一般的定義が困難であると
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いう見解を踏まえて，通常の手順，つまり先に概念を定義し，次いでそれを現実に当

てはめるという手順を逆転させ，「先住民（原住民）を援助することに実用的な関心

を抱いている者の観点」から政策対象を絞り込むという，実務的な方法とその規準を

指す。先住民（原住民）問題が存在する国において，先住民（原住民）―

Aboriginesや Indioといった通称で呼ばれる人々―を対象に，生活条件の情報収集を

第一に行い，それに基づいて生活改善プログラムを立案し，情報から最も援助を必要

としていると判断される集団から，それを実施していく。機能的規準は，優先的に情

報収集を行うべき問題の所在を指定する。その問題とは，緊急対策が必要な問題とそ

の原因となる社会的経済的欠陥，集団間の差異，特殊な対策が必要な特殊な問題を抱

えている集団，国家による一般的な社会改善計画が最も問題の多い集団に適用される

のに必要な調整などであるという。理論より実務を優先させた方法であり，予め政策

目標―国民の中で「未発達段階」にある民を国民レベルに「発展」させて「国民共

同体」に「統合」するという 107号条約に体現されることになる目標―を設定し，

その政策対象となる人々を「先住民」と呼ぼうとする。委員会自体，この定義が同義

反復的であり，定義される「先住民」つまり政策対象は，政策を必要とする人々―

問題を抱える「先住民」と同様の状況にある非「先住民」―に拡散することを，自

覚していた。しかし，政策実施を役割とする国際機関にとっては，これがより確実な

選択だった（ILO 1953: 22–25）。

　専門家委員会が結論として与えた「先住民」の（4）「記述的」定義は，政策対象を

特定するための経験的ガイドを意図したものであると注記しつつ，二つの要素を組み

合わせて「先住民」を説明している（ILO 1953: 25–27）。一つは，107号条約第 1条

1b項に組み込まれることになる歴史的起点による説明
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

であり，もう一つは，彼らは

国家 nationの文化よりもむしろ先祖以来の諸制度に従って生活する傾向があること，

「国民経済と国民文化を十全に共有していない」ことの指摘であり，「機能的規準」の

視点からその内的および外的要因を列挙している。委員会が与えた「先住民」の定義

の前半，歴史的起点の部分は，次の通りである。

先住の人［個人］indigenous personsとは，現在［ある特定の国 a given countryの］政治的・
経済的な権力を手中にしている非先住集団の先祖

0 0 0 0 0 0 0 0

の一部が，入植
0 0

settlementないし征服
0 0

（あ
るいは数波に亙って継続的に征服）した時

0 0 0

に，その国に住んでいた原住人口
0 0 0 0

aboriginal 
populationの子孫

0 0 0

である。これら子孫たちは一般に，彼らの属す国家 nationの文化に従うよ
りはむしろ，植民地化 colonisationないし征服より以前に存在していた社会的・経済的・文
化的な諸制度―国によっては準封建的な土地所有システムと結合していた―に従って生
活する傾向にある。（ILO 1953: 26）
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「これら子孫たちは一般に」以下の，「先住民］の文化を述べる文章は，第二の要素の

説明に属すものであるが，「先住の人」の定義と同じく歴史的起点に言及しているの

で，並べて引用した。ここで思い浮かぶのは，次の問いである。なぜ委員会は当初か

ら，「植民地化」ないし「征服」ないし「入植」という歴史的起点
0 0 0 0 0

によって「先住民」

とその文化を定義しようとしたのであろうか。

　考えられる回答は二つある。一つは，先に述べた外的な歴史的制約である。当時，

国内に先住民（原住民）が存在し，政府が先住民（原住民）政策を行っている独立国

家，さらに ILOの専門家委員会が視野に納め，ILOの要請に応えて報告を送り返し

てくるような国家は，事実上，少数の国に限られていた。その大半は，南北アメリカ

とオセアニアという特定地域の，かつてはヨーロッパ諸国の植民地であり，ヨーロッ

パ人入植者共同体が独立して形成した国家
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

である。これらの国家においては，同時代

（1950年代）になお植民地だった地域において，入植者の視点から現地人（原住民）

が容易に識別できたように，植民地化の初期には入植者と区別して現地人（原住民）

を見分けることは，容易だった。

　二つ目の回答は理論的なものである。上に言及したように，専門家委員会は，「先

住民」の定義が困難である理由を，「先住民」の歴史的変化に求めた。とりわけラテ

ンアメリカの国々における実状では，「先住民」と「非先住民」とは連続的であって，

どのような規準を採用し，それを如何に組み合わせても，多数の不明瞭な境界線が混

在する図しかえられない（上記の手順 2）。しかし，時間を遡れば，曖昧な境界線は

より明瞭になり，少数の境界線に収斂し，歴史的な起点にまでいたれば，明瞭な単一

の境界線に到達する。この単一の明瞭な境界線が，両者を分ける最良の規準を提供す

るはずである。

　専門家委員会の報告書（ILO 1953）からは，「先住民」の定義にアジア諸国の状況

を反影させなかった理由は，読み取れない。おそらく，アジア諸国の国ごとの「原住

民」の状況は，南北アメリカとオセアニアの諸国より多様で，それを参照すれば，定

義の試みは拡散するばかりだったろう。いずれにせよ，委員会は上記の明瞭な境界線

を定義の主要な要素として選択した。

　理論的明晰
0 0 0 0 0

さを追求する姿勢は，「先住民労働専門家
0 0 0

委員会」にふさわしく，学術
0 0

的
0

というべきであるが，この歴史的起点を参照した「先住民」の定義は，理論的明晰

さの一方で，いくつもの問題を派生させた。第一に，特定の事例にモデルを求めた定

義は，概念としての一般的適用の能力に制限を受けることになる。ベルギー・テーゼ

に即して先に見たように，現地人（原住民）が入植者を排除して独立を達成した国家
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においても，国内に持続する原住民（先住民）の植民地的状況があり得た。ILOの専

門家委員会が参照した国家の中で，アジア諸国については，歴史的起点を参照したこ

の定義では，「先住民」を識別することができない。この困難は実際，107号条約の審議

で批判を受け，条約の適用対象を枠組みごと変更せねばならなくなる要因となった。

　第二に，ILOのコンテクストでいえば，「先住民」の定義は，「先住民」政策の対象

を特定するという実務的目的に応えなければならない。しかし，理論的明晰さは実務

的な簡便さを意味しない。歴史的起点にまで遡って当時の「原住人口」との「先祖―

子孫」の関係を実務的に証明することは，常に容易とは限らない。現に原住民（先住

民）政策ではしばしば，この要件が彼らに対する一つの抑圧となった。

　第三に，さらに大きな問題として，この定義が目的とした政策との関連が，この定

義には反影されていない。ILOの語彙でいえば，先住民の「社会的・経済的未発達」

（107号条約第 1条 1a）な状況，より一般的な語彙でいえば，国内に持続する先住民

の植民地的状況との関連である198）。時間の言葉でいえば，参照する意味のある過去

の中で最も遠く遡った歴史的起点を，現在時の政策のために参照するという矛盾。

　ILOのコンテクストで意味を成す概念として「先住民」を定義しようとするなら

ば，征服あるいは植民地化という歴史的起点は「先住民」の主要な要素とならないは

ずである。ILOの直接の関心事は現在時における政策的な必要であり，専門家委員会

の与えた「先住民」の定義では，歴史的起点を参照した前半部ではなく，上に引用し

た文章に続く後半部の「機能的規準」に依拠した記述が，この実用的要請に応えてい

た。その意味で，前半の歴史的起点を参照した定義は，後半の政策的な記述と組み合

わせることによって，ILOとして有効な定義を構成していた。この「機能的規準」に

よる後半部は，上に述べた，特定の国家―入植者共同体が形成した国家―をモデル

とした定義の限界にも，有効に作用する。歴史的起点では他の国民と区別しえないイ

ンドの指定部族やフィリピンの「異教徒」も，「機能的規準」によれば政策対象とし

て視野に含めることができる。

　Rodríguez-Piñeroによれば，専門家委員会の「記述的」定義はその後数度の変更を

受けて，107号条約第 1条に落ち着いた。この過程で，「先住民」の概念のみならず，

条約の適用対象の概念的枠組みに大幅な変更が加えられた。条約の適用対象はもはや

「先住民」ではなく，「部族的・半部族的な諸人口」に変えられ，「先住諸人口」はそ

れに含まれる下位カテゴリーとして位置づけられた（Rodríguez-Piñero 2005: 159–

162）。上記の専門家委員会の定義に即していえば，「機能的規準」に沿った部分が

「部族的・半部族的な諸人口」に相当する。「部族的諸人口」とは，「半部族的諸人口」
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との対が示すように，「国民共同体への統合」という条約の政策目標に沿った対象の

指定であり，「統合」の度合いを尺度として，「発展」した「国民共同体」から最も遠

い人々が「部族的」，中間の ｢ 統合」途上にある人々が「半部族的」諸人口である。

　このように変更したのは，アジア・アフリカ諸国から，歴史的起点を参照して定義

した「先住民」は自国では意味を成さないとする批判が強かったからである。

Thornberryは，1950年代末の独立国家の状況を反影して，「先住諸人口」は主として

ラテンアメリカ諸国に，「部族的諸人口」はアジア・アフリカの諸国に，それぞれ該

当したと述べる（Thornberry 1991: 339）。正確にいえば，107号条約は「先住諸人口」

を「部族的・半部族的諸人口」の下位区分と位置づけていたので，Thornberryが「部

族的諸人口」と「先住諸人口」とを対置させるのは，169号条約が導入した区別を

107号条約に読み込んでいるからである。ただし，107号条約の現実の適用では，こ

の二概念は Thornberryと同じように対置的に解釈されていたと思われる。確かに，ア

ジア・アフリカの旧植民地から独立した国々では，独立を担ったのは入植者ではない

現地人であり，植民地化の歴史に言及して識別される「先住」概念は不適切である。

これらの国々からは，2006年宣言案に対してアフリカ連合がコメントしたように

（2-10節），「わが国では全ての国民が先住民である」との意見が述べられたという

（Rodríguez-Piñero 2005: 160–161）199）。

　微細な差異であるがゆえに見落とされがちであるが，専門家委員会の記述的定義と

107号条約の条文とで，「先住」民を定義する視野に変化がある。委員会の記述的定

義は，現在の「先住」民の先祖である「原住人口」が住んでいた「国 country」と，

彼らが現在所属している「国家 nation」とを区別していた。先住民が，彼らの所属す

る「国家」の中でのみならず，彼らの「国」においても被支配的位置にあることを，

委員会の定義は明示している。それに対して，107号条約の定義（第 1条 1b）は，国

家の中における「先住」民と彼らの「国」とに対する支配関係を，まったく見落とし

ている。条文の修正を推進した諸国家代表の目には，国民の間に「諸人口」の見分け

はつくとしても，その間の支配関係は目に入らず，それゆえ，国家の領土を一つの単

位と見なして，歴史的起点における「先住」を判定しようとする。アジア・アフリカ

の国家にとっては，国民の全てが「先住」に見える訳である。しかし，個別の先住の

民にとっては，彼ら自身の「国」との関係において彼らが「先住」であること―つ

まり彼らの「国」との関係において彼らが非支配の位置にあること―が重要である。

107号条約の定義には国家の論理が貫いていることに留意したい。

　さらに，専門家委員会が用意した定義が，条約の条文に翻訳される過程で被った変
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更は，国家の論理とともに，当時の国際的コンテクストをもよく反影したものと解釈

される。ILOが課題として設定した「独立国における先住民労働」は，「植民地の原

住民労働」に対応する課題であり，後者から前者に向かう思考を導いたのは，双方に

共通する条件としての，植民地的状況における入植者と現地人との対置だった。入植

者共同体が独立して形成した国家では，現在時におけるこの対置は，歴史的起点にお

ける対置と連続的である。しかし，入植者を排除して独立した国家，つまり国連によ
0 0 0 0

る脱植民地化によって生まれた国家
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

では，国内の植民地的状況は独立後も独立前と連

続的であっても，独立国家を担うエリート層は歴史的起点における征服者・植民者と

の間に系譜的連続性がない。ILOが到達した「先住諸人口」の定義は，何重にも当時

の国際的コンテクストに翻弄されたといえる。

　107号条約の条文が規定する最終的な定義を踏まえて，先に専門家委員会の「記述

的」定義に私が与えた三つのコメントを，振り返っておきたい。条約の適用対象が

「先住」民から「部族的・半部族的」民に変更されたことは，先に指摘した，歴史的

起点を参照した「先住民」の定義の困難を，さらに強めたと考える。理論的明晰さと

引き換えにこの定義が抱え込んだ困難を，委員会の定義では「機能的規準」による後

半部が補い，概念を開かれた柔軟なものにし，かつ現在時の状況と接点を持たせてい

た。しかし，107号条約の条文では，この「機能的規準」に沿った部分が「先住」民

から切り離されて，より包括的な「部族的・半部族的」民の定義に使われた。条約自

体としては「機能的規準」の柔軟性を失っていないので，この変更による障碍はな

い。しかし，この変更によって「先住」民は「機能的規準」の補強を失い，歴史的起

点の参照だけがこの語を定義する。「先住」民の概念は，先祖との系譜関係の証明と

いう実務的な困難を抱え，概念としての機能的な柔軟さを失い，モデルとした国家

―入植者共同体が形成した独立国家―のみ
0 0

に当てはまる概念へとやせ細り，現在時

の状況に対する実践的な志向を喚起する力を持っていない。

　107号条約を改定した 169号条約では，「部族民」と「先住民」とが別個の概念と

して分離されたが，「先住民」の概念内容に実質的な変化はなかった。当事者による

自己認定という，先住民にとって重要な要素が加えられたが，先に述べたように，先

住民」を条約の主対象とするという，先住民組織が求めた変更は受け入れられず，

169号条約は「部族民」概念を主たる適用対象として残した。この判断を支えたコメ

ント，つまり歴史を参照して「先住民」を特定することは困難であり，そのような関

心はむしろ条約の適用を阻害するとのコメントは，ILOの観点からのものではある

が，歴史的起点を参照して定義される「先住民」概念の困難を，的確に指摘している。
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　「先住民」の概念をめぐる ILO先住民労働専門家委員会の挫折は，ILOの組織内部

の小さな躓きであるに留まらない。それは「先住民」概念をめぐるその後の思考に大

きな制約を残した。ILOの専門家委員会が当初，ベルギー・テーゼの視野とほぼ重な

る広い視野から出発したことを，想起したい。ベルギー・テーゼは一貫してこの広い

視野から外れることなく，入植者共同体が形成した歴史を持つ国家でも，国連の脱植

民地化によって独立してくる国家でも，「先住民」の存在を指摘した。しかし，ILO

の専門家委員会は，「部族民」という予期せざる新たな概念の導入と，それとの対比

で求められた「先住民」の概念内容の縮小とを，受け入れざるをえなかった。両者の

分岐点は思考の目標に対する姿勢の差異にある。専門家委員会もベルギー・テーゼ

も，現在時における現実の政策が思考の課題であり，その一環として先住民について

考察した。ベルギー・テーゼは，国連での論争に即して「非自治」の民に視線を当て，

概念相互の連接関係に沿って，「非自治」つまり「未開，進歩の後進的段階」，その民

に対する「文明化の作業」つまり「植民地統治」，この作業の対象としての「原住民，

先住民」と，政策的思考の対象を見定めていった。ILO専門家委員会の躓きとの関連

で言えば，植民地統治の現場の経験に裏打ちされたベルギー・テーゼの思考にとって，

国連の場で想定されていた海外「植民地」と加盟国つまり「独立国」との差異は，

「文明化の作業，植民地統治」の連続性を切断する境界ではなかった。実際，「文明化

の作業，植民地統治」というコンテクストの連続性に支えられて，この「文明化の作

業，植民地統治」が対象とする「原住民，先住民」の名辞上の対応関係（翻訳関係）

が，海外「植民地」と「独立国」を問わず，慣習的に成立していた。

　このベルギー・テーゼと対比させていえば，ILO専門家委員会は，課題である政策

の対象を「先住民」と見定めながら，その「先住民」を定義するのに，政策目標に直

接に関連する要素―つまり「機能的規準」―に集中せず，「先住民」と「非先住民」

との識別の実務的な困難に執着せずに，この困難を回避して，学術的に明瞭な定義，

しかし政策目標とは関連のない遠い過去の歴史的事象を参照した定義を，導入した。

条約条文の審議過程で，学術的定義と機能的定義が分離されたのは，専門家委員会に

とっては予期しがたい偶然的な要因が働いたゆえであったかもしれない。ILO全体と

しては，植民地における先住民労働の課題も視野に入っていたが200），先住民労働専

門家委員会に課したのは，それと対を成すべき「独立国における」先住民労働であっ

て，委員会の視野から植民地を外させていた。ベルギー・テーゼは，「先住民」の語

とともに，「原住民，未開民，後進的民」など植民地で慣用されていた表現を互換的

に使ったのに対し，ILO専門家委員会は用語を「先住民」に絞り，ILO全体としても
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この姿勢を貫いた。先に述べたように，当時の英語の環境では「先住 indigenous」は

新しい言葉だった。ILOはこの言葉を導入し，「独立国における」というコンテクス

トの区画を与えて，植民地のコンテクストで成立する意味関連からむしろ積極的に切

断していた。

　ILO専門家委員会は，ベルギー・テーゼと同様に幅広く「先住民」の存在を視野に

納めて出発しながら，「先住民」の定義では躓いた。その小さな躓きが，107号条約

の条文では「先住諸人口」と「部族的諸人口」の亀裂をもたらした。それは後に，

169号条約で，「先住民」と「部族民」との決定的な分裂に発展することになる。107

号条約は，「独立国における先住の」民に定義を与え，それによって「先住民
0 0 0

」の認
0 0

識を制約する基本的な枠組みを形成
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

した。「先住民」について思考しようとすれば，

思考は不可避的に，（1）独立国という国家の枠組み，（2）その国家の歴史における征

服と植民地化という歴史的起点，（3）入植者共同体が形成した国家，そして（4）歴

史的起点を参照して定義される被支配的民へと導かれる。それは思考をこのように特

定の結論へと追い込んでいく強固な認識枠組みである。その後の影響を考慮して，こ

の ILOのコンテクストで形成された「先住民」の定義，つまり上記（1）から（4）

の思考経路で行われる「先住民」の定義を，「ILO定義」と呼んでおきたい。

5-9　ILO定義を乗り越えて

　後に見るように，先住民の間には，「先住民」の定義は不要とする主張がある。実

際，1993
0000

年宣言は
0 0 0 0

「先住民
0 0 0

」の定義を与えていない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。それにもかかわらず，「先住民」

の定義を求める声には根強いものがある。さまざまの国際機関が研究者とともに定義

を与えてきた（スチュアート 1997）。いずれも特定の目的を反影して個性的であるが，

それにもかかわらず，これらは共通に，先住民の決定的な弁別的特徴として歴史的起

点に言及している。その意味でいずれも，ILO定義の枠内での変異形である。

　ILO定義の拘束力は，国際機関や研究者に留まらない。先に参照したWilmerの文

章を想起したい。先住民の権利を主張するWilmerは，先住民の存在を「ヨーロッパ

人定住者
0 0 0

が人口・経済・政治体制で支配を確立した諸地方」に確認し，それを，「第

三世界」つまりかつて欧米諸国の海外植民地だったアジア・アフリカの諸国と対置さ

せて，「第四世界」と呼んだ。ILO定義が最もよく当てはまるのは，ILO専門家委員

会がモデルを求めた国々，つまり南北アメリカとオセアニアの入植者共同体が形成し

た国家であり，つまりはWilmerのいう「第四世界」の所在する国家である。ILOの

条約が構成した「先住民」の認識枠組みは，Wilmerに見られるように，1993年宣言
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と同時期にいたっても，当の先住民の思考を制約していた。

　ILO定義については，その陥った困難を指摘した。その変異形である定義は，同じ

困難を乗り越えているだろうか。その判断資料として，広く引用される Coboの定義

を見ておきたい。Coboの定義は，ILO107号条約と今日の状況との中間に位置して，

先住民運動に連なる関心から提示された定義であり，先住諸人口作業部会も当初はこ

の Coboの定義を踏まえて作業を開始した。国連の場でも，作業部会が 1993年宣言

で定義を不要としたにもかかわらず，依然として標準的定義として参照されてい

る201）。Coboは，国連の少数集団差別防止・保護小委員会（少数集団小委員会）の委

嘱により，「先住諸人口」に対する人権差別の状況について調査した特別報告者であ

り，彼の報告が動因となって国連における先住民問題の取り組みが始まった。

　Coboの調査活動でも，1950年代の ILO先住民労働専門家委員会と同じように，調

査資料の主体は，Coboの要請に応えて国連加盟国政府（併せて 37か国）が回答した

情報に依存した。ILO専門家委員会の資料収集と比べて，アジアではマレイシア，バ

ングラデシュなどが加わり，ヨーロッパからはサーミ（当時の名称で Lapp）の住む

北欧諸国が新たに回答したが，アフリカからは応答する国がなかった。Coboは，「先

住」に該当すると思われる民が存在する国家が，アフリカにも存在するとして，アフ

リカからの無回答を遺憾としている（Cobo 1983: 4）。Coboの視野は，ILO専門家委

員会の視野と重なりながら，その後の先住民政策の広がりと独立国家の増大を反影し

て，アジアからさらにヨーロッパとアフリカを含めるまでに，拡大していた。彼の広

い視野は確実に ILO定義の枠を越えていた。

　Coboはその長大な報告の結論部分で，より確定的な定義を得るための準備段階の

ものとして，「先住諸人口」の「暫定的な定義」を与えている（Cobo 1983: 48–51, 

paras 362–383）。「先住民」の定義と「先住民」であることの認定はいずれも先住民の

権利であり，国家は関与すべきでないと注記しつつ，「国際的行動を目的とした」定

義として，次の文章を示している。叙述の便宜のために構成要素ごとに記号をつけて

引用しよう。

先住の共同体 communities・民 peoples・国民 nationsとは，［a］侵略以前 pre-invasion・植民
地支配以前 pre-colonialに自身の領土（地域 territories）において発展していた社会と，歴史
的な連続性を持ち，［b］現在その同じ領土ないしその一部を支配している社会の，他の区
分 sectorとは，別個 distinctであると自認している共同体・民・国民である。［c］現在は彼
らは社会の非支配的 non-dominantな区分を構成しており，［d］彼らが民として引き続き存
在していくための基礎として，彼らの先祖の領土と彼らの民族的アイデンティティを，彼
ら自身の文化的パターン・社会制度・法体系に従って保持し，発展させ，将来の世代に伝
承していくことを，決意している。（Cobo 1983: 50, para. 379）
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　歴史的起点を参照して先住民を識別する ILO定義については，理論的明晰さの半

面で，いくつかの難点を指摘した。（1）限られた適用可能性，（2）現在の先住民と「先

祖」との関係を証明するという実務的困難，そして（3）現在に先住民が置かれてい

る植民地的状況と接点を持たないこと。Coboが着目する「先住の」存在は，［a］で

述べるように，個人ではなく集合的単位―「共同体，民，および国民」―であり，

過去の歴史的起点との関係についても，｢ 先祖」と「子孫」という個人間の親族的な

系譜関係ではなく，集合的単位の連続性を要件としている。その意味で，ILO定義の

困難（2）は免れているといえるかもしれない。

　しかし，適用範囲が特定のタイプの国家に限られるという難点（1）については，

依然として難点であり続けている。107号条約では，歴史的起点の規準では国民全て

が「先住」民であるような国家について，「先住」民に替わって「部族」民のカテゴ

リーが条約の適用対象を把捉していた。Coboの定義では，「植民地支配以前」の「共

同体・民・国民」との歴史的連続という条件［a］に，かつて「先住」民のものだっ

た領土に現在は彼らとは別個の人々が存在して（条件 b），その「社会」全体の中で

「先住」民は「非支配的」な位置にあるという条件［c］を加えることによって，「先

住」民を区画している。条件［a］と［b］［c］は，先住民の「自身の領土」と，それ

を支配している「社会」とを区別しており，ILO定義を貫いていた（国家の領土の範

囲で「先住」を判定するという）国家の論理を免れている。さらに，この条件の組み

合わせでは，条件［b］［c］が述べる現在時の「社会」の支配的な「区分」と，条件

［a］の歴史的起点における ｢ 侵略 ｣ないし植民地化の実行者との，歴史的関係につい

て，定義は何も述べていない。この定義文だけであれば，それゆえ，歴史的起点での

侵略者・植民者から現在の「社会」の支配的な「区分」へと，支配者が交代した国家

であっても，この定義は「先住民」を特定することができる。それゆえ，国連の脱植

民地化によって独立を達成したアジア・アフリカの諸国家―「国民の全てが先住で

ある」と主張する諸国家―においても，この定義は有効であるように見える。報告

書の本体で Coboは，考察する項目ごとに各国の寄せた資料を提示し，その中にアジ

ア諸国の資料も含めていた。「先住」と見なされる人口集団がアフリカ諸国に存在す

ると予想してもいた。しかし遺憾なことに，Coboは，この定義を提示するのに先立っ

て，次の説明を与えていた。

先住民は彼ら自身が，彼らの領土に侵略者 invadersが来る以前に彼らの領土に存在してい
た民と国民の，歴史的な後継者 historical successorsであると見なしている。侵略者は結果的
に先住民を圧倒し，彼らに植民地的なあるいはその他の形態の従属を強いた。侵略者の歴

0 0 0 0 0
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史的な後継者が現在
0 0 0 0 0 0 0 0 0

，社会の支配的な区分
0 0 0 0 0 0 0 0 0

predominant sectorsを構成
0 0 0

している。（Cobo 1983: 
50, para. 376）

この説明は，現在の先住民が歴史的起点における先住民の「歴史的な後継者 ｣である

のと同じ意味で，現在の「社会 ｣（つまり国家）の「支配的な区分」は歴史的起点に

おける「侵略者」の「歴史的な後継者 ｣であると述べている。それゆえ，この定義が

当てはまるのは，特定のタイプの国家，つまり入植者共同体が独立して形成したタイ

プの国家における先住民に限られてしまう。ILOの専門家委員会は，当初はアジアの

新興独立国を含めた広い視野から出発しながら，成文を得た条約では，入植者共同体

が独立したタイプの国家のみに該当する定義へと，狭められていった。Coboは，そ

れとまったく同じ軌跡を再びたどるという結果に終わっている。

　国連少数集団小委員会から委嘱を受けて，先住民が締結した条約について調査した

特別報告者Martinezは，その中間報告で Coboの定義に論及し，彼の定義では「民族

的・国民的少数集団 ethnic/national minorities」と「先住民 indigenous peoples」が区別

されず，両者の混同が生じてしまうと批判している。Coboの定義は「侵略」と「植

民地化 colonialization」の区別を見逃しているとも批判する。Martinezの意図は，近

代ヨーロッパによる植民地支配は，先住民―彼の認識では現在のアジア・アフリカ

の国家はいずれも先住民によって構成されている―の間の「侵略」とは異質である

と，述べたいようだ。さらにMartinezは，アジア・アフリカの諸国家が，帝国主義

諸国の領土獲得競争によって恣意的に区画された植民地の境界を受け継いでいるこ

と，国家の人的構成が多民族的 multi-ethnicであり，かつ，同じ民族集団 ethnic group

が複数の国家に分断されている状況が一般的であることを述べて，このような国家で

はしばしば特定の民族集団が権力を把握し，不均等な権力配置によって，他の民族集

団は「支配的区分 dominant sector」に属していない，しかし，いずれの民族集団も

「先住」である資格に疑問の余地はないとする。Martinezは，この状況における「民

族的／国民的少数集団」ないし「部族的少数集団」―彼は ILO169号条約の規定す

る（独立国における）「部族民」に該当すると説明する―を「先住民」と誤認しては

ならないとして，Coboの定義では，このアジア・アフリカ諸国における「民族的／

国民的少数集団」をも「先住民」としてしまうという（Martinez 1995: 16–26）。

　しかしMartinezは，現在の国民の中の支配的「区分」が当初の侵略者の「歴史的

後継者」であるとする（上に引用した）Coboの説明を参照してもいる。その上での

この批判であるから，Martinezの Cobo批判は論理的とはいえない202）。Martinezは，

二つの関連する概念を，互いに排他的に設定しようとする。「民族的／国民的少数集
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団」に含めようとする対象を「先住民」から除外することによって，結果として「先

住民」の概念を硬直的に捉え，ILO定義へと固定させてしまった。さらにMartinez

（1995: 25–26）は，現在のアジア・アフリカ諸国を「統治 govern」しているのは，い

ずれも「先住の」住人であると述べる。彼の視野と論理は，ILO定義とまったく同じ

国家の枠組みに縛られている。おそらくこれは，「少数集団 minorities」から考察を出

発させる国際法研究者に共通の傾向である。「少数集団」は，国家の住人の間で人権

を制限されている集合として識別される。国家という枠，その中での他の集合（とり

わけ支配的な集合）との相対的関係における被差別状況，この二つが「少数集団」の

識別をもたらす必須条件であり，つまり国家という視野でしか「少数集団」は見分け

られない。しかし，特定の先住民にとって，より正確にいえば，彼らの「先住民」と

しての認定にとって，第一に重要なのは彼らの「国，領土」― 1993年宣言がいう

彼らの土地・領土を含む「環境の総体」―との関係であり，国家という枠組みは，

この関係に介入する二次的な要素である。その国家的支配の担い手が（その「領土」

との関係において）「先住」であるか否かは，先住民が自身の「領土」において「先

住」であることと，直接の関わりはない。

　現在のアジア・アフリカ諸国ではしばしば，特定の「民族集団」が権力を独占し，

他の「民族集団」の権利を制限する。この状況で支配を受ける「民族集団」は「少数

集団」であって「先住民」ではない。Martinezの Cobo批判は，つきつめれば，この

概念上の区別に尽きる。しかし，このように概念上の区別を行うことに，どのような

意味があるのだろうか。支配的な民が「先住」であると否とに関わらず，彼らから支

配され，個別の民としての集合的生命を侵されている民が，「先住民」と自己認定し

て権利要求の運動を行い，さらに国際的な先住民運動の場に参加していくことに，ど

のような問題があるのか。Martinezが批判し摘発しようとするのは，「先住民」と

「少数集団」との概念上の「混同」である。Martinezの主張はさらに，このような集

団は「少数集団」であって「民」ではないとする，あの国際人権規約が規定していた

差別を，これらの国家における被支配民に適用させる。「先住民」である支配的な

「民族集団」が，「少数集団」である「民族集団」に対して行う支配は，ヨーロッパ人

が行った植民地支配とは異質であるなどと想定するのであれば，それはヨーロッパ人

に対する逆差別というべきである。

　「先住民」のもろもろの定義が言及する征服と植民地化の歴史的起点は，先住民に

対する支配の一つの要素であるかもしれない。しかし，それが唯一の規準とすべき起

点ではない。さらに，この歴史的起点から引き続いた形態の植民地支配が，先住民に
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対する支配の唯一の形態だったのではない。ベルギー・テーゼは，国連の脱植民地化

によって植民地が独立するという歴史的変化において，支配者がヨーロッパ人入植者

から（エリート層の）原住民（先住民）に交代しつつ，しかし（非エリート層の）原

住民（先住民）に対する支配は持続している現実を，把握していた。その後のアジア・

アフリカ諸国においては，Martinezが指摘するように，政治権力の不均等な配置に

よって，「少数」の民に対する抑圧が多様な形で生起している。もはや植民地期にお

ける支配関係の（担い手が交代したポストコロニアルな）持続とは捉えられない展開

を示している事例も，多いと思われる。

　しかし，私の理解では，国民の構成員であるべき特定の民について，その集合的生

命を侵害するような支配と抑圧が存在する国家では，その支配抑圧を受ける民は「先

住民」と自己認定して，権利要求を行うことができる。1993年宣言は，そのような

状況にある民に，そのような行為を働きかけている。Martinezのように，既存の国際

法の概念である「少数集団」203）を援用し，さらに「民族的／国民的少数集団」と再定

義しようとすれば，それは「民」の権利に対する制限を導入する。国際法の語彙から

「少数集団」の概念を参照するのならば，「民族的少数集団」などとして「少数集団」

の概念を保持するのではなく，たとえば「少数民 minority peoples」といった，「民」

としての権利を伴う概念へと展開すべきである。民の集合的生命が否定されている状

況があれば，その民の権利要求に道を開く概念を構成し，適用することが重要である。

その上で，「少数民」と「先住民」を概念的に区別することが無意味であれば，むし

ろ概念上の区別を廃棄すべきであって，Martinezのように概念上の区別を維持するた

めに両者を排他的関係に置くことは，無用である。

　これは決して国際法の規定に即した論理の展開として無理な議論ではない。「先住」

民の ILO定義を貫いていた国家の枠組みを措くとしても，当初の ILO先住民労働専

門家委員会は，国家のタイプ―入植者共同体が形成した国家であるか否か―を問わ

ず，植民地的状況に置かれている民を「先住民」と捉えていた。しかし，条約の条文

として結果した「先住」民の定義―ここで「ILO定義」と呼んでいるもの―が，入

植者共同体が形成したタイプの国家における先住民へと狭められたことは，先に見た

通りである。しかし，それで ILOの二つの条約の視野が狭まったのではない。当初

の広い視野で捉えられていた「先住民」から，ILO定義で捉えられる「先住民」を除

いた残余は，「部族民」の概念で保持された。このことを念頭に置いて，国際法学者

の ILOに関する考察を振り返るならば，Rodríguez-Piñeroも Anayaも，ILOの条約を

もっぱら「先住民」に関する国際法として扱っていたことが，改めて了解される。先
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住民の文化と権利が国際法の関心事となっていった 90年代以降の状況を受けて，169

号条約は，先住民の権利を承認した最初の国際法規と位置づけられた。この条約は先

住民が「民」であることを承認した。国際法で規定された「民」の全ての権利を認め

るものではなかったが，そして 1993年宣言はこの制限を排除しようとしたのだが，

169号条約は先住民が集合的権利を担う主体であることを認めている。このことを確

認した上で，国際法学者が論及しなかった「部族民」に視線を移すならば，169号条

約が「先住民」に認めた資格と権利が，そっくりそのまま「部族民」にも適用すべき

ものであることが分かる。169号条約は定義の部分でだけ「先住民」と「部族民」を

区別したのであって，その他の条項では一切，この二種の「民」を区別して規定して

はいないからである。Martinezが言及するような，国家権力から国民としての権利を

制限されている被支配的「民族集団」は，Martinezが想定する「民族的／国民的／部
0

族的少数集団
0 0 0 0 0 0

」ではない。彼が中間報告を執筆した当時の国際法の状況でもすでに，

ILO169号条約が「部族民」は「民」であることを規定していた。

　ILOにおける思考の経路では，当初の「先住民」概念は，条約として成文化される

段階で，ILO定義の「先住民」と「部族民」に区分された。しかしその後の，先住民

運動に促されて先住民の権利の承認が拡大する国際状況にあって，ILO定義の「先住

民」と「部族民」を区別する必要はなくなり，事実上，両者を合わせた意味での，と

いうことはつまり当初の広い視野での「先住民」概念が，法的有効性を獲得している。

　国際法における先住民の権利状況を動かしてきた先住民運動の方はどうか。1993

年宣言は，次に述べるように，「先住民」に定義を与えないことによって，ILO定義

を貫いていた国家の枠組みも，この定義が導入した「先住民」と「部族民」の区別

も，事実上無効にしている。さらに，これも後述するように，国連の先住民に関わる

作業部会は，審議に参加するために先住民組織が集合する場でもあり，そこでは「先
0

住民
0 0

」概念の実践における前進的進化
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

が有効に機能している。1993年宣言が起草さ

れた当時からすでに，先住諸人口作業部会の審議に参加する先住民組織は，アジア，

オセアニア，アフリカ，北欧に広がっていた。入植者が独立して形成したタイプの国
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

家
0

を視野から外しても，アジアでは日本，台湾，ロシア，フィリピン，インドネシア，

ビルマ，インドから，オセアニアではグァム，ニューカレドニア，パプアニューギニ

アから，アフリカではケニア，スーダン，ナミビアから，先住民組織が参加していた。

作業部会に参加する先住民組織は，年によって入れ替わりがある。それを考慮に入れ

ても，2006年に作業部会の審議に参加した先住民組織は，さらに地域的に拡大して

いる。特にそれはアフリカに顕著であり，アルジェリア，モロッコ，ニジェール，マ
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リ，モーリタニア，トーゴ，カメルーン，ナミビアから先住民組織が参加し，ピグミー

を支援する NGOも参加している。アジアでは西アジアのイラク，イラン，パレスチ

ナ（?）から参加があり，日本（「琉球」），フィリピン，ラオス，ビルマ（ミヤンマー），

バングラデシュ，ネパール，インドから，オセアニアではパプアニューギニア，西パ

プア，フィジー，ニューカレドニアから，さらにヨーロッパのクリミアから参加して

いる。作業部会への参加が先住民組織による権利要求運動と連動していることが読み

取れる。これらの組織が代表する民のほとんどが，ILOの条約の定義では「部族民」

に分類すべき位置にある。国際法の規定にある「先住民」と「部族民」の区別は事実

上，効力を失っており，先住民運動の国際的連帯はすでに実践的に ILO定義の制約

を乗り越えている204）。

　歴史的起点を参照して「先住民」概念を捉える一方で，Martinezは，歴史的起点の

以後の先住民に対する抑圧の歴史的変化を，捉えていない。それはしかし，少なくと

も定義の文言に関するかぎり，Coboの定義でも同様である。Coboの定義は，先住民

の被ってきた植民地的抑圧の現在にいたる歴史を捉え損ねており，ILO定義の難点

（3）を共有している。条件［b］の述べる「先住」民の「被支配的」位置という特徴

は，現在に先住民が置かれている植民地状況に，かろうじて言及している。しかし，

Coboの定義は過去のそして現在の植民地的抑圧について，直接には述べない。条件

［b］の「別個で独自」という先住民の自己認識，条件［d］の将来に向けた先住民の

決意は，先住民が被ってきた植民地支配に対抗して形成された自己認識であり決意で

ある。そうであるならば，先住民をそのような形の自己認識と決意に導いた植民地支

配について，具体的に述べなければならない。それこそが「先住民」の定義の要とな

るはずである。先住民のこの自己認識の背景には，各国における同化政策，あるいは

ILO107号条約のような「統合」政策があり，決意の背景には「民族絶滅と文化絶滅」

の歴史があったはずである。視線を先住民に対する植民地支配に直接に当てるなら

ば，先住民の現在と未来に対する決意は，より包括的な権利要求となるはずである。

1993年宣言はこれらの要件のいずれにも応えていた。先住民の声が 1993年宣言とし

て形を成していたことが，改めて了解される。

　このようなコメントは，もちろん，Coboの時代には未来に属す出来事の展開を踏

まえており，Coboに対するコメントとしては不適切である。これまで，第二次世界

大戦後の国連と ILOを舞台として，いわゆる「脱植民地化」と，それにもかかわら

ず植民地的抑圧の下におかれてきた先住民の存在について，跡づけてきた。そこで得

た考察は，この過程が生み出した一連の「先住民」の定義―いずれも ILO定義の変
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異形である定義―を乗り越える地点にまで，到達したようである。これまでの考察

を総合して，「先住民」という存在を描いてみたい。

VI　結　論

6-1　第二次世界大戦後の国際機関による先住民抑圧

　1993年宣言― 1993年に起草された国際連合先住民権利宣言草案―の考察から，

この宣言の認識する先住民の歴史経験が「民族絶滅と文化絶滅」だったこと，この歴

史経験を踏まえて要求する先住民の権利は，つきつめれば民の集合的生命権
0 0 0 0 0 0 0 0

であるこ

と，具体的には，先住民の土地・領土その他の環境総体と統合的に結合して形成した

独自の統合的文化を，維持発展させる条件を確保すること，そして，権利を要求する

ための国際法上の土台を民としての自己決定権に置いていることを，把握した。次い

で，先住民の存在と権利が消去されてきた経緯を，1993年の先住民権利宣言を起点

として，国際法と国際機関の歴史の中に探ってきた。「民」と「自己決定権」の概念

の形成あるいは消去の跡を，過去の時点に遡って探り，そこから消去の経緯を時の経

過とともに追い，再びさらに遠い過去に遡り，その時点から時の経緯を追うという，

行きつ戻りつを繰り返しつつ，基本的には過去に遡って，ベルギー・テーゼという決

定的な分岐点に到達した。

　国連のいくつかの事業のうち，先住民にとって関係が深かったのは，二つの系列の

事業である。一方は国家間の平和友好関係の維持発展を目的とした事業，とりわけ初

期の国連で重要だった脱植民地化であり，安全保障理事会と信託統治理事会が担当し

た。他方は，国家の内部で生起する経済的・社会的・文化的・人道的問題に関わるも

のであり，社会経済理事会，とくにその中の人権委員会（後の人権理事会）が関係し

た。国連の専門機関と位置づけられる国際労働機関（ILO）も，国連のこの系列と並

行して，先住民と関わりを持った。

　歴史を遡る方向で追跡した出発点は，人道的問題に関わる事業の系列に位置づけら

れた先住民の権利問題である。この系列で最初に出会ったのは，国際人権規約自由権

規約の少数集団に関わる条項であり，第 27条は少数集団の成員に個人の権利として

文化的権利を認めていた。この条項によれば先住民は少数集団であり，しかし，条項

は少数集団を民
0

とは認めず，民の持つべき自己決定権を認めなかった。

　国際人権規約が採択された当時（1966年），同じ系列の国際機関である ILOの条約

（107号条約）が，先住民を対象とした国際法として機能していた（1957年採択）。し
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かしこの条約は，先住民自体とその文化に存続する価値
0 0 0 0 0 0

を認めず，あらゆる分野で

―政治的・経済的・社会的・文化的に―先住民を選択の余地なく「国民共同体」に

「統合」させるものであり，先住の民の解消を目指す「民族絶滅と文化絶滅」の国際

的推進役を担っていた。国際人権規約の少数集団条項に代表されるように，国際的関

心が少数集団の文化を承認する方向に転換したのを受けて，ILOは 107号条約を 169

号条約へと改定した（1989年採択）。先住民とその文化に存続する価値
0 0 0 0 0 0

を認め，文化

的発展を政策目標に組み込んだものの，国家的価値に沿った社会経済的「統合」の要

素を残すと同時に，先住民の自己決定権は認めず，国家の先住民に対する権威的パ

ターナリズムの「保護」姿勢を貫いていた。

　国連の人道的問題を扱う事業の系列が先住民に課した制約は，さらに遡って，国連

のもう一つの系列の事業である脱植民地化に由来した。初期の国連が選択した形態で

の脱植民地化は，先住民を素通りした。それに異議を唱えたのがベルギー・テーゼで

ある。ベルギーは「未開な後進的民」を指標として，先住民が海外植民地（非自治地

域および信託統治地域）のみならず，国連加盟国の国内にも広く存在することを指摘

した。しかし，国連の脱植民地化の事業はベルギー・テーゼを退けて，強弱二つの

メッセージを提示し，いずれによっても先住民を国連の事業の視野から除外した。

「強いメッセージ」は「民」の概念とそれに連なる「自己決定，自由，独立，主権，

領土的統合」の諸権利を概念複合として形成し，海外植民地の速やかな独立達成と，

それに伴う欧米植民地主義宗主国の国民国家への縮小を，それぞれ近未来の現実とし

て展望させた。植民地独立の担い手を現地人（原住民）に限定したが，その一方で，

独立供与の対象を海洋ドクトリンによって海外
0 0

植民地に限定し，それによって，（新

興独立国も含めて）加盟国の国内に持続する先住民に対する植民地的抑圧を，国連の

目から不可視にした。「弱いメッセージ」は非自治地域について，独立以外の「自治」

として複数の形態を導入して，宗主国（施政国）の支配・関与を持続させるとともに，

入植者を含む「地域」の社会構成には介入せず，先住民に対する植民地的抑圧を持続

させた。ベルギー・テーゼを退けた国連の選択は，つまるところ，あらゆる場所で，

つまり地理的に隣接して植民地を持つソ連邦（ロシア）・日本・中国などの国家，入

植者共同体が独立して形成した南北アメリカとオセアニアの国家，国連の脱植民地化

の事業によって独立を達成した（さらに達成してくる）新興国，そして未だ独立ないし

「自治」を達成していない非自治地域で，先住民に対する植民地的抑圧を持続させた。

　ベルギー・テーゼは，当時の国連が選択しつつあった形態での脱植民地化を批判す

ることによって，植民地支配者の視点からではあるが，植民地支配について，国連の
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進める脱植民地化について，そして広汎に存在する先住民について，的確な認識を示

していた。植民地支配は，奥行きの深い立体的な現実である。それに対し，国連はそ

の中の表層を平面的に把捉し，その捉えた平面でのみ，いわゆる「脱植民地化」の事

業を行った。国連の脱植民地化の事業にモデルを提供したのは，ラテンアメリカ諸国

が宗主国から独立を勝ち得た「革命」の歴史である。このモデルは，後に（1960年

に）成文化される国連の脱植民地化の「強いメッセージ」をさきがけるものであり，

宗主国との支配―被支配関係に解放の関心を集中させて，海外植民地の独立を展望さ

せるとともに，他方では，その構造的な裏面として，独立する国家内に先住民抑圧を

温存させる。ベルギー・テーゼから読み取ることのできるこれらの知見は，その後に

国連が進めた脱植民地化について，予言的でさえあり，実際，国連は欧米諸国の海外

植民地の大半を独立させるとともに，その多くの新興独立国で，国内に先住民に対す

る植民地的抑圧を持続させた。

　上に言及した ILOの条約は，国連が脱植民地化の事業から除外した先住民の，さ

らにその中の「独立国における先住民」に焦点を当てたものである。ILOの二つの条

約がいずれも植民地的なパターナリズムの大枠を出るものでなかったことは，上に述

べた。ILOの二つの条約が残したもので影響が大きかったのは，「先住民」概念の

ILO定義，つまり国家の枠組みの中で征服と植民地化の歴史的起点を参照する「先住

民」概念の定義である。その後にさまざまの国際機関や研究者が試みた定義は，いず

れもこの ILO定義の枠組みを出るものではなかった。現在にいたるまで，先住民運

動の当事者を含めて，「先住民」にかかわる思考に対する ILO定義の拘束力は持続し

ている。

　おおよそこのような経路で進めてきた私の考察は，改めていうまでもなく，最初の

1993年宣言を別として，国際秩序で主役を演ずる国際機関と国家ばかりを対象とし

てきた。考察のテーマは先住民であるが，その先住民は常に客体―政策の対象で

あったり，事業から外される対象であったりする存在―であり，能動的に行為する

主体ではなかった。この論文で内部に立ち入って考察した対象はいずれも，先住民に

対して植民地支配者の位置にあった。国連の脱植民地化の事業であれ，ILOの条約で

あれ，ベルギー・テーゼであれ，いずれも理念として掲げたものは，支配を正当化す

る植民地主義であり，その 20世紀中葉における変異形―支配する対象を自立させる

こと（つまり支配から解放すること）に支配の正当性を求め，支配からの解放過程（解

放にいたらない解放過程）を支配しようとする自己矛盾に満ちた植民地主義パターナ

リズム―である。植民地支配についてとびぬけて包括的な認識を示していたベル
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ギー・テーゼは，同時に，古典的ともいえる語彙でこの植民地主義を表明していた。

国連，ILO，そしてベルギーに代表される欧米宗主国，これら植民地支配者による思

考と行為（政策と事業）の彼方に，不可視にあるいは可視に先住民が存在した。植民

地支配者の思考と行為を跡づけてきたこの私の論文の視野でも，先住民は客体に留

まっていて，能動的主体としての姿を捉えていない。ただ一つ，最初に考察した

1993年宣言だけが，この先住民の声を集約的に代弁していた。

　ILO107号条約は先住民を，国民の水準より「未発達」な段階にあると描き，ベル

ギー・テーゼは，「未開，後進的」であるがゆえに，「文明の指命」を担う文明国家か

ら「文明化の作業」つまり植民地統治を恩恵として受けるべき存在と描いた。国連の

脱植民地化に比べれば，植民地支配をはるかに奥深く，先住民の存在まで見通したベ

ルギー・テーゼであるが，所詮は支配の現実をはるか高みからしか見ていなかった。

それは，1993年宣言が描く先住民の姿とのあまりの懸差が，よく示している。

6-2　「民族絶滅と文化絶滅」―先住民の歴史経験

　1993年宣言は先住民の権利要求を，彼らが受けてきた支配の経験と関連させて表

明した。彼らが被ってきた支配を，法律文の文体に従って権利の否定と読み換え，支

配の拒否を権利の要求へと展開させている。法律文に特有のこの操作を逆にたどるこ

とによって，1993年宣言の条文から，先住民が被ってきた支配が把握される。1993

年宣言はこの支配を「民族絶滅と文化絶滅」の概念で総括していた。それは民の集合
0 0 0 0

的生命
0 0 0

に対する破壊的攻撃であり，物理的・生物的ジェノサイド，土地・領土など環

境総体との統合的な結合の切断，政治・経済・社会・文化の破壊，そして政治的・経

済的な自己決定の否定を含む。

　1993年宣言は，この論文で跡づけてきた国連と ILOの事業の一つ一つに対して，

対話するような形で応答を示してはいない。しかし，これら国際機関の事績は，条約

と国連総会決議の形で明文化され，国際法に累積的に組み込まれていた。1993年宣

言は個別には，例えば政治的自己決定権のように，この国際法の蓄積から概念を援用

して，自己の権利として要求した。しかし，「民族絶滅と文化絶滅」の概念を導入し，

それを媒介として民の集合的生命権
0 0 0 0 0 0 0 0

の要求に到達したのは，彼らの歴史的な被支配の

経験を踏まえた先住民の創見である。

　この先住民の透徹した自己認識に対し，私がこの論文で考察した植民地支配のエイ

ジェントの中で，ベルギー・テーゼだけが，かろうじて対を成すといいうる水準の認

識を示していた。皮肉なことであるが，ベルギーは，国連が推進しつつあった脱植民
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地化に異議を唱えて，この植民地支配の認識を提示した。しかしベルギーは，先住民

に対する多面的な支配を，「文明化の作業」の名で継続することを追求した。国連の

脱植民地化と少数集団保護の事業，さらに ILOの二つの条約は，いずれも，先住民

に対する支配を部分的に緩和することはあっても，先住民に対する支配を放棄するも

のではなく，その意味でベルギー・テーゼと大同小異であり，「民族絶滅と文化絶滅」

の政策を継続するものだった。1993年宣言が掲げる民の集合的生命権
0 0 0 0 0 0 0 0

の主張は，こ

れら国際機関による個別の事業をはるかに超越するものであり，国際法の総体，そこ

に累積されている国際法の歴史の総体と，対峙している。

6-3　植民地支配

　1993年宣言が提示する「民族絶滅と文化絶滅」は，先住民が受けてきた植民地支

配を総括する概念であり，それゆえ，1993年宣言はこれによって，先住民にとって

植民地支配が何であるかを描いていると解釈される。先住民にとって植民地支配とは

民に対する「民族絶滅と文化絶滅」の介入である。

　この論文で跡づけた国際機関の事業の中で，先住民を徹底して無視したのは国連の

脱植民地化である。この事業にとって先住民は不可視の存在だったが，それに異議を

唱えたベルギー・テーゼの考察を介して，植民地支配の中での先住民の位置を把握す

ることができた。それによれば，一連の植民地的支配関係の中でも奥深い末端で支配

を受ける位置に，先住民は存在した。それは，脱植民地化が介入した支配関係つまり

宗主国と植民地との支配関係とは対極の位置である。国連による脱植民地化は，植民

地支配の構造の中の表層に位置する宗主国と植民地の関係
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

に集中的に介入したのであ

り，それによって植民地の政治的地位が変わり，「脱植民地化」したとしても，先住

民にとっては，支配の権力構造に若干の変化―つまり権力の担い手の交代―をもた

らしたのみであって，彼らの受ける支配を変えるものではなかった。植民地支配はこ

の「脱植民地化」によっても終了せず，依然として持続した。先住民にとって，植民

地支配には，国連の脱植民地化が区分するように見える二つの歴史的位相の植民地支

配，つまり脱植民地化以前の国家レベル（地域間）の植民地支配と，脱植民地化後の

（ポストコロニアルな）国内植民地支配とがあるのではない。先住民にとっては，そ

の時々に様態を変えはしても，初めから現在にいたるまで一貫して，一種類の植民地

支配だった。先住民は，植民地支配を最も深くかつ持続的に被った，そして現在もな

お被りつつある民である。それゆえ，先住民が「民族絶滅と文化絶滅」として経験し

た植民地支配の特徴は，先住民に対する特殊な特徴ではない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。それこそが，植民地支
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配に一般の本質的な特徴である。

6-4　1993年宣言と「先住民」の実践的定義

　先に，「先住民」の ILO定義に即して，「先住民」の定義に関わる問題を考察した。

「先住民」のさまざまな定義の試みが，ILO定義の枠組みに拘束されて，共通に歴史

的起点を「先住民」の弁別的特徴として採用していることを指摘し，しかし歴史的起

点は「先住民」の定義には不適切であることを述べた。そこでは ILO定義に替わる

べき定義を示さなかったので，ここで改めて「先住民」の定義について考えておきた

い。ただし，ここで考察したいのは，「先住民」を定義すべき内容ではなく，「先住民」

を定義すること，その適否あるいは可否である。その考察は，定義の実践的な役割を

明らかにするだろう。

　「先住民」の概念には，関係する国際機関と国家の政策の場，先住民による運動の

場で，それぞれのエイジエントがそれぞれの状況に即して，定義を与え，また与える

ことを控えてきた。研究者もまた，これと類似の外的制約のもとで，しかし彼らの場

合は理念上，現実のコンテクストからの制約を捨象して学術的に定義するという立場

に立ちつつ，定義を試みている。これらさまざまの定義を考察する上で留意すべき重

要なことは，定義をめぐる状況的条件への配慮である。定義は特定のエイジェントが

特定の目的のために行う。これらの条件を外して定義の文面だけを抜き出すならば，

文面の背後に潜んでいた条件に足元をすくわれることになろう。例えば，これまで再

三考察した ILO107号条約は，「先住諸人口」を，歴史的起点に言及して「征服ない

し植民地化の時に当該国…に居住していた諸人口からの子孫である」云々と定義して

いた（第 1条 1a）。しかしそれは，この条約の適用対象を限定するというコンテクス

ト（第 1条 1）で与えられた定義であり，それゆえ「独立国における部族的ないし半

部族的な諸人口」という上位のカテゴリーに含まれる下位カテゴリーとしてだった。

これらの制約条件を外して，歴史的起点を述べた文章を「先住民」の一般的定義とし

て抜き出すとすれば，それは元の意味と用法を外れた誤用であり，「先住民」一般に

ついても，また当の条約についても，誤解することになろう205）。

　「先住民」概念の学術的な定義を最も困難にするのは，1993年宣言が「先住民」に

定義を与えないという選択をしていたことである。1993年宣言はそれに替えて，自

らを「先住民」として認定する権利を主張する（第 8条）。この自己認定には「先住

民」の定義も含まれる。Daesは執筆した討論資料で，作業部会の審議で先住民組織

が表明した全般的
0 0 0

意見に言及している。先住民組織は「先住民」としての自己認定の
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重要性を強調し，「先住民」の定義は不要だと主張していたという（Daes 1996: 12, 

21）。先住民にとって「先住民」という認定 identification ―「先住民」というアイデ

ンティティの確保―より重要な権利はない。遺憾ながら，国連総会が
0 0 0 0 0

2007
0000

年に採択
0 0 0 0

した国連先住民権利宣言は
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，先住民の自己認定の権利を述べる条項を条項ごと削除し

て，この権利を再び先住民から剥奪してしまった
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。

　概念の定義は，不可避的に，概念に含まれるものと概念に属さないものとを弁別す

る。つまり，概念の定義は同時に，排除するものをも定義する。1993年宣言は，「こ

の宣言のいかなる個所も，先住民の既存の権利および将来に先住民が獲得しうるべき

権利を，縮小ないし喪失させると解釈してはならない」（第 44条）としていた。つま

り，「先住民」に定義を与えて，それに該当しない先住民を「先住民」―1993年宣言

が掲げる諸権利を要求すべき主体―から排除すること206）は，宣言にとって自己矛盾

であり，第 44条の精神に反する。それゆえに宣言は，「先住民」概念に定義を与えず，

その定義とそれに基づく「先住民」としての認定を先住民による自己決定に委ねた。

　先住諸人口作業部会の議長として 1993年宣言の起草を担当した Daesは，1993年

宣言に関連して，いくつかの報告書と討論資料を執筆している（Daes 1993a, 1993b, 

1996）。それから判断すれば，1993年宣言で「先住民」に定義を与えなかったのは，

先住諸人口作業部会の審議で賛否両論があったのを踏まえた上での，作業部会の判断

だった。国連加盟国の政府からは，「真の先住民」を識別する―ということは「真の

先住民」ではない人々を排除する―必要から，先住民組織からは，確実に「先住民」

として認定される根拠として，それぞれ明確な定義を求める意見が出されていた。概

念の定義は概念の内と外を明瞭に分離し，包摂と排除という両面の作用を持つこと

を，よく示す議論である。定義の不必要を述べて自己認定の権利を主張する先住民組

織の意見は，いずれの議論に対しても有効な反論である。Daesは，作業部会の審議

過程が，参加する（しようとする）組織の合議的選別を通して，「先住民
0 0 0

」概念の実
0 0 0 0

践における前進的進化
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

the gradual evolution of the concept of ‘indigenous’ in practiceを成

功裏に実現してきたとして，概念の柔軟な運用を強調している（Daes 1996: 21–22）。

　1993年宣言は，「自らを先住民と認定し，［他から］先住民と認められる［先住民

として承認される］権利」（第 8条）を要求する。「先住民」概念の定義もこの自己認

定に含まれる。先住民組織は国際的連帯による行動を通して，「先住民」の概念に内

容を充当してきた。「先住民」概念はもはや，学術的な考察によって定義すべき対象

ではなく，先住民自身が自己決定として定義し，自己決定として「先住民」と認定す

る，そのような当事者の実践とともにある概念である。
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　この論文で私は，先住民の存在とその権利に対する消去の軌跡を，国連と ILOの

事業の歴史の中に探ってきた。そこで得た知見では，先住民は，植民地支配を最も深

くかつ持続的に被ってきた民である。国際機関は先住民に対する植民地支配を継続さ

せて，現在にいたっている。2007年に国連総会が採択した国連先住民権利宣言は，

1993年宣言が要求した民の基本的権利
0 0 0 0 0 0 0

の多くに制限を加えた。民としての政治的自

己決定権を事実上，内的自己決定権に制限した。他の全ての民と平等に十全な自己決

定権を持つことを要求した 1993年宣言に対し，2007年決議は先住民に，民としての

自己決定権に毀損のある扱いを強制している。さらに 2007年決議は，「先住民」とし

て自己認定する自己決定権を否定した。先住民の被ってきた「民族絶滅と文化絶滅」

の歴史を不可視にした。先住民による権利要求の枠組みを，国家と先住民との「パー

トナーシップ」による共同作業に変換した。先住諸人口作業部会の起草した 1993年

宣言が国連総会決議として採択されるまでの，国連の組織内部で行われた変形過程

は，植民地支配が先住民に対して現在なお持続していることの，一つの証左である。

　「先住民」の定義に自己決定として関わるのではない者として，これが私の述べる

ことのできる限界である。先住民が被ってきた，そして現在なお被っている植民地支

配の内容と，それに対抗して先住民が要求する権利は，1993年宣言が詳細に提示し

ている。1993年宣言は，単に先住民―「先住民」としての認定を確保している民と

個人―が要求する権利を述べているのではない。1993年宣言は，先住民の被ってき

た植民地支配を明示し，それに対抗して要求すべき先住民の権利を明示して，その上

で，そのような植民地支配を被ってきた民と個人に向けて，「先住民」としての自己

認定が先住民の権利であることを述べている。「先住民 indigenous peoples」は，植民

地支配のコンテクストで植民地支配者が使った用語「原住民 native, aborigine」ではな

く，先住民が権利要求を掲げて始めた運動とともに（再）形成された概念であること

を，想起したい。彼らの運動のコンテクストで意味を成す概念，その意味で一つのス

ローガンでもある概念である。「先住民」としての自己認定は，先住民として権利要

求するための入口である。1993年宣言は，先住民運動のメッセージを表明する用具

に留まるのではない。それは先住民に対する呼びかけを内包している。1993年宣言

は，先住民の存在を喚起し，先住民運動を作動させる，そのような先住民運動そのも

のの容器である。



清水　 先住民，植民地支配，脱植民地化

475

 
謝　　　辞

　本誌『国立民族学博物館研究報告』に投稿した論文草稿に対し，三人の匿名査読者からいた

だいた詳細なコメントに感謝したい。それに応えるために，結果として大幅に改稿することに

なった。この論文を執筆した早期の段階で，一橋大学社会人類学研究室の一橋人類学セミナー

で発表する機会をいただいた（2007年 5月）。その場で多岐に亙るコメントをいただいた出席の

方々に感謝したい。専門外の者として全く不案内な国際法と国際関係の文献の探索には，イン

ターネットが非常に有用だった。この論文で参照した国連の文書と国際法規は，その大半がイ

ンターネットで入手することができた。その点では，日本語で国際法規を入手する方が手順を

要した。ウェブ上に公開されていない文献は，図書館を通して入手することになる。参照文献

リストに記載しなかったものも含めて，現物貸借と文献複写のサービスでは，お世話になった

東京外国語大学附属図書館に感謝したい。米国の古書店を通してベルギー・テーゼのパンフレッ

ト（Belgian Government Information Centre 1953）を入手できたのは幸運だった。この論文で先住

民運動と国際法・国際関係について示した私の思考は，先住民関係者との，また専門の研究者

との対話によって鍛えられたものではない。批評をいただければ幸いである。

注

 1） 国連総会決議などの国際法規類の日本語での名称について，この論文では，後に述べる理
由によって，必ずしも公式のないし慣用の名称を用いず，適宜変更を加える。論文で参照す
る国際法規類の英語での公式名および日本語での公式名ないし慣用名と，参照した情報源
は，論文の末尾に参照文献リストに続けて掲載する。

 2） Anayaは，1970年以来，国連，ILOその他の国際機関が積み上げてきた先住民の権利に関
する条約・決議類が，先住民の権利を規定し保護する国際慣習法 customary international law
を形成しているとし，その中心的構成要素として国連先住民権利宣言の 1993年草案を挙げ
ている。2001年の米州人権裁判所 Inter-American Court of Human Rightsの裁定記録では，先
住民の土地権を保証する論拠として，ILO169条約とともに 1993年草案が参照されていると
いう（2004: 61–70, 92）。3-9節参照。

 3） 国連が非自治地域・信託統治地域の制度を通して行った事業は，一般に「非植民地化，脱
植民地化 decolonisation」と呼ばれているので，ここでもその慣用に従いたい。対応する英
語の語義を考慮して，「脱植民地化」の語を用いる。ただし，国連の事業は植民地支配の限
られた一面を対象としたものにすぎず，先住民にとってはむしろ国連時代における新たな植
民地支配の形態だった。「脱植民地化」とはいえ，その意味内容に保留をつけて用いている
ことに留意したい。

 4） 例えば self-determinationは，国民ないし国家に関わるコンテクストでは「自決」の語が，
個人に関わるコンテクストでは「自己決定」の語が，それぞれ充てられてきた。「自決」は，
「民族自決」という固定的な用法から，ほぼ国家的「独立」のみを意味し，個人の「自己決
定」と接点を持たない。日本語では二つの概念であるように見えるが，英語では，複数のコ
ンテクストにまたがって使われているのみで，いずれも主体に関わる同一の概念であること
が，単一の用語によって示されている。実際，後に見るように，民の self-determinationを制
約する植民地支配は，しばしばパターナリズムの形態をとったのであり，この概念的対立は，
個人の self-determinationに介入するパターナリズムと同じである。日本語の用語法のような
コンテクストの違いによる用語の区別は不必要であり，むしろ思考を誤導しかねない夾雑物
である。例えば，「『先住民』の認定は先住民の self-determinationの権利（自己決定権）に属
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す」という 1993年宣言のメッセージは，self-determinationを「自決」と訳したのでは，誤
解を呼んでしまう。このメッセージは，民による自己決定が，「民族自決」だけではない広
がりを持っていることを，示している。「自決」と「自己決定」という日本語の用語法が維
持されているのは，研究分野ごとに異なる用語を慣習的に維持してきたからであり，それ以
上の根拠はない。

 5） この論文の記述では，国際法から多くの語句を借用し，鍵括弧「」を多用するので，この
論文での鍵括弧の用法について説明しておきたい。鍵括弧は，それで括った言葉（単語，語
句，文章）を言葉として扱っていることを示す。概念など，言葉とともにその意味を併せて
指示する場合も，鍵括弧で括る。具合的には，法規その他の参照資料から語句を引用し，そ
れが引用であることを示す場合である。文章の書き手である私との関係でいえば，言葉とそ
の意味に対して私が距離をとっている場合に，鍵括弧で括る。対照的に，鍵括弧で括らない
のは，私がその言葉とその意味を受け入れているからであり，私の言葉として使っている。
鍵括弧で括らない言葉による表現は，言葉をではなく，言葉の意味対象を表わしている。表
現での強調を表すのには，括弧類は用いず，傍点をつけることにする。引用文中の強調は

0 0 0 0 0 0 0 0

，
法規から引用する条文を含めて，全て私による強調である

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。
 6） peoplesの訳語に「民」を当てるのは，テッサ・モーリス =鈴木の翻訳書（2000）にならっ
ている。ちなみに，国連公定訳による 1993年宣言および 2007年決議の中国語版は，peoples
を「人民」とし，indigenous peoplesは「土着人民」としている。indigenous populationsは
「土着居民」である。

 7） peoplesに対応する日本語として「民」を導入することは，原語では同一の用語 people(s)
の概念的広がりであるものを，日本語では二つの用語「人民」と「民」で切断することにな
るという批判がありうることは，自覚している。私としては，単数名詞の peopleにも「民」
を充てることが可能であり，必要に応じて慣用語を併記して「民（人民）」と表示すれば，
原意を保ちつつ日本語での論述ができると考える。たとえば「民（人民）の，民（人民）に
よる，民（人民）のための」。

 8） minoritiesを「少数集団」と訳すことについては，注 50参照。
 9） 作業部会の名称に populationの語を採用したのは，国際法では当時すでに自己決定の主体
という意味を帯びていた peoplesの語を避けるためだったといわれる。populationは多くの
学問分野で使われる語であり，異なるコンテクストで訳し分けることが可能であるが，ここ
では，この語の最も多用される用法に従って「人口」としておく。人々の集合の意味であ
る。ただし，通常の用法では「人口」は，populationの語義の中でも数量の側面 number of 
populationに焦点を当てることが多い。

 10） ここで言及されている集団名はそれぞれ固有名である。つまり，「アボリジナル
Aboriginals，トレス海峡諸島民 Torres Strait Islanders，先住アメリカ人 Native Americans」は，
「マオリ，イヌイット，サーミ，アイヌ」と同じく，英語では大文字で記される固有名である。
この引用文は，作業部会の討議を推進した先住民が，地域では南北アメリカとオセアニアの，
経済的には先進国に属す先住民に，傾斜していたことを示唆している。

 11） 名詞の単数複数の区別は，複数であることを強調する場合に「諸」をつけて「諸権利，諸
政府」などと表記するが，通常は日本語の慣用に従って「諸」をつけず，単複の区別をしな
い表記を採用する。

 12） 少数集団小委員会は 1999年に「人権促進保護小委員会 Sub-Commission on the Promotion 
and Protection of Human Rights」と改称した。

 13） この作業部会に固有名はなく，記述的に「1995年 3月 3日の人権委員会決議 1995/23によ
り設置された作業部会Working Group established in accordance with Commission on Human 
Rights resolution 1995/32 of 3 March 1995」と呼ばれている。ここでは「宣言案作業部会」と
呼ぶことにしたい。

 14） ただし，国連総会決議という文書の性格から，宣言を総会が採択しても，加盟国に対する
法的拘束力は持たない。

 15） 記述的な表示と固有名との差異を日本語で表現するために，本文のような表示を採用し
た。原語の英語では，記述的な表示 a/the draft United Nations declaration on the rights of 
indigenous peoplesは，冠詞を aないし theとし，「国連 United Nations」以外を全て小文字に
する。他方，固有名としての表示 the draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoplesは，定冠詞 theをつけ，しばしば draftの語を外し，各語の先頭文字を大文字で表す。

 16） 宣言案を起草した先住諸人口作業部会の文書，また宣言案の条文をさらに検討した宣言案
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作業部会の文書はいずれも，宣言案を記述的に表示していた。先住諸人口作業部会が最終案
を提出したのをうけて，上級の少数集団小委員会は宣言案を「国際連合先住民権利宣言」（原
語では各語の先頭文字が大文字）と命名することを決定している（1993年 8月，Sub-
Commission 1993）。しかし，人権理事会および宣言案作業部会では引き続き，記述的表示で
通した。その後の国連では，後述のように，2006年に人権理事会が宣言案を採択し，国連
総会に提案した段階で，固有名で「国連先住民権利宣言」と表示している。このようなコン
テクストの違いによる名称の微妙な差異とその経緯を踏まえた上で，ここでは記述の便宜を
優先して，「宣言案」ないし「宣言」と略記する。

 17） 1993年当時に宣言案の将来に予想されていた組織的階梯が一つ削減されたことになる。
 18） Human Rights Council 2006。この人権理事会の決議は，宣言案作業部会議長の報告した宣
言案

0

を，記述的な（小文字の）表示で言及する方で，これとまったく同一の条文のものであ
るが，名称を固有名とし（つまり各語の先頭文字を大文字とし），かつ「草案 draft」の語を
外した「宣言」を，人権理事会として採択し，さらに総会に提案した。この段階でようやく，
国連総会の公的意思という権威を付与されるべき条件が整ったということだろう。

 19） 以下，1993年宣言の各条項については，条文そのものを記すのではなく，条文の規定し
ている先住民の権利を抜き出して列記する。ただし，先住民の権利を提示する文体とは異
なった文体で書かれた条文は，文章として翻訳し，カギ括弧「」内に記す。私の加えた補足
説明の語句は角括弧［］内に記す。条項の要求する権利の内容を正確に日本語に移し替える
ために，用語の選択には慎重を期したが，条文の翻訳を意図したものではない。さらに，用
語の選択には，この論文全体で用いる用語との整合性も考慮した。これらの事情から，ここ
で提示する 1993年宣言については，用語，内容の読み取り，状況と関連させた解釈，いず
れにおいても，すでに公表されている他の翻訳と異なる点がある。部に表題はついていな
い。しかし，起草者は明らかに共通の内容の条項を部 Partへとまとめているので，その共
通の内容を部のタイトルとして補い，角括弧内に表示する。国連の少数集団小委員会事務局
が 1993年案に与えた技術的コメントは，同じ主旨で，各部につけるべきタイトルを提案し
ていて，第 II部には「生命，統合，安全」という仮タイトルをつけている（Sub-Commission 
Secretariat 1994）。なお，2006年宣言案，2007年決議はいずれも，部の区分を廃止し，宣言
の構成を見分けにくくしている。

 20） 第 10条の条文は二重否定の構文であるが，事前の合意を述べる句は二重否定の構文から
外れており，原文のままでは矛盾した内容を述べている。

 21） 「ジェノサイド genocide」，「民族絶滅 ethnocide」および「文化絶滅 cultural genocide」につ
いて，私の理解と訳語の選択を説明したい。1993年宣言は「文化的 cultural」の語を，しば
しば「政治的 political，経済的 economic，社会的 social」と併記して，これらから弁別され
る狭い意味で用いている。しかし，ここで考察しているコンテクストでは，人類学の古典的
な定義に近い意味で，この 4分野を含む人々の営み全体を包括的に指していると解釈され
る。1993年宣言は「ジェノサイド」の語を 2か所（第 6条，第 7条）で，「民族絶滅」の語
は 1か所（第 7条）で用いている。第 6条は，「先住民が独自の民として自由・平和・安全
に生きる集合的権利」を述べるコンテクストで，それを侵害する「ジェノサイドその他」全
ての「暴力行為」に言及している。人権に関連する国際法では，「ジェノサイド」の語は，
1948年に国連が採択した「ジェノサイド罪の防止と処罰に関する条約 Convention on the 
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide」を先例として，「集団殺害」と訳されてい
る。この条約で用いている genocideの語義は，狭いものであるが，この訳語はそれをさら
に狭めている。この条約は，禁止すべき「ジェノサイド」を，「国民的・民族的・人種的な
いし宗教的集団を全的にないし部分的に破壊 destroyする意図で行われる行為」と定義して，
「集団の成員を殺害する行為，集団の成員に深刻な身体的ないし精神的損傷を負わせる行為，
集団の全体ないし部分を物理的に抹殺すべく周到に計画された集団の生活条件に介入する行
為，集団内の出生を妨害する処置の強制，幼児を当該集団から別の集団に強制的に移送
transferする行為」を列挙している。1993年宣言第 6条は「ジェノサイドその他いかなる暴

0

力
0

も」と述べるので，この条約のコンテクストで解釈してよい。第 7条は，「民族絶滅」と
「文化的ジェノサイド」を併記して，ともに拒絶する。この用法では「民族絶滅」の意味の
重点を，「文化的ジェノサイド」との対比で，「文化的」ではない「絶滅 -cide」に置いてい
ると考えられる。そこで第 7条は，第 6条の暴力的「ジェノサイド」を―その対象が 1993
年宣言のコンテクストでは民であるがゆえに―「民族絶滅」といいかえ，これに「文化的
ジェノサイド」を併記して，ともに拒絶していると解釈した。さらに，暴力的「民族絶滅」
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との対比で，「文化的ジェノサイド」の意味を「文化絶滅」と解釈した。なお，1993年宣言
を起草した当時の先住諸人口作業部会の議長 Daesは，年次報告で，cultural genocideと
ethnocideについて問われて，「議長［つまり Daes自身］は，cultural genocideは一つの文化 a 
cultureの物理的諸側面の破壊を，ethnocideは一つの民族 ethnosと民 peopleの全体の抹消
eliminationを指すと説明した」と述べていた（Daes 1993a: 17）。しかし，文化的ジェノサイ
ドの意味する破壊の対象を，一つの文化の「物理的 physical」な諸側面に限定しているのは，
不可解である。第 7条の述べる民族絶滅と文化的ジェノサイド（文化絶滅）の典型例の中で，
少なくとも（a）（d）（e）は文化の「物理的」諸側面の破壊とはいえない。

 22） 後に述べるように，国連における脱植民地化の事業は一貫して，宗主国から地理的に分離
した植民地を対象として行われてきた。先住民は独立国家内の存在であり，先住民に対する
抑圧は，国連における脱植民地化の視野から排除されてきた。前文 5，前文 8の示す歴史認
識が，第 II部の条文の示す先住民の歴史認識から，いかに懸け離れているとはいえ，前文 5
のように，独立国家の内部に位置する先住民について，植民地支配 colonizationの存在を認
めることは，国連のコンテクストでは認識と政策の画期的な転換を意味している。

 23） 用語につけるカギ括弧について，注記しておきたい。煩雑であるが，1993年宣言が用い
ている意味での用語―たとえばここでの国家―を指す場合には，カギ括弧をつけて「国
家」などと表示する。それゆえ，宣言の語法を離れたコンテクストでは，カギ括弧をつけな
い。

 24） Sub-Commission Secretariat 1994, para. 36。この技術的コメントは，1993年宣言と既存の国
際法との関係を明示する意図で，1993年宣言の各条項について，国際法の中で類似する内
容の規定を指摘している。このような技術的コメントの主旨から，同コメントは，1993年
案が革新的要素に欠け，すでに他の多くの国際法―憲章，章典，宣言，条約，規約など―
で先住民について施行している規定の寄せ集めであることを，示唆する。その意味で，第 7
条についての指摘はこの技術的コメントの中で際立っている。

 25） 第 11条の細目は，国家が軍事目的のために，先住民個人を軍隊に徴用すること，労働に
動員すること，先住民にその土地・領土・生業［生存］手段を強制的に放棄させることなど
を禁止している。いずれも直接には，先住民を巻き込む現代の時代状況を反影した規定であ
ると思われるが，これらに類する行為は先住民に対する植民地支配の歴史でも多く見られ
た。直接に先住民をターゲットとした軍事攻撃は第 6条の暴力的「ジェノサイド」に含まれ
る。

 26） ここで私が行っているのは，1993年宣言のテクスト分析であることに留意したい。1993
年宣言のテクストを参照して，その内的構造を把握することによって，この 1993年宣言を
この宣言の文言で草するにいたった思考の経路を，読み取ろうとする。

 27） 少数集団小委員会事務局の技術的コメントが与えている仮タイトルは「文化，宗教的およ
び言語的アイデンティティ」である（Sub-Commission Secretariat 1994）。

 28） 少数集団小委員会事務局の技術的コメントは仮タイトルを「教育と公的情報」としている
（Sub-Commission Secretariat 1994）。

 29） 先に 1993年宣言の内容を三つのテーマに識別した。権利によっては複数のテーマに関連
する。ここでは論旨を明確にするために，条文の中で，後に取り上げる第二および第三の
テーマと関連する部分は，丸括弧（）で括ることにする。

 30） 少数集団小委員会事務局の技術的コメントの仮タイトルは「土地と資源」（Sub-
Commission Secretariat 1994）。

 31） 前注に述べたように，ここでも第二第三のテーマに関連の強い条文は括弧（）で括ること
にする。

 32） 労働の権利に関する第 18条は第 IV部のテーマ（教育と情報）にそぐわない。少数集団
小委員会事務局の技術的コメントは第 V部に置くべきとしている（Sub-Commission 
Secretariat 1994, para. 67）。

 33） 少数集団小委員会事務局の技術的コメントの仮タイトルは「経済的および社会的権利」
（Sub-Commission Secretariat 1994）。先住民の権利宣言をめぐる国連の状況を考慮して，「政
治的」権利を意味する表現は避けたいようだ。

 34） 少数集団小委員会事務局の技術的コメントの仮タイトルは「先住民の制度」（Sub-
Commission Secretariat 1994）。

 35） 条文は autonomyと self-governmentを併記しているので，ここでは前者を「自治」，後者
を「自治政府」と訳し分けた。ただし，Daes（1993b, para. 32）によれば，国際法に
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autonomyという用語は使われていない。後に見る国連の脱植民地化の事業では，一貫して
self-governmentないし形容詞形の (non-)self-governingの語を用いていて，日本語では「自治」
と訳されている。国連の脱植民地化のコンテクストでは，この論文でもこの慣用に従うこと
にする。

 36） 後に見るように，アメリカ合衆国政府は，国連における国連先住民権利宣言の審議過程に
コメントして，自己決定権に関する宣言案の条文は，1993年宣言の段階ですでに，同国の
国内先住民政策で先住民に認めていた内的自治制度と，整合すると認識していた。アメリカ
合衆国が採用している連邦承認 federal recognition制度は，ほぼ 1993年宣言第 31条に相当
する内的自己決定権を，政府対政府 government-to-governmentの契約関係を介して，先住民
共同体に認めるものである（U.S. National Security Council 2001; UN 2007）。第 31条の条文は
先例としてアメリカ合衆国の制度などを想定していたと思われる。

 37） 1993年宣言はこれ以上に踏み込んでこれら諸形態を具体的に示してはいないので，大ま
かな解釈しかできないが，これらを，国連の脱植民地化の事業が非自治地域について整備し
た「自治」達成の諸形態と対照させれば，（a）は独立ないし「独立国家との自由連合」に，
（b）は「独立国家との自由連合」ないし「独立国家との統合」に，（c）と（d）は「独立国
家との統合」に対応するだろう。「自治」達成の諸形態については 5-3節参照。

 38） 少数集団小委員会事務局の技術的コメントは仮タイトルを「一般原則」としている（Sub-
Commission Secretariat 1994）。

 39） 少数集団小委員会事務局の技術的コメントは仮タイトルを「実施措置」（Sub-Commission 
Secretariat 1994）としている。

 40） 少数集団小委員会事務局の技術的コメントは仮タイトルを「一般規定」（Sub-Commission 
Secretariat 1994）としている。

 41） 世界人権宣言は「すべての人間は，生まれながらにして自由であり，尊厳と権利において
平等である」（第 1条）と規定していた。主語「すべての人間 all human beings」は個人とし
ての人間であり，人間の集合ではない。

 42） この論文では，国際的な法秩序を構成する諸法規（international legal instruments）を「国
際法規」と略称することにする。国際連合などの国際機関の憲章，宣言，諸国家の締結する
国際条約，合意文書などからなる。

 43） このほかに，比較的大きな変更としては，武力紛争時において特別な保護と安全を求める
第 11条が削除されている。

 44） 先住民共同体における「市民権」を規定した第 32条は，2006年宣言案では新 33条とし
て，「市民権」の語を外し，「アイデンティティないし成員権 membership」に替えている。
ただし，ここでの「アイデンティティ」はそれに続く「ないし成員権」とともに，個人の属
性としてのアイデンティティを述べている。この点は 1993年宣言の述べる「市民権」と同
じである。1993年宣言第 8条の「アイデンティティ」は「集合的」アイデンティティを含
み，「自らを先住民と認定し，［他から］先住民と認められる［先住民として承認される］権
利」は個人的権利とともに集合的権利として述べている。

 45） 前文 1でも，「先住民は尊厳と権利において他の全ての民と平等であることを確認し」と
の表現から，第 2条と同じく，「尊厳と権利において」を削除している。

 46） この二つの語句は前文 5の変更に関わっている。
  「先住民がその人権と基本的自由を奪わ歴史的な不正義に苦しめられてきたこと，この
ことがはとりわけ植民地支配と彼らの土地・領土・資源の没収とをもたらしの結果であ
り，とりわけ彼ら自身の必要と利益に従って発展する権利を妨げてきたことに配慮し，」

  この変更は，先住民の苦難と発展の阻害との原因である「人権と基本的権利が奪われてき
た」歴史を消去し，抽象的な「歴史的不正義」と発展の阻害との原因を「植民地支配」と
「土地・領土・資源の没収」に求めている。

 47） このほかに，先住民の個人とりわけ子どもへの，文化と母語の教育について述べた第 14
（15）条 3項，1993年宣言では，国家に適切な措置を要求する権利として表現している条項
を，単に国家の義務として述べる条文に変更している第 32（30）条 2および 3項などがある。

 48） 以上，国連総会本会議第 107および 108会議に関する資料は UN 2007による。国連加盟
国の投票はそれ自体が興味深いテーマである。棄権した 11か国は，アゼルバイジャン，バ
ングラデシュ，ブータン，ブルンジ，コロンビア，グルジア，ケニア，ナイジェリア，ロシ
ア，サモア，ウクライナである。また，エリトリア，エチオピア，イスラエル，キルギスタ
ン，モンテネグロ，パプアニューギニア，ルワンダ，タジキスタン，トルクメニスタン，ウ
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ズベキスタンなどの諸国が欠席した（UN 2007）。
 49） これ以後の国際法規の参照は，1993年宣言の場合のように，法規の全体をではなく，個
別の条項を抜き出す形で行う。それゆえ，条項の引用は，要旨の抜書きではなく，条文の翻
訳を基本としたい。1993年宣言の引用では，要旨の抜書きと条文の翻訳を区別して，後者
に鍵括弧「」をつけた。しかし，これ以後はこの弁別の必要がなくなるので，鍵括弧は省略
する。国際人権規約その他の国際法規の引用も，1993年宣言の場合と同じく，この論文で
採用している用語の整合性を考慮して，また，私の理解を示す意味で，必ずしも政府公定訳
など既存の日本語訳には従わず，私の語法によって適宜変更を加えることにする。

 50） 第 27条の minoritiesは，政府公定訳を受けて，通常は「少数民族」と訳される。しかし，
この訳が不適切であることは，つとに指摘されていた（河野 1979: 220）。国際人権法と
minoritiesについて考察した金東勲（2003）は，一貫して「マイノリティ」の語を使っている。
私も一般にはこの語でよいと考えるが，ここでは，国際法における概念の間の相互関係を考
慮して，minoritiesに「少数集団」の語を対応させたい。それによって，minoritiesが「少数
民族」ないし「少数民」とも，あるいは個人を意味する「少数者」とも，またここでの議論
の焦点である「先住民」とも区別されることが，語の構成に反影される。第 27条のいう
minoritiesは「民族的 ethnic，宗教的 religious，言語的 linguistic」という形容が示すように，
小数民族

0 0

に限定されない。「そのような minoritiesに属す者は，彼らの集団 groupの他の構成
員とともに」とあるように，第 27条は minoritiesを「集団」と規定している。

 51） 国連における規約条文の審議過程では，民の自己決定（つまり民が政治的・経済的な従属
から解放されていること）が人権実現の前提条件だとする意見が，出されていたという（宮
崎 1979b: 53）。第 1条の規定は，国際人権規約の内部に根拠を持つものではなく，次節で考
察するように，既存の国際法規に依拠するものだった。それゆえ，第 1条はそれ以降の条項
のための前提条件であり，同時に，国際人権規約を他の国際法規に関連づけるインターフェ
イスでもある。

 52） 同じ事情によって，国連総会が採択した少数集団の人権に関する「国民的 national・民族
的 ethnic・宗教的・言語的な少数集団に属す個人の権利に関する宣言」（1993年）は，「少数
集団に属す個人の権利」とそれに対応する国家の義務を述べている（金 2003: 66–71）。

 53） 後に考察する国連憲章の「非自治地域」制度に関する規定に即して，法規の規定が曖昧で
あることのメリットを，Toussaint（1956: 171）が述べている。

 54） この条文で「民」と結合される「自己決定権」については，同じ条文の後段の，「この権
利のゆえに，全ての民は彼らの政治的地位を自由に決定し」云々という条文が，意味内容を
充当している。

 55） Convention concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-
Tribal Populations in Independent Countries（107号条約，1957年採択，1959年発効，略称
Indigenous and Tribal Populations Convention）。ILO駐日事務所は条約名を「独立国における
土民並びに他の種族民及び半種族民の保護及び同化に関する条約」（略称「土民及び種族民
条約」）としている。条約は integrationと assimilationを，意味内容が対立する対概念として
用いている。この二つの語の内，｢ 同化」の訳を当てるべきは assimilationであり，
integrationは，条約の名称を含めて，「統合」とすべきである。また，この条約の採択当時
はともかく，少なくとも後年の国際法における語法では，「諸人口 populations」は「民
peoples」との弁別を意図して選択される概念である。「土民，種族民」が不適切な用語であ
ることは，いうまでもない。

 56） 後述するように，107号条約はその後に改定されて，1989年に 169号条約が発効した。
107号条約の規定によって，107号条約の締結国で 169号条約を批准した国については，107
号条約は効力を失う。107号条約の締結国で 169号条約に参加しなかった国に対しては，
107号条約は有効であり続ける。中南米の 9か国が 169号条約に移行し，107号条約は残り
の 18か国に対して効力を保っている。ちなみに，日本はいずれにも参加していない。アメ
リカ合衆国，カナダ，オーストラリア，ニュージーランド，ソ連邦ないしロシア，中国も同
様である（ILO 2007a, 2007b）。

 57） 第 2条 2項の規定する政府施策の三つの目標は，ほぼ一系列の因果関係に置かれている。
つまり，（b）当該の人々の社会的・経済的・文化的発展と生活水準の向上を通して，（c）彼
らの国民的統合を促進し，（a）他の国民との平等を達成する。分野ごとの施策を規定する第
III部（雇用と労働条件），第 IV部（職業訓練と手工芸および農村産業），第 VI部（教育と
広報）の各部では，冒頭に他の国民との平等の扱いを目標とする規定を設けている。
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 58） 第 11条 当該諸人口が伝統的に占拠 occupyする土地について，当該諸人口の構成員の
集合的ないし個人的な所有の権利 right of ownershipを認めなければならない。

  第 12条（1） 当該諸人口は，国の安全に関わる法令，あるいは国の経済開発ないし当該諸
人口の保健のための法令による場合を除き，彼らの自由な同意 free consentな
くしては，彼らの慣習的領土 habitual territoriesから移転させてはならない。

 59） 第 17条（1） 一般に適用される職業訓練計画が当該諸人口に属す諸個人の特別の必要に合
致しない場合には，政府は彼らに特別訓練施設を提供しなければならない。

   （2） この特別訓練施設は，当該諸人口における各種職業集団の経済環境・文化的
発展段階・現実的必要に関する周到な調査に基くものでなければならない。
同施設は，特に，これら諸人口が伝統的に適性を示してきた職業について，
必要な訓練を当該諸個人に提供しなければならない。

  第 18条（2） 手工芸および農村産業の発展は，当該諸人口の文化遺産を保存し，彼らの文
化的表現の芸術的価値および個性的様式を改善させるものでなければならな
い。

 60） 第 23条（1） 当該諸人口の児童には，母語での読み書きを，それが実行不可能な場合は，
彼らが属す集団で最も共通に使用する言語での読み書きを，教えなければな
らない。

   （2） 母語ないし常用語 vernacular languageから当該国の国語ないし（複数あるう
ちの一つの）公用語に漸次移行する措置を講じなければならない。

   （3） 母語ないし常用語を保存するため，可能な限り適切な措置をとらなければな
らない。

 61） その中にあって，唯一，伝統的な土地権に関する規定が注目される。注 58参照。
 62） この解釈から外れる，その意味で唯一の例外は，再び，土地に関する条項（第 12条 1）
である。

 63） このパラグラフの少数集団の権利に関する情報も金（2003: 78–104）による。各引用文に
続くカッコ内の数字は引用ページである。

 64） Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries，（169号 条約，
1989年採択，1991年発効，略称 Indigenous and Tribal Peoples Convention）。ILO駐日事務所
は条約名を「独立国における原住民及び種族民に関する条約」（略称「原住民及び種族民条
約」）としている。

 65） この表現で，107号条約の「統合主義方針」が「文化絶滅」政策だったことを，ILO自身
が認めている。

 66） 注 57参照。
 67） 注 96参照。
 68） たとえば職業訓練・手工芸・農村産業の分野を扱う第 IV部は，冒頭の条項で次のように
規定する。

  第 21条 当該の民の構成員は，職業訓練措置について，他の市民と少なくとも平等な
機会を享有しなければならない。

 107号条約の対応する条項は次のように述べていた。
  第 16条 当該諸人口に属す個人は，職業訓練施設について，他の市民と同じ機会を享

有しなければならない。
 69） 第 20条 政府は，当該の民に属す労働者の募集と雇用条件について，労働者一般に適

0 0 0 0 0 0 0

用する法律により彼らが有効に保護されていない範囲で
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，その有効な保護を
確実にするために，国の法令の枠組み内において，これらの民との協力によ
り，特別の措置

0 0 0 0 0

を採用しなければならない。
 70） 第 22条（2） 一般に適用する既設の職業訓練課程が当該の民の特別な必要

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

special needsを
0

満たさない場合
0 0 0 0 0 0 0

，政府はこれらの民の参加を得て，特別な
0 0 0

訓練課程と施設の
提供を保障しなければならない。

   （3） いかなる特別訓練課程も，当該の民の経済的環境，社会的・文化的な条件，
および現実的必要に基づかせなければならない。これに関連して行われるい
かなる調査も，当該の民の協力を得て実施しなければならない。この特別訓
練課程の編成と実施について当該の民との協議がなければならない。可能で
あれば，これらの民の決定により，彼らはこの課程の編成と実施の責任を漸
進的に引き受け（させ）なければならない。
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  第 23条（1） 当該の民の手工芸，農村と地域社会を基盤とする産業，さらに狩猟・漁業・
わな掛け・採集のような生業経済と伝統的活動は，彼らの文化の維持および
経済的自立と発展において重要な要因として認め（られ）なければならない。
政府は，適切な場合には常に，これらの民の参加を得て，これらの活動が強
化され促進されることを保障しなければならない。

   （2） 当該の民から要請があれば，可能な場合には常に，これらの民の伝統的技術
と文化的特性を考慮し，同時に持続的かつ公正な発展の重要性を考慮して，
適切な技術的・財政的援助が提供されなければならない。

 産業の分野で特に手工芸と農村産業を重視するのは，先住民の「伝統的適性」に即した産業
を奨励しようとした 107号条約の方針を踏襲している。

 71） 第 25条（1） 政府は，当該の民が達成可能な最高度の肉体的・精神的な健康を享有できる
よう，適切な保健サービスを利用できるよう保障しなければならない，もし
くは，彼らが自身の責任と管理の下で保健サービスを立案し供与するための
資源を，彼らに提供しなければならない。

   （2）保健サービスは，可能な範囲において，地域社会を基盤としなければならな
い。これらのサービスは当該の民の協力を得て計画・運営し，彼らの伝統的
な予防医療・治療慣行・薬剤とともに彼らの経済的・地理的・社会的・文化
的な条件を考慮しなければならない。

 72） 土地権に関する第 II部の規定は，ここで述べる三分類の中での位置が（a）であるか（b）
であるか，迷うところである。他の国民と同様に土地の権利を保障するという意味では，（a）
であるが，土地の権利の内容，あるいは土地からの立ち退きと再配置（移住）など，他の国
民には適用されない規定を含んでいる点で，より（b）に近いと判断する。

  第 13条（1） 条約のこの部の条項を適用するに当たり，政府は，当該の民が占拠 occupyな
いし使用 useしている土地ないし地域［領土］（あるいは適用可能な場合には
その双方）に対する彼らの関係が帯びている，これら民の文化および精神的
価値に対する特別な重要性を尊重し，とりわけこの関係の集合的側面を尊重
しなければならない。

   （2） 第 15条 および第 16条 で用いる「 土 地 lands」の語は「 地 域［ 領 土 ］
territories」の概念を含まなければならない。「地域」は当該の民が占拠ないし
使用する地域 areasの環境の総体 total environmentsを包含する。

  第 14条（1） 当該の民が伝統的に占拠する土地に対する彼らの所有 ownershipおよび占有
possessionの権利は，承認 recogniseしなければならない。さらに，彼らが排
他的に占拠していない土地，しかし彼らが生業活動と伝統的活動のために伝
統的に立ち入ってきた土地について，彼らが使用する権利を保護することが
適切な場合には，その措置をとらなければならない。この観点において，移
動民 nomadic peoplesおよび移動農耕者の状況に特別な注意を払わなければな
らない。

  第 15条（1） 彼らの土地に属す pertaining天然資源に対する当該の民の権利は，特別に保
護しなければならない。この権利は，資源の使用・管理・保存にこれらの民
が参加する権利を含む。

   （2） 国家が鉱物資源ないし地下資源の所有権（あるいは土地に属す他の資源に対
する権利）を保有 retainする場合には，政府は，当該の民の土地に属すかか
る資源の探査ないし開発のための計画を実施ないし許可する前に，当該の民
の利益が害されるか否か，どの程度に害されるかを確認するために，彼らと
協議する手続を確立ないし維持しなければならない。当該の民は，可能な限
り，かかる活動からの利益に参与し，活動の結果として被る損害には公正な
補償を受けなければならない。

  第 16条（1） 本条の以下の規定を条件として，当該の民は彼らが占拠する土地から立ち退
かせては（されては removed）ならない。

   （2） これらの民の再配置（移住 relocation）が例外的措置として必要と見なされる
場合に，その再配置を行うのは，彼らの自由なかつ情報周知された同意
informed consentによってのみ

0 0

でなければならない。彼らの同意を得ることが
できない場合には，かかる再配置を行うのは，国の法令が設ける適切な手続
―当該の民に有効な陳述の機会を与え，公的調査が適切であればそれを含む
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―に従う場合のみ
0 0

でなければならない。
  第 17条（1） 当該の民の構成員の間における土地権の委譲 transmissionに関して，これら

の民によって確立された手続は，尊重しなければならない。
   （2） 当該の民は，土地を手放す（譲渡する alienate）など彼ら自身の共同体の外部

に彼らの［土地の］権利を移譲する資格 capacityについて検討が行われると
きは，当該の民と協議しなければならない。

   （3） 当該の民に属さない個人が，民の構成員に属す土地を所有・占有ないし使用
しようとして，彼らの慣習につけいり，あるいは彼らの側における法の知識
の欠如につけいることを，防止しなければならない。

 73） 第 26条 当該の民の構成員があらゆる段階の教育を国民共同体の他の構成員と少なく
とも平等の条件で受ける機会を得るよう保障する措置をとらなければならな
い。

  第 27条（1） 当該の民のための教育課程
0 0 0 0

・教育サービス
0 0 0 0 0 0

は，彼ら特別の必要に合わせるた
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

めに
0 0

，彼らとの協力により開発し実施しなければならない。この教育課程・
教育サービスは，彼らの歴史

0 0 0 0 0

，彼らの知識と技術
0 0 0 0 0

，彼らの価値体系
0 0 0 0

，彼らの
さらなる社会的・経済的・文化的な発意を組み入れなければならない。

   （2） 管轄機関は，これらの教育課程の実施責任をこれらの民に，適切な度合いに
応じて順次に移行させる目的で，これらの民の構成員を確実に訓練し，教育
課程の編成と実施に関与させなければならない。

   （3） さらに政府は，これらの民独自の教育制度・施設を設立する彼らの権利を承
認しなければならない。ただし，この教育制度は，管轄機関がこれらの民と
協議して定めた最低基準を満たすものでなければならない。適切な資源がこ
の目的のために提供されなければならない。

  第 28条（1） 当該の民に属す児童は，実施可能な場合には常に，彼らの先住民語
0 0 0 0

indigenous 
languageで

0

，ないしは彼らの属す集団で最も共通に用いている言語で，読み
0 0

書き
0 0

を教えなければならない。これが実施不可能の場合は，管轄機関は，こ
の目標を達成する措置を採用するために，当該の民と協議を行わなければな
らない。

 74） 教育分野（第 VI部）について，107号条約は，国語への移行を規定しながらも，児童へ
の母語（ないし先住民の常用語）の教育を規定していた。さらに，手工芸および農村産業の
分野（第 IV部）では，先住民の「文化遺産を保存し，彼らの文化的表現の芸術的価値およ
び個性的様式を改善させる」政策を掲げていた。169号条約は新たに，生業と伝統的経済活
動を重視するよう規定するものの（第 23条 1），文化資産を活かそうとする 107号条約の産
業政策を，なぜか受継いでいない。注 59，60，73参照。

 75） 注 72参照。
 76） 注 70参照。
 77） 注 73参照。
 78） 次節で見るように，条約改正案の審議では先住民の拒否権が争点となった。
 79） 土地権に関する引用は注 72参照。
 80） 募集と雇用条件に関する引用は注 69参照。
 81） 職業訓練に関する引用は注 70参照。
 82） 生業経済に関する引用は注 70参照。
 83） 保健サービスに関する引用は注 71参照。
 84） 教育に関する引用は注 73参照。
 85） 国際的環境における ILO169号条約と 1993年宣言との対照的な位置を念頭に置いて，

2007年決議を見れば，先住民と国家との「パートナーシップ」の強調とそれを反影した文
体の条文とによって，2007年決議は先住民の権利要求を代弁するとともに，国家を拘束し
ようとする。169号条約と 1993年宣言のそれぞれの位置を折衷した中間的な位置取りを選
んでいる。

 86） この文体で先住民の権利に言及する条項は，ほかに第 27条（注 73参照）など。
 87） この文体で先住民の権利に言及する条項は，第 7条，第 8条（3-6節参照）など。権利を
主語とした第 14条，第 15条（注 72参照）などについても同じことが当てはまる。

 88） 先住民の管理運営能力に対する懐疑を典型的には次の条項が示している。「可能であれば，
これらの民の決定により，彼らはこの［特別訓練］課程の編成と実施の責任を漸進的に引き
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受け（させ）なければならない」（第 IV部「職業訓練」第 22条 3，注 70参照），「管轄機関
は，これらの［先住民のための特別］教育課程の実施責任をこれらの民に，適切な度合いに
応じて順次に移行させる目的で，これらの民の構成員を確実に訓練し，教育課程の編成と実
施に関与させなければならない」（第 VI部「教育」第 27条 2，注 73参照）。

 89） ここでは個人に関わる自己決定とパターナリズムについて考察するのではない。個人の自
己決定に焦点を当てれば，関連する事柄で考察すべきことは，ここでの先住民に対するパ
ターナリズムとは異なった方向と内容で広がる。それゆえここでは，個人に関わり，なおか
つ民の自己決定とも接点の多い法におけるパターナリズムを参照する。

 90） 瀬戸山は法学の観点から，個人を規制する国家の法的権威を前提として，パターナリズム
を捉える。個人に対する国家の介入の是非から議論を出発させるのではなく，この価値判断
をするための分析的用具として，「パターナリズム」概念自体は価値自由なものとし，その
構成要素とその相互関係を整理すべきだという。この観点から，個々の構成要素―当人の
自己決定能力，同意の有無，介入の方法（強制，非強制），介入の形態（直接的介入，間接
的介入）など―の組み合わせによって，多様な形態のパターナリズムを識別している（瀬
戸山 1997）。

 91） 169号条約は前文の冒頭で次のように述べている。
  前文 3 世界人権宣言，経済的，社会的および文化的権利に関する国際規約，市民的お

よび政治的権利に関する国際規約，さらに差別の防止に関する多くの国際法規
を想起し，

 92） 植民地的な支配関係を述べる語彙として使われた guardian-wardについては，注 117参照。
 93） 本文では Swepstonを参照するが，Rodríguez-Piñeroも 169号条約への改定過程を丹念に
追っている（2005: 291–331）。争点となった問題として，Swepstonの挙げたもののほか，「領
土 territories」の用語と土地権の議論について述べている。「土地と領土」と一括して表現す
ること，107号条約の規定を踏襲することで決着したという（Rodríguez-Piñero 2005: 306–
309）。

 94） 以上，改正案審議における争点と妥協については Swepston（1990: 690–696）によった。
 95） 以上，ILOの審議に関わる先住民組織の参加，先住民の批判，国連先住諸人口作業部会で
の一斉退場，先住民の意見表明については，Rodríguez-Piñero（2005: 311–319）に拠る。

 96） Rodríguez-Piñeroの 169号条約の評価は，ほとんど手放しの賞賛である。制限条項がつい
たものの，先住民を「民」として認め，先住民に集合的権利を認めた。権利承認に即して国
家に「特別措置」の採用を義務づけた。先住民の自治を確保するために，参加と協議の原則
を保証した。先住民の慣習と制度を維持する権利を保証し，国家に先住民の統合的な価値・
司法制度などの尊重を求めた。これらによって条約は，旧条約の一元的で平等な市民権のモ
デルに替えて，多文化的市民権のモデルを提示した。この転換は，自治，自治政府，法的多
元主義といった問題に直接に踏み込んでおり，この点で国際法には類例のない範例となって
いる。旧条約の特徴を引き継いだ先住民政策の面でも，開発計画に対する先住民からの「参
加，協議，管理」を織り込んでいて，時代の趨勢に応じた参加型のアプローチ，「民族的開
発 ethnodevelopment」に適合しているという（Rodríguez-Piñero 2005: 320–325）。しかし，
Rodríguez-Piñeroはこれらの特徴を，条約の内容構成と個別の条文に即して確認しているの
ではない。条約の総論部分（全般的政策方針を述べる第 I部）から表現を抜き出して，標語
のように列挙しているだけの表面的な把握に見える。条文を個別に検討すれば，3-5節以下
で縷々述べたように，169号条約は先住民の権利を僅かしか認めず，それも多くの制限と保
留をつけて理念倒れであり，Rodríguez-Piñeroの与えるような賞賛には値しないことが，了
解されよう。

 97） Rodríguez-Piñeroは，これに該当する国として，批准国のアルゼンチン，ボリビア，コロ
ンビア，エクアドル，グアテマラ，メキシコ，パラグアイ，ペルー，批准はしていないニカ
ラグアを挙げている（2005: 326）。

 98） Special Rapporteur，「特別調査官」とも訳される。
 99） 以上，第二次世界大戦後の国際秩序における人権と少数集団の状況について，とりあえず
の私の理解をこのような形でまとめておきたい。主として Thornberry（1991），金（2003）
を参照した。

100） Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, UN General 
Assembly Resolution 1514 (xv)，1960年 12月 14日採択。外務省の日本語訳では「植民地およ
びその人民に対する独立供与に関する宣言」。一般には「植民地独立付与

0 0

宣言」と略称され
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るが，ここでは，原意をよりよく伝えている外務省訳に従って，「植民地独立供与
0 0

宣言」と
する。決議のタイトルとした「植民地的な国」は日本語としてこなれない語法であるが，オ
リジナルのタイトルが単純に「植民地 Colonies」とはせず，Colonial Countriesとしているの
で，それを日本語に反影させた。「植民地的な Colonial」は「国 Countries」と「民 Peoples」
の双方にかかる形容詞である。この語法から，国際法では，countryという用語は主権国家
のみならず，いずれは主権国家となるべき植民地にも適用されることが分かる。

101） 外務省訳では第 1項の条文の主語を「外国による征服，支配および搾取に対する人民の屈
従は…」としているが，原文では The subjection of peoples to alien subjugation, domination and 
exploitationであり，「征服」以下の諸形態の植民地支配を形容する alienを「外国による」と
するのは，原文にない国家の要素の，それも「外」国の要素の追加である。

102） 国家の要件の一つである territorial integrity, integrity of national territoryは，定訳では「領土
保全」である。巧みな意訳であり，日本語に定着しているので，通常はこの表現で問題ない。
しかし，語義をより忠実に日本語に移すという主旨で，さらにこの宣言や友好関係原則宣言
がこの概念の対語として「国民的統一 national unity，政治的統一 political unity」を提示して
いて，概念の間の関連を語形の上にも反影させるために，この論文では「領土的統合」と訳
すことにしたい。

103） さらにこの限定を補強する規定として，宣言は末尾の 2項で次のように述べていた。
  第 6項 一国 a countryの国家的［国民的］統一 national unityと領土的統合との，部分的

または全面的な分裂を目的とするいかなる企図も，国際連合憲章の目的と原則に
合致しない。

  第 7項 全ての国家は，平等，すべての国家の内政不干渉，全ての民の主権尊重，彼らの
領土的統合尊重を基礎として，国連憲章，世界人権宣言および本宣言の諸条項を
忠実かつ厳格に遵守しなければならない。

 宣言の有力な解釈によれば，この 2項によって，国家に属す個別の民は，先住民を含めて，
自己決定権を行使して独立する権利を否定される。国家に属す個別の民による自己決定権の
行使と独立は，所属する国家の領土的統合を侵害することになるからだ。この解釈について
は後に友好関係原則宣言に即して改めて考察する（5-4節）。Thornberryは 1541（xv）決議
を視野に納めつつ，さらに硬い解釈を示している。宣言のいう「民」の権利について，「民
は自己決定の権利を持つ。一つの民とは地域の民全体 the whole people of a territoryである。
民はその権利を独立の達成を通して行使する」と要約し，植民地の境界はやがて出現すべき
国家の境界でもあるとする（1989: 874–875）。つまり，植民地は現行の境界―植民地主義諸
国の間の植民地分割によって確定した境界―による領土的統合を維持してのみ，独立しう
ると解釈している。しかし，国連の主導で「自治」を達成する際に，地域（領土）の統合が
維持されなかった信託統治地域の例がある。カメルーンが独立した際，北部が分離し，隣接
地域と統合して，ナイジェリア連邦として独立した（1961年）。両国の独立に向けた作業は
1958年に始められ，植民地独立供与宣言が国連総会の議題に登っている当時，すでにこの
過程は進行中だった（家 1974: 119–120）。Thornberryの解釈は柔軟性に欠けていると思われ
る。注 170参照。

104） まだ国連の「非自治地域，信託統治地域」制度について述べていないので，本文に記すこ
とは控えるが，この 17か国はいずれも，非自治地域ないし信託統治地域の地位から独立を
達成した。その限りで，これら諸国の独立は国連による脱植民地化の事業の成果である。

105） 公式名は Principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists 
to transmit the information called for under Article 73 e of the Charter, UN General Assembly 
Resolution 1541 (xv)，1960年 12月 15日採択。

106） 国連憲章第 1条のこの箇所の定訳は「人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国
間の友好関係を発展させること…」となっている（国連広報センター訳）。この訳では，こ
の条文における「人民」が，国民諸個人ではなく，自己決定権を行使して国家を構成した民，
つまり加盟国の国ごとの集合的な国民全体を指すことが，読み取れない。「人民の同権及び
自決」は，複数の国家を視野に納めた上で，諸国家の担い手である（複数の）国民の間の，
民としての平等
0 0 0 0 0 0 0

と，それぞれの国の国民による自己決定を指している。ただし，ここでの
「民 peoples」が国単位の民（国民）を意味するのは，国連憲章のこの条文が諸国家について
述べているというコンテクストのゆえであって，国際法で「民 peoples」が一般に，国ごと
の国民全体を指すのではない。

107） 第 11章は次の第 74条との 2条のみからなる簡潔な章である。
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  第 74条 国連加盟国はさらに，本章が適用される地域に関する加盟国の政策は，当該
加盟国の本土 metropolitan areasに関する政策と同様に…善隣主義の一般原則
に基づかせなければならないことに同意する。

108） ここで，国家に関連する用語について，国連憲章，ILOの条約，国連総会決議などから読
み取れる範囲で，私の理解を整理しておきたい。国際連合 United Nationsが諸国家の連合体
であるように，nationは「国家」である。ILO107号条約が「国民共同体 national community」
の表現を用いていたように，形容詞形の nationalは，そしておそらく名詞形の nationも，「国
民」を意味する。nation（国家・国民）は「国 country」の人的構成要素であり，これと並ぶ
地理的構成要素が「領土 territory」である。つまり，「国家・国民 nation」と「領土 territory」
の複合体が「国 country」である。植民地独立供与宣言が「植民地的な国 colonial country」
と表現していたように，「植民地 colony」の地位にあっても，潜在的な国家として，「国
country」の語を当てることができる。「国家 State（大文字）」は「国家・国民 nation」の行
為主体としての側面であり，国際的に法的主体（つまり主権国家）として行動する。「政府
government」は「国家 State」を代表（代理）して具体的に行動するエイジェントである。「国
民 nationals」は，「国家 State」の市民権を持つ構成員，つまり個人としての「国民」を指す。

109） 国連憲章は接辞「非 non-」を，単なる反対語ではなく，「未だ」の意味でも使っている。
「非自治地域」は「未だ自治を達成していない地域」である。それゆえ，「非国家」は「未だ
国家の地位を達成していない国家」である。「国家 State」の地位を達成する以前の状態を
「国家」と表示するのが自己矛盾に響くのならば，「国 country」を当ててもよい。つまり，
「非自治地域」は「未だ国家になっていない国」である。前注 108参照。

110） ここで「非自治地域」の「領土」としての性格にこだわるのは，先に見たように，1993
年宣言が「土地・領土

0 0

・資源」に対する先住民の権利を要求しているからである。
111） 植民地に対する宗主国権力の行為を適宜「支配」ないし「統治，行政，施政」と表示し，
互換可能の語として用いる。国際法では動詞 governないし administerで表現される。植民地
に関する日本語の慣用では「統治」が一般的だった。国連憲章の日本語訳で使う「委任統治
領（地域），信託統治地域」は，慣用語「統治」を受け継いだ造語である。

112） 国連憲章第 77条は，「信託統治地域」に該当する地域として，次のものを想定していた。
（a）国際連盟の「委任統治領」，（b）「第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地
域」，（c）「施政について責任を負う国」つまり植民地宗主国が「自発的に」信託統治制度に
委ねる地域。しかし，この（c）によって自国植民地を自発的にこの制度に委ねた国はなかっ
た。

113） Anghieは法学者として，帝国主義国際法を，それを裏づけた実証主義 positivism法学に対
する批判を通して考察している（Anghie 1999）。

114） 国際連盟規約の規定は注 139参照。日本語の公定訳では「文明ノ神聖ナル使命」としてい
るが，ここでは「信託」と「使命」の概念的差異を問題にしているので，原文にしたがって
「文明ノ神聖ナル信託」とする。

115） 国際連盟の時代には，民と地域のいずれについても「自己決定権」は認識されず，それゆ
え「神聖ナル信託」が「進歩」の促進を含んではいても，政治的独立の目標は含んでいな
かった（家 1974: 93）。

116） 注 139参照。
117） 植民地主義パターナリズムにおける「信託」は，しばしば「後見人 guardian―被後見人

ward」の言葉で表現される。両者の概念上の関連についても私の準備は不十分であり，仮の
見通しを述べておきたい。「後見―被後見」の概念と政治的主権との関係が比較的よく読み
取れるのは，アメリカ合衆国における先住民共同体と連邦政府との関係の歴史である。合衆
国の独立直後は，インディアン「国 nation」との関係を条約によって構成する方式を継続し
ていたが，他の西欧諸国との競合関係を排除した後は，1830年頃を画期として，条約の双
務的規定を超えてインディアン「国」を支配対象の位置へとおとしめた。この移行に法的表
現を与えたとされるのが，連邦最高裁判所長官Marshallの三つの判決であり，それを通し
てインディアン「国」を，連邦と条約を締結する能力のある主権（その意味でインディアン
は合衆国市民ではない）と認める一方で，連邦との関係では「支配される国内従属国
dominated domestic dependant nation」と規定し，条約は対等の主体の間の契約であるべきで
あるが，連邦議会にはインディアン「国」との条約に一方的に（相手の合意を得ることなく）
介入する立法特権 plenary powerがあるとした。このような連邦とインディアン「国」の関
係を表現して用いたのが「後見人―被後見人」である。この表現は連邦とインディアン
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「国」との支配従属関係を述べたのであって，「後見人」に当る連邦に義務を課す意味はな
かったと思われる。その後，19世紀後半，徹底した先住民支配が共同体の解体に向かい，
先住民の苦難と疲弊が顕著になると，キリスト教的な恩恵の施しとしての先住民政策が導入
された。ここでも，「後見―被後見」の比喩には，双務的な義務は含まれなかった。20世紀
に入り，ニューディール期に先住民政策に共同体の再組織が加わり，それ以後，連邦の先住
民政策は共同体の解体と再組織の間を揺れ動いた。共同体再組織の政策は先住民の主権の概
念が伴い，そのコンテクストで，連邦は先住民共同体を従属させた代償として先住民に対し
て義務を負うという意味での「信託」概念が，援用されたと思われる。また，先住民が主権
を主張し，過去に連邦との間で結んだ条約の遵守を要求するという状況で，連邦政府は先住
民に対する応答を補強して，先住民に対する「信託」の義務を強調していると思われる。こ
のように，アメリカ合衆国の先住民政策のコンテクストでは，「信託」概念には，先住民に
主権を認めた上での双務的関係という性格を伴っている（cf. Williams 1984; American Indian 
Lawyer Training Program 1988）.

118） 非自治地域の制度をめぐる初期の状況については，この制度の展開を跡づけた家（1974）
を参照した。初期の論争については，Kunz（1954），Toussaint（1956）も詳しい。

119） 8か国の施政国は当時の国連加盟国の中の「植民地主義列強」をほぼ網羅していた。「列
強」が世界分割をしていた時代に「列強」に数えられた国で，国連発足当時に依然として海
外植民地を支配していた国として，スペインとポルトガルがある。両国は当時まだ国連に未
加盟だった。ロシアは「列強」の一つであり，その後身のソ連邦はロシアの領土を受け継い
でいたが，社会主義圏の盟主として，強力な「反植民地勢力」のメンバーだった。

120） 注 107参照。
121） 1960年の二つの国連総会決議にいたる長期の視野で見れば，国連による脱植民地化が介
入したのは，「宗主国」の海外「植民地」に対する支配という意味での「植民地主義
colonialism」に終始した。皮肉に見れば，国連での 10年余におよぶ論争がつけ加えたのは，
当初の通念を法的言語によってより精緻に表現することだけだった。ただし，総会決議
1541（xv）は，後に考察するように，この対概念をもっぱら地理的関係（つまり地理的分離）
へと収斂させ，いわゆる「海洋ドクトリン」へと翻案していく。この対概念は，いうまでも
なく，広い政治的かつ理念的内容を含み，地理的関係はその一面にすぎない。

122） 非自治地域の制度をめぐる初期の論争については，Kunz 1954，家 1974を参照した。制度
形成の一環として，非自治地域に関する「定期的な情報送付」を受ける組織として「憲章第
73条 e項によって送付される情報に関する特別委員会 Special Committee on Information 
transmitted under Article 73 e of the Charter」が設けられた（1946年）。この特別委員会は 1952
年に「非自治地域情報委員会 Committee on Information from Non-Self-Governing Territories」
と改称した（国連総会決議 569［vi］）。事実上，この委員会が非自治地域を担当する国連機
関として機能することになる。ここではこの委員会を「情報委員会」と略称する。

123） ここでいう「解釈」は，法規の条文の解釈というよりは，国連における脱植民地化の実施
過程において作動していた解釈，その意味で実践的解釈

0 0 0 0 0

というべきものである。植民地独立
供与宣言は，独立を与えるべき対象を，「信託統治領，非自治地域，あるいはその他のいま
だ独立を達成していない全ての地域」（第 5項）と，非自治地域に限らないことを述べてい
た。この宣言に基づいて設立され，その実務を担当した植民地独立供与宣言履行特別委員会
は，委員会独自に，独立供与の対象となるべき地域のリストを作成し，それには，従前は非
自治地域とされていなかった地域も含まれていたが，いずれも海洋ドクトリンに外れる地域
ではなかった（家 1974: 19）。注 165参照。この実践的解釈を共有するという点では，国際
法と国際関係の研究者も一致しているようである（家 1974: 22–25; Thornberry 1989: 874–875; 
1991: 17–18; Rodríguez-Piñero 2005: 139–141）。

124） ここで要約するベルギーの主張の主な資料源は，ベルギー政府が刊行したパンフレット
（Belgian Government Information Centre [BGIC] 1953）であり，第 7回国連総会（本会議およ
び第 4委員会，1952年）でのベルギー政府代表の発言と，ベルギー政府が国連事務総長に
送った覚書（Belgian Government [BG] 1953）とを収録している。このパンフレットに収録さ
れていないベルギー政府代表の発言については，国連総会公式記録（United Nations General 
Assembly Official Records）を参照した。内容ではベルギー政府覚書が最も包括的である。こ
の覚書は，国連総会公式記録に収録されたオリジナル（UN Doc A/AC.67/2, pp. 3–31）と同文
である。ただし，オリジナルにはパラグラフ単位に番号が付けられているが，パンフレット
版にはない。パンフレット版は節に分け，節に番号を付けてあるが，オリジナルにはない。
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そこで，資料の出典の表示は，オリジナルのパラグラフ番号と，パンフレット版の節（§）
番号およびページ数を併記する。国連総会でのベルギー政府代表の発言については，国連総
会公式記録のオリジナルとパンフレット版との間に，かなりの差がある。両者を比べれば，
オリジナルはパンフレット版を要約したものであるかのように見える。パンフレット版に
は，オリジナルにない内容の文章ないしパラグラフが加えられてもいる。この差異が生じた
のは，パンフレット版の方が実際の発言に近く，国連総会公式記録は発言の要旨

0 0

を収録した
ものであるか，あるいはパンフレットの出版に当って，ベルギー政府関係者が文章に加筆訂

0 0 0

正
0

を施し，実際の発言になかった文章を追加したかの，いずれかであろう。現在の時点では，
国連での発言の忠実な再現よりは主張の内容が重要であり，また，このパンフレットがベル
ギー政府の国連での活動と時節を合わせて刊行されているという事実を考慮して，ここでの
要約ではパンフレットを優先的な資料源とした。ここでの要約の全体はおおむねベルギー政
府覚書に沿って配列するが，内容の構成を反影させて，順序を入れ替える箇所もある。さら
に，この覚書にない主張は，国連の公式記録を参照してベルギー政府代表の発言から抜き出
し，この要約に加える。私の判断で項目に分け，項目に表題を付ける。それゆえ表題は角括
弧［］で括る。相互に関連した内容を項目に分けるので，複数の項目の間で内容が重複する
こともある。各項目には，主として依拠した出典を，表題に続けて付記する。それ以外の資
料源から得た要約を挿入する場合は，パラグラフ単位で

0 0 0 0 0 0 0 0

出典を付記する。ここに提示するの
はベルギーの主張の要約であって，原文の翻訳ではない。しかし，原文の用語

0 0

は，鍵括弧「」
で括らない用語も含めて，忠実に，また論争調の文体は必要に応じて適宜，反影させるよう
努める。

125） 多くの加盟国が憲章第 11章の適用対象を初次リストの地域に限定しようと主張するのに
反論して，ベルギーは，それは，憲章が全ての民に確保している自己決定の権利

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を，特定の
0 0 0

民のみに限定
0 0 0 0 0 0

することになるとも述べている（Langenhove 1953b: 31）。ただし，この発言を
行ったのは，ソ連邦に統合された諸国からの政治難民が行った独立回復の誓願をめぐる議論
に，さらには民の自己決定を謳う決議に関連してである。この発言から，ベルギーが一般に
「後進的な」先住民にも自己決定権を認めていたと解釈するには，疑問が残る。要約（17）
参照。

126） 南米の先住民について，人類学者 Julian Stewardと A. Métrauxの民族誌的概説書を参照し
ている（BG 1953, paras 14–15; §4, p. 35–36）。

127） 具体例として，人類学の民族誌的概説書を参照して，南インドの Chenchusなどのネグロ
イド，中央地区のオーストラロイド，北東地区のモンゴロイド，マレイシア・アンダマン諸
島・フィリピンのネグロイドのピグミーを挙げている（BG 1953, para. 17; §4, pp. 36–37）。

128） 具体例として，再びMétrauxを引用して「南アメリカで最も知られた首狩り族」エクアド
ルの Jivaroの「呪術宗教的儀礼」を述べ，民族誌的概説書を参照して，同様の慣習が Naga
などのアッサムからオセアニアまで広く分布していることを述べている（BG 1953, para. 18; 
§4, pp. 37）。

129） colonizationは一般に「植民地化，植民地支配」を意味するが，ここでは「文明化の作業」
に相当する具体的な統治政策を一括して指しているので，「植民地統治」の語を当てる。

130） ここでの coloniesは，入植者（移住者）の構成する共同体を指す。この用例を除いて，ベ
ルギーはこの語を，「宗主国」との対で用いられる「植民地」の意味で使っている。

131） 国連における脱植民地化の進展を論評した Toussaint（1956）は，このパラグラフを採録
して，ベルギー・テーゼを紹介している。

132） 具体例として，インド憲法の指定地域 Scheduled Areasと指定部族に関する規定，同じく
ベネズエラ憲法の規定に言及している（BG 1953, para. 28; §5, p. 40）。

133） 先住民の状況調査のために委員会は各国に質問状を送り，この報告書は，それに応えて各
国が送り返した情報を，載せている。5-7節参照。

134） 国連での演説でこの修道女の言葉に言及した Ryckmansは，ベルギー領コンゴの名誉総督
だった（BGIC 1953: 9）。フィリピンの例に続いて，Ryckmansはインドネシアのボルネオの
Dayaks居住地に短く言及している（1953b: 25–26）。

135） ここでなぜか Ryckmansは，ビルマ山地の Chinsと Karensに言及している（1953b: 26）。
海洋と同じく自然の障害に隔てられている例と見なしたのだろか。

136） 具体例としてブラジル，ベネズエラのMotilonに言及している（BG 1953, para. 31, n. 1; §6, 
p. 40, n. 1）

137） 「アラスカを例外として」という語句が 2箇所に使われているが，いずれもベルギーの誤
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認と思われる。アラスカは統治国のアメリカ合衆国からは地理的に分離している。アラスカ
は島ではないが，地理的配置はアメリカ合衆国にとって海外

0 0

領土に等しい。
138） 注 107参照。
139） 国際連盟規約は次のように規定していた。
  第 22条（1） 今次ノ戦争ノ結果従前支配シタル国ノ統治ヲ離レタル殖民地 colonies及領土

territoriesニシテ近代世界ノ激甚ナル生存競争状態ノ下ニ未タ自立シ得サル人
0 0 0 0 0 0 0 0 0

民
0

peoplesノ居住スルモノニ対シテハ，該人民ノ福祉及発達ヲ計ルハ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，文明
0 0

ノ神聖ナル使命
0 0 0 0 0 0 0

［信託］sacred trust of civilisationナルコト，及其ノ使命遂行
ノ保障ハ本規約中ニ之ヲ包容スルコトノ主義ヲ適用ス。

   （2） 此ノ主義ヲ実現スル最善ノ方法ハ，該人民ニ対スル後見 tutelageノ任務ヲ先
進国ニシテ…之ヲ受諾スルモノニ委任シ，之ヲシテ聯盟ニ代リ受任国トシテ
右後見ノ任務ヲ行ハシムルニ在リ。

  第 23条 聯盟国ハ，現行又ハ将来協定セラルヘキ国際条約ノ規定ニ遵由シ，
    （ロ）自国ノ監理ニ属スル地域 territories内ノ土著住民 native inhabitantsニ対シ，

公正ナル待遇ヲ確保スルコトヲ約ス。
140） ベルギーは発言の随所で，国際連盟と対比させて国連の非自治地域制度の「不公正な」運
営を批判している。アフリカに領土を持つ加盟国について，連盟期には等しく原住民に対す
る義務を担っていたにもかかわらず，国連でその義務を引き続き担っているのは，ベルギー，
フランス，連合王国のみであって，エチオピア，リベリア，南アフリカ連合はその義務を放
棄していると，名指しで非難したこともある（Langenhove 1953a: 30）。

141） 南アフリカ連合が，委任統治領の南西アフリカを自国に統合する根拠として，南西アフリ
カの住人の意思表示を持ち出したのに対して，住人の政治的発展の未熟さに疑念を述べたイ
ンド，中国，キューバ，メキシコの各代表の発言を引用している（（BG 1953, paras 78, notes; 
§11, pp. 53, notes 1-5）。

142） Rodríguez-Piñeroが参照する ILO関連の資料と，それに関する彼の説明によれば，ベルギー
は，南米のいくつかの国では先住民の生活水準が，ベルギーがコンゴの現地人労働について
設定していた標準よりも低いと認識していた（2005: 142）。ベルギーのコンゴ政策に対する
自負，ひいては「反植民地勢力」に対抗して行ったベルギー・テーゼの主張には，背景とし
てこの認識もあったと思われる。注 187参照。

143） 家によれば，英米はこの主張に同調して，ソ連邦内には，第二次世界大戦によって併合し
た国家・地域や中央アジアの諸国など，「非自治地域」に登録すべき地域が多くあるなどと
主張し，他方で中南米諸国はベルギーの主張に直接に回答して，「ラテン・アメリカのイン
ディアンの社会的・文化的地位は，アフリカの原住民よりはるかに良い」，「ペルーの立法は
インディアン人民の権利にとくに整備された保護を与えて」いる，「グァテマラではグァテ
マラ人民しか存在しない」などと反論したという（家 1974: 16–19）。Toussaintも，「エクア
ドルのインディオは国家の統合的部分を構成しており…他の全ての市民と平等の権利を享有
している。ベルギー代表による第 11章の解釈は危険であり，全世界を膨大な植民地体制に
変換してしまう」というエクアドル代表の反論などに言及している（1956: 179）。

144） 注 131参照。
145） 注 107参照。
146） これら三国はいずれも入植者共同体が独立した国家であり，ベルギーの視点からすれば，
おおむね三重の境界が識別可能だったろう。（1）国家の管轄する全範囲，これには非自治地
域と信託統治地域が含まれる。（2）海外の非自治地域と信託統治地域を除いた範囲。所謂
Consecutive US（東海岸から西海岸までのアメリカ合衆国領土），オーストラリア本土と周囲
の島々，南北のニュージーランド本島。（3）さらにその内部で，必ずしも全てが明確な境界
によっては区画されていない先住民と（白人）市民の区画。アメリカ合衆国では先住アメリ
カ人の保留地，オーストラリアではアボリジニ地区，ニュージーランドではマオリ人の集住
する農村部があった。

147） 非自治地域の制度をめぐる国連と加盟国との関係でいえば，非自治地域を決定する権限を
国連が加盟国から奪い，行使したのは，これが初めてである（家 1974: 19–27）。情報送付の
義務を国際法上の「国際的義務」とする国連総会決議 1541（xv）の原則 IIIには，ポルトガ
ルに対する国連の介入も反影されていたと思われる。

148） 注 123参照。
149） 本文で言及したように，Anghieは 19世紀以後の国際法の展開を跡づけて，国際連盟に導
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入された委任統治領の制度を，国際法の構造を変革した画期的契機としている。これによっ
て，帝国主義国際法では至上の主体だった国家に対して，より上位の国際機関として国際連
盟が成立し，それ以前では国際法が介入しえなかった国家の内政に国際機関が介入した。国
際連盟の委任統治領の事業は，非西欧の植民地を国民国家という主権へと形成し，それに
よって国家と主権を再定義する事業だった（Anghie 2002）。しかし，後に本文で述べるよう
に，1960年に国連総会が採択した二つの決議のうち，植民地独立供与宣言は Anghieの理解
と整合するが，1541（xv）決議は植民地的従属からの離脱の形態をより柔軟に多様化し，そ
れに即して，国家的「主権」と「自己決定，自治」の概念を分離し，ひいては「国家 State」
と「自治」の主体とを分離している。国連のその後の脱植民地化は，この二つの決議を併用
した。また，両者の内の，宗主国（施政国）の主権に強く介入する植民地独立供与宣言の「強
いメッセージ」であっても，国連による脱植民地化は「国家―地域」間の支配関係という一
面に介入したのみであって，「地域」ないし「国家」の内部に持続した植民地支配には介入
しなかった。Anghieも，通説にならって，この「国家―地域」間の関係に即して植民地主
義 colonialismと脱植民地化を理解している。

150） ベルギー・テーゼが指摘した，国内に「非自治」の民と地域を持つアジア・ラテンアメリ
カの諸国家，さらに海外に「非自治地域」を持っているとされたインドとチリ（要約 6）が，
いずれも国連による脱植民地化の介入を免れたのは，これらの諸国家がすでに脱植民地化を
経た（ポストコロニアルな）国家とされたからであろう。Rodríguez-Piñero（2005）が ILO
の二つの条約を，「独立国」つまりポストコロニアルな国家という状況における「先住
indigenous」民を国際法に登場させたと評価するのも，ここで述べる国連による脱植民地化
の事業に規定された意味での「ポストコロニアル」概念に拠っている。

151） ベルギー・テーゼは，国
0

内に「非自治」の民を抱えている国家
0 0

を直接の批判対象とした議
論だといいかえることができる。しかし，この表現での「国，国家」と，その領土，国境は
いずれも，脱植民地化によって確定する国家とその国境を想定した表現であり，つまり，脱
植民地化後

0

の語彙による表現であることに留意したい。
152） 国際連盟が植民地の独立を目標として設定したのは，加盟国による植民地統治の一部に導
入した委任統治制度の，さらにその一部，3種に区分けした内の A式委任統治領に対しての
みだった。それ以外の，各国の「監理［つまり内政］ニ属スル地域」については，当該国に
「神聖ナル使命［信託］」による「後見」と「公正ナル待遇」を義務づけたのにすぎない。注

139参照。
153） 非自治地域の独立以外の形態による「自治」達成として国連総会が承認した事例について
は，家（1974: 113–114），五十嵐（1995: 2–3, 18–45）による。

154） 非自治地域（および信託統治地域その他の地域）の独立は国連への加盟によって確定する。
つまり，第二次世界大戦後の国際秩序において，法的主体（主権国家）の資格を承認する権
力を独占した国連が，19世紀後半の「国家の家族」相当のものとして，単に加盟の承認の
みならず，主権国家としての資格を承認する。家（1974: 115）は，1950年代末の時点での，
独立以外の「自治」の確証は「総会の多数決から生ずる」とする Colliardの学説を紹介して
いる。

155） 4-5節参照。通常の国家と同様の形態では独立が困難な条件にある小規模かつ地理的に孤
立した―しばしばこのように説明される―非自治地域について，当該地域，施政国，そし
て国連が行っている独立以外の「自治」の模索については，五十嵐（1997）参照。

156） ここでの論述に必要な範囲で，これら原則の規定を抜き書きする。
  原則 VII（a） 自由連合は，情報周知された民主的な手続きを通して表明された，当該地域

0 0

の
0

（複数の）民
0

の自由かつ自発的な選択の結果でなければならない。それは
…独立国家と連合する地域の民

0 0 0 0

のために，民主的方法による意思表明を通し
て，および憲法上の手続きを通して当該地域の地位を変更する自由を，保有
retainするものでなければならない。

   （b） 連合した地域は，しかるべき憲法上の手続きと（地域全体の）民 the people
の自由に表明した意思 wishesに従って，外部の干渉なくその内的憲法 internal 
constitutionを決定する権利を持たなければならない。…

  原則 VIII 独立国家との統合は，旧非自治地域の（複数の）民と，統合する独立国家の
民との，完全な平等に基づくものでなければならない。双方の地域の民は，
なんらの区別も差別もなく，平等な市民としての地位と諸権利を持ち，また
基本的権利と自由に関する平等な保証を持たなければならない。…
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  原則 IX 統合は次の条件の下で成されなければならない。
   （b） 統合は，自己の地位の変更について十分に認識している地域の民

0 0 0 0

が自由に表
明した意思の結果でなければならず，その意思は，成人の一般投票に基づく，
公平に実施した手続き，なおかつ情報周知された民主的な手続きを通して，
表明されなければならない。

157） 先に見た ILO107号条約はこの条件に欠けていた。先住民・部族民の意思を問うことなく，
国家の統合政策を彼らに強制していた。

158） アラスカ，ハワイいずれにおいても，住人に州への昇格の意思を問う手続きは，先住民の
個別の意思を問うものではなかった。両州ともに先住民運動が活発である。ハワイについて
は注 168参照。

159） 五十嵐（1995）はこの観点からプエルト・リコ，西インド諸島，クック諸島，ニウエ，ミ
クロネシア連邦，パラオの事例を検討している。

160） 国連で 1541（xv）決議にいたる審議が行われているのと同時期に，ILOは 107号条約を
準備し採択した。既述のように，この条約は先住民に対する「統合」政策を打ち出してい
た。

161） アメリカ合衆国はアラスカとハワイを州として連邦に「統合」したほか，次の戦略的な要
地を少なくとも軍事と外交

0 0 0 0 0

において自己の主権の内に留めている。カリブ海の入り口のプエ
ルト・リコを自国領土内の自由連合国 Commonwealth, Estado Libre Associadoとして，北太平
洋の北マリアナ連邦を同じく自国領土内の自由連合地域 Commonwealthとして，グァムとア
メリカン・サモアは非自治地域として，さらに「独立国」であるマーシャル諸島共和国，ミ
クロネシア連邦，ベラウ共和国は「自由連合」協定によって。アメリカ合衆国の主権（この
場合は軍事と外交）が及ぶ地理的範囲と，それを区画する「国境」は，第二次世界大戦以前
のそれと比べれば，フィリピンを失い，元の日本の南洋群島委任統治領を加えている。

162） 原則 VIIと VIII。注 156参照。
163） 注 122参照。
164） Toussaint 1956: 180–181。Toussaintはイギリスの「パートナーシップ」政策について出典
を記していない。次に引用するフィリピン代表の Ingles（1952, para. 9）によれば，イギリス
代表の発言は Inglesが発言した 3日前の会議で行ったもののようだ。しかし，国連総会公式
記録で見る限り，イギリス代表の発言の中に，「パートナーシップ」政策に関して，
Toussaintが引用しているように詳細な説明はない。公式記録では，イギリス代表 Hopkinson
はイギリスの植民地政策の概要を述べ，その一環として地域の住民に言及し，全ての住民に
よる「真のパートナーシップ」を推進することがイギリスの政策方針 philosophyであると述
べ，世界中の課題である「多人種共同体 multi-racial community」の問題に関して，この政策
は一つの解決策となると補足している（Hopkinson 1952, para. 12）。

165） 信託統治地域が独立ないし統合によって減少し，それを担当する信託統治理事会が機能を
縮小していたこともあって，特別委員会は，国連における脱植民地化の課題を担当する主要
な組織として機能した。植民地独立供与履行特別委員会が活動を開始したのに伴い，非自治
地域情報委員会は解消され，その役割を前者が引き継いだ。特別委員会は，宣言が適用され
るべき地域，つまり「いまだ独立を達成していない地域」の精査を行い，そのリストに，信
託統治地域と既登録の非自治地域のほか，ポルトガルが統治するアンゴラ，モザンビークな
どの地域と，イギリス統治の南ローデシアを加えた。さらに，「非自治地域」として一度は
登録されたものの，自治を達成したとして施政国が情報送付を停止した地域についても，特
別委員会は審査し，総会に提起して，仏領ソマリランド，仏領コモロ諸島などがリストに加
えられた。このように，特別委員会は，国連憲章の信託統治地域・非自治地域の規定を越え
て活動内容を拡張し，後に脱植民地化の関心が南部アフリカに，とりわけアンゴラとモザン
ビークにおける武力解放闘争とそれに対するポルトガルの武力弾圧，南アフリカと南西アフ
リカのアパルトヘイト政策，南ローデシアの「独立」問題に集中すると，現地人の闘争支援
と施政国に対する国際的介入の媒介者として活動した（家 1974: 19–39, 54–85, 136–154）。

166） 正確には当時の南ローデシアの資料に即して述べるべきであるが，南北アメリカなどの独
立国との歴史的な連続性を，イギリス本国政府と南ローデシアの入植者共同体はともに認識
していたと想像される。19世紀末から 20世紀初めまでの時期に，南北アメリカでは入植者
共同体による脱植民地化（つまり独立）が終了しており，イギリスの支配する植民地では，
南アフリカ，オーストラリア，ニュージーランドで，入植者共同体が自治政府を形成し，順
次，本国から自立していった。南ローデシアではこれらの先例に倣って，入植者共同体が自
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治政府を構成した。
167） ローデシアからジンバブエへの転換では，入植者はまったく排除されたのではなく，入植
者も参加し，しかし現地人解放組織を主体とした政体に移行した（家 1980: 53–67）。それゆ
え，ここで述べる「植民地独立の担い手から入植者共同体は除かれる」のは，国連の脱植民
地化の「強いメッセージ」に対応するメッセージとしてである。現実には，独立国家の担い
手に，現地人（先住民）のほかに，入植者や移民定住者がさまざまの割合で参加する。それ
でも，たとえば後に引用するMartinez（1995）が述べるように，アジア・アフリカの諸国で
政権を担っているのは「先住の」民族集団であるとする理念的な語りが可能である。

168） ただし，この問題を先住民の観点からのみ述べるのは適切ではない。プエルト・リコとア
ンチルは，輸入奴隷と入植者の子孫が構成する社会であるが，地域の社会構成が植民地的
だったことに変わりはない。ハワイで州への昇格を問うた住人投票は，ハワイ在住のアメリ
カ合衆国市民に投票権を認めたもので，先住ハワイ人の個別の意思を問うものではなかっ
た。設定された選択肢は「州」となるか「準州」に留まるかの二つのみであって，「独立」
の選択肢はなかった。先住ハワイ人の主権運動は，いずれの点でも先住ハワイ人の主権を無
視した意思決定として批判している（Blaisdell 1998）。なお，国連の脱植民地化は現地の個
別の民の意思を一律に

0 0 0

無視したのではない。非自治地域カメルーンについて，国連は住人の
状況を考慮して，南部と北部で別個に住人投票を行い，その結果を受けて，1961年に，南
部はカメルーン共和国として独立し，北部はそれから分離し，隣接地域と統合して，ナイ
ジェリア連邦として独立した（家 1974: 119–120）。

169） 公 式 名 は Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-
operation among States in accordance with the Charter of the UN General Assembly Resolution 2625 
(xxv)，1970年採択。

170） Thornberry 1989: 875–877; 1991: 18–20。Thornberryは，自己決定権を行使する主体である
「民」は「地域の民全体」であるとする解釈を，国家のみならず植民地にも適用している。
しかし，南ローデシア「独立」問題に介入していった段階では，国連の脱植民地化の「強い
メッセージ」は，自己決定権を行使して独立を達成すべき担い手を，Thornberryが想定する
ような「地域の民全体」ではなく，入植者を除いた現地人（先住民）に設定していた。注
103参照。

171） ここでのコメントが，1993年宣言がWilmerの認識と同じ制約を被っていると述べている
のではないことに，留意したい。1993年宣言は「民族絶滅と文化絶滅」の歴史経験を，地
理的その他いかなる条件をも付けることなく，それゆえ普遍的な規準として採用している。

172） 国連で公表したベルギー政府の見解を収録したパンフレット（BGIC 1953）は，副題に「文
明の指命」を掲げていた。

173） 当時の人類学では，植民地の民が生きていた現実の生活形態を重視するのではなく，植民
地支配によって消え去った，あるいは消え去りつつあった「本来の未開文化」を追求しよう
とする志向が強かった（清水 1993）。

174） 注 188，注 196参照。この語が古い語感で受けとめられていたことは，条約の日本語訳が
用いている「土民」という訳語からも窺える。

175） 注 196参照。
176） 同一の対象を表示するのであっても，コンテクストによって，また言語によって微妙に使
い分けている語彙を，日本語で適切に表現するには，工夫が必要である。植民地支配のコン
テクストで支配の視点から植民地の現地人を表す名詞として，「原住民」を使うことにする。
国際的な先住民運動のコンテクストで使われる indigenousには，先に述べたように，「先住
（の）」の語を充てる。語感を対比的にいえば，「原住民」は植民地支配の対象の民であり，
「先住民」はその植民地支配と闘う民である。Rodríguez-Piñero（2005: 155ff）の認識では，

ILOは 107号条約で採用した indigenousの語に，独立国家という新しいコンテクストに即し
た意味を与えようとした。国連の推進した脱植民地化の以後の（ポストコロニアルな）国家
というコンテクストにおける先住民を指す用法をさきがけている。この点を考慮して，「先
住（の）」の語を充てることにする。ただし，この用法は長らく国際法の内部に留まったよ
うであり，一般には，植民地のコンテクストで使われた用語 native/aboriginalが，独立国家
における先住民に対しても引き続き使われた。国連による脱植民地化の進行は，言葉のコン
テクストを―海外植民地のコンテクストから独立国家のコンテクストへなどと―変化させ
る。この変化に即して微妙に異なる語義を論述に反影させるために，「原住民」「先住民」と
単独で用いるほか，「現地人（原住民）」「原住民（先住民）」「先住民（原住民）」などと，丸
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括弧内に併記する表示も採用する。括弧内の併記は副次的な語感を表す。この複数の語の併
記という手法によって，指示対象の民の連続性を示すとともに，置かれた状況の変化に伴う
位置の変化を表すことができる。ここで「原住民，先住民」のほかに「現地人」の語を採用
するのは，価値評価から自由な表示の必要に応えるためである。本文で述べたように，「原
住民」の語には支配対象としての侮蔑的な語感が伴っている。それに対して「現地人」は，
単純に外来者との対置で区別される現地住人の意味で使う。当然のことながら，植民地のコ
ンテクスト以外でも使える言葉であるが，植民地のコンテクストでは，外来の入植者と区別
される現地人を指す。植民地が国家として独立することによって，植民地のコンテクストで
意味を成した「外来者」と「現地人」との区別は意味を成さなくなる。それに替わって，従
前の「現地人（原住民）」の間のエリート層と，このエリート層にとって支配的視線の対象
となる非エリート「原住民」との区画が，関心の焦点として浮上する。関連して，注 190参
照。

177） ILOとベルギー・テーゼとでは，視野に若干の差異があった。5-7節参照。
178） 「反植民地勢力」の配置を考慮しつつ，地域別に集計すれば，中南米からの加盟国はアル
ゼンチン，ボリビア，ブラジル，チリ，コロンビア，コスタリカ，キューバ，ドミニカ，エ
クアドル，エルサルバドル，グアテマラ，ハイチ，ホンジュラス，メキシコ，ニカラグア，
パナマ，パラグアイ，ペルー，ウルグアイ，ベネズエラの 20か国だった。西側諸国が，西
欧 9か国（ベルギー，デンマーク，フランス，ギリシャ，ルクセンブルグ，オランダ，ノル
ウェー，アイスランド，スウェーデン）に，アメリカ合衆国，英連邦 5か国（オーストラリ
ア，カナダ，ニュージーランド，南アフリカ，連合王国）を加えて 15か国，ソ連圏が 6か
国（ベラルーシ，チェコスロバキア，ポーランド，ソ連邦，ウクライナ，ユーゴスラビア），
中東イスラム諸国が 10か国（エジプト，イラン，イラク，レバノン，サウジアラビア，シ
リア，トルコ，アフガニスタン，パキスタン，イエメン），それ以東のアジアが 6か国（ビ
ルマ，中国，インド，インドネシア，フィリピン，タイ）である。これにイスラエル，エチ
オピア，リベリアを加えて，1950年後半から 1955年末までの時期の国連加盟国は 60か国
だった（国連広報センター n.d.）。

179） ここでの議論のテーマは，ベルギー・テーゼをめぐる論争が意味を成した時期における国
連の脱植民地化の事業を視野に入れて，植民地支配の全体像の中でこの事業が介入した地点
を把捉することにある。それゆえ，少なくとも次の二点で限定された考察であることに留意
したい。一点目として，脱植民地化の過程に配慮して，宗主国による植民地の政治的支配を
前提として想定する。植民地化の歴史では，宗主国が支配権を確保するのに先立って，多様
なエイジェントが現地に入り，入植者共同体を形成しつつ，原住民を対象に，軍事，経済，
宗教，学術などの多様な活動を行っていた地域が多い。二点目として，ここで想定する三つ
のタイプの植民地化・脱植民地化過程は，いずれも，海外植民地によりよく該当する。
Toussaintが海外植民地と区別して想定した「国家の地続きの拡張」による植民地において
は，植民地化の過程は海外植民地と大差ない。しかし，脱植民地化の過程については，事例
が少ないので，一般的に述べることは困難である。この場合，「強いメッセージ」に対応す
る脱植民地化の運動は―国連の脱植民地化が再定義した国家像に沿って表現すれば―国家
からの「分離独立」運動の形を取る。運動がそこから分離しようとする「国家」は，旧来の
植民地主義宗主国であることもあれば，海外植民地から独立した国家でもありうる。1950
年代との時代の違いを無視して，「植民地支配」を広い意味で捉えれば，このような「分離
独立」に該当ないし近似すると思われる事例として，バルト三国，旧ソ連邦から分立した中
央アジア諸国，エリトリア，東チモール，旧ユーゴスラビアから分立した諸国，分国したチェ
コとスロバキア，国連の関与によって独立しようとしているコソボなどがある。拡大解釈す
れば，バングラデシュもこれに該当する。古くはアイルランド，ポーランド，オーストリア
帝国から独立した中欧諸国，モンゴル，韓国と北朝鮮などが想定される。分離独立を求める
運動が存在する（ないし存在していた）事例に，バスク，クルド，チンとカレンなどビルマ
の「少数」民族，チベット，ウイグル，台湾，南部フィリピンのイスラム系の民，アチェー，
西イリアン，ブーゲンビル，南スーダンの「非イスラム」系の民，ハワイなどがある。現在
の国際的な先住民運動がこれらの事例をどの程度に視野に納めているのか，今後の課題とし
たい。

180） このように解釈する資料は家（1980）による。
181） ここではその背景に立ち入る余裕がないので，簡単に私の見通しを述べれば，現地人エ
リート層（階級ないし民族集団）を基盤とする抵抗組織が，植民地全体を視野に入れて，そ
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れを領土（国土）とする独立を追求するならば，その視野は（4）非エリート層の原住民も
含んでいる。解放組織が（2）植民地現地権力に対する闘争を進めつつ，同時に並行して（4）
非エリート原住民との平等な連帯を形成しない限りは，解放組織は非エリート原住民に対す
る国家的支配を展望しつつ，植民地解放の闘争を進めることになる。この場合，解放組織は
解放と独立を達成する以前からすでに，国家形成の計画の中に（4）非エリート原住民に対
する統治を組み込んでいる。（1）宗主国によって植民地化される以前にすでに，民の間に歴
史的な階層関係が形成されていたならば，そして，（2）植民地現地権力がこの民の間の階層
関係に乗じて分割統治政策を採用していたならば，あるいはさらに，その政策を現地人抵抗
組織に対する鎮圧行動にまで拡大していたならば，現地人エリート層の解放組織は，植民地
（つまり展望する国家）内の民に対する支配的な視線を，より容易に形成するだろう。

182） この観点から，植民地解放闘争が独立を達成する過程で，それに並行して先住民（原住民）
の抑圧と彼らの抵抗を生み出していった事例を，東南アジアについて考察したことがある
（清水 1998）。なお，ここでは本題ではないので触れないが，本文で述べた第三タイプに該
当する独立国家はもとより，第二タイプに当たる独立国家でも，国家の統治制度，制度的概
念，統治上の慣習と文化など多くの点で，脱植民地化の前と後とが連続的であり，脱植民地
化によっても植民地的状況が持続することは，多くのポストコロニアル歴史研究が示してい
る。

183） 非自治地域の認定をめぐってベルギー・テーゼが「海外植民地」に言及したのは，ベル
ギー・テーゼの概念としてではない。ベルギー・テーゼの論理では，問題は非自治の民で
あって，地域それ自体ではない。非自治地域と認定されれば，国連の介入は非自治の民に向
かうはずであり，それゆえ，未認定の民と地域，つまり海外植民地ではない民と地域に向け
て注意を喚起した。そのような地域を，海外植民地との対置で，「地理的隣接性」の言葉で
表現した。ベルギーの想定では，それに該当する国家は，施政国を含む当時の国連加盟国の
半ば以上に及んだ。このようなベルギー・テーゼの主張を，海外植民地と「国家の地続きの
拡張
0 0

」（Toussaint 1956: 175）という植民地化過程における対置と読みかえたのは，「反植民
地勢力」であり，この論争を論評した Toussaintである。ベルギーと

0 0 0 0 0

「反植民地勢力
0 0 0 0 0 0

」は
0

，
互いにかみ合わない言語で相手の議論を受けとめ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，自己の言語で自説を表明した
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

といえる。
「反植民地勢力」にとって，海洋による隔絶という海外植民地の特徴は，宗主国と植民地と
を確実に分ける可視的な要素であり，「反植民地勢力」の大勢力であるラテンアメリカ諸国
も，「革命」前はスペイン・ポルトガルの海外植民地だった。これら諸国が，ベルギー・テー
ゼのいう「地理的隣接性」による「文明化の作業」あるいは「植民地統治」（要約 5）ある
いは「文明の影響」（要約 6）という想定を受け入れるならば，自国の国内に，「後進的」原
住民の居住する深部にまで，国連の関与を受けなければならない。「反植民地勢力」を含め
た多くの国連加盟国にとって，後に 1541（xv）決議が定式化することになる海洋ドクトリ
ンは，国連による脱植民地化の介入を国境でせきとめ，いわば海外へとそらす防壁だった。

184） ここで，独立国の国内について「植民地統治」の表現を用いることが，違和感を抱かせる
かもしれない。この違和感は，国連の脱植民地化の「強いメッセージ」が再定義し定着させ
た国家像に，基づいている。この国家像では

0 0 0 0 0 0 0

，植民地とは欧米帝国主義諸国の海外
0 0

植民地で
あり，それは独立によって植民地であることを終了し，主権国家に転換する。それゆえ，独
立国家の国内に植民地は存在しえない。しかし，この「強いメッセージ」による「脱植民地
化」は植民地統治を終了させるものではないというのが，この論文での私の主張である。こ
こでは，この「強いメッセージ」が再定義した意味より広い意味で「植民地」の語を用いて
いる。国連の脱植民地化が設定した国境の外側に位置しようと内側に位置しようと，特定の
民ないし地域に対する支配は植民地支配である。民ないし地域に対する支配が，支配対象の
民ないし地域を常に明確な境界で区画しているとは限らない。それゆえ，単独の名詞として
用いる「植民地」は，必ずしも境界の明瞭な地理的区画を指すのではない。「植民地統治」
など後続の名詞を伴う用法では，形容詞「植民地的な colonial」の意味で用いている。

185） 脱植民地化後の国家の国内に，植民地統治の対象として封じ込められた民は，行論の過程
で採用した語彙に従って表現すれば，支配の対象としての「原住民」であり，その支配に対
する抵抗の主体としてはなお潜在的にのみ「先住民」である。彼らのこのような位置を表す
のに，ここでは「原住民（先住民）」という表示を採用する。注 176参照。

186） ILO駐日事務所によれば，Convention concerning the Regulation of Certain Special Systems of 
Recruiting Workers（50号条約，1936年採択，1939年発効，略称 Recruiting of Indigenous 
Workers Convention，日本語の正式名は「特殊ノ労働者募集制度ノ規律ニ関スル条約」，略称
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「土民労働者募集条約」）を初めとして，107号条約より前に合わせて 5条約が採択され発効
していた。

187） Rodríguez-Piñero（2005: 2, 142）。Rodríguez-Piñeroの説明では，当時，ILOが設定していた
植民地における原住民労働の標準では，植民地ごとに個別の標準を選択することが可能であ
り，植民地によっては原住民労働の標準が独立国家における先住民労働の水準より高かった
（2005:142）。

188） Rodríguez-Piñero（2005: 163）によれば，この報告書のタイトルに表れているように，当
時の ILOでは，「先住の indigenous」と「原住の aboriginal」，「民 peoples」と「諸人口
populations」を，それぞれ互換可能の同義語として用いていた。

189） 以上，ILOのラテンアメリカにおける取り組みと，107号条約の制定にいたる経過につい
ては，Rodríguez-Piñero（2005: 83–112）による。

190） ここでの「原住民」の語は，前節で述べたように，文字通り「原住の民 natives, 
aborigines」を意味する一般名詞のみならず，外来者（入植者）が支配対象の民に与えた固
有名ないし通称も含めて用いていることに，留意したい。

191） ここでは，ILOの視野を示す資料として，ILO先住民労働専門家委員会が作成した先住民
の現状に関する調査報告書（ILO 1953）を参照する。

192） ILOの委員会は，私がここで「入植者共同体が形成した独立国家」と呼ぶ国家に該当する
南北アメリカ諸国とオセアニアのオーストラリア，ニュージーランド，「新興独立国」に当
るビルマ，セイロン，インド，インドネシア，パキスタン，フィリピン，タイを対象にして
いる。タイは一貫して独立を保ったが，叙述の便宜上，「新興独立国」の中に含めて扱いた
い。

193） Rodríguez-Piñero（2005: 141–142）。Rodríguez-Piñeroはこの補完関係を，国連加盟国の間の
政治的ダイナミクスと関連させて解釈している。ベルギーの主張に応答を迫られたラテンア
メリカ諸国は，国連における脱植民地化の事業が非自治地域の目標として示し始めていた
―後に総会決議 1541（xv）として定式化されることになる―「独立」と「統合」との対
極的な選択肢を採用して，非自治地域には国連憲章第 11章の精神を，独立国家では統合の
推進を，主張したという。先住民の統合政策を掲げる ILO107号条約は，この政策の対比に
適合した。ベルギー政府もまた，同国が国連の脱植民地化を批判して主張した（植民地と独
立国家とを問わず）平等な先住民政策の必要に，107号条約が応えているとして，評価した
という（2005: 141–144）。

194） 1955年のことであるが，ILOの質問票に対しヨーロッパ諸国は，国内における先住民の
存在を否定する回答を送り返していたという（Rodríguez-Piñero 2005: 149）。

195） 唯一の例外として，アメリカ合衆国が非自治地域として通知したアラスカが，ILO専門家
委員会の考察対象に含まれている。委員会の要請に応えて同国が送った回答にエスキモーの
記載を含めていたことが，その背景だったと思われる。

196） Rodríguez-Piñeroによれば，当時なお植民地のコンテクストで使われていた「原住民」に
関連する語彙の侮蔑的な語感を排除するために，107号条約では植民地的コンテクストでの
慣用語とは異なる用語を選択した。植民地の「原住の」民―英語で native/aboriginal，フラ
ンス語で indigène ―については，国連での議論にも現れていたように，「後進 backward，
野蛮 savage，未開 primitive」などの語彙が使われていた。107号条約では，これらの語彙を
排除し，それぞれの言語で常用されていなかった語彙

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

―英語で indigenous，フランス語で
aborigène ―を採用して，「先住の」民を表示したという（Rodríguez-Piñero 2005: 156–159）。
英語とフランス語で語彙の関係がねじれているのが興味深い。ただし，国際的な先住民運動
が「先住 indigenous」の語を普及させたのであって，それまでは，ILO条約の使う意味での
「先住 indigenous」は法律用語に留まっていたようである。ちなみに国連では，先住諸人口
作業部会，国連先住民権利宣言（1993年宣言，2007決議）のいずれでも，英語での「先住
indigenous」をフランス語では autochtone，中国語では「土着」と表示している。注 6参照。

197） 注 191参照。
198） ILO専門家委員会の定義では，「先住民」の先祖を「征服，植民地化」した「非先住民」
の子孫が，「現在［その国の］政治的・経済的な権力を手中にしている」と述べているので，
現在時における植民地的状況にまったく触れていないのではない。しかしそれは，「先住民」
を定義する主な特徴としてではなく，間接的な言及に留まっている。

199） 107号条約に「部族的諸人口」の概念が導入された経緯を再考すれば，「国民」全体が「先
住諸人口」であるような国家においては，「先住諸人口」と「部族的諸人口」との分類上の
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関係が 107号条約の規定とは逆に，「部族的諸人口」は「先住諸人口」の下位区分として位
置づけられることが分かる。それゆえ，条約の実施を導く実践的な解釈では，「先住諸人口」
が条約の適用対象となるのは，国民の中で「先住の」民が有意味に識別されるような国民構
成の国家，つまり「非先住の」国民が支配的であるような国家においてであり，他方，「部
族的諸人口」が適用対象となるのは，「全ての国民が先住」の民であるような国家において，
その中から「部族的な」民が有意味に識別される国家においてである。ILO専門家委員会の
当初の定義とは異なって，107号条約第 1条は「先住諸人口」に関連して，歴史的起点にお
ける征服者

0 0 0

・植民者と
0 0 0 0

国民の中の現在の支配的区分との関係
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

について，言及しない。しかし，
Thornberryが読み込んだように，「部族的諸人口」の概念を導入させた経緯が，「先住諸人口」
の所在を，征服者・植民者が現在も引き続き支配している国家，つまり入植者共同体が形成
したラテンアメリカ諸国であると，想定させる。

200） Rodríguez-Piñeroによれば，ILOでは 1945年に組織された「非宗主国地域の社会政策に関
する専門家委員会 Committee of Experts on Social Policy in Non-Metropolitan Territories」が，先
住民労働専門家委員会と並行して機能していて，両者は競合する関係にあったという（2005: 
149）。

201） 一例として，国連関連の事業報告（UN-HABITAT 2005）を見れば，冒頭に Coboの定義を
引用して「先住民」の定義を述べ，ILO169号条約に言及して補充している（p. 5）。

202） Martinezは，国連先住諸人口作業部会が審議の場を広く開放していることに触れて，「少
数集団」とすべき集団が―中には「少数集団」の定義に該当しない集団もが―「先住民」
を名乗って参加していると批判し，具体例として Rehoboth Bastersと呼ばれる「疑わしい団
体」が参加していること，1994年にはアフリカーナーの代表団が受け入れられていること
を挙げている（1995: 70）。しかし，この批判自体は Coboの定義とまったく関係がない。先
住諸人口作業部会の年次報告によれば，ナミビア共和国の Rehoboth Baster Communityは（少
なくとも）1993年から 2006年にいたるまで，毎年，作業部会の審議に参加している。一方，
Afrikaner Volksfrontは 1994年にのみ，参加していた。この 1994年の年次報告で Daesは，
97人の先住民参加者が，両団体の「人種主義的背景」を根拠として，両団体の参加に懸念
を表明する申立書を提出したと述べている（1994: 12）。翌年以降，Afrikaner Volksfrontを含
めて，アフリカーナーの組織は参加していない。6-4節で言及するように，Daesが有効性を
評価する「先住民

0 0 0

」概念の実践における前進的進化
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

が，有効に作用したと思われる。レホボ
ス・バスター共同体については舟木（2006: 145–149）を参照した。

203） 国際法では，先住民に先立って少数集団の権利と保護が国際的な課題となった。先住民が
課題になるのに対応して，「先住民」との用語上の区別を明瞭にするために，「国民的少数集
団 national minorities」の語が導入されたようである。「先住民」が植民地支配を受けた民を
指すのに対し，バスク，カタルーニャ人，ロマニー（ジプシー），移民労働者，クルドなど，
ヨーロッパ大陸の少数民は「国民的少数集団 national minorities」と呼ばれる（Thornberry 
1991: 331）。これらヨーロッパの国民国家における少数民は，自らも「先住民」とは区別し
ていて，国際的な先住民運動に参加してこなかった。

204） 作業部会に参加した先住民組織の情報は，それぞれの年次の作業部会報告による（Daes 
1993a: 5–7; Yokota 2006: 18–20）。ただし，年次報告に記載された組織の中には，帰属する国
家を特定できなかったものも少なくないので，本文に列記した国家のリストには漏れの可能
性がある。

205） ILO107号条約は「部族的，半部族的」民を，「社会的・経済的」な「未発達」の度合い，
つまり「国民共同体」への「統合」の進展度によって定義した。それゆえ，歴史的起点を参
照すれば「先住」民であっても，「国民共同体」への「統合」を達成した「集団ないし個人」
は，この条約の定義では，もはや「部族」民ではなく，それゆえ「先住」民でもない。
Rodríguez-Piñeroによれば，諸国政府はこの規定を利用して，自国には「先住」民は存在し
ないと主張したという。日本政府は ILOから質問状に，アイヌの人々は同化政策によって
日本人一般と同程度に「発達」しているとして，「先住」ではないと回答した。ラテンアメ
リカ諸国，アメリカ合衆国，カナダ，オーストラリア，ニュージーランドも同様の対応をし
たという（2005: 164–166）。107号条約による定義については，3-3節，5-8節参照。

206） 「先住民」の「定義に関する性急な決着は，先住民に当る集団を，［1993年］宣言案では
受け入れられている権利の享有から，排除するおそれがある」（Aboriginal and Torres Strait 
Islander Commission 1996: 2）。
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